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      平成２０年第３回南会津町議会定例会 第１日 

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２０年９月１２日（金曜）午前１０時開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸報告 

 日程第 ４ 議会活性化対策特別委員会中間報告 

 日程第 ５ 議案第５８号から議案第７４号まで一括上程 

         （提案理由の説明） 

 日程第 ６ 請願・陳情の委員会付託 

       平成２０年請願第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求

                  める請願 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（２２名） 

     １番  湯 田   哲  議員     ２番  渡 部 俊 夫  議員 

     ３番  高 野 精 一  議員     ４番  馬 場 信 作  議員 

     ５番  山 内   政  議員     ６番  渡 部   優  議員 

     ７番  星   光 久  議員     ８番  楠   正 次  議員 

     ９番  大 宅 宗 吉  議員    １０番  渡 部 忠 雄  議員 

    １１番  湯 田 秀 春  議員    １２番  星   登志一  議員 

    １３番  星   和 男  議員    １４番  平 野 昌 盛  議員 

    １５番  阿久津 梅 夫  議員    １６番  渡 部   東  議員 

    １７番  芳賀沼 順 一  議員    １８番  菅 家 幸 弘  議員 

    １９番  大 竹 幸 一  議員    ２０番  児 山 寿 明  議員 

    ２１番  五十嵐   司  議員    ２２番  渡 部 康 吉  議員 



－２－ 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 

湯 田 芳 博 町 長 渡 辺  仁 副 町 長 

横 山 恒 廣 教 育 長 五十嵐 竹 則 会 計 室 長 

宍 戸 英 樹 直 轄 政 策 室 長 室 井  裕 総 務 課 長 

星  光 幸 企 画 観 光 課 長 馬 場 増 男 税 務 課 長 

長 沼 芳 樹 住 民 生 活 課 長 近 藤 甚 悦 健 康 福 祉 課 長 

大 竹 政 義 建 設 課 長 星  安 晴 環 境 水 道 課 長 

角 田  厚 農 林 課 長 渡 部 文 政 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

斎 藤 友 一 学 校 教 育 課 長 酒 井 直 伸 生 涯 学 習 課 長 

星  廣 政 舘岩総合支所長 横 山 孝 夫 伊南総合支所長 

児 山 忠 男 南郷総合支所長 室 井 良 一 監 査 委 員 

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 馬 場 秀 成 事 務 局 長 補 佐 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。本日はご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 ただいまから平成20年第３回南会津町議会定例会を開会いたします。 

 大変暑いので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会議録署名議員の指名 

○渡部康吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、３番、高野精一君、12番、星登志一君

を指名いたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会期の決定 

○渡部康吉議長 次に、日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月22日までの11日間とし、明13日から17日まで及び20日か
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ら21日までの７日間を休会とし、お手元にご配付の審議予定表のとおりといたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月22日までの11日間とし、明13日から17日まで及

び20日から21日までの７日間を休会とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎諸報告 

○渡部康吉議長 次に、日程第３、諸報告を行います。 

 初めに、議長報告を行います。 

 平成20年第２回南会津町議会定例会以後の議会活動状況、議員派遣の結果報告及び総務委員

会、産業建設委員会並びに文教厚生委員会の所管事務調査報告書は、お手元にご配布のとおり

であります。報告の詳細については、配付してあります文書によってご了承願います。 

 次に、去る８月18日に開催されました平成20年第２回西部環境衛生組合議会定例会、翌８

月19日に開催されました平成20年第２回田島下郷町衛生組合議会定例会及び８月25日に開催

されました平成20年第２回南会津地方広域市町村圏組合議会定例会に関係議員が出席し、慎重

審議の結果、全議案について原案のとおり認定及び可決されました。その概要は、お手元にご

配付のとおりであります。報告の詳細は配付してあります文書によってご了承願います。 

 次に、平成20年８月までの月例出納検査の結果について監査委員より報告書が提出されてお

ります。事務局に保管されておりますので、ご了承願います。 

 次に、本町関係法人に係る平成19年度の経営状況を説明する資料について、次の法人の資料

が町長より提出されております。南会津地方土地開発公社、会津高原夢開発株式会社、財団法

人田島振興公社、会津高原リゾート株式会社、会津高原フレンドカントリークラブ株式会社、

財団法人たていわ農業公社、会津高原たていわ農産有限会社、医療法人社団仁嘉会、株式会社

ＩＮＡ、株式会社さゆりの里、株式会社南会津観光公社、以上11法人に係る説明資料は事務局

に保管されておりますので、ご了承願います。 

 議長からは以上であります。 

 次に、町長報告を行います。 
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 平成20年第２回南会津町議会定例会以後の一般行政報告書は、お手元にご配付のとおりであ

ります。報告の詳細については配付してあります文書によってご了承願います。 

 以上で諸報告を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議会活性化対策特別委員会中間報告 

○渡部康吉議長 次に、日程第４、議会活性化対策特別委員会における議会活性化に関する調

査事項について委員会の中間報告の件を議題といたします。 

 議会活性化対策特別委員会から調査事項について中間報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りします。 

 本件は申し入れのとおり報告を受けることにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、議会活性化対策特別委員会の中間報告を受けることに決定しました。 

 議会活性化対策特別委員長の発言を許します。 

 議会活性化特別委員長。 

○１７番 芳賀沼順一議員 おはようございます。 

 ただいま議題となりました議会活性化対策特別委員会、昨年の第４回定例会におきまして特

別委員会を設置されて以来、現在まで約11回の協議を重ねてまいりました。本年の６月で約半

年を経過いたしましたので、ここに中間報告をいたします。 

 皆様からアンケートをとって、たくさんの意見をいただきました。それを大きく分けまして、

協議事項を、１つ、町民に開かれた議会はどうしたらいいのか、２つ目に議会活性化について、

それから、３つ目に常任委員会の活性化についての検討事項、４つ目にその他ということで、

４つに分けて協議してまいりました。 

 まず１番目には、町民に開かれた議会として、皆さんもご存じのように、１つ、議会チラシ

の配布ということで、議会の定例会の前に議会日程と一般質問の質問者・期日・質問内容を記

載したチラシを作成して、地方新聞折り込みによって周知を図りました。これによって、ここ

には傍聴に来ないまでも、だれがどういう質問をするのか、何時に来ればいいのか、非常にわ

かりやすくなったというご意見もいただいております。 
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 ２つ目に、議会報告会の実施。町の重要案件の決定内容を住民にその過程などについて説明

をして、生の住民の声を聞いて議会の活動に反映させたいということで、皆さんも３つのチー

ムに分けてやっております。これについても、賛否両論ありますが、町民の方々からは、文書

で読む報告と違って非常にいいことだという意見が多くございます。私たちも２年か３年後に

はほかの議会から視察に来るような議会にしたいと、こういう思いで活性化に向かい全員で検

討しておりますが、ちょっと早過ぎるんですが、思わぬ来月の10月には、10月の初めと10月

の末に、埼玉県、それから栃木県、２つの町村からこの報告会について視察に来たいという申

し込みがありまして、さて、ちょっと早いなという感じもありますが、しっかりと対応をして、

そして、今後この報告会を皆さんとともにますます町民に開いていきたいと思っております。 

 ３つ目に、その他として、平日に議会傍聴に来ることができない住民のために、休日議会及

び夜間議会の開催や光ケーブルを活用した議会中継について、これも現在協議中でございます。

只見町ではしておりますので、ここも視察に行ってまいりました。果たしてこのものがどうい

う効果があるのか、あるいは金額的にどうなのかということを今調査しておりますが、町行政

の４つの本庁と支所を結ぶそういうものがつくられたときには、何とか一緒に便乗してやろう

ではないかというような話にまではいっております。 

 大きな２つで、議会活性化について。 

 １つは、議員の議会審議の充実を図るため議員研修会を開催したということで、皆さんから

勉強したい項目ということでアンケートをとりましたが、ことしの初めから何度か勉強会をし

ております。今後も毎月１回、本当は予定しているんですけれども、なかなか時間もとれず、

皆さんからの勉強したい項目を聞きながら勉強していきたい、こう思っております。 

 ３つ目、常任委員会の活性化についての検討事項。その中で、①各常任委員会との相互の意

見交換会及び正副委員長会の開催について検討をしています。南会津町議会は委員会制をとっ

ております。そのために、ほかの委員会で検討している各課の内容がよくわからない面もある

ということで、常任委員会相互の意見交換会をしてはどうか、あるいは正副委員町会を開いて

はどうかということで、今検討しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２つ目に、その他としての検討事項。 

 アとして、議員全員による議論の場の設置について。これは、町長から提案された議案、あ

るいは、それぞれの意見があると思いますが、議員全員で、いつも議会は町部局との対面の意

見交換、議論になっておりますが、議員同士でお互いに議論をする場を設けたい、こういう意

見がありますので、これも現在検討中でございます。 
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 イとして、予算・決算特別委員会の設置について。これは田島町議会のときにも検討いたし

まして、なかなか決まらず、できなかったんですが、今回もこのことが皆さんからの要望の中

にありました。これも現在検討中で、近くでは坂下町でこれをやっておりますので、今度の、

議会中ではございますが、16日、ちょうど休会ということですので、この日に午前中から坂下

町の決算委員会を傍聴に行ってくる予定になっております。 

 ４つ目に、その他。南会津町議会基本条例の制定についてということで、平成12年４月の地

方分権一括法の施行により、地方公共団体はみずからの責任において、その組織、運営に関す

るさまざまな決定を行うこととなりました。これによって、地方議会も従来の監視及び評価に、

政策立案及び政策提言を要求されております。また、住民が自治体の長及び議会の議員を直接

選挙する二元代表制のもと、町民の代表として選ばれている議員と町長はそれぞれが町民の付

託にこたえる責務を負っております。これらのことから、当特別委員会は南会津町議会基本条

例の必要性をかんがみ、制定に当たっての基本条例の前文の案をつくろうということで、基本

条例そのものは今後、皆さんの意見のもとで特別委員会をつくるとかありますが、せめて活性

化委員会としては基本条例の、この町に合った前文の案をつくろうということで検討をしてお

ります。 

 以上、平成19年10月19日付で議会運営委員会より答申されました「議会活性化に係る答

申」内容を基本とし、議会活性化対策特別委員会において協議・検討してきた事項について、

中間報告をいたします。 

 なお、記載事項以外にも現在検討中のものもありますので、本年12月、第４回定例会には最

終報告を取りまとめてご報告を申し上げます。 

 以上、中間報告といたします。 

 ありがとうございました。 

○渡部康吉議長 以上で中間報告の説明は終わりました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５８号から議案第７４号まで一括上程、説明 

○渡部康吉議長 次に、日程第５、議案第58号から議案第74号までを一括上程いたします。 

 提出者の町長より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 
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○湯田芳博町長 平成20年第３回南会津町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には何かとご多忙のところご参集を賜り、まことにありがとうございます。 

 各議案の提案理由の説明に先立ち、ことし頻発をいたしました各地の豪雨災害により罹災さ

れた地域並びにその方々に謹んでお見舞いを申し上げますとともに、その復旧を心からお祈り

をいたします。当町といたしましても、本格的な台風シーズンを迎え、これらの災害を教訓と

して災害対策の万全を期してまいりたい、このように考えております。 

 それでは、今期定例会に提出いたしました各議案の提案理由の説明を申し上げますので、よ

ろしくご審議を賜り、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。 

 初めに、議案第58号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。 

 本案は、住民基本台帳カードの普及促進を図るため、新たに特別交付税において財源が措置

されることとなったことから、平成22年度末までその発行手数料を無料とするため、所要の改

正を行うものであります。 

 次に、議案第59号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。 

 本案は、舘岩地域のたのせ農村公園の有効活用を図る観点から、本年10月よりたのせ集落を

指定管理者として指定するため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第60号 工事請負契約の一部変更についてご説明申し上げます。 

 本案は、昨年度から２カ年継続事業として進めております防災行政無線施設整備工事の一部

を変更するものでありまして、変更の内容は、屋外拡声子局の追加、聴覚障害者のための文字

による情報伝達装置の追加、さらには、地震情報等の全国瞬時警報システムの導入装置の追加

変更等でありまして、住民生活の安全・安心の向上を図るため、三菱電機株式会社東北社との

請負契約金額と増額変更するものであります。 

 次に、議案第61号 和解についてご説明を申し上げます。 

 本案は、平成20年３月11日、南会津町白沢地内の国道401号線において、停車中の町有車が

後方から相手車に追突され損害を受けたものでありまして、過失割合を相手方100％とし、相

手方が町に対して246万8,672円を支払うことで協議が整いましたので、和解するものであり

ます。 

 次に、報告第５号 平成19年度中における主要な施策の成果及び予算執行の実績に関する報

告についてをご説明申し上げます。 

 本件につきましては、次の議案以下の各会計の決算を認定に付すための説明書として、平成
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19年度決算概要及び事務報告をご配付申し上げておりますので、決算とあわせてごらんくださ

いますようお願いを申し上げまして、ご報告とさせていただきます。 

 なお、次の議案第62号から第69号までの各会計決算認定に係る議案の提案理由の説明に当

たりましては、決算額等の金額につきまして千円単位でご説明を申し上げますので、ご了承を

お願いをいたします。 

 議案第62号 平成19年度南会津町一般会計歳入歳出決算の認定についてをご説明申し上げ

ます。 

 平成19年度予算は、本町にとりまして新たな総合振興計画に掲げました地域の特性を生かし

た活力あるまちづくり、みんなが住みやすいまちづくり、みんなが安心できるまちづくり、地

域に誇りを持てるまちづくり、みんなが参画できる協働のまちづくり、これらの５つの基本施

策の実現に向けた実質的なスタートの年となりました。地域格差のない総合的な発展と存在感

をテーマとして、分散する資源、可能性を連結・連動させ、各種施策の着実な推進と各事務事

業の適正な水準の確保に努めるとともに、厳しい財政状況を十分認識し、限られた財源の重点

的かつ優先的な配分に努めることを基本に、予算編成に取り組んだところであります。 

 この結果、平成19年度一般会計の最終予算規模は、７回の補正と前年度繰越明許費を加えて

130億6,128万円となりました。決算規模においては、歳入総額で130億1,542万7,000円、歳出

総額は127億6,944万6,000円で、歳入歳出とも対前年度比それぞれ4.2％、3.7％の減となりま

した。歳入から歳出を差し引いた形式収支額は２億4,598万1,000円となり、翌年度へ繰り越

すべき財源1,884万3,000円を除いた実質収支額は２億2,713万8,000円となりました。 

 また、前年度実質収支額との差額である単年度収支は9,285万1,000円の赤字で、これに財

政調整基金の積み立て及び取り崩し額を増減した実質単年度収支も１億2,146万9,000円の赤

字となりました。 

 普通会計における主な財政指標の状況では、経常収支比率が94.5％と依然高い水準にあり

ますが、経常経費の削減等により、対前年度比1.3ポイント改善されました。 

 公債費関係の指標では、３カ年平均の実質公債費比率で18.7％と、前年度より0.2ポイント

上昇いたしましたが、単年度で比較しますと2.0ポイント大きく低下するなど、他の公債費関

係指標も改善されてきており、おおむね財政健全化計画に即した財政運営が図られたと判断を

しております。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成19年度決算から公表が義務

化された健全化判断比率の報告は、決算概要の61ページのとおりでありますが、５つの指標と
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も基準以下であり、財政規律が守られておりますが、なお引き続き健全な財政運営に努めてま

いりたいと考えております。 

 歳入面では、町税が個人町民税の税源移譲等により、全体で8.1％の増となったものの、税

源移譲に伴う地方譲与税の減や地方交付税の減等により、一般財源ベースでは減収となったこ

とから、財政調整基金の取り崩し額を対前年度比7,000万円増として、所要の歳入確保を図り

ました。 

 一方、特定財源関連歳入項目では、分担金及び負担金、使用料及び手数料が、保育料の引き

下げと指定管理者施設の利用料金制への移行等により大きく減収となったほか、国庫支出金、

県支出金並びに町債は、取り組んだ事業内容に伴う増減であります。 

 歳出は、増減率の大きい主な款別決算で申し上げますと、議員数の減に伴う議会費、地域づ

くり振興基金積立金の減による総務費、県営事業負担金等の事業費減による農林水産業費が大

きく減となる一方、防災行政無線整備費増による消防費や災害復旧費は大幅な増となりました。 

 また、性質別では、人件費、交際費の減に伴い義務的経費が減少し、投資的経費はほぼ前年

度並みの事業費が確保されました。 

 その他の経費では、物件費と補助費等の縮減が図られたことが主な特徴点であります。 

 このように、財政指標の改善は見られるものの、本町の財政を取り巻く環境は依然として厳

しく、中でも一般会計歳入の約半分を占める地方交付税に依存した財政構造となっていること

から、合併特例期間中に中長期的視点に立って財政基盤を強化していかなければならないと考

えております。 

 次に、議案第63号 平成19年度南会津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明を申し上げます。 

 本会計の決算は、歳入総額23億2,652万9,000円となり、対前年度比10.3％の増、歳出総額

21億9,748万3,000円で、対前年度比10.8％の増となりまして、歳入歳出差し引き額１億2,904

万6,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。 

 当該年度の医療費は、一般被保険者分が対前年度比6.0％、5,202万6,000円の増、退職被保

険者等分が16.9％、5,697万円の増となりました。 

 また、保険税収入は対前年度比で7.1％、3,499万2,000円の増額となりました。 

 次に、議案第64号 平成19年度南会津町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてご

説明を申し上げます。 

 本会計の決算は、歳入総額22億5,312万8,000円、歳出総額22億4,339万3,000円で、歳入歳
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出差し引き額973万5,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。 

 医療給付費総額は、前年度に比べ1.8％、3,810万4,000円の増加となりましたが、前年度の

精算が少なかったことから、歳出決算規模では対前年度比2.9％の減となりました。 

 次に、議案第65号 平成19年度南会津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご

説明を申し上げます。 

 本会計の決算は、歳入総額14億5,605万8,000円、歳出総額14億5,274万7,000円で、歳入歳

出差し引き額331万1,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。介護認定者と介護サービ

ス利用者の増に伴い、保険給付費が対前年度比7.1％の増となったことから、歳出決算額も

7.7％の増となりました。 

 なお、第１号被保険者の保険料の収納状況は、前年度比で大きな変動はありませんでした。 

 次に、議案第66号 平成19年度南会津町農林業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてをご説明申し上げます。 

 本会計の決算は、歳入総額２億1,005万5,000円、歳出総額２億879万8,000円で、歳入歳出

差し引き額125万7,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。本会計は田島地域で針生及

び田部地区、舘岩地域、伊南地域での農業集落排水施設及び南郷地域の林業集落排水施設並び

に舘岩地域の簡易排水施設、合わせて９施設の維持管理運営費で、年度末の接続率は85.6％

となっております。 

 次に、議案第67号 平成19年度南会津町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてご説明申し上げます。 

 本会計の決算は、歳入総額４億6,125万円、歳出総額４億5,795万9,000円で、繰越明許費に

伴う繰越財源117万3,000円を控除した211万8,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。 

 本会計では、田島地域の公共下水道施設及び南郷地域の特定環境保全公共下水道施設の適正

な維持管理に努めるとともに、管渠埋設工事により整備済み面積が、田島地域が約116ヘクタ

ール、南郷地域が約94ヘクタールで、全体で約210ヘクタールとなりました。また、全体の整

備済み人口5,692人に対する接続率は年度末で68.1％となりました。 

 次に、議案第68号 平成19年度南会津町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明を申し上げます。 

 平成19年度においては、主に田部、長野簡易水道配水管布設替事業、栗生沢簡易水道整備事

業、南郷簡易水道配水管布設替事業等を実施したほか、各簡易水道の維持管理に努め、給水の

安定供給を図りました。 



－１２－ 

 決算額は、歳入総額５億4,537万3,000円、歳出総額５億4,131万7,000円となり、歳入歳出

差し引き額405万6,000円を翌年度へ繰り越すこととなりました。 

 次に、議案第69号 平成19年度南会津町水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げ

ます。 

 平成19年度においては、主に第３次拡張事業に基づく高野地区の配水管布設替工事、公共下

水道事業や土地区画整理事業に関連した給排水管布設替工事などを実施いたしました。 

 当年度の消費税抜きでの損益勘定については、収益的収入１億5,877万2,000円に対し、収

益的支出は１億5,851万2,000円となり、差し引き26万円の純利益となりました。また、資本

的収支は、収入で2,093万円、支出が9,752万1,000円となり、資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額7,659万1,000円につきましては、損益勘定留保資金、減債積立金、過年度

分消費税、資本的収支調整額により補てんをし決算をいたしました。 

 次に、議案第70号 平成19年度南会津町水道事業会計欠損金処理についてご説明申し上げ

ます。 

 平成19年度水道事業会計決算については、先ほど説明申し上げましたとおり、当年度純利益

が26万円となりましたが、前年度繰越欠損金があったため、当年度未処理欠損金が236万

9,601円となりました。これは、思うように使用水量が伸びなかったため、欠損金が解消でき

なかったことによるものでありますが、公営企業の健全な運営を図る上で今後町債の繰上償還

等にも悪影響を及ぼしかねないことから、地方公営企業法施行令の規定に基づき、建設改良積

立金を充当し、欠損金処理をするものであります。 

 次に、議案第71号 平成20年度南会津町一般会計補正予算（第２号）についてご説明申し

上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ６億4,738万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

126億1,805万2,000円とするものであります。 

 主な補正の要因といたしましては、普通交付税や繰越金等の決定のほか、今年度各種事務事

業の変更や年度後半新たに必要となる見込みの経費の補正、さらには土地開発基金からの町有

地の買い戻しなどがございます。 

 それでは、歳入から説明を申し上げます。 

 第１款町税は、法人町民税の減収見込みにより、1,750万円の減額補正であります。 

 第２款地方譲与税、第８款自動車取得税交付金の補正は、本年４月の揮発油税の暫定税率執

行期間中の減収による影響額でありまして、それぞれ87万9,000円と211万4,000円を減額する
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ものであります。 

 第９款地方特例交付金は、交付決定額により13万7,000円の減額となりました。 

 第10款地方交付税は、普通交付税の決定により２億3,788万4,000円の追加補正であります。

本年度の普通交付税の決定額は62億2,788万4,000円で、対前年度比6.8％、３億9,706万3,000

円の増となりました。また、普通交付税に臨時財政対策債を加えた額の前年度との比較では

5.9％、３億6,906万3,000円の増となりました。本年度は新たに地方再生対策費が算定項目と

して新設され、２億5,200万円ほどが基準財政需用額に算入されたことが主な増加理由となっ

ております。 

 第12款分担金及び負担金は、土地改良事業受益者分担金で52万1,000円の減額であります。 

 第13款使用料及び手数料は、ＮＰＯ法人が御蔵入交流館前に建設するモデル住宅用地を普通

財産として貸しつけることとなったことから、組み替えとして15万3,000円の減額であります。 

 第14款国庫支出金は、過年度精算負担金の追加や市町村合併推進体制整備費補助金の減額、

さらには今年度事業費の交付決定等による補正で、1,836万4,000円の追加であります。 

 第15款県支出金は、過年度精算負担金の追加、税源移譲に伴う県民税還付分を受け入れるほ

か、本年度事業費の交付決定等による補正で、833万1,000円の減額であります。 

 第16款財産収入は、町有地貸付料及び基金利子収入を追加するほか、土地区画整理事業保留

地売り払い収入を減額し、合わせて404万4,000円の減額であります。 

 第17款寄附金は、ふるさと納税寄附金を含めて127万9,000円の追加であります。 

 第18款繰入金は、介護保険特別会計過年度清算金を繰り入れするほか、地域活性化発展支援

事業に充当するためのふるさとづくり基金繰り入れと、一般会計での公共用地取得のための土

地開発基金からの繰り入れで、合わせて１億751万6,000円の追加であります。 

 第19款繰越金は、平成19年度決算に基づく１億7,713万7,000円の追加であります。 

 第20款諸収入は444万7,000円の追加で、その主なものは分収造林受託事業収入や建物共済

保険金収入の追加計上のほか、地域活性化センター助成金の減額であります。 

 第21款町債は、地方づくり振興基金への追加積み立てを図るため、合併特例事業債を追加す

るほか、事業の確定見込みによるもので、１億3,443万2,000円の追加であります。 

 続いて、歳出について主なものをご説明申し上げます。 

 第２款総務費は、土地開発基金からの保有地の買い戻し費、財政調整基金への決算剰余積み

立て、地域活性化発展支援事業補助金、課税システム導入経費、町県民税の還付金等の補正で、

３億6,541万6,000円の追加であります。 
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 第３款民生費は6,308万3,000円の追加で、障害者福祉費、国県負担金の過年度精算返還金、

土地開発基金からの保有地の買い戻し費や、特別養護老人ホーム等建設償還費の繰上償還費の

追加などであります。 

 第４款衛生費は、妊婦健診検査費の助成回数の拡大に伴う追加予算のほか、土地開発基金で

保有していた舘岩保健センター用地を一般会計で買い戻す経費を含めて、2,677万円の追加計

上であります。 

 第６款農林水産業費は3,428万3,000円の追加で、土地開発基金からの保有地の買い戻し費

と造林関係事業費を追加するほか、農業振興費補助金及び基盤整備促進事業費は事業費の確定

見込みにより減額するものであります。 

 第７款商工費は、土地開発基金からの保有地の買い戻し費、地域商工業者支援対策費、会津

米沢地域観光園整備推進協議会負担金の追加で、851万1,000円を計上するものであります。 

 第８款土木費は、土地開発基金からの保有地の買い戻し費を計上するほか、まちづくり交付

金事業の用地取得費の減額の計上等で、3,596万3,000円の追加であります。 

 第９款消防費は323万1,000円の追加で、南会津地方広域市町村圏組合負担金の減額や、消

防団員の費用弁償、土地開発基金からの保有地の買い戻し費等の追加であります。 

 第10款教育費は、舘岩幼稚園の臨時職員配置経費や土地開発基金からの保有地の買い戻し費

等が主な補正で、992万5,000円の追加であります。 

 第12款公債費は、町債の繰上償還費7,967万7,000円を追加計上するものであります。 

 第14款予備費は、歳入との関連で2,052万1,000円を追加計上するものであります。 

 なお、継続費及び地方債の変更は、第２表継続費補正、第３表地方債補正のとおりでありま

す。 

 以上、一般会計補正予算のご説明を申し上げました。 

 次に、議案第72号 平成20年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ6,138万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ23億9,648万3,000円とするものであります。 

 その内容は、歳入で療養給付費等に対する本年度の交付見込み額の追加補正のほか、過年度

分精算金、前年度決算により繰越金をそれぞれ追加計上いたしまして、歳出では一般被保険者

療養給付費、共同事業拠出金等の追加のほか、療養給付費等国庫負担金の過年度精算返還金を

計上するものであります。 
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 次に、議案第73号 平成20年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第２号）についてご

説明申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ566万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

２億3,150万5,000円とするものであります。 

 その内容は、歳入において第三者行為納付金の収入見込みに伴い、第１款支払い基金交付金

から第４款繰入金までで財源調整するほか、前年度決算により繰越金を追加計上いたしまして、

歳出では、医療費に係る国県等の負担金の過年度精算返還金を計上いたしました。 

 次に、議案第74号 平成20年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてご

説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ616万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

14億5,496万3,000円とするものであります。 

 その主な内容は、歳入では過年度における精算金を計上するほか、事務費に対する一般会計

繰入金及び繰越金の追加でありまして、歳出では、南会津地方広域市町村圏組合負担金の追加

計上のほか、介護給付費準備基金積立金、過年度精算金等の計上であります。 

 以上、本定例会に提案をいたしました議案17件、報告１件につきましてご説明を申し上げま

したので、よろしくご審議を賜りましてご議決くださいますようお願いを申し上げまして、提

案理由の説明を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 それでは、ここで議案第62号から議案第69号までの、平成19年度南会津町一般会計及び特

別会計並びに事業会計に係る歳入歳出決算について、代表監査委員に決算審査結果の報告を求

めます。 

 室井良一代表監査委員。 

○室井良一代表監査委員 監査委員の室井良一でございます。 

 平成19年度南会津町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況、平成19年

度南会津町水道事業会計決算、その他附属書類の審査結果についてご報告申し上げます。 

 まず、決算審査は、平成20年度７月18日から８月６日までの実質12日間にわたり、平野昌

盛監査委員とともに実施いたしました。 

 審査の方法は、町長より提出された平成19年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書、同

事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに各基金の運用状況調書、水道

事業決算報告書について、関係諸帳簿及び証拠書類等と照合したほか、計数の確認とあわせて
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関係職員より説明を聴取し、決算の成否及び予算の執行状況について審査を行ったところであ

ります。 

 その結果、審査に付された各会計決算書、事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関

する調書並びに各基金の運用状況調書、水道事業決算報告書等については、いずれも関係法令

に準拠して作成され、その計数は誤りのないものであり、予算の執行及び財政運営状況はおお

むね適正なものと認められましたので、ここにご報告申し上げます。 

 続いて、その概要を審査意見書に沿って申し述べさせていただきます。 

 まず、決算状況についてでありますが、一般会計の決算状況は歳入決算額130億1,542万

7,094円、歳出決算額127億6,944万6,369円、歳入歳出差し引き額２億4,598万725円となり、

翌年度へ繰り越すべき財源1,884万3,000円を差し引いた南会津町の実質収支は２億2,713万

7,725円となっています。 

 特別会計の決算状況は、歳入決算額72億5,239万2,890円、歳出決算額71億169万7,029円で、

翌年度へ繰り越すべき財源117万3,000円を差し引いた南会津町の実質収支は１億4,952万

2,861円となっています。 

 前年度と比較しますと、経常収支比率は94.5％、前年度95.8％と、1.3％減少しました。ま

た、実質公債費比率は18.7％、前年度18.5％となり、0.2％増加し、18％を超えているため、

起債許可団体となっております。 

 次に、町税等の未収額についてでありますが、自主財源である町税等の未収額が依然として

発生している状況にあります。千円単位で申し上げますと、町民税、固定資産税、軽自動車税

などの未収額は１億1,387万9,000円となり、前年度と比較しますと362万8,000円増加となっ

ております。 

 国民健康保険税の未納額は１億377万9,000円となり、前年比1,091万6,000円増加しており

ます。 

 一方、使用料等の未納額は、上水道特別会計を含めると8,638万円となり、前年度の比較で

551万6,000円の増加となっています。 

 一般会計と特別会計の未納額の合計は３億998万1,000円となり、前年度と比較して2,118万

2,000円増加しております。 

 町民税等未納額対策として、副町長を委員長とする町滞納整理対策委員会が組織され、各担

当課を横断した連携により、計画的な町税等未納対策が図れるものと大いに期待しているとこ

ろであります。町民負担の公平性の確保と受益者負担の原則から、未納対策など収納率の向上
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に鋭意努力する必要があります。 

 また、今後においては未納額の解消に向けて創意工夫を凝らし、滞納を未然に防ぐ防止策と

不納欠損が発生しない方法を講じる必要があると考えます。特に、支払い能力があるにもかか

わらず義務を果たさない悪質滞納者に対しては、公正・公平を期するため断固とした態度で臨

むべきであります。 

 さらに、行政の信頼にもかかわる問題であることを十分留意され、収納率の向上対策に格段

の努力を望むものであります。 

 次に、公債費についてでありますが、一般会計の平成18年度末地方債残高は174億317万

1,000円でありましたが、支払い利息の負担軽減を図るため、町債繰上償還2,073万4,739円を

行い、平成19年度末は169億6,884万8,000円と、４億3,432万3,000円減少しました。 

 なお、繰上償還により、支払い利息187万2,000円の削減が図られました。特別会計の平成

18年度末地方債残高は74億182万9,000円でありましたが、平成19年度末は70億9,565万2,000

円と３億617万7,000円減少しました。また、支払い利息の軽減を図るため、交付金の地方債

の借りかえを行い、2,132万9,000円の支払い利息軽減が図られます。 

 平成18年度末地方債残高は、一般会計、特別会計の合計で248億500万円でしたが、平成19

年度末は240億6,450万円と、７億4,050万円減少しました。 

 実質公債費比率は、３カ年間の平均ので算出しますが、単年度の実質公債費比率を見ると、

平成17年度は18.95％、平成18年度は19.68％、平成19年度は17.71％となっており、平成19年

度は、前年度と比較すると1.97％減少し、改善の跡が見られる結果となっております。 

 さらにコスト削減のために民間の手法を取り入れ、すべての起案作成時に目的、根拠、実施

の方法の検討を行い、さらに数値目標を設定して書面に残し、中間で目標対実績の比較を行い、

目標達成が危ぶまれる場合は、目標達成のために施策を打ち出し、それを実践することで目標

を達成することができるものと考えます。コスト削減に努力し、地方債残高及び実質公債費比

率の減少に向けて努力することを望むものであります。 

 次に、総合的なＯＡ化の推進についてでありますが、行財政改革の中で総合的なＯＡ化の推

進を図ることは人員の削減効果と削減による人員不足との補てんができるものとともに、行政

の効率化や住民サービスの向上が図られます。現在でも、奨学金対応事業や手数料等は手作業

で管理しており、その業務は多大なものとなっております。また、作業ミスを防ぐためにも早

急にシステムの整備を図る必要があります。総合的はＯＡ化の推進により、各課で持っている

情報を共有化することによって、行政コストの削減を図ることができることから、早急な整備
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を期待するものです。 

 次に、平成19年度水道事業会計決算について審査意見書に沿って申し述べさせていただきま

す。 

 まず、当年度純利益についてでありますが、平成18年度は464万835円のマイナスでありま

したが、平成19年度の期間収益は26万293円のプラスとなっております。今後も経費節減に努

力され、期間収益計上することを期待するものであります。 

 次に、収益的収支についてでありますが、予算額１億6,615万8,000円に対し、決算額は１

億6,417万1,296円で、198万6,704円、1.2％の減となっております。事業費を１億5,851万

1,997円から減価償却費5,960万9,541円、資産減耗費64万7,242円、過年度損益修正損55万

2,191円を差し引いた額は9,770万3,023円、61.6％になっておりますので、この経費について

はさらなる節減に努められるよう期待します。 

 次に、資本的支出についてでありますが、平成19年度において支払い利息の負担軽減を図る

ため、資金運用部資金963万2,954円の繰上償還を行いました。このことにより、平成19年度

の支払い利息の削減額は発生しませんが、来期以降の支払い利息の削減は164万8,294円とな

ります。 

 次に、使用料等未納額についてでありますが、平成19年度未納額は654万6,090円発生し、

未納額累計額は2,182万8,750円となっております。使用料負担の公平性の確保と受益者負担

の原則から、今後においては、未納額の解消に向け創意工夫を凝らし、滞納を未然に防ぐ防止

策と不納欠損が発生しない方策を講じる必要があると考えます。 

 次に、平成19年度南会津町財政健全化審査意見書を申し述べさせていただきます。 

 この審査は、19年度決算から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規

定により実施するものです。 

 この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応じ

て、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るた

めの計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るため、行財政上の措

置を講ずることにより地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものであります。 

 審査の概要でありますが、財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施しま

した。 

 審査結果ですが、審査に付された健全化判断比率及びその査定の基準となる事項を記載した
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書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。 

 個別意見として、実質赤字比率については、一般会計及び特別会計とともに実質黒字となっ

ており、早期健全化基準の13.63％と比較すると、これを下回っております。 

 連結実質赤字比率では、一般会計及び特別会計ともに実質黒字となっており、早期健全化基

準の18.63％と比較すると、これを下回っております。 

 実質公債費比率については、平成19年度の実質公債費比率18.7％となっており、早期健全

化基準の25％と比較すると、これを下回っております。 

 将来負担比率については、平成19年度の将来負担比率は117.6％となっており、早期健全化

基準の350％と比較すると、これを下回っております。 

 是正改善を要する事項については、特に指摘すべき事項はありません。 

 次に、平成19年度南会津町水道事業会計財政健全化審査意見を述べさせていただきます。 

 審査の概要でありますが、この財政健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施し

ました。 

 次に、審査結果でありますが、審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。 

 個別意見として、資金不足比率のほうについては、資金の不足額はなく、早期健全化基準の

20％と比較すると、これを下回っております。 

 是正改善を要する事項については、特に指摘すべき事項はありません。 

 終わりに、平成19年度の県平均の計数はまだ公表されていませんので、平成18年度の計数

で比較すると、本町の財政状況は財政力指数0.24、県平均が0.49、経常収支比率95.8％、県

平均86.6％、実質公債費比率18.5％、県平均16.7％と、いずれの指数も県平均を下回ってお

ります。 

 平成19年度の指数については、健全財政に向け改善の跡が見られますが、今後も普通交付税

等一般財源の減少、人口の減少により、財政の見通しはますます厳しくなっており、行財政改

革のさらなる推進が必要であります。 

 限られた財源を効率・効果的に活用することを念頭に置き、町民の立場に立った安全で安心

して暮らせる南会津町の実現には、行政評価の導入が有効であるので早急に導入されることを

要望するものであります。 

 結びに、第１次南会津町振興計画に向けた夢と希望のある南会津町の実現に、各課は役割を



－２０－ 

認識し、数値目標を持って着実に目標達成に向かって努力されることを望むものであります。 

 社会の急激な改革に乗りおくれることのないよう時代を先取りし、南会津町の大いなる躍進

を願い決算審査の意見といたします。 

 なお、個別の指摘事項、是正・改善指示事項については、審査意見書に記載しておりますの

で、後ほどごらんいただくことで説明は割愛させていただきます。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 以上で監査委員の報告を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎請願・陳情の委員会付託 

○渡部康吉議長 次に、日程第６、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 去る９月９日までに請願１件を受理しております。常任委員会の付託に先立ちまして、請願

書に係る紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 それでは、平成20年請願第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める

請願、以上１件について紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 ただいま議案となりました請願第６号の紹介議員の渡部俊夫でありま

す。 

 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める請願の趣旨弁明をいたしたいと思

います。 

 なお、これは、福島県教職員組合中央執行委員長、浦井信義さんからの請願でございます。 

 請願の趣旨。 

 私たちは、子どもたちや保護者、地域の人々と手を携えて、学ぶ喜びとすばらしさを実感で

きる教育を目指しています。子どもたちに豊な教育を保障することは、社会の基盤づくりにと

って極めて重要なことです。 

 義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため「国が必要な経費を負

担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的」として制定され、

1953年度に発足しました。その後、逐次充実が図られてきましたが、1985年度に旅費・教材

費が国庫負担から除外されたのを皮切りに、2004年度は退職手当と児童手当が一般財源化さ

れ、この制度に残されているのは教職員給与費だけとなっています。 



－２１－ 

 2005年には義務教育費国庫負担制度を廃止する動きがありましたが、市町村議会から多数

の反対意見書などによって制度の継続が図られてきました。しかし、国の負担割合が３分の１

に大幅削減されたことで、地方に大きな負担を強いるものとなりました。 

 福島県においては、県議会をはじめ諸機関でのご努力により、県単独で30人学級・33人学

級など少人数学級・少人数指導が実施され教育効果を上げています。これからますます自治体

の裁量権を保障した教育の充実が求められています。 

 一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大が進んでいます。また、

地域による教育条件の格差も広がりつつあります。自治体の財政力や保護者の経済力の違いに

よって、子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはなりません。 

 教育は未来への先行投資であり、子どもたちがどこに生まれ育ったとしても等しく良質な教

育を受けられる「教育の機会均等」が保障されなければなりません。そのためにも、教育予算

を国の責任でしっかりと確保・充実させる必要があります。 

 このような理由から、貴議会におかれましては、義務教育費国庫負担制度について負担率の

２分の１の復元を含めた制度の堅持と、2009年度教育予算の拡充に向けて、政府関係当局に

対し、地方自治法第99条にもとづき、意見書を提出されるよう請願いたします。 

 請願内容としましては、１、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。また、国負担率の２

分の１に復元すること。 

 ２、きめの細かい教育の実現のために、教職員定数の改善を図ること。そのための財源の確

保・充実を図ること。 

 ３、子どもたちに、安心・安全な学校生活を保障し、また、学校施設整備費、就学援助・奨

学金などの教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。 

 意見の提出先としましては、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 以上で、請願１件に係る紹介議員の趣旨弁明を終わります。 

 それでは、お手元にご配付の請願文書表のとおり、請願１件を会議規則第92条第１項の規定

により、所管の常任委員会に付託いたしますので、審査方よろしくお願いします。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○渡部康吉議長 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 上衣の着衣をお願いします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は９月18日午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時１６分 
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      平成２０年第３回南会津町議会定例会 第２日 

 

議 事 日 程 （第２号） 

                    平成２０年９月１８日（木曜）午前１０時開議 
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    １９番  大 竹 幸 一  議員    ２０番  児 山 寿 明  議員 

    ２１番  五十嵐   司  議員    ２２番  渡 部 康 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○渡部康吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 なお、質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書きの規定により、質問の回数が３回

を超えることを許可し、同規則第56条の規定により、その発言時間を60分に制限することに

いたしますので、その趣旨は簡潔、明確に質問されるよう、ご協力方よろしくお願いします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 馬 場 信 作 議員 

○渡部康吉議長 それでは、４番、馬場信作君の登壇を許します。 

 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 おはようございます。 

 ９月定例会の最初の一般質問で緊張しています議席番号４番の馬場信作です。 

 では、事前に通告しました内容により一般質問をいたします。 

 初めに、農業の活性化対策、農業施策の取り組みについて質問いたします。 
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 農業を取り巻く環境は食料の安全や日々報道されているように大きく変化しています。例え

ば、原油高による農産物から燃料をつくるというバイオ燃料化によって国際的な食料不安や価

格の高騰を招き、日本も食料の安定輸入の不安などから国産品使用や自給率向上の声が高まっ

てきたこと、あるいは輸入品に農薬の混入事件や国内で繰り返される食品偽装、偽表示事件な

どから、さらに今報道されているような事故米による不正流通事件などによりますます安全で

安心な食品が求められていること。また、地球温暖化防止が世界的な緊急の課題の中にあって、

農業分野でも二酸化炭素の削減や有機農業の推進により環境に優しい農業が求められているな

ど日本を取り巻く農業環境が大きく変わりつつあります。 

 さらに、米価の低迷、農業者の高齢化、後継者不足、小規模経営、遊休農地対策など中山間

地農業の抱えている構造的な課題も依然としてあります。そこで、自給率の向上、食の安全、

環境に優しい農業などの変化がある中で、町の農業はどうするのか、農業政策について５点ほ

ど最初に伺います。 

 １つ目、日本の農業環境、食料環境が変わっている中、あるいは20年度から町の新しい農業

への取り組みがなされている中で改めて農業政策の方針をお伺いいたします。 

 ２つ目、農産物は地元で生産したものは地元で消費する、地元で使うという、ごく自然なこ

とですが町における地産地消の推進方針とその状況についてお伺いします。 

 ３つ目、今年度から町はオーガニック農業の推進、つまり限りなく無農薬に近い栽培の推進

に取り組んでいますが、安全な健康食材の生産状況やその課題についてお伺いいたします。 

 ４つ目、異常気象が頻発しておりますが、地球環境保全や、あるいはこの町の豊かな自然の

保全、水源地としての環境保全のため、私は環境に優しい農業の取り組みが急務と考えますが、

町の推進状況とその課題についてお伺いいたします。 

 ５つ目、不景気による働く場所が少ない状況は続いていますが、私はこの広い農地、農産物

を生産する農業は就労や雇用の場になると考えていますが、集落営農、農業法人の組織化、あ

るいは農業以外の産業、企業からの参入については現在の状況はどうなっているのか、その支

援策はどうなのかについてお伺いいたします。 

 次に、２つ目として碑の里の活用について伺います。 

 さて、碑の里とは何だろうと思われる方が多いと思いますが、それほどに忘れられています

ので改めて質問いたします。 

 伊南地域は俳句が盛んであり、碑の里事業は県の文化財指定の久川城跡周辺の発展と歴史と

文化の里づくりのために、平成６年に第１回の碑の里久川俳句大会が開催され、このとき優秀
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な俳句に表彰として句碑を贈呈し、建立したのが始まりであります。その後、只見川電源流域

振興協議会の俳句大会の協力を得て、平成18年まで句碑の建立事業が継続しておりました。 

 現在、それは久川城史跡公園の一角にそれら句碑が木立の中に立ち並ぶ景観となり、人々も

訪れています。表彰された句碑の本人が訪れるというよりも子供や家族、親戚の方、さらには

俳句愛好者へと訪れる人も広まっているようです。 

 私は、文化の発展と地域の振興のため、この事業の趣旨が継続され、歴史と文化の里づくり

をさらに進めるべきと考えますがお伺いいたします。 

 以上２点を壇上より質問いたします。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 ちょっと待ってください。 

 暑くなりますので上衣の脱衣を許可します。 

 町長。 

○湯田芳博町長 ４番、馬場信作議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、農業の活性化対策に関する１点目、農業政策の方針、考え方についておただしがご

ざいましたが、本町においては農業が町の基幹産業であるという強い信念のもと、事業経営と

して成り立つ農業の振興を基本に、担い手の育成や生産基盤の整備、環境に優しい農業の推進

に取り組んでいるところであります。さらに、食の安全・安心を求める消費動向の高まりなど

農業を取り巻く環境が大きく変化をしてきておりますので、消費者のニーズを的確にとらえ、

特に、農業の基本である土づくりから始める資源循環型の地球環境に優しい食というものを意

識した農業に積極的に取り組んでいるところでございます。 

 また、本町農業の総合的な推進方策については、首都圏に近く標高が高いという地理的な優

位性や南郷トマトや南会津のアスパラといった地域農業ブランドを持つ優位性、深い広葉樹林

のはぐくんだ清らかな水、澄んだ空気、豊富な積雪等の環境的優位性を生かした農業振興を第

一次南会津町農業振興計画として今年度中に策定する考えであります。 

 次に、２点目、地産地消の推進方針と状況についておただしがございました。 

 地元でとれた安全でおいしい米や野菜などの農産物を地元で消費する地産地消は、本町の農

産物の販売面のみならず、本町の子供たちを初めとした食育面や健康面、フードマイレージ等

地球環境面からも重要な取り組みであり、本町農業における重要課題の一つであると考えてお

ります。 

 現在、町内小・中学校の給食を中心として積極的に地産地消を推進しておりますが、今後は

町内のスキー場を初めとした観光施設、宿泊施設等に対しましても地産地消の拡大を働きかけ



－２８－ 

ていく考えであります。引き続き、農産物の販路拡大、加工産品開発などに取り組んでまいり

たい、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、３点目、健康食材の生産状況と課題についておただしがございましたが、今年度から

田島、高野地区、舘岩、川衣地区、伊南、耻風地区、古町地区、そして、青柳地区に５つのモ

デル実証圃場を設置し、農薬や化学肥料を使用しない健康や環境に配慮した農産物栽培に着手

しているところでございます。現在は、夏野菜を中心として荒海健康キャンプ村、南会津観光

公社等へ順調に出荷をしているところであります。 

 今後、生産者の管理知識、有機、無農薬等の表示方法、販路を含めた販売方法や安定供給で

きる生産体制の確立が課題である、このように考えておりますが、食の安全・安心を求める消

費者の声は日増しに大きくなってきておりますので、美しい自然環境の中でさらに健康で安全

なおいしい農産物づくりを進めてまいりたい、このように考えております。 

 次に、４点目、環境に優しい農業の推進状況と課題についておただしがございましたが、本

年６月からいきいき健康農業推進委員による農薬や化学肥料等に依存しない土づくりからの栽

培技術指導を始めております。また、食の安全・安心に関する講習会を開催し、有機農業の普

及及び人材育成、食育を通じた環境保全に対する生産者及び消費者の意識改革につなげるよう

取り組みを進めております。さらに、今後は町内に現存する環境資源の有効活用及び持続性の

高い循環型社会の確立を図るため、バイオマス利活用推進協議会を立ち上げ、資源の利活用に

ついて検討を進めていく考えであります。 

 なお、食の安全・安心や環境保全に対する消費者の関心が高まる中で、いかにして安全性を

確保し、環境への配慮を行いながら消費者の求める農産物を安定的に供給する、そのシステム

を確立していくか。また、先ほど述べました５つのモデル地区の成果を踏まえた上で遊休農地

の解消とあわせた作付面積の拡大、販路の拡大と流通体制の整備を図っていくかが今後の課題

と考えております。 

 次に、５点目、集落営農、農業法人、他産業からの参入についての現況と支援策についてお

ただしがございました。 

 集落営農は、本町において15の組織がございます。その活動内容につきましては大半が土地

改良事業を契機として組織されたものであるため、農地の利活用について担い手との調整が活

動の中心となっております。 

 次に、農業生産法人でありますが、本町には12の農業生産法人があり、その経営形態は家族

経営の農家で法人化されたものが４社、建設業など他産業から参入した法人が４社、農作業受
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託等を中心としました法人が２社、畜産業で法人化されているものが２社となっております。 

 事業内容は、水稲、そば、トマト、アスパラガスの栽培や畜産等で多種多様な内容となって

おります。昨今の農業を取り巻くさまざまな課題を解決し、発展していくためには個々の農家

の力のみでは困難な課題も多く、集落力、地域力、あるいは高度な経営力が必要となってきて

おり、町といたしましては集落営農や農業生産法人等に対し、集落維持発展支援事業や農業規

模拡大支援事業、農林水産業振興基金の活用等、町独自の支援事業や農産漁村活性化プロジェ

クト事業等の国庫事業、戦略的産地づくり総合支援事業等の県単独事業を活用しながら、集落

及び農業生産法人等のやる気を支援し、雇用と就労の場の確保へつなげていきたい、このよう

に考えております。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは、碑の里の活用に関してお答えいたします。 

 久川城跡一帯の観光開発の一環として、平成６年に第１回碑の里久川俳句大会が開催され、

平成８年度からは只見川電源流域振興協議会が主催する歳時記の里、奥会津俳句大会として平

成17年度まで開催されてきました。 

 一度、この地域を訪れた方がまた訪れたくなるような環境をどのように整えていくかは伊南

地域にとって大きな課題であり、県指定史跡の久川城跡を中心とした周辺を伊南地域の歴史文

化ゾーンとして一体的に整備し、誘客を図るための協議をしているところであり、今後の協議

の中で碑の里事業の継続についてもあわせて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 なお、具体的事項につきましては担当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 全体的に極めて明快な答弁、本当にありがとうございました。 

その中で、若干、再質問いたしますが、まず農業政策の方針については、今、農業振興計画

が作成中で間もなくできるということですが、その中に答弁にありましたようなことが盛り込

まれると思いますが、さらに私は農業の役割として健康農業、あるいは集落の維持機能、そし

てまた、就労の場として、そういう点もどのように入ってくるのか、私は農業の役割の中に、

これから町が抱える過疎、高齢化なり、少子化に対してそういう観点からも十分盛り込むべき
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と思いますが、考えをお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど答弁いたしましたように、農業、それから林業については大変豊富な資源がございま

すので、その資源の有効活用、これは今までは言葉だけでちょっと済ませてきた嫌いもあるん

ですが、ではどういうふうな有効活用があるのかというのを具体的に拾い出して、丁寧に検証

をして、その資源の連結を図りながら農業政策を進めると、こういうことにしたいと思います

ので、今議員がおっしゃったような、いわゆる健康農業、あるいは集落の維持、これらについ

てしっかりとつなぐ、いわゆる鎖役になる可能性は非常に高いので、そこのところはしっかり

と明文化していきたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 そういうことに期待しながら振興計画の作成、完成を期待しておりま

す。 

 あと言葉だけに終わらない具体的な施策ということがありましたので、そのとおりだと思い

ます。特に、農業の場合は気候に左右されたり、本当に具体的にされるというのは難しいとこ

ろがありますが、そういうものを含めて大いに期待するところであります。 

 次、２番に地産地消について関連して再質問いたしますが、まず１つは、私は地産地消とい

うのは元来といいますか、本来、地域の経済の循環とか、自分のところでつくったものは自分

で買って、それを食べて、消費して経済もお金も循環する。あるいは、地域振興のために地域

の魅力の再発見といいますか、地域の食材の発見とかそういうことがもともと、たしか農業に

おける地産地消の言葉かなと思ったんですが、しかし、先ほど述べましたようにこれだけ農業

環境が変わってくるとフードマイレージ、答弁でてきましたが、私個人的な日本語では食料の

輸送経費と理解しているんです。これに関連しては、例えば、雑誌では「コンビニ弁当16万キ

ロの旅」という本もあります。つまり、コンビニ弁当に入っている食材、おかずとか、あれは

すべて計算すると外国から、日本からも来た、その輸送距離が16万キロということです。結局、

今は国際化によって、あるいは輸入食品が多くなることによってそういう状況になっています。

それが私はやはり地球環境にしろ、もちろん食の安全にしろ、これだけ不安が言われておりま

すから、やはり地球は大事ですから地産地消、フードマイレージも最小限、隣の畑のを食べる、

町内の農産物を流通させる、そういう観点で私はまず時代が変わってきたと思います。 

 あるいは、食の安全、何回も申しますが、一種のこれは、地産地消は自己防衛ですね。信頼
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して買ったのにそれが事故米だった。今の報道はそういう状況でしょう。ちゃんと保証つきみ

たいな、国内産もち米の粉最高級、もとをたどれば事故米。この点に関してはいろいろな構造

的欠陥とかありますが、流通関係。要はそういうことがこれからも私は頻発する可能性ありま

す。その事故防衛ですね、町内の。だから、健康、食の安全は町内の食品、農産物で賄うとい

う、まず基本的にそういう考えが私はこれから出てくると思います。 

 そういう観点で、私は地産地消を取り上げたわけですが、その辺の観点に対しての考えをま

ずお聞きしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま議員からおただしがございましたように、地産地消と一口に言ってもそれぞれ認識

をされる領域がかなり広くなってきていると思います。いわゆる健康の分野、あるいはその健

康が確実に担保されるということになれば、生産者の顔が見える、そういう意味で地産地消と

いうのが今後、推進されるということも考えられる。 

 ただ、私が認識する地産地消については、もう少し幅を広めて考えますと、それぞれの地域

で農業生産をしておりますから、いわゆる南会津で生産されたものは南会津で消費するという

ことだけではなくて、それは基本になりますが、もう少し広げれば日本の気候風土、あるいは

日本の食の安全、これを考えた場合は１つの基準なり、あるいは同一的な国の方針なりがある

と想定すれば、やはり日本で生産されたものは日本で基本的に消費する。つまり、自給率を高

めていく、そういうねらいも私はあっていいんじゃないかなと、こういうふうに思っています。 

 ですから、南会津で生産された農産物が加工品になって日本全国の消費地に届けられる、こ

れも私はある意味で広い意味で地産地消の部分だろうと、こういうふうには考えております。

ただ、国際的な農業の消費に関する、あるいは輸出入に関する決めがありますから、これにつ

いてはこれ国のほうでしっかりと安全対策をしながらやっていただくということになるかと思

います。 

 いずれにいたしましても、この地産地消というのはどちらかというと閉鎖的ではなくて、む

しろ安全を確保し、しかもその責任を持つと、こういう意味での私は認識としてとらえており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 範囲はともかく、そういう趣旨で私も同感はしますが、あといろいろ

具体的なこれからの施策を期待します。 
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 その中で、町においても小・中学校なり取り組んでいますと、給食で。あるいは、これから

も観光施設に対しても取り組んでいくということでありましたが、私は当然それは地産地消の

意味からもぜひ早急に推進していただきたいと思うわけですが、その中で、私はそうであるな

らば、例えば、地産地消の推進条例とか、そこまで一歩といいますか、二歩といいますか踏み

出して、しっかり行政も町民も、あるいはその他関係者がしっかり意識づけを、意識改革を含

めた条例化によってしっかりしたもっと制度化して進めるべきかと思いますが、この辺の考え

はどうかお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 現段階で条例を定めてという取り組みは考えておりません。私たちは、一つ大きく過去の歴

史の中からやっぱり学ばなければならないことがあると。それは、何か事件が発生したものを

取り締まるときに規制をつくる。そのときに法律や規則をつくるということは大事なことです、

ある意味で。しかし、それに頼ることの前にしなければならないことがある。それは、先ほど

申し上げたように全体を見ながら安全で安心な健康な食材を提供すると同時に、その学校経営、

あるいは観光施設の経営を考えたときに、いわゆるコストの問題ということもありますし、そ

れらが、生産物が流通経路に乗せた場合にどういうコストがそこについて回るのか、そういう

ことを考えながら、一つ一つ実行、実験をしてみて、その結果、いわゆる全体として議会に提

案をする条例として持ち込んだほうがいいと、こういう環境が整ったときに私はそういう方法

があるんだろうと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 環境が整っていないということですが、私はいろいろなこの条例制定

に向けてのその考え方の違いかと思いますが、せっかく農業振興計画が完成するんであれば、

私はそれと同時くらいにこういうのを制定して、ここで地産地消なり食の安全なり、一緒に文

章化、制度化して町民にも意識も深め、各施設、民間も公共もみんなそういう一つの方向で向

かっていくというのは私は方法かなと、あるいは急ぐべきかなと私自身は思うんですが、全国

的にも制定した自治体もあるようなんですが、その辺は私は早く環境が熟して、制度化されて

この方針で強力に推進されることをまず期待しておきます。 

 次に、健康食材の生産状況に関してですが、食の安全ということで今年度から町は意欲的な

取り組みをされております。そして、まだまだ私は生産量は少ないと思いますが、当面は健康

キャンプ村に提供したり、少しずつその実績を上げながらこれから普及拡大していくと思いま
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すが、その中で町民への提供ルートも、これしっかりつくるべきだと思います。確かに健康村

に来られている方はそれこそ化学物質過敏症とかで本当に住むにしても食べるにしても全国的

にいろいろ歩き回って、そしてようやく言い方を変えれば安住の地を見つけたようなところも

あると聞いております。それはそれでしっかりそういう人たちに手を伸べるっていうことも、

食の分野で、環境の分野で伸べるということもこの自然を利用することですし重要かと思いま

すが、しかしまた町民に対してもしっかりした提供ルート、販売ルートを私はこれからつくる

べきと思いますが、その辺の考えをお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 私も町民へできるだけ早く浸透して、町民の方々が安心をしてそういう健康農産物を食する

ことができると、こういう形にしたいと思っております。 

 しかし、現実的に私たちは実は生産者が電話、あるいは訪問等でＰＲをして食材を売って歩

いています。私も買わせていただきました。しかし、残念ながらそういう土づくりからやって

いく、いわゆる限りなく無農薬に近い農法というのはお金がかかる、手間がかかるんです。例

えば、虫予防についても殺虫剤をかけてしまうんではなくて１匹１匹つぶすんですね。こうい

う手間がかかるために、例えば、１本100円相当の大根が200数十円するとか、そういうこと

になってきますと、なかなか町民の方々、そういうところの選択肢の中で高くても買うんだと、

こういうところまでは来ておりません。 

 ですから、私はこういう農法を推進する傍ら、一方ではいかに農業所得も含めて、周りの雇

用全体を見て所得をふやしていく、そういうものもかえる収入の道を切り開いていくのもあわ

せてやらなければいけない、こういうふうに思っておりますので、少し時間がかかるものと、

こういうふうに認識をしております。 

○湯田芳博町長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 割高になる健康食材ですね、無農薬なり有機食材は割高になる、これ

はもう一般論としてすべて認知されておりますが、それを求める人は町民にいないと私は聞い

たんですが、私はいないことはないと思いますね。やはり、情報なりルートがあればアトピー

なり、その他、何万人に１人とかいういろいろな病気を抱えている人が待ち望んでいるかもし

れません。ぜひともその辺は時間がかかるとは言いましたが、早急に私はお願いしたいと思い

ます。 

 その中で、この取り組みを推進するために南会津町オーガニック推進協議会というものがた
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しかつくられたと思いますが、その辺のちょっと組織ですね、あるいは事業ですね、その辺を

ちょっと伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 後の部分については担当課長のほうから答弁をさせますが、私は「求める人はいない」とい

う表現はしていません。ここはひとつ正確に言葉を使ってください。お願いします。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 ただいまの南会津町オーガニック推進協議会の事業内容、組織のことに

ついてお答えを申し上げます。 

 南会津町オーガニック推進協議会ということで委員９名で組織化をしてございます。内容に

つきましては、今ほどお話しされておりますとおり、限りなく無農薬の農産物をつくる事業、

あるいは健康農業の推進活動、そういったものをトータル的に協議会の中で検討を進め推進を

していくというような組織でございます。 

 今後、この協議会の開催とあわせまして、協議会の中に個別の部会、限りなく無農薬を目指

す部会、有機ＪＡＳを目指す部会、あるいはその農以外の部会、この部会をつくりまして事業

の推進に当たっていくということにしております。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 組織の概略はわかりましたが、あと細かいことは後からで結構ですが、

いずれにしろこれから無農薬を含めた健康食材を推進するということですので、これからいろ

いろ期待します。 

 それで、この事業が先ほど町内何地区かでモデル地区的に始まったと聞いておりますが、そ

れで農業の、特に農産物の生産を振興するといいますか、事業に入った場合、やはり一番難し

いのは生産現場と行政とのずれといいますか、通常の農業振興であれば農道の改修とか水路の

改修でいいんですが、生産物、食材ですね、食材の今度いろいろ事業を行う場合は、やはり行

政職員と現場の農家との意識、あと実際の知識、それに今度は気候なり風土が入ってきます、

雪もあります。その辺がぜひといいますか、その辺が実は農業施策の中の特に食材施策におい

ては一番これから心配といいますか、あるいは難点といいますか、その辺について町内の取り

組み、机上だけではやっぱり食材の生産は難しいと思います。このような取り組みについてお

伺いします。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 まず、机上だけで恐らく今までもやっていることはないと思いますよ。これは県の農業改良

普及員、あるいは農協の指導員、あるいはまた役場の担当職員は現場に出かけながら、そこの

生産作物の消費状況やそういう生産技術のことを含めて、私は現場でしっかりとこれまでも対

応してきたと思うんですね。決して机上だけでやっていたとは思いません。まず、それを申し

上げておきます。 

 その上で、議員ご指摘のように、なぜじゃ今まで農業が全体として、一部分的にはもうきっ

ちり経営として成り立つ農業をしている方々もたくさんおりますから、全体として底上げにな

ってこない。私は、１つは国の農政、あるいは県の農政が一方通行だったからだと思っていま

す。そこに縦割りの一方通行が示されて、それをどちらかというと言い方によれば机上的なも

のというふうに受けとめられがちかもしれません。そこにいかに南会津特有の、あるいは南会

津町の独特の横糸、いわゆる縦割りに横糸をどうして通していくかということが私たちに課せ

られた課題ですから、先ほど申し上げたように手間暇のかかるものです。これまでは手間暇を

省いていこうというところがあったわけです。手間暇をかけるためにはやはり先ほど申し上げ

たように土づくりが基本ですから、この土づくりにしっかりとお金をかけて、そして、農業者

が安心して農作業に当たれる、あるいは生産に取り組めると、こういう体制をつくっていくこ

とが私たちのこれからの大きな仕事になってきますので、ここは当然現場の意見を十分聞きな

がら、あるいは現場に私たちの考えを理解してもらいながら進めると、こういうことが基本に

なることは言うまでもありません。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 農業全般の話ということでしたが、その中でさらに食材、農産物と言

われるとさらに難しさが私はあると思いますので、今の考えをさらに一歩進めて、より密着し

た指導、あるいは事業の展開をお願いしておきます。 

 その中で、今年度から意欲的にまたそういうモデル事業ですか、無農薬なり、限りない無農

薬に近い栽培が始まったわけですが、もう一つの農業の難点は、１年だけの事業ではなかなか

成果が見えないですね。作物は通常１年に１回です、米にしろ。そしたら、継続性というのは

私は事業の継続性がないと本当の成果が出てこないと思うんですが、私はことしから始まった

これらのオーガニック農業の推進とか含めた事業の、今後の考え方、継続を含めた考え方をお

伺いします。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほども申し上げましたけれども、いわゆる土づくりからこの農政、この農業政策を進めよ

うとすれば当然１年ではできないんです。当然、これはもう中・長期的な取り組みになるんで

す、ならざるを得ないんです。その中でどう進めるのかといえば、まず、そういう、先ほどモ

デル地区申し上げましたが、モデル地区でやった成果、あるいは課題、これらをきっちりと検

証しながら、その成果があればその成果をそれぞれの農業者にお示しする、先ほど申し上げた

ようないきいき健康農業推進員みたいな人をやっぱりふやしていくということも一つの方法だ

と。 

 それから、もう一つは、やはり土づくりに関して、ただただ言葉で土づくりを言うんではな

くて、実際にどういうふうにして土づくりを進めるのか、ここのところをいわゆる場合によっ

ては独自の肥料の開発、あるいはまた堆肥生産のシステムをつくり上げると、こういうところ

までやっていくことによって実際に言葉だけではなくて成果としてこういうふうなものができ

ますというのを具現化していく。この体制づくりを今後私はしっかりと進めたい、こう思って

おります。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 農業政策の中・長期的な観点が必要というのは同感でありますので、

ぜひとも、例えば、国の政策なんかは昔ありました、いわゆる減反政策ですか、生産調整政策

なんかは３年１期で出してるんですよね。やはり農政でありマズイ点ありますが、毎年変わっ

ては農業者もついていきません。３年やりながら、例えば、またフィードバック完成しながら

新たな見解とかあると思いますので、年数なんていうのははっきりは言いにくいところあるで

しょうけれども、私は中・長期観点でやるということはそういうものを含めまして、ぜひとも

しっかりした長期計画を持ってやってほしいと思います。 

 それで、次に、環境に優しい農業、これも本当に土づくりです。そこで、これはもう本当に

もともとの地球環境の保全というのがもうこれは、世界的、あるいは社会的、個人も行政も民

間もすべてこれはいずれ取り組まざるを得ない大きな問題ですが、その中で農業あって、町の

基幹産業である農業の中での取り組みについてですが、前年度ですか、19年度バイオマスタウ

ン構想に基づいていろいろ調査研究で報告書ができたと思いますが、有機関係、有機資源です

ね、それとこの土づくり、あるいは環境に優しい農業との関連はどのようになっていくのか、

堆肥とか含めましてどのような関連になっていくのかお伺いします。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 環境に優しいという言葉が使われていますが、私は自然環境の中で私たち人間も一つの生命

体として動物の一種として生きていると、こういう認識をしておりますので、私たちは環境に

必要以上に負荷をかけない、そういうやはり事業展開をしていかなければならないだろうと、

このように認識しております。 

 そういう中で、今、生ごみ等、あるいはこれは一般家庭から出る生ごみ、あるいは事業所か

ら出るものもございますが、こういったものを大変なお金をかけて焼却処分をしております。

ですから、こういうものをもう少し分別をしっかりしていただいて、こういうものが循環して

資源になるようにしていくことが環境に負荷をかけないということにもなるだろうと思います。 

 したがいまして、そのほかにそれではどういう堆肥を、土づくりをすればいいのかというこ

とになったときに、私どもの周りには大きく、だれもが認められる資源としてあるのは森林だ

と。森林から出る、いわゆる木の葉というものは昔は堆肥として十分使っていた。しかし、そ

の木の葉も森林をはぐくむ大事な肥料ですからとり過ぎてはいけない。そこがうまく循環をす

るような形で森林の木の葉等の活用も私は環境に負荷をかけない堆肥づくりになっていくんだ

ろうと、そういうことを総合的に考えながらバイオマスといえば言えるのかもしれませんが、

そういう賦存する資源を有効に活用していって土づくりを進めていく。そしてまた、私たちの

食生活から、あるいは生活から出たものについては自然に帰していく、こういう形をとりたい

と、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 土づくりの場合、あるいはバイオマス構想を進めるのに、私は一番町

にとって不安材料は、バイオマスの一番の基本は耕畜連携なんですよね。畜産がある程度起き

ているとこの循環というのは比較的流れやすいと私は思います。その点、町全体を見ますと、

耕起農業、いわゆる一般的な耕してやる水田とかそういう農業者はいっぱいいるんですが、い

かんせん畜産は少ないです。地域的には耕畜連携をしっかりやっている地域もあります。しっ

かりした乳牛生産したりして、その中で耕畜連携もやっていますが、町全体ではそういう今度

は有機のほうの材料の不足ですか、その意味で恐らく補完といいますか、森林もこれは有機物

ですから、そういう面からもこれから新たな耕畜連携と違った今度は森林と農業の連携といい

ますか、そういうものがあるという今の考えだと思いますので、ぜひその辺、あと家庭用のご

みも排出します、事業用も含めて。それもうまく連携させたバイオマスタウン構想の中で土づ
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くりを進めていってほしいと、いくべきだと私は思います。 

 環境に優しい農業で、一つ実は私も提案したいんですが、町長の考えも聞きたいですが、た

またまきのうのテレビでも不耕起栽培というのがやっていました。私もこれ興味ありまして、

現実に南会津町でもう数年やっている人はおります。耕さない、肥料はかけない、農薬は使わ

ない、それで米づくり何人かやっています。環境に優しいと言えば、あるいは環境保全と言え

ばある意味では究極とは言わないですが極めて現在の慣行農法よりはいいんじゃないかと思い

ますが、そういう農法もありますが、町長の考えをお聞きいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 不耕起農業というのはいろんな、いわゆる雑誌等に紹介されておりますので、一般的な知識

としての理解はしているつもりでありますが、現実的に今、化学物質過敏症の人たちを中心に

限りなく不耕起に近い農業をして成果を上げている人を南会津に呼んでこようということで、

ほぼ来ていただけることが決まったという話は聞いております。ただ、いつになるかについて

はまだ私のほうに報告ありませんが、そういう方々の実証を得ながらやっていかなければなら

ない。それについて若干の知識として持っている部分を申し上げますと、やはり15年、11年

から15年くらいかかってその不耕起栽培に到達したということですので、これは一朝一夕にな

かなかそうはいかないんだろうというのが現在の私の認識であります。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 全くそのとおりに私も感じます。その技術をさっときょう持ってきて、

あしたから不耕起できるということは全然ありません。きのうの放送でも言っていましたが、

この農法を持ってくるとまず家族で大げんかが始まると。今までの農業と違いますからね。そ

して、地域でももめると。それで20年間やってきましたという放送もありました。それだけ、

たとえ環境に優しいからってみんな我慢しろという、あるいは農業政策だからこれを全部やる

んだということはやらないと思います。調和も必要ですし、時間もかかります。そういうこと

ですから、ぜひともそういう何か勉強会があるらしいですから、少しずつ町の中にも浸透して、

これ以外にもいろいろな農法、農業分野ではいろいろ環境に優しい方法、ほかにもあります。

そういうものをぜひこれから研究の、あるいは講習、勉強する機会を町民に与えながら政策を

進めていってほしいと思います。 

次の５点目、結局、農業の事業化というものの取り組みを私はこれは就労の場と雇用の場を

含めて必要と思います。その中で、まず発展支援事業もちょこっと内容も単なるイベント型の
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発展支援事業だけじゃなくて、これ事業化を目指した収入なりですね、あるいは雇用なりの、

事業化を目指した農業もこれから重点的にやりますという言葉がありました。 

 その点を伺うのと、もう１点。町の観光公社あります。名前からすると観光客を持ってくる

のかなと思いましたが、事業内容を見ますと先ほどの健康食材、あるいは教育力を含めた食育、

この観光公社の事業は幅広く農業分野にもやっていますが、これから私はますます観光公社が

そうやって動いて、特に販売部門ですね、農業が今まで国政の中で弱かったのは販売がある意

味てはＪＡしかなかったんで、それが非常に弱いです。つくるのはプロでも販売は本当に素人

でした。したがって、最後には経営が成り立たない。 

 私は、公社に一番期待するのは食育もありますが販売部門がしっかりして、生産から流通、

生産、販売としっかり流れるのが私は重要と思いますので、その２点ですね、発展支援事業関

係と公社の関係をお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 事業化に向けては、まさしくこれまで地域農業がなぜ底上げができなかった。ここは、ある

意味、確かに個人的な努力の成果があって農業を柱として生計を営むことができる人はたくさ

んおりますが、やはりそのブランド化をするという意味も含めて、事業化にどうつなげていく

かということがこれから私たちの最優先課題だと思うんですね。その事業化に向けて何をする

かということですが、発展支援事業と比べられては困るんですけども、発展支援事業というの

はいろんな意味での芽出しです。いわゆる火種をつくることです。しかし、その火種も途中で

消えてしまわないように３年で打ち切るということではなくて、年々発展していく可能性のあ

るものについては継続性を持たせていこうと、こういうことです。 

 ですから、例えば、５年間続けられたとして、仮に50万円の限度額を使えば250万円の事業

ができると。それは５年間のビジョンを持っていただきたい。こういうことですね。しかし、

１回で50万円という、例えば、事業費でいいかどうかということになってきますと、事業化を

目指した場合に必ずしもそれが有効に作用するとは限らない。そこで、県のほうで経営戦略資

金ですかね、こういったものを創設しておりますので、この県のほうの事業をもう少し検証さ

せていただいて、これを南会津版でできないだろうか。それは農業に限らず林業も含めて企業、

すべての企業にそういうものが資金として提供できないか、あるいは助成できないとすれば融

資の方法を考えると。それはぜひこれから真剣に取り組みたいと、こう思っております。 

 それから、観光公社ですが、私たちは名前でどうしても、名前というのは幅広くすると余り
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イメージがわからない。具体的にしてしまうと、ええ、そんなこともやるのと、こういうこと

になってくるんですが、絶えず動きます、観光公社は。そうすると、そこで得られたネットワ

ークが出ます。あるいは想像もしないところに行って、想像もしないような事業を問いかけら

れることかございます。そのときにもったいないよね、じゃあ、やろう、私はそういう取り組

みが年々幅を広げていくというのはとても事業展開としてはいいことだと思っています。 

 したがいまして、観光公社がいろんなところに行って観光を中心にしてＰＲ、営業した結果、

南会津の米を食べた、南会津の野菜はどうですかということが出てきたので、そういうものに

ネットワークをさせていく。したがって、今後もこの販売ルートの開発では大いに活躍を期待

したい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 公社に関しては、ぜひ本当、販売部門ですね、本当に農家、農業の一

番弱いところの補完といいますか補強を私は期待しております。 

 時間もないので、農政は切りがないですが、碑の里について再質問をさせていただきます。 

 その意義なり、これからの必要性は答弁のとおり共通の認識だと思いますので、その中で来

年度のやまはく、やまなみ泊覧会でも何か事業を考えていると聞いておりますが、どのような

内容ですか。その後の、さらにそれがきっかけとなり、その後のこの碑の里を活用した事業化

の計画はどうなっているか、２点お伺いします。 

○渡部康吉議長 伊南総合支所長。 

○横山孝夫伊南総合支所長 お答えをします。 

 来年のやまはくのほうで俳句の大会ができないかということで検討をしております。 

 もう一つは、碑のほうですけども、これは久川城一帯として歴史文化ゾーンということで一

体的にどういうふうに利用できるかということを伊南支所、教育委員会分室等を絡めまして一

体的にこれから検討していきますということになっておりますので、よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 文化財、あるいは環境保全というのは実は経費もかかります。ほっと

けばもちろん草ぼうぼうになります。荒れます。 

 そこで、お聞きしたいのは、これは県の指定文化財である久川城史跡、そういうような環境

整備の委託事業で周辺の整備しているわけですが、委託事業費ですね、最近３年間の経費を、

数字を教えてください。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 
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○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 久川城跡環境整備事業委託料の件でございますが、平成18年度262万円になっております。

262万円でございます。平成19年度が198万円でございます。20年度が143万円という数字にな

ってございます。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 この環境整備にはことしから地元に委託されまして地元でもやってい

ます。このように金額が減った中で、それは既に、だんだん手入れが必要になくなった箇所も

ありますから、あるいは財源の厳しい折、減額はやむを得ないところでありますが、しかし、

あの辺の周辺を利用する地元なり、あるいはターゲットバードゴルフ協会という、また利用し

ている団体のボランティアなりで周辺整備もしています。ぜひともそういうことを認識しなが

ら、これからも維持管理をしっかりしまして、史跡あるいは文化財、あるいは文化資産として

同類の資産がこのとおり町にはありません。私の考えでは、一般的に合併しますと同類の施設

なり設備なりイベントなりたくさん重なります。しかし、このような碑の里はほかにありませ

ん。ぜひともそういう観点で、これからも維持管理、あるいは利活用を期待しますが、その辺

の考えはどうかお伺いします。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 久川城跡につきましては県指定史跡でもございますので、以後、管

理については十分な配慮をもってしていきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 以上で終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、４番、馬場信作君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 渡 部 俊 夫 議員 

○渡部康吉議長 次に、２番、渡部俊夫君の登壇を許します。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 渡部俊夫であります。 

 第１のテーマである介護保険から質問をさせていただきます。 
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 2000年からスタートした介護保険制度、ことしで９年目に入っているわけでございますが、

2004年度から介護保険法が改正され、施設から在宅へと大きくシフトされ、2006年度にはそ

の在宅サービスも大きく制限する方向で改正されました。例えば、同居家族がいたらば介護保

険で受けられるサービスは大幅に制限されるなど、または要介護度が１とか２、軽い人が受け

られる家事援助等も減らされました。 

 そうした中にあって、我が南会津町は基本理念として「すべての町民が高齢期を迎えた人々

を支え合い、安らぎと活気に満ちた高齢期を過ごすことのできる町」このようなすばらしい戦

略目標に向けていろいろな各種サービスの充実に向けて取り組んでいることは先刻織り込み済

みなわけです。それに介護保険法の目的の一つは、介護予防であります。このことに向かって

南会津町という保険者として、どの程度達成されたのかの検証が大変重要であります。その指

針となるべく高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画は高齢者の保健福祉施策の総合的な推進

を図るため一体のものとして策定することが定められているわけです。 

 次期計画は第４期ということで平成21年度から23年度までの３年間であるわけです。そう

した第４期の計画の策定を見据え、現在、各市町村では見込み量の推計等の作業に入っていま

す。その地域地域の特性に合った介護保険制度にするため、この間のあらゆるデータの集積を

図り、各種サービスの総点検が行われています。そうした折、以下の点を質問いたします。 

 １、第４期計画を作成するに当たり、まずもって過去、まだ整理をしていないわけですが３

年間の総括が必要なわけですが、介護保険サービスを利用しているいないにかかわらず、何が

クローズアップされているのか、特徴的なニーズは何か、お伺いいたします。 

 ２、介護予防に関して少しでも重度化させない方策についての現状、実態、そして課題は何

かお伺いします。 

 ３、先般、町のお知らせ回覧板で地域包括支援センターを社会福祉協議会へ委託する計画で

あることがわかりました。今後の町の介護施策にかかわる重要な問題だというふうに思ってお

ります。その背景と課題をお示し願いたいと思います。 

 次に、第２のテーマである学校耐震化の問題についてお尋ねをいたします。 

 住宅、建築物の耐震化の必要性について今さら申すわけもないわけですが、平成７年の阪

神・淡路大震災における死者数の９割が住宅建築物の倒壊等によるものであったし、倒壊した

建築物は地震直後の避難や救助活動の妨げになるなど被害の拡大を招いたと言われています。 

 最近でも新潟県や岩手・宮城内陸地震も記憶に新しいところであります。当南会津地方では、

下郷町、南倉沢地内の山中に地震観測所があり、24時間体制で監視をしています。私も長年観
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測所に出向き、通信面の維持管理をやってまいりました。当地方にとっていつ何どき大きな地

震が起きてもおかしくないわけです。そうしたときに学校は避難施設として重要な役割を果た

すとともに、児童・生徒の命を守るとりでになることを考えれば早急に未診断の施設について

は耐震診断を実施して補強工事等を要する建物については、現在、国が強力に推し進めている

補助制度を利活用して平成21年度、来年度ですね、しかるべき措置を講じることが喫緊の課題

であると思うんでありますが、ここで我が町の学校耐震化に向けた現状と今後の具体的な施策

をお示しください。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ２番、渡部俊夫議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、介護保険の検証と課題に関する１点目、第３期介護保険事業計画期間における介護

保険サービスの特徴的なニーズは何か、こういうおただしがございました。現南会津町介護保

険事業計画は、平成18年度から平成20年度までの３カ年を計画期間として策定をされ、今年

度で第３期事業計画が満了いたします。これまでの各種介護保険サービスの利用状況を見てみ

ますと、施設介護保険サービスは保険給付費の伸び率は少ないものの、給付費全体での割合が

高く、施設待機者の潜在的ニーズを含めますと高い施設志向が見られております。 

 また、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう設置される認知症対応型のグループ

ホームにつきましても同様の傾向にあり、施設居住系サービスのニーズが高い状況となってお

ります。 

 一方、在宅介護サービスではデイサービスやショートステイの利用規模が多く、介護者から

のニーズも高いものがございます。現在、第４期介護保険事業計画策定に向けて、過去の給付

実績等をもとに推計作業を実施しているところでありますが、今後、高齢者保険福祉事業運営

協議会からのご意見をいただくとともに、介護の現場状況を把握している居宅介護支援事業所

やケアマネジャー等の意見交換を進めまして、より一層の利用者ニーズの把握に努め、事業計

画にしっかりと反映してまいりたい、このように考えておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 次に、２点目、介護予防事業に関して重度化させない方策についての現状と課題は何か、こ

ういうおただしがございましたが、今年度において本町では要介護状態などになるおそれが高

い虚弱な高齢者である特定高齢者を把握し、地域包括支援センターの保健師等が中心となりま

して介護予防事業への参加を訪問勧誘しているところでございます。 
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 事業内容は、低栄養の方については町栄養士の訪問による栄養改善指導や認知症予防事業と

しての脳元気教室、運動器機能向上のための筋力元気教室を４地域でそれぞれ実施しておりま

す。 

 一般高齢者の予防対策といたしましては、地区老人会や公民館事業の寿学級などを利用いた

しまして、認知症予防についての講話などを随時実施しておるところであります。また、保健

活動の中では整形外科関連の医療費額が高額だった地区を選定いたしまして、ひざ痛、腰痛教

室を実施し、高齢者の介護予防につなげているところであります。 

 しかしながら、現状として事業がスタートして間もないことから特定高齢者500人中、事業

参加者が61人、参加率にいたしますと12.2％という状況にございます。引き続き事業への理

解を求め、参加者拡大を図ってまいりたいと、このように考えております。 

 今後は、第４期事業計画策定に向けて、さらに介護予防事業の強化・充実に努めてまいりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、３点目、地域包括支援センターを社会福祉協議会に委託する計画があるようだが、そ

の背景と課題を示せよというおただしがございました。 

 地域包括支援センターは、平成18年４月の介護保険法の改正によりまして、本町健康福祉課

内に設置をし、現在、４名の職員により運営をしているところであります。地域包括支援セン

ターにつきましては、総合的に検討してきた結果といたしまして、在宅介護支援事業所を運営

し、地域福祉全般にわたってそのかかわりを持ってまいりました。さらには、これまでの実績

を勘案し、そのノウハウを基礎に地域の高齢者に対して質の高い支援が行えるだろう、行い得

るということで社会福祉協議会のほうに委託することが有効と考えました。 

 一方、行政といたしましては、課題となっている介護予防事業を重点的に推進することが重

要であると、このように判断をし、その方向性を決定してきたところでございます。なお、委

託に当たりましては、受け皿となる組織の充実と人材が重要と認識しておりますので、それら

の充実に向け、さらなる支援を行ってまいりたい、このように思っているところであります。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは学校の耐震化を促進せよに関してお答えします。 

 学校耐震化に向けた現状と今後の具体的な施策を示せとのおただしでありますが、まず学校

耐震化に向けた現状から説明しますと、耐震診断を必要とする昭和56年以前に整備された小・
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中学校の棟数は22棟のうち耐震診断を実施している棟数は６棟であり、耐震診断実施率は

27.3％になっております。また、昭和57年以降に整備され、耐震化が図られているのは全体

で38.9％となっております。 

 国におきましては、本年５月12日に発生した中国四川大地震において数多くの校舎が倒壊し、

多くの児童・生徒が犠牲となったことを踏まえて、学校施設について地震に対する安全性を確

保するため地震防災対策特別措置法の一部を改正し、公立小・中学校等の建物について耐震診

断の実施及び結果の公表を義務化したところであります。また、町では建築物の耐震改修の促

進に関する法律の規定に基づき、南会津町耐震改修促進計画の策定作業を進めており、計画の

中では優先的に耐震化を図るべき建物として多くの人が利用する学校などが検討されていると

ころであります。 

 次に、今後の具体的な施策を示せということでありますが、耐震診断が未実施である16棟に

ついては、来年度から関係部局と協議しながら計画的に耐震診断を行い、その結果を踏まえて

耐震化を促進してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 なお、具体的事項につきましては担当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 特徴的なニーズということで、町長より基本的なニーズについては語

られまして、私も基本的には施設志向がもう大分進んでいるなと、あるいはグループホームに

ついても同じ方向へ行っているなあという意味合いでは全くもって同感なんでありますが、本

当に振り返ってみますと社会福祉法人南会津会全体で、つまり下郷町や只見町も含めて特別養

護老人ホームの待機者は今300人弱であります。これは２、３年待ちはざら、むしろそれ以上

待たなければならないという多分実態だろうと思います。これも全国共通したニーズであると

いうふうに思いますが、これからますます高齢化に向けて需要ふえること間違いないんですが、

しかし、国は施設から在宅に、というふうに大きくかじを切っていますから、特老の設置は非

常に難しいと、新規設置は難しいというふうに私も思います。それで、かつ既存の施設自体も

人的資源、あるいはベット数も目いっぱいの状況なんですね。 

 では、しからば在宅での介護状況はと言えば、家族が同居して介護をしているが、農業をし

ながら、あるいは勤めに出ながらというふうに仕事の合い間を縫ってヘルパーさんやショート

ステイ、デイサービスを組み合わせながら、本当に綱渡りの状態にあると思うんですね。頑張

って３年、４年はもったとしても間違いなくバンザイしてしまうのが大方の実態なんです。そ
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こまで運よく、仮に施設に入れたとしても難しい、だれも喜んで入所する人いないわけで泣き

泣き入っています。家族ともどもつらい思いをしているのが現実だと思うんですね。老老介護

が圧倒的に多い中で、介護疲れやふなれ等もあっていわゆる介護する力、介護力と言っていま

すが、介護力不足が大きく顕在化しているのも今の時期なんだなあと。それで、ケアマネさん

がショートやデイサービスを紹介したいと思ってもまずは受け入れるベッドがないと。施設自

体も本当にぎりぎりのところで今回していますから、まさに在宅介護の現状はもう個人の自己

責任ではもう対処し切れない、まさに社会的な問題だなと思います。 

 そこで質問なんですが、今述べたように、介護保険制度の改正のために寝たきりお年寄りを

減らすんじゃなくて、むしろふやす方向に国の施策がいっているんじゃないかというふうに私、

思うんでありますが、町長としては現在の介護保険制度、どういうご認識でいられるか、まず

あわせてお聞きしたいと思います。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま具体的な事例も含めまして議員からおただしがございましたように、私も全く同感

で、この置かれた状況を大変憂いております。そこで、私なりに県のほうに一度、それから、

国のほうに一度、この問題に対して私の私見でありますが要望も含めまして申し上げてまいり

ました。しかし、いずれも制度的に現段階ではこれ以上の対応ができる状況にないというのが

お答えでありました。 

 そこで、私はこの春５月に認知症家族の会の人たちとお会いをしまして、その実態を調査さ

せていただきました。その内容を健康福祉課の担当のほうに十分に協議を進めてほしい、そう

いう指示を出しまして、現在もその進行状況にございますが、多額のやはり資金がかかるだろ

うと、こういうふうに今予想されておりますが、いずれにいたしましても、いわゆる大義とし

て掲げた在宅介護、予防介護が裏づけがない。こういうことではやはり国の政策にいささかの

問題があるんではないかと。そこのところを国の指摘をするんではなくて国と町が、現場を抱

える町がどうつながって創意工夫をしていったらいいのかというところに私は照準を置くべき

だろう、こう今思っております。それが一気に解決できるかどうかはわかりませんが、総合支

援センターの中でどういう体制をつくり上げれば、少しでもいわゆる介護をしている家族の

方々に負担のかからない方法がとれるだろう。あるいは、もう一つは今抜本的に見直しをちょ

っと指示しておりますが、いきいき同居手当、これのあり方。これも新しく同居をする方では

なくて、これまで同居をしてそういう介護をしている方に、その手当の仕組みをどうつくり出

せるのか、ここのところを真剣に今考えているところですので、何とか国の制度の中でもでき
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る限り地域でできることはつくっていきたい、こう思っておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 確かに現にある制度をこれ、使うしかないんであって、その中で町と

して、その中でどういうふうに重度化をさせないでいくかということが求められているんだと

思いますが、私は非常に大事なことはいわゆる医療から福祉に至る過程、ここが大変重要な問

題だというふうに認識しているんです。自宅での介護を余儀なくされた人はこれまさに大変な

んでありますが、介護の技術、ノウハウもままならないのが現状です。これ、幾らヘルパーさ

んに週２、３回、あるいは30分くらい来ていただいても、それはまったくもって補いの部分で

しかないんですね。四六時中介護するのはこれ家族なんです、当然ですね。その家族に介護の

知識がない場合はなお一層大変なんです。ですから、悪い悪いと思いつつもいっそのこともう

寝たきりになってしまったほうが家族としてはもう楽だと、そんな気分にさせられてしまうん

ですね。 

 やはり、そういう意味では介護者のケア、介護者ね、ケア、それから介護教室なんかを盛ん

にしてノウハウを身につけてもらう。寝たきりにならないよう、あるいは介護保険で重度化し

ないよう、介護保険をなるべく使わないように、やっぱり町なり私たちが本気になってそうし

た仕組みや体制をつくっていく必要があるということが非常に今ニーズとしても大事なことな

んじゃないかなというふうに思っています。 

 リハビリも同じなんですね。かつては県立南会津病院の整形外科でやっていましたけども、

今できませんですね。ケアマネさんが幾らリハビリプランを組み込んだとしても、当たり前の

ことですが在宅の中では家族はそういうことやっぱりなかなか苦手でできません。もしも、私

にそれやれなんて言われたら、私もそれはリハビリケアなんかとてもできません。ですから、

結果として介護力不足で寝たきりの状態になってしまうと。幾らいいプランを立てても家族の

理解と支えがないとだめなんだなというふうに思っています。 

 これ、日で、時間時間で食事介護、おむつ交換、日々の悪戦苦闘続いているわけです。それ

で介護も疲れてしまうと本当にさっき言ったように「もう寝てもらったほうがええや」という

ふうに思っちゃうんですが、無理のない話だなというふうに思います。 

 こうした実態について少なくとも健康福祉課、担当者のレベルでは把握しているわけですが、

どうなんでしょうね、これ。実態認識として、もう課長もこれ真摯に受けとめていただきたい

と思うんですが、これからもお互いに情報交換やっていきたいとは思いますが、これらの実態
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なり情報が担当課の中で課長も含めて本当に頑張っているということはわかるんですけれども、

十分に協力されているのかどうか、ちょっと私、一抹の不安を感じるところもあるもんですか

ら、新しい課長に申しわけないが、決意も含めて感想お願いします。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 ただいまのご質問でございますが、まさに介護の状況についてはお

っしゃるとおりだと認識してございます。特に、リハビリテーションのケアにつきましては通

所介護は１カ所、それから訪問介護も１カ所というような状況でありまして、地元には残念な

がら病院ではそういった状況ができないという形でございます。しかしながら、病院のほうに

も要望いたしまして、介護士のほうの増員を図っていただいたというような経過もございます。

今の状況にとどまっているだけでなく、少しずつ前を向いて進んでいきたいというふうに考え

ております。 

 それから、職員全体の共有化ということでございますが、これはもちろん３番目に包括介護

支援センターの民間委託という質問がございましたけれども、今不足している介護予防事業、

こういった部分を包括支援センターだけでなくて、介護、それから国保、それと健康増進係、

その辺一体となって認識をして医療費削減、それから健康づくり、そういった面で対応してい

けたらいいかなというふうに思ってございます。 

 大変簡単で申しわけございませんが、今考えているところはこういったことでございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 認識的にはほぼ一致していると思いますので対策の問題に移りますけ

れども、医療から福祉に戻る過程でうまくいけば、これ寝たきりにならんかなあという人も確

実に起きられるようになると思います。ここをやはり行政の役割として地域包括支援センター

の主要な役割である介護予防のところでやっぱりどうケアしていくのかと、今課長もおっしゃ

いましたけれども、求められているんだなと思います。 

 南会津町に約730人というのがこれは特定高齢者ですね。ほうっておけば自然と介護になっ

ちゃうよという人が730人、その他もろもろの高齢者がいる中で現在の役場のマンパワーだけ

でははっきり言って限界があるだろうというふうに思います。思いは十分あってもなかなか物

理的に余裕がないと。 

 そこで、やっぱり問題は地域の人的資源をどう生かしていくかということにかかってくるん

じゃないかと私思っています。そういったときに部分的ではありますけれども、現在、各集落
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単位で助け合いモデル事業というもので活動をされていますが、今年に入ってから多分１月ご

ろだったかな、健康づくり事業という１項目追加いたしました。それで、これらはこれらとし

て集落内での横のつながりといいますか、集落単位としてのこの地域力の強化という観点から

それなりの趣旨としては理解できるんですけども、振り返ってこれって一体だれがだれをどう

サポートするのかなと考えてしまうんですね。ちょっと今いち、位置づけが私にとってははっ

きりしていないところなんですが、ある集落では何もこれ困ったとき、隣同士が助け合うのは

当たり前だべって、何で改めてこんな組織つくんなきゃいけないの、素朴な疑問としてやっぱ

り出るんですね。そして、結果としてモデル事業はその集落ではつくらないというふうになっ

たんですが、そういう意味では、今緊急を要すること、お年寄りの心身の健康増進です。この

ことに特化した集落単位の活動については以前、私も下郷町のいきいきサロン御紹介したこと

があるんですが、我が町においてもそうした重度化をさせない施策を育て支援していくという

ことに特化したきめ細かな組織づくりというやつが求められているんじゃないかなというふう

に常々思っています。 

 それで、これ町長もぜひこの前行きそびれてしまったと思うんですが、もう一度チャンスを

つくっていただきたいと思います。それで、これ、やり方いろいろあると思うんです。社会福

祉協議会の、来年度から取り組みとしてやる方法、あるいは町が率先してモデル集落を１つや

２つつくって、てこ入れしてつくってみて、そしてそれを広げていくというような視点なんか

も、第４期の計画に盛り込むべきというふうに考えますが、どうでしょうかね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 まず初めに、下郷の例を視察に行く日程まで決めたんですが、相手方がちょうどお葬式がで

きましてその会場をそれらに使うということで延び延びになっております。ぜひ一度また機会

をつくりたいと思っております。 

 そこで、集落内の助け合いに関してですが、それぞれ地域によって認識が恐らく違っている

と思います。助け合うのは当たり前だと、これは大変すばらしい考え方だと思うんですね、当

たり前だというのは。それが実態としてあればいいんですけど、ただ、言葉としてだけ存在す

るとすれば、それは地域の力にはなっていない。 

 しかし、実際にその助け合いモデル事業としてやっている地域については新たな発見をしま

した。あるいは、こんなところが今まであいまいになっていたんだけど非常に具体的に浮かび

上がってまいりました。そういう成果も確実にありますので、ぜひ一度そういう地域について
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はやってみて物足りなかったらそれはいろいろとご提案をいただければいいんで、やってみて

いただくようにぜひ議員からもお勧めいただければありがたいと。 

 そういう中で、今、私たちがやっている社会福祉協議会と一緒にやっているその地域助け合

いモデル事業については、先ほど議員からもおただしありましたが、そういう将来の地域力は

一体どうあるべきか。あるいは、それをしっかりと実現させるためには何が今足りない、ここ

のところの言ってみればモデルですから、ここが今やっているモデル地域が今議員がおっしゃ

ったような新しい計画づくりのときのモデルの地域になっていくんだろうと、私はそう認識し

ているんですね。 

 それで、健康センターの話、さっき課長のほうからありましたが、保健師さんがおります。

それぞれ母子担当とか高齢者担当とかいろいろあります、障害者担当ありますが、その方々と

この前懇談会を持ちました。そしたら、やっぱり保健師さんだけでは十分でないんですね。そ

うすると、保健師さんをサポートする体制づくりというのが必要になってきます。そして、そ

の保健師さんとそのサポートする方々と地域の人たちが一緒になれば、一体となれば、よりそ

ういう重度化させない、あるいは健康で長生きをする仕組み、環境ができるんだろうと、こう

思っておりますので、これらについては新たな計画づくりの中でしっかりと明文化しながら具

体的に取り組みを進めたい、こう思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 今ほど保健師さんをサポートする部分ということでお話あったんです

が、その一部分にはなるかと思うんですが、以前、私、フィットネスマシーンお話ししたこと

あると思うんですが、実は御蔵入交流館の中の保健センターにもかなり大型の、かなり大きい

ですね、このデスクの３倍か４倍あるような大型のマシーンあるわけですが、課長ごらんにな

っているかどうかわかりませんけれども、４つか５つのパターンで、これ筋力アップできるん

ですね、このマシーンで。 

 それで、問題はそうしたマシーンが現にあっても活用する場所の問題、スペースの問題、あ

るいはいろいろな課題があって今はもう宝の持ち腐れになっているわけですけれども、要は介

護予防トレーナーなどの資格を持った人の指導なりアドバイス、運動プログラムを組んでいた

だかないと即利用するというふうにはならないわけですね。こうしたトレーナーを育てたり、

あるいはマシンを使った介護予防教室に講師を依頼したり、あるいは一定期間、機器の取り扱

いの講習会を開くなどの施策もぜひ第４期の課題として検討していただきたいというふうに思

います。これは答弁の必要はありませんが。 
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最後に、地域包括支援センター、総合的に検討した結果ということなんですが、ちょっとい

まいち見えない部分があるわけなんですが、委託することによって町としてのメリット、ある

いは利用者にとってのメリットというのを、もう少し浮かび上がらせる必要があるかなという

ふうには思うんですが、これ時間の関係もありますので省略しまして、とにかく問題はどこが

担うかですね。地域の声を、利用者の声を十分吸い上げて、とりわけケアマネジャーさんたち、

これが一番よく知っています。この声を十分聞いてうまくやるようにひとつお願いをしておき

ます。 

 最後にもう１点、これは保険料の問題。第１号保険者、つまり65歳以上の方の介護保険には

我が町の場合、2,800円でやってきました。県内で一番高いいわき市の場合は4,275円、会津

美里町は3,922円、会津坂下町3,650円、これ比較してもかなり低額であるし、県内の他町村

に比べても非常に低額に設定してあるわけです。この金額でよくぞこれ持ちこたえてきたなと、

切に私思っております。 

 第４期においても、いろいろ今、周り値上げになっていますから、ぜひとも介護保険料だけ

でもなるべく、全然上げないというわけにはいかないと思うんですが、なるべく極力値上げを

抑えて、そして、高福祉低負担、これ頑張っていただきたいと。この保険料の見通しどうでし

ょうかね。第１の。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 先ほど町長の答弁にもありましたように、現在、給付費等につきま

して集計している最中でございます。平成19年度の現在も前年度と比較しますとやっぱり７％

伸びておる状況でございます。平成12年度に介護保険が始まったわけですが、そこから比較し

ますと1.5倍の伸びということで、相当、毎年右肩上がりに順調に伸びているといったらいい

んですか、そういったサービスを利用していただいているというような中身だと思っておりま

す。 

 したがいまして、保険料等につきましては、これらの数値を参酌しながら算定いたしまして、

皆様方にお示ししていただくというような経過で定めていくというようになろうかと思います

が、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 私からお答えをさせていただきますが、介護支援のあり方、それから介護予

防事業、これについてはだれがやるのかということではなくて、どこが核になるのか、どこが

窓口になっていくのか。そうして、先ほど申し上げたようにいわゆる社会福祉協議会の、言っ
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てみればこれまでのさまざまな実績があり、そしてまた、総合支援センターを今度、田島地区

にも創設するということですから、これらあるいは役場と三位一体で、それこそすき間があれ

ばそのすき間をできるだけ埋めていくと、こういう体制をつくっていく、その一つの今回段階

として介護支援包括支援センターを社会福祉協議会のほうに一たん委託をする。そこでまたさ

らに協議を進めると、こういうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 どこが核になるのかということで三位一体のお話もされましたけれど

も、基本的にはまさに同感でありますので、私もこれからできることについては情報を入れて

いきたいというふうに思っております。 

 学校耐震化の問題に移ります。これ、私の質問を水平展開していく上で前提になると思いま

すので、危険とみなされる建築物の補強工事に至るまでのプロセスについて簡単にお示し願い

たいと。さらに、この中でいわゆるアルファベットでⅠｓ値の値、つまりⅠｓ値というものは

どういうもので、耐震診断によってこの値がどういう状況のときにどうしなければならないの

か簡単に説明願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 補強工事に至るまでのプロセス、過程ということでございますが、まず昭和56年以前の学校

施設について耐震診断が必要になります。耐震診断でございますが、１次診断、２次診断、３

次診断とありますけども、建物の補強工事が必要か必要でないかという判断をする際には第２

次診断が必要になってまいります。この第２次診断によって、先ほど議員の言われたⅠｓ値、

いわゆる構造耐震指標と言われるⅠｓ値が算定されるわけでございますけども、その耐震の診

断が妥当なものかどうかについても第三者機関による判定委員会に依頼をしまして判定をして

いただくことになります。 

 その診断の結果について、Ⅰｓ値が0.3未満の場合、いわゆる崩壊する危険性が高い建物、

それからⅠｓ値が0.3から0.6未満と判定された、学校施設、いわゆる倒壊する危険性がある

建物につきましては大地震に備えた補強工事、あるいは改築工事を必要とする学校施設という

ふうに位置づけられるところでございます。 

 それで、補強工事をする際に実施設計というものを行わなければならないわけですが、実施

設計についても耐震改修計画について第三者機関による評価委員会に評価をしていただきまし

て、評価書の交付を受けてから耐震改修工事の発注となる過程でございます。 
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 それで、ただいま説明の中で申し上げましたⅠｓ値につきましては、建築物の構造耐震指標

と言われておりまして、その数値によりまして建築物の地震に対する安全性を判断する指標と

なっておるところでございます。この数値が１に近ければ近いほどその建物は地震に対して安

全性が高い。Ⅰｓ値が0.6以上であれば大地震に対して倒壊または倒壊の危険性が低いとされ

ているところでございます。 

 また、関連した用語でございますけども、Ｉｓｏ値という構造耐震判定指標と言われる数値

がございます。これは耐震補強後の建物の指標値でありまして、文部科学省の基準におきまし

ては学校施設についてはこのＩｓｏ値を0.7ということで定めているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 よくわかりました。それで、実際にこれ第２次診断までやらないと意

味がないわけですが、実際に第２次診断までやるとなると、これ費用がどのくらいかかるのか、

実際に延べ面積なり、あるいは構造なり、あるいは１階か２階か３階かでもって、これ全然見

積もりが違ってくると思うんですが、私も実はおとといですか、新鶴小学校へ行ってきました。

この３階建てのＲＣづくりで、19年度校舎耐震診断２次診断、コア抜き９カ所、これでもって

委託費がざっくり210万円という状況なんですが、大体、この基準で合っていますかね。合っ

ていますかと言ったら悪いけども、簡単にできるんじゃ、説明して、簡単に。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 先ほど議員が言われたとおり、施設の構造や規模、それから階数等によって違いはあるわけ

でございますけども、おおむねの話でございますが１棟当たり200万円から300万円程度かか

るというようなことで聞いております。 

 議員が今19年度の具体的な例を示されたわけですが、ある町で17年度にやはり耐震診断を

行った事例を伺いましたところ、延べ床面積が5,000平米とかなり大きな学校でございました

けども、その２次診断を行った委託料でございますが、判定手数料を含めまして403万5,000

円もかかったというふうなことで情報を得ております。 

 それから、現在の町で作業を進めております耐震促進計画の検討の中では、学校施設の耐震

診断の費用について、これは概算でございますが2,500万程度かかるのではないかというよう

なことで見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 
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○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 今回、国・県相当な決意で耐震診断ないしは補強工事を各自治体に迫

ってきているんですが、どうなんでしょうね。部局的には分かれているんですけども財布は一

つなんで町長に伺いたいと思うんですが、これ国の交付金減らし、国からも続くし、町財政の

厳しさ続きますね。これ診断を繰り延べしても何ら得することありません、これ。やっぱり今

こそ町長の奥の深い懐と度量を持って政治的な判断を示すべきじゃないかと思うんですが、ど

うでしょう。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 この耐震促進計画については、いわゆる学校施設だけではなくて公共施設についてもすべて

その対象として考えておりますが、議員もご存じのように補助助成はありますが、いわゆる町

の一般財源の持ち出しも当然出てくるわけですね。その際に、現在、起債を起こしているもの

がある。その起債が起債の限度額をきちっと決めて、いわゆるその公債費比率が高くならない

ようにということで耐震診断はしたけども耐震工事はしない、こういう、あるいは耐震工事の

期間が異常に長くなると、こういうことのないような形で耐震計画をつくってほしい、こうい

うふうに私のほうからは指示しております。 

 したがいまして、財政係のほうの起債の状況をしっかりと検証して、財政係も含めてこの耐

震計画の促進計画をつくっていくと、こういうことでございますので、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 関連になりますけども、実は伊南小学校、私、現場を確認してきまし

て、先週大変びっくりしました。これ、去年の春ごろから昼夜を問わず、いつ雨が降るかもし

れないんで絶えず床の上にバケツどころか直径１メートルもあるような洗面器並べて雨漏りに

対処しているありさまなんですね。 

 実は、ここに私写真撮ってきましたから写真ありますけど、このバケツ、洗面器並べたよう

な、体育館の中に。幾らなんでもこんな状態にしておいていいわけありません。即刻修復すべ

きと思いますが、ここまで来れば予算あるなしの問題じゃないですよ。先生方も大分困ってい

ましたし、何せ子供たちが本当にかわいそうですよ。授業にも差し支えていますよ。 

 教育長にお尋ねします。こうした実態についてご存じでしたか。いつごろから知っていまし

たか。 
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○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 その状況につきましては、私が確認している状況においては何年か前からどこから漏るかわ

からないけども春の雪解け、それから大雨のとき、そういったときには漏るということで私も

確認してきております。ただ、日常茶飯事ずっと漏るということについては私のほうではまだ

認識しておりません。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 これ雨漏り始まったの、ちょっと私もわかりませんけども、もう昨年

の春ごろからはこういう状況にしているんですね、バケツを並べた状況に。それで、予算がな

いとか、財政厳しい、こういうのありますけれども、ことしは地方財政対策費２億5,200万円

初めとして普通交付金が思いのほか我が町に入ったようなんですが、その結果として土地の買

い戻しもしているわけですが、これ問題の重要性認識していれば雨漏り対策費300万円の維持

補修費が出せないなんていうことは絶対これ言えないんじゃないかというふうに思うんですね。

これ、ところで、いつこの対策工事やるんですか。もう一度伺います。ほうっとくんですか、

これ、このまま。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 いつ修繕するのかというようなおただしでございますけども、まず、ただいま教育長が答弁

されたとおり、ご指摘の伊南小学校の雨漏りにつきましては確認しているところ２カ所から雨

漏りがあるというようなことで確認をしております。 

 状況につきましては、雨が降るたびに、いわゆる常に雨漏りが発生するということではなく

て、激しく雨が降ったときとか春先の屋根の雪の融雪時に雨漏りがするという状況というよう

なことで聞いております。学校の修繕につきましては、施設が多いもんですから、当然、毎年

多額の維持経費がかかっております。 

 厳しい財政状況の中でとにかく優先的に修理をしなければならないところから今修繕をして

いる状況でございますので、教育委員会としましては、とにかく早急にまず修繕の方法とか、

あと財政的なことございますのでその辺のところを関係部局と調整を図りながら進めてまいり

たいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 
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○２番 渡部俊夫議員 そういう一般的な答弁じゃ、これ話が一つも先に見えないし、私も実

際、地元に説明できないわけであります。時間あと５、６分しかないんでちょっとこれやって

いる暇ないんで、あとの議員もなんで触れるようなんで譲りたいと思いますが、話変わります

けれども、２年ほど前になりますかね。私も仕事柄、まれではありますけども建物の解体現場

等の中で仕事をせざるを得ない関係上、そのときに使ったテキストあるわけなんですが、アス

ベストに関する特別教育なるもの、私も受講をしております。多少の知識はあると思うんです

が、それで伊南小学校に関してもう１点。１階から３階まで校舎全体の天井全面、アスベスト

が使われているようなんですね。現在、飛散防止抑制剤が天井全面に白く吹きつけられていま

すが、その吹きつけ部分を指で押すと柔らかいもんですから押した跡が残ります。この目で確

認したわけですが、今後の対策、きょうは問いません、一切。時間もありませんから。このア

スベストが使われていることについて間違いがないかどうか、教育委員会のご認識として認識

されていたのかどうか、この１点だけ簡潔にお願いします。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 伊南小学校の校舎に係るアスベストの使用でありますけども、間違いなく使用はされており

ます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 あと施設は維持管理これからも大変だとは思うんですが、合併して３

年半、今まで何となく沼に沈んでいた、あるいは隠されていたほころびがあっちこっちの施設

でひび割れだ、これ何だというような形でぽつらぽつら顕在化しているというふうにお思いに

なりませんかね。今こそ、町施設の総点検をプロジェクトチームでも立ち上げて、不可動施設、

あるいは設備も含めて、この際、徹底して調べ尽くして今後の対策案を策定するべきなんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 先日、私ども総務委員会で訪問した岐阜県の揖斐川町、よくぞ我が町と似たような合併をし

たもんだなというふうに思っているんですが、いろいろな面で共通性あります。ここでは庁舎

内から若手を募集して営繕の特別チームをつくって洗い出ししているわけですよね。それで、

我が町も、まねする必要はありません、我が町に合った体制でそうした総点検が本当に必要不

可欠な課題としてあるというふうに思うんですが、町長、どう思いましょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 
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○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員のおただしのとおりだと思っております。ただ、これまでアスベストとかその問題につ

いては、既にすべて状況を把握して対応を講じたと、こういうふうに私は実は認識しておりま

した。今、伊南小学校のことについては再度、建設課を中心にしっかりと現状認識をさせてい

ただきますが、公のいわゆる施設というものについて現在どのくらい利用されているか、ある

いはその施設が今後どのくらい修繕費がかかり得るのか、あるいはまた役割が終わったのか、

このところは総務課の管財係のほうに各課に陳情してそれこそプロジェクトチームをつくるな

り、あるいは各課の代表を交えた取り扱いをしろということで、これももう３カ月前から指導

しておりますが、残念ながらなかなか私どもが考えるような体制になっていない。しかし、間

違いなくこれはこの後しっかりとした体制をつくって公の施設の管理運営をしていくというこ

とになるかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 町民の安全・安心を一日でも一年でも早く達成する、拡大する、そこ

にこそ行政の最たる責務があるんだろうというふうに思います。学校耐震化に向けて、ひとつ

町長お願いします。英断を持って推進を図っていただきたいと、このことを強く求めて私の一

般質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、２番、渡部俊夫君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、教育長より発言したい旨の申し入れがされておりますので、これを許可します。 

 教育長。 

○横山恒廣教育長 先ほど来、２番議員のご質問の中で伊南小学校のアスベストの件ございま

したので追加答弁させていただきます。 

 アスベスト対策工事としまして、平成11年10月に完工してございます。工事の方法としま

しては封じ込めというものでアスベストを封じ込めて飛散しないというような法にかなったも
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のでございます。 

 それから、平成17年８月30日に空中におけるアスベストの浮遊度調査というのがございま

すが、それをしました結果、全部ゼロということで問題はないということで、現在のところは

問題ないという認識に立っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○渡部康吉議長 ただいま説明のとおり、渡部俊夫議員の一般質問に対する説明であります。

ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 湯 田 秀 春 議員 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君の登壇を許します。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 11番、湯田秀春、ただいまより一般質問を行います。 

 まず、質問に入る前に、我々町中歩きますと大変褒められることがあるので、それをちょこ

っとだけ。これは大変褒められました。これは猿対策でございます。花火がまさか猿に効くと

は思ってなかったわけですけれども、花火の効果があって農作物が非常に荒らされなくなった

というようなことを聞きました。久々に、私もやっぱり町会議員としてそういうふうに言われ

るとうれしいし、執行部の方々、本当にありがとうございました。 

 一般質問をさせていただきます。今回は４件ございます。 

 １つ目、第三セクターの会社についてということで、私も第三セクターの会社についてはず

っと追っかけていまして、どうなっているかと。私、基本的にはそれぞれが独立採算でもうか

る必要もなければ赤字にしなくてもいいんです。ちょうどすれすれあたりでずっと継続される、

これを望んでいるわけです。私が質問しますと、何かあいつはつぶすためだなんていうそうい

う人もいるかも知れませんが、決してそうではなくて、本来、株式会社というのはやっぱり独

立採算で自分で歩んでいけるようにと、こういうことでございますから誤解のないようにお願

いしたいと。 

 それで、第１点目。ことしの予算には株式会社さゆりの里の民間持ち分株を買い上げるとい

うことで一般会計に計上されている。その進捗状況はどうなっているのか、これが第１点。 

 第２点は、第三セクター会社の統廃合を実施する可能性があるというふうに思いますが、今
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後のスケジュール計画はどうなっているかと。いわゆる民間の株式を買ったわけですから、町

長一人で３つの会社は少なくとも株主が一人ということになりますから、ですから、そういう

下地かなとこういうふうに思ってお聞きするわけでございます。 

 ３番目、正社員一人当たりの売上高を比較すると、かなりの開きがある。前は損益分岐点だ

ったんですけども、今回は売上高を社員、正社員の数で割ったんですね。そうすると、一人当

たりの売上高というものが出てくるわけです。それをずらっと並べたら、なんと３倍の開きが

ある。私もよく第三セクターの会社をちらちらと私服でのぞきに行くわけですが、やはり高い

ところは一生懸命動き回っていますね。悪いけど、やっぱり私から見たらちょっと低いところ

は、何かのんびりしているように見えるわけで、実質、あの数値があらわしているのかなと、

こんなふうにも思います。そういったことで、低い会社の作業能率に問題はないか、こういう

ことでございます。 

 ４点目、指定管理料をもらって経営しているところと全然もらわないというところがあるわ

けです。私はどうしても赤字補てんの意味が非常に強いと思っているわけですが、株式会社と

いうのは本来、独立採算のはずだと。ですから、指定管理料をいつまでもやっているところに

いつまでたっても自立できないということで、余り大きな指定管理料というのはその会社の自

立しようと、そういう芽を奪っていないかという観点でございます。 

 ５点目、株式会社観光公社。これ設立するときに既存の観光会社、一人でやっている方も、

あるいは何社かあるわけですけれども、やはり税金でやっている会社が民業を圧迫してはなら

ないと。今回決算が出たわけですけれども、現実はどうだったのか。そのときの、つくるとき

は主に都会のほうからお客さんを呼んでくるんだと、その会社だと、こういうことがあったわ

けですけれども、実際、決算した結果どうだったのか。民業圧迫はしていないということが言

えるのかどうか、こういうことでございます。 

 大きな２点目。南会津広域市町村圏組合がございますが、その負担金についてでございます。 

 南会津地方広域市町村圏組合の負担金について、合併した我が南会津町と合併しないところ、

下郷町とか只見とか檜枝岐村となるわけですけれども、この均等分、均等分ばかりじゃないで

すけれども、均等分の考え方が全く違う。これは、今現在は合併する前の舘岩とか伊南と南郷

も入ったそういう状態の、いわゆるそういう物差しで全部やっていると。それはもう３年たっ

たろうと、３年たったんだから、もうそろそろそんなことをやめて４町村くらいでいいんじゃ

ないかなと、こういうことでございます。年間2,400万くらい、いわゆる合併前の７町村の物

差しと、今度は４町村になったわけですから４町村の物差しでやると、合わせると2,400万円
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多く負担している。やはりこのままずっと継続されたのでは、これは我が南会津町の損失と、

こういうことになりますから、やっぱりこのまま行くということは納得いかないと、こういう

ことでございます。 

 過般の広域の議会においては、下郷町、只見町、檜枝岐村さんはこの「当分の間」というの

は10年だと明確に答えたわけでございますが、うちらほうの町長さんは「当分の間」というの

は何年なのかと、こういうことでございます。こういう「当分の間」の解釈が違う点が今問題

になっているわけですけれども、そういうことでございます。 

 大きい３点目。国民健康保険の滞納者の子供についてということで、国民健康保険滞納者の

世帯の中で中学生以下の子供がいる世帯数と人数はと。そしてまた、監査の指摘のはざまで今

後どのように対応していくのか。 

 ちょっと国民健康保険の滞納も大台になっちゃった、１億円になっちゃったね。この前も監

査の指摘もございました。要するに、滞納になりますと今度は資格証明書という形で、資格証

明書をもらいますと、皆さんもおわかりのように医療費は一たん全額払う。領収書を持って役

場に行くと役場では、全部で10万取られるとすれば３万取って７万は返すことになるわけ。だ

けど、実際その人は今まで滞納しているから、その７万も悪いけどこっちさ入れますよという

ことで、結局、滞納しちゃうと実質は10割負担になってしまうということですね。保険は３割

ですけどね。 

 私は、その中学卒業までの間は年齢を区切って余りやるもんでない、子供はかわいそうです

よ、何にもできないわけですから、生まれたときから中学卒業までの義務教育を終わるまでみ

んな一律にすべきだというのが私の理想です。現実は小学校前は無料です。そして、小学校へ

行けば３割負担。そして、先ほど言ったように、うちらほうはないとは思いますが、資格証明

になればその子供は実質10割負担になってしまうということで、私はそういうことをすべきじ

ゃないという意味で聞いております。 

 大きな４点目、田島中学校体育館の屋根の雨漏り修理について。あそこに見えますのが田島

中学校の体育館です。あそこをよく見ますと黒い線が見えるはずです。こっちから見ると３本

か４本見えます。向こうの公民館のほう、田島小学校のほうから見渡してもやっぱりそういう

ふうに見えます。それに、いわゆるあそこの中で屋根が雨漏りしております。先ほど私の前の

２番議員も伊南小学校で雨漏りしていると、田島中学校も雨漏りしております。これは父兄の

ほうから私のほうに電話が来ました。早速、私も行ってみました。間違いなく雨漏りしており

ます。雪の降る前にやはり雨漏りを修理をして、屋根のペンキも塗って、そして、やっぱり耐
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用年数を延ばすべきではないかというのが私の考えでございます。 

 以上、大きな４点をよろしくお願いしまして、自席のほうで質問をしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 11番、湯田秀春議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、第三セクター会社に関する１点目、株式会社さゆりの里の民間持ち分株式の町によ

る買い上げの進捗状況についておただしがございました。 

 民間持ち分株式が665株ございます。このうち、９月１日現在で641株を取得し、町保有分

1,300株と合わせますと保有率は98.8％となっています。残る24株、所有者９名についても売

買については同意を得ているところでございますが、株券の紛失により売買契約を結べないた

め、株券再発行の手続を行っておりますので、再発行後、直ちに契約の手続に入りたい、この

ように考えております。 

 次に、２点目、第三セクター会社の統廃合の可能性及び今後のスケジュール計画についてお

ただしがございました。第三セクター社は年間を通した観光誘客と経費節減などの経営努力を

行っているところでありますが、それぞれの会社の決算状況を見ましても大変厳しい状況にご

ざいます。このため、将来を見据えた効率的な企業経営を考えた場合には第三セクター各社の

統廃合も一つの選択肢と考えられます。 

 しかし、具体的にいつまでに統廃合という段階には今現在至っておりません。今後、第三セ

クター各社と会社の継続的、安定的な経営に向けた協議をしていく中で、統廃合の可能性につ

いても検討課題として今後検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目、正社員一人当たりの売上高で比較した場合の作業効率について問題はないか、

こういうおただしがございましたが、正社員一人当たりの売上高は1,000万円から多いところ

では3,500万円となっております。しかし、通年の臨時雇用や季節雇用者数、あるいはそれぞ

れの施設運営形態など各社に相違があることから一概に作業効率と結びつけることはできない

ものと考えております。 

 なお、第三セクター各社より作業効率、経営の改善に引き続き取り組むとの報告を受けてお

りますことをつけ加えさせていただきます。 

 次に、４点目、株式会社は本来独立採算であり、指定管理料は自立の芽を奪っていないか、

こういうおただしがございました。第三セクター各社とも誘客拡大による収入増加や経費節減

に努めるなど経営努力を行っております。町から指定管理料が支払われている第三セクター会

社もほかの第三セクター会社と同様に自立に向けて鋭意経営努力をしているところでございま
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すので、引き続き地域の重要な雇用の場として安定的な経営が図られるよう支援を行ってまい

りたい、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、５点目、株式会社南会津観光公社が民間の観光会社の経営を圧迫していないかとおた

だしがございましたが、株式会社南会津観光公社は滞在型、あるいは通年型観光客の誘客をは

かることを目的として設立をいたしました。このため、旅行商品は教育旅行を中心とした町外

からの受け入れに力を入れており、旅行事業の８割は町外から町内への誘客によるものでござ

います。 

 一方、町内における旅行業については町民の利便性を図るための旅館の手配、鉄道等の切符

の手配を行っているもので、他の旅行業者と競合しないよう配慮をしているところであります。

観光誘客は地域への経済効果が大きいことから、株式会社南会津観光公社が中心となり、他の

第三セクター会社と連携をして南会津町へ観光誘客を図るための事業を今後とも積極的に展開

することが必要である、このように考えております。首都圏等を中心に南会津をＰＲすること

により、他の旅行業者も含め地域全体が潤えるものと考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 次に、南会津地方広域市町村圏組合負担金の負担割合等に関する規程の「当分の間」とはい

つまでのことか、こういうおただしがございました。この当分の間のとらえ方につきましては、

構成町村間でさまざまな考えがあることは認識をしております。組合運営の状況や広域行政の

あり方を含めて、管理者会等でそれぞれ議論しながら、総合的に判断してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。また、現在の均等割算出法による年間負担

額の影響額は平成20年度ベースで約430万円と試算しておりますので、ここでつけ加えをさせ

ていただきます。 

 次に、国民健康保険税滞納者に関する１点目、中学生以下の子供がいる滞納世帯数と子供の

人数についてのおただしがございましたが、国民健康保険税を滞納している世帯のうち、有効

期限が短い短期被保険者証を交付している世帯は192世帯で、医療費の全額が自己負担となる

資格証明書の交付対象世帯は20世帯となっており、合わせますと212世帯ですが、このうち中

学生以下の子供がいる世帯は短期被保険者証交付世帯のみで、世帯数は28世帯、子供の人数に

いたしましては47人となっております。 

 次に、２点目、監査の指摘の中で今後どのように対応していくかというおただしでございま

すが、国民健康保険税を滞納している世帯については納税に関する町民の公平感を疎外するこ

とのないよう、負担能力がありながら誠実性を欠くなど悪質な滞納者につきましては国民健康
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保険法の定めるところにより厳正に対処していくこととしております。 

 また、誠意を持って柔軟な対応をすることが納付につながる場合が数多くございますので、

それぞれの家庭の抱える事情を丁寧に酌み取りながら、きめ細やかな相談体制をとり、滞納の

解消を図ってまいります。なお、短期被保険者証または資格証明書の交付の際には子供の診療

を抑えることにつながらないよう指導してまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきますが、具体的事項につきましては担当

課長に答弁させますので、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは田島中学校体育館の雨漏り修理に関してお答えいたします。 

 田島中学校体育館の屋根の雨漏り修理を雪が降る前に実施すべきではないかとのおただしで

ありますが、15の小・中学校と１幼稚園があり、施設等の経常的な修繕に多額の費用が必要と

なっている状況であり、修繕に当たりましては優先的に修繕しなければならないところから修

繕しているのが実情であります。 

 田島中学校体育館の屋根の雨漏りにつきましては、教育委員会としましても早急に修繕した

いと考えておりますが、塗装をして雨漏りが解消するのか、一部ふきかえも必要なのかなどの

施工方法を含めて現在、調査検討しているところであり、今後、関係部局と協議しながら対処

してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。具体的事項については担当課長より答えさせます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 今ほど町長のほうから、教育長のほうから答弁がございました。何

点かご質問したいと、こんなふうに思います。 

 さゆりの里の民間持ち分98％、大体そのくらいかなというふうに私も思ったわけですけれど

も、それも残りの人も全部一応オーケーというのかな、譲るよというようなサインをもらって

いるようで、これは時間の問題かなと。 

 それから、２点目のそれも必要性は認めているというふうに判断したわけですけれども、各

社の統廃合に対する考えというのかな、町長が一番おわかりだと思うんですけれども、そこの

三セクの、例えば、スキー場で言えば３つの会社があるわけですけれども、その辺の統廃合に

ついてのそういうその話し合いというのかな、そういったものがどの程度進んでいるのか、余

りやられていないのか、あるいは会社だけでやっているのか、横のその三者でもって話し合い

というのはやっているのかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 これも以前に私の考え方といいますか進め方を説明したと思いますが、私はそれぞれの会社

にはそれぞれ働いている社員がいるんです。この方々が全く知らないところで、いわゆる自分

の新たな会社ができ上がるだろう、あるいは今後、自分の会社がどうなるんだろうと、こうい

う不安を持たせた合併のあり方は好ましくない、こう思っておりますので、現在、合併の協議

はしておりません。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 それは、町長はそう言うわけですけども、それは町がね、それぞれ

旧村で持ったり町で持ってたところが上の親が一緒になったわけだから、それにスキー場のほ

うの会社も一緒になっても一向におかしくないとは思うんだけど、その辺で町長がその必要性

はないとこういうふうに言い切るものが、私らには今いちよく、一つの町に３つのスキー場、

あと会津高原リゾートは町の出資比率がかなり低いから何ともしてみようないんですけど、片

方は町長が一人になったわけですから別にその辺はおかしくはないと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ご存じだと思いますが、今、４つの商工会が合併に向けて協議をしております。これは私か

ら合併をしましょうと言ったことは一度もありません。それから、森林組合、３つ森林組合が

あります。これ、合併する協議を今進めていません。ですから、その合併をしたほうがいいか

悪いかも含めて、私はその合意形成のプロセス、過程というものはとても大事で、合併した後

に不安を残さない、あるいは合併した後にだれが見ても体制がきちっと整備されて、今後経営

が安定に向かう、そのためにはやはりその中で働く人の意識、やる気、これをいかに引き出す

かが大事なので、そこのところはひとつご理解をいただいて、私は合併しないとは言ってない。

ただ、合併するにしてもそういうプロセスを経て、やはり合併に向かうべきだと、こう思って

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 その町長の思いはわかる。だけど、それだったら、さゆりの里の民

間の株式何で買ったんだ、こうなっちゃうような感じするわけね。それについてどう思います

か。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 物事を判断する場合に狭義的に判断する場合、あるいはもう少し幅を広げて広義的に判断を

する場合があると思いますね。 

 それで、例えば、さゆりの里についてはいわゆるこれまで当時、南郷村でそれぞれ南郷村の

住民がやっぱり冬の間の雇用がどうしても必要だと、それをしないとトマト農家を含めて農業

者がなかなか今後厳しいと、そういうこともあって下支えをしてきたんだと。そうしたときに

限りなく資産価値がなくなっていく、これではゼロになったら大変だと、こういう思いがあっ

てそれぞれの町以外の株主さんから、やっぱり資産価値が余り下がらないうちに、ひとつ町の

ほうで何とかご相談に乗っていただけませんか、こういう話もあったので、その中には、です

から議員がおっしゃるように統廃合という問題も全然なかったわけではない。しかし、イコー

ルそれが統合だというものではない。こういうことですので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 では、そういうことでわかりました。 

 それから、３番目、これ、先ほど言ったように町長のところにも多分一人当たりの売上高と

いうのが多分行っているんだろうと。やはり、さっきも言ったように1,000万円から3,000万

円、そこから言えば３倍なんだよね。一概に言えないというだけではなくて、やっぱり少しそ

れを見たときに町長、一応、株主の一人だからね、町長しかいないわけだからね。株主として

見た場合に同じような、スキー場とかいろいろやっていて、それはそれで３倍も開きがあって

何か感じませんでしたか。その感じたあれをひとつお答えください。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 まず、最初に確認をしておきたいんですが、町長一人しかいないと、こういう発言ですが、

町長は確かに一人しかいませんが、町のいろいろな意味で責任を持つという意味で町長が存在

します。したがいまして、例えば、株主総会とかさまざまな、いわゆる取締役会とかという場

合は、当然、町の関係する部署の担当者がそこに参加をいたしておりまして、そういう会合以

外にも定期的に実情の調査、あるいは指導に入っているということをまずご理解いただきたい

と思います。 

 その上で、いわゆるその作業効率という問題は非常に大事な問題です。大事な問題ですが、
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臨時の雇用の非常に多い会社、それから、臨時雇用から一歩進んで通年雇用にしている会社、

あるいは正規の社員、この実態がかなり違います。それを一つの物差しでは比べられないと。 

 しかし、そうはいっても作業効率とか、営業成績というのは当然、株式会社であっても、あ

るいは町であってもそれは当然評価されなければならないと思いますので、その前に私は事務

分掌は一体どうなっている、つまり責任体制どうなっているのか、ここのところの調査をさせ

ていただきます。つまり、一人の人が仕事をしていく上で権限が全く持たせられないで仕事を

しろと言っても仕事はできません。ここのところが今それぞれの会社にばらつきがありますし、

相対的に見ても実は株式会社としての民間の会社の形態をなしていないと言わざるを得ない。

ここが非常に弱い。 

 ですから、ここのところを私は今後きちっと体制づくりを指導していきたい。その中で作業

効率については求めていきたい、こう思っています。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 まさしく私もこれやったとき、こんなに差は出ないだろうと思って

やったんです。一たんやって、もう一回、間違いかなあということで担当の課長のほうへもう

一回聞きました。ご存じのように、それぞれの第三セクターの会社の決算書というのは議長の

ところへ上がってきます。だから、そこで見ることができるわけですけれども、それで先ほど

こうやったら、どうしてもやっぱり３倍くらいになっちゃう。やはり、作業効率と書いたのは、

忙しいところと暇なところと言ったら怒られるかもしれんけど、やはり一人で２役もひょっと

したら３人分ぐらいしている場合もあるのね。だから、そういった意味で、やはり今言ったよ

うに事務分掌というのになるかどうかわかんないけど、あなたはこの係だけですよと言われる

よりはやっぱりそういうところはもう少し考えて、私もいろんな民間のところ知っていますけ

れども、やっぱり一人で何でもやる。そしても今大変だ。そして、今言ったみたいに一人当た

り1,000万円から先ほど課長の言ったように3,500万円ですよね、３倍ぐらい違う。ですから、

やはりここの辺は、私は統廃合になるとそういうのがよく見えてくるんだけど、ばらばらにし

てるとなかなか見づらいんじゃないかなということで、今回問題にしたわけです。 

 町長は町長でそれで、確かに株主は町長一人とも、98.8％だから大体ね、そういう意味で

株主として町長一人という意味ですから、当然そのほかに役員とか何かいるでしょうから、そ

ういう意味で言ったわけです。 

 それから、そういった意味で、私はこれ調べたら指定管理料ということで、さゆりの里のい

わゆるスキー場の売り上げね、リフト料なんだかどうだかわからんけど、それは幾らになって
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いますか。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 スキー場分は幾らかということなんですが、指定管理の場合、スキー場、さゆり荘、きらら

２８９で全体で積算して…… 

〔発言する者あり〕 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 スキー場の売り上げは１億1,517万3,000円でございます。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 すみませんでした。さゆりの里には特別、指定管理料として多く、

ことしは20年度は3,000万円かな、去年は4,000万円ということで、非常にかなりの、多額の

指定管理料をやっているわけです。そうすると、当然、よそだってそれを見ているわけですか

らね。だから、私はそれ非常に多いんじゃないかなというようなのが感じ持っているわけです。

ですから、当然、そういった意味で余り大きな指定管理料をやると、やっぱり、しかもリフト

料と同じくらいだなんて言えば働く気がなくなってしまうんじゃないかなと、こういうことで

自立の芽を奪っていないかということも言ったわけですけれども、このことに関してことしは

1,000万減らした、3,000万円。 

 だけど、私がわかんないのは、何かホテルがあるでしょう、向かい側に。そっちのほうから

の指定管理料というのは何ぼくらいになっているかわかりますか。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 ホテル南郷の指定管理料は6,500万円とお聞きしております。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 それは、さいたま市から六千何百万持ってもらっている。指定管理

料そんなにもらっているの。そしたら、２つ合わせて約１億円近くなっちゃうんじゃないの、

指定管理料。そういうふうに見ていいの。指定管理料、両方から、南会津町とさいたま市から

は１億円くらいもらっていると、こういうふうに理解していいわけですか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 さゆりの里の株式会社としてはそう見ていいと思いますよ。ただ、さいたま市さんが直営で

委託をしていたものを指定管理者制度に変えたということですから、そのときに指定管理者と

して応募、さゆりの里はして、その指定を受けたと。その結果が6,500万円、こういうふうに

御理解いただければよろしいんじゃないでしょうか。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 私も今聞いてびっくりしました。これは決算書には書いてないんで

ね。かなり、さゆりの里さんは裕福だなと、こんなふうに思いました。 

 いずれにしても、前に私は損益分岐点ということで言ってみたり、今回は一人当たりの売り

上げ高で分析したりということで、これ普通、民間手法でそういうふうにやっていますからね、

そういった形であそこも株式会社なんで、やはりそういういろんな物差しで見て、やはりこう

したほうがいいんじゃないかというようなことをアピールしたわけでございます。 

 それで、株式会社観光公社についてちょっとお伺いしたいんですけども、今回の一般行政報

告書、これ見ますと４ページのところに株式会社南会津観光公社のことについて、地域の経済

効果は約5,000万円と見込んでありました。この根拠ですね。5,000万円という根拠をお示し

いただきたい。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 公社からの報告によりますと、旅行部門で約3,400万円、それからイベントで500万円、そ

れから農産物で1,000万円、その他、レンタカー等で100万円ということで約5,000万円という

ふうに報告いただいております。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 私もその経済効果の積算ってどうやってやるんだかわからないんだ

けど、もっとどういうふうなことをしたら経済効果って出るのか、どういうふうに計算の仕方

いうのかな。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 経済効果の出し方というのはそれぞれのその企業の種類といいますか、資質といいますか、

性質があって変わるんだろうと思いますけども、私はこの南会津観光公社の経済効果の試算の

出し方っていうのは、要するに、どれだけ地域にお金が入ってきたかということだと思います。

教育旅行で言えば、主に第三セクターのホテルもあるでしょうし、あるいは民宿もあるでしょ
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うし、今回民泊もやっていますから、あるいはお米で言えば農家の方々に入った収入、これら

が相対的に売り上げとして出てきた、そういうことで計算されたとこういうふうに認識してお

ります。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 では、それはわかりました。5,000万円ね、それから、町長の話で

すと２割がこの町民がほかへ旅行へ行ったときのあっせんをしたと、こういうふうに理解して

いいですか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 専門用語で言うとインバウンド、アウトバウンドとこういうふうに言っているらしいんです

が、基本的にはそういう考え方で間違いないというふうに思います。ただ、その中には行った

り来たりという部分もありますから、すべてがいわゆる素数ということではないかと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 私もそういうふうになるんじゃないかなと思っていたらやはりなっ

たわけで、町長はそれほどでないというふうに思っているかもしれませんが、私はやはり税金

でやっている会社が、今までやっている民間会社、そういったものに余り圧迫してはならない

と、こんなふうに私は思っているわけです。実際、そこに携わっている人は町税も納めてライ

バル関係にあるわけですから、そういった人の気持ちもやっぱり酌み取って、そういった人は

たまったものでないわけですから、ひとつそういった形にならないように私は望むものですけ

れども、再度その辺の決意というんですかね、町長としてどういうふうにお考えになっている

かお伺いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員もこれまで取引、いろんな意味で取引をした経験があると思いますが、人は数字だけで

動くものではない。人間は感情を持っていますよね。そうしますと、先ほどちょっと申し上げ

ましたが、農家で売り残りの米はどのくらいあるのかということを農林課のほうで調べさせて

いただきました。それを今後どうするんですか、そういったときに、いや、このまま売る先な

いんですといったときに、こういう条件、こういう条件を満たしていただけますか。もし、満

たしていただけるんであれば観光公社のほうで少し売る先を見つけてあげましょうかと言った
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ときに、その方々が意気に感じて、じゃあ、私たちの旅行は観光公社に頼もうやと、こういう

ケースはあり得るんですね。でも、無理やり新たにそういう民間の旅行企画をつくり上げて、

いわゆるこちらから旅行の紹介をすると、そういうことはしていないと思います。 

 したがいまして、私はぜひお互いに切磋琢磨をしながらいい企画商品をつくって、いいサー

ビスをしていっていただきたい。私は、先ほど申し上げましたようにこのことには十分配慮を

して積極的にそういうものは勧めない、こういう指導をしていきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 じゃあ、あれだね、町長、やっぱりそのように、今は２割だと。そ

れが後で３割とか４割に行かないように、ひとつお願いしたいなと思います。 

 それで、次に大きな２点目に行きたいと思うんですけども、これ、南会津町広域町村圏の負

担金についてでございますが、町長も普通は、私らも本当はこれ余りよくわからなかったんで

すけど、３月の定例会で町長が一番最初このことを言ったような感じするんですよ、私はね。

要するに、何てそのとき言ったかって、４人の管理者、管理者と副管理者でずっと話してもら

ちあかねえ。じゃあ、それからということで、何かちょっと南会津がちょっと譲って、何か妥

協の産物で当分の間になったような、間違いだったら許してくださいよ。そうすると、こうも

言っているんですよ。政治家だから、政治家っていうのは４年だ。だから、そのちょうど区切

りのいいようなところでやっぱり協議する必要あるなと、こうも言っているわけですよ。ちょ

うど今３年目ですよ、18年に合併したわけです、18、19、20と。これ、来年はやっぱりこう

いういつまでも、なくなった伊南、南郷、舘岩なんていうそういう７つの物差しでやるべきで

ないと思うんです。それは町長からは切ないかもしれん。相手がいるからとこうなるかもしれ

ん。そうだけど、やはり町長の意気込みは我々にもこう伝わってくるし、それは課長のほうに

も伝わってくるわけですから、正直のところ言うとこの辺で協議だと、３年だろうと、こう言

ってもらいたい感じもするんだけど、もう一回、ほかの管理者は10年って言っているわけです

から、町長の意気込みをひとつお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 これは、11番議員も広域の議員でありますので、多分聞き漏らさなければわかっていると思

いますが、ここに６番議員の質問があったときに、私は「３年も経過したので、ここでひとつ

見直しの検討に入りましょう」と、こういうふうに申し上げております。ただ、その後、副管

理者に聞いたら、先ほどのお話のように３人とも10年だと認識していると、こういう答えだっ



－７１－ 

たんですね。これはそうばかりはいかない。ただ、これが合併協議のときに私はすべて、

100％、100％７つの町村のときと同じ負担割合を全部南会津が受けてくれと、こういう話だ

ったんですね。それは絶対に聞けない。私どものほうの合併効果が生まれない。そこで、私の

ほうでも試案を出す。それぞれの町村が試案を出して、これならばという線が３つ最後に示さ

れていますね。それで、現在の、いわゆる先ほど申し上げたように、私のほうで430万円くら

いということですね。これを今後どうなるかわかりませんが、只見の町長さん、下郷の町長さ

ん、檜枝岐村の村長さんとどう縮めていくかという協議はこの次の管理者会から始めます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 それは大変いい、もう後言うなというような意見も、やじも入りま

したんで言いません。非常に心強く思います。それで、一生懸命、今、町長はね430万円と。

私とこ2,400万円とこう書いてあるの何かうそみたいですから、総務課長、いわゆる難しい言

葉で言うと合併算定がえとか一本算定とこうやってね、私はそういう難しい言葉だめなんだ。

だから、合併前の７町村での物差しと合併後の４町村でやった物差し、難しい専門用語で言う

と合併算定がえと一本算定なんだけど、その場合の消防費の差額、これお願いします。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 簡単にというお話ですが、ちょっと難しくなるかもしれませんので、その辺はちょっと御了

解いただきたいと思いますが、２つに分けて考えるべきだと思います。 

 それで、１点目につきましては、均等割の部分ですね。この部分については町長答弁のとお

り430万円、こういうことでございまして、それで議員のお話にありました残りの2,000万円

につきましては、交付税の算定上の合併特例の部分と一本算定の部分の差額、その部分につい

ての負担だと、こういうふうな理解の仕方をしております。 

 それで、平成20年度の交付税の算定が終わりましたが、実は消防費の交付税の基準財政需要

額で申しますと、一本算定と合併算定がえの差というのはどのくらいあるのかと言いますと、

7,900万円ほどございます。ですから、この7,900万円に基本的に基準財政需要額として６割

分相当みますので、さらにそこに南会津町の負担割合をきれいな数字ではありませんけども約

４割ということで見ますと、それらを乗じますとやはり1,850万円ほどになると、こういうこ

との理解でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 それを聞きたかった。1,850万円、そうすると、あと400万円入れ
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ると何ぼある、2,200万円、まあ、私が2,400万円言ったけど大体それに近いわけですから、

いずれにしてもこれだけの差があるわけですよ、物差しが違うことによって。その物差し、だ

けど、今はもう舘岩も伊南も南郷も田島もないんだから、南会津町なんだから、だから、あく

までもこれはその一本算定というかな、それでやるべきだと思う。そして、この首長の４人の

考えが当分の間の考えが10年と、うちらのほうが３年だろうとこう思っているんですけれども、

それだけが違う。そうすると７年が違う。やっぱり７年がこの金額でずっといかれたら大変な

金額になるんですよね。仮に2,000万円としても、１億4,000万円ほどですから、本当にこれ

は我々広域の議員としても一生懸命勉強して頑張る必要があるのかな、こんなふうに思います。

ここは、２番目は終わります。 

 ３番目、国民健康保険の滞納者ということで、先ほどないのかなあと思ったら28世帯、47

人いたと、こういうことですね。なぜ私、今回こういうことしたかというと、先ほどもちょっ

と演壇で言ったんですけれども、やはりオギャーと生まれたときから義務教育終わるまでは、

子供は何にもできないですね。親が確かに貧富の差というのも私は、みんなで社会が子供を助

けてやるべきだ。この助けてやるべきだというときに、中には全部無料だという人もいるんだ

けど、私はやっぱりうちらも財政厳しいから無料というのは余りよくないんですね、私は。こ

れはいろいろ異論があるから、無料にしないでせめて９割負担して１割は民。でも、こう言っ

てもなかなかこうなんないと思いますけども、私としてはそういった意味で９割を面倒見るべ

きじゃないかな。そうすると、子供がさっき言ったように親がどうのこうのって、貧富の差で

関係なく１割負担で済むわけですから、こういったこともひとつ、よそにないと思うよ。ない

から私、言っているんです。 

 そして、もう一つ言いたいのは、これをやると私個人的には医者が来ます。医者が来ます。

何でそういうふうに言うかというと、この前も文教で行きました。産婦人科になる人ゼロって

書いてあります、しょうがない。そうなんです。要するに、医者の世界は激務です、みんなそ

れは、みんな激務はわかっていますけども、それはなぜか。普通に仕事をして当直って今、夜

やって、そしてまた今夜、36時間くらい働くんですよ。これ、３回くらいやっているんですよ、

１カ月に。そうすると、体大変ですよ、これ。そして、何でやっているかというと、当直のと

きには、基本的にあそこよく見ると緊急を要するというんです。ところが、無料なもんだから

医者にかかっちゃうんです。そういう心ない人もいるわけですよ。そして、薬もただなんです

よ。昔、我々のときは、富山の置き薬があって、ちょっとしたくらいやったらみんなそれで対

処したんですよ。あしたまでがまんしろとかね。そうすると、やはり私は本当にこの県立南会
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津病院を残したいというときには皆さん方、議員の皆さんもそうですけども、みんな本当に考

えてください。無料が本当にいいのかと。異論もあるでしょう、いいです。どんどん交わせて、

そして、このことを私は訴えたいなと思っているんです。 

 というのは、私にもそういう医療関係者がいるもんだから、余り大きくは言えないんだけど、

その実態を知っているもんですから、そこを訴えたいなと思ってこんなことを言っているわけ

でございます。このことについてもう時間がないんで、５分しかないんで、ここはいいです。 

 じゃ、４番目。教育長、先ほど２番議員が言ったようにやっぱりあれはひどいですよ。何だ

っけ、これから調査。今回ね、教育長さんわかっているように２億3,700万円って思いのほか

多いって見ています。町長の顔がもうにんまりしているから。このときなんですよ、やっぱり。

７月ですって言うんだから、やっぱりこれちゃんとやってけろと、これ言ったんです、要望し

たんですか。今回の９月の補正にやってけろと、こう要望したんですか。それをお聞きしたい

です。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 補正の要求があったのかというようなことでございますが、まず、今回、財政が厳しい中、

また燃料費の高騰する中で考慮をいたしまして、来年度というような要望をしているというよ

うなことで考えておりました。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 私はもう２番議員と同じですよ。町民から子供を、通っている親か

ら雨漏りしていつまでおくんだと、町会議員だって悪く言われるんですよ。きのう、各委員会

でどういうことやった。思った以上にお金入った。土地開発基金のほうさ、土地買戻しという

ようなことやった。普通の家だったら、思った以上のお金が入ってきたら、まずは雨漏ってい

るところ直すでしょう。そして、その後で貯金するでしょう。それをやらないでいきなり貯金

する。教育長さん、もう少し町長とその辺話し合って、やっぱり住民はこのお金を使ってもら

いたい。そして、１年たつとまたひどいんですよ、これ耐用年数って書いてあるでしょう。み

んな、どこの家だって余りさびないうちにペンキ塗るんです。そうすると長持ちする。もうあ

れ、さびてひどいですよ。 

 ですから、これは緊急性を要すると思いますので、２番議員も私も同じ。行ってみました、

雨漏りしています。これは大変危険でもありますから、ぜひともそんな来年なんていうこと言
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っていないで検討してください。 

 以上で、一般質問終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、11番、湯田秀春君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 菅 家 幸 弘 議員 

○渡部康吉議長 次に、18番、菅家幸弘君の登壇を許します。 

  18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 大変午後の時間で大分眠くなる時間でございますが、一生懸命ひと

つ頑張っていきたいと思います。 

 ２点ほど私、通告しておりますので、18番、菅家幸弘、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、１点目としまして、地域情報ネットワーク事業についてであります。 

 現在、町の情報通信網は田島、伊南、南郷地域のほとんどが光ケーブルにより高速通信のイ

ンターネットやメールなどが行える環境にありますが、舘岩地域だけは民間事業者が参入しな

かったこととテレビ放送の全地域が難視聴だったため、旧舘岩村独自に情報通信網とあわせて

ケーブルテレビを整備した経過があります。 

 本来は、学校、医療機関、消防、警察などの情報ネットワークは安全、安心、緊急時の対応

など広大な面積の南会津町には必要不可欠と思います。また、現在、本庁と３支所間だけが光

ケーブルで結ばれているだけで出先機関との情報ネットワークが整備されていない状況のよう

ですが、観光産業が半分以上を占める舘岩地域では情報発信は重要な役割があります。地域医

療の面でも遠隔地のため患者のＣＴなどの画像を送れる高度医療も必要となっております。舘

岩地域で整備したネットワーク事業については継続していくことはもちろんでありますが、さ

らに進んだ事業展開が必要であると考えます。南会津町全体の情報整備の考え方、舘岩地域の

具体的な情報整備の考え方についてお聞きしたいと思います。 

 次に、道路案内の標識についてであります。 

 国道に設置されている道路案内標識は、合併後に田島、舘岩、伊南、南郷の表示が消えて、

南会津町の中での表示は下郷、只見、檜枝岐などの表示に変わっております。南会津町内に入

ってきた観光客は目標を失ってしまう状況にありますが、福島県では道路標識の規則どおりに

修正されたと思いますが、観光客や住民にとっては大変不親切となっております。県による４
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地域の案内表示が可能かどうか、また可能でない場合は町単独で案内標識を設置していく考え

はないか、お聞きしたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 18番、菅家幸弘議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、地域情報ネットワーク事業に関してのおただしがございました。町全体の情報整備

の考え方につきましては、地域間の情報通信格差を解消し、行政サービスの向上を初め地域の

活性化や地元産業、観光の振興、教育分野等での活用を図り、地域にある課題の解消を図るた

め、総合的な視点に立って情報通信の環境整備に努めてまいりたい、このように考えておりま

す。 

 また、舘岩地域の具体的な情報整備の考え方につきましては、18番議員ご承知のとおり、採

算面で民間通信事業者の参入が見込めなかったことなどから平成14年に情報センターを基点に

各公共施設をネットワークするため、光ファイバーによる専用回線を接続し、情報通信の基盤

を整備いたしました。さらに、テレビ難視聴世帯の解消と高速インターネット環境整備を目的

として平成15年、16年度２カ年継続事業で全家庭、法人事業所、公共施設で利用可能とする

ケーブルテレビ事業を実施して、舘岩地域の皆さんにご利用をいただいております。 

 今後、舘岩地域の具体的な計画につきましては、光ファイバーなど高速通信網の基盤が整っ

た今、観光産業や高度医療等での利用等について検討していく必要がありますが、セキュリテ

ィーの問題や新たな専用回線の整備などが必要となることから、町全体の情報整備の中で検討

してまいりたいと、このように考えております。 

 次に、道路案内標識に関してのおただしでございますが、国道及び県道に県が設置する道路

案内標識の表示地名につきましては、平成の大合併が行われたことに伴い、平成17年８月25

日付、国土交通省の通達に基づきまして東北ブロック標識適正化委員会福島県部会において県

内の表示基準が定められ、その中で南会津町に連絡する国道及び県道におきましては「南会

津」と表示することとされております。また、南会津町内の国道及び県道におきましては、市

町村合併後も字名等として地名が残っている田島については表示することができますが、地名

が存在しない旧３村につきましては表示することができないとされております。 

 町単独で国道及び県道に道路案内標識を設置する場合におきましても、県の道路占用許可を

受ける必要があり、その際、旧３村名の表示は許可できない、このように聞いておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 
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 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁させますので、

よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 ただいま町長さんより玉虫色の答弁でございましたが、２、３質問

したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、現在、舘岩村の状況におきましては、テレビの２チャンネルの放送が今、８月８日、

９日よりの伝達が全然受けられないという状況になっておりまして、同じ状況が毎日流れてい

るだけで全然それ以降の連絡ごと、行事というものが全然動いていない状況で、これはたしか

セキュリティーが壊れているのかなと、そういう状況になっているのかちょっとお伺いをした

いと思います。 

 それで、旧舘岩村におきましては、まず無医村になるということで一生懸命、議会と町とで

医者がいなくなる状況になるために東京で活躍されておられてなかなかこういう山の山間地に

来られないという状況であったんですけれども、いわゆる地域医療を志してやりたい、温泉療

法をやりたいと、そういった先生がいらっしゃったもんですから、地域医療のために一人の先

生が舘岩村に来られまして、介護老人保健施設、高齢者を元気に自宅に戻らせるよう日々治療

を行っているわけでございます。高齢者や子供が何時間もかけて総合病院に行くのは大変なこ

とであります。住民に少しでも負担を軽減し、安心な医療を受けるために総合病院に行かなく

ても地域で医療を行える環境を整えていくのが私の町の役割ではないかと思います。 

 そういった意味で、うちのほうにあります愛輝診療所でございますが、遠隔医療も行いなが

らＣＴなどの画像診断による医療を実現するためにも情報整備は必要と思いますが、情報の整

備について積極的に取り組む考えはないか、再度お伺いをいたしたいと思います。 

○渡部康吉議長 舘岩総合支所長。 

○星 廣政舘岩総合支所長 お答えをいたします。 

 ケーブルテレビの２チャンネルの関係なんですが、従来は地元で直したんですが、今回は文

字放送のサーバーがシステムを再構築しないとだめだということで業者さんに送っております

ので、現在10日ほどかかっているんですが、間もなく直ると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 情報の整備ということでございますが、ひとつここでネットワークの整理をさせていただく
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必要があるかと思います。18年３月の市町村合併時に本町、それから各総合支所に光ケーブル

システムございます。それから、行政イントラが使用されていました。それらを一応ネットワ

ークでつなぐという設定を行いました。その後、ご存じのようにブロードバンド基盤整備事業

によって本町、それから各総合支所間を光ファイバーで結んだところでございます。したがっ

て、現在、本庁のサーバーのほかに各総合支所にそれぞれサーバーがございます。したがいま

して、舘岩と伊南支所のサーバーと本庁につきましては、現在、通信事業者を利用したネット

ワークが存在してございます。 

 それで、課題といたしましては、町所有の光ファイバーを敷設しておりますので、それを使

ったネットワークというものを考えております。それによって当然、維持管理費用、ランニン

グコストの削減等が図られるだろうと。さらに、問題は舘岩、伊南、それぞれのネットワーク、

これが地域イントラが公の施設以外の民間施設とのネットワークも含まれておりますので、そ

の辺もあわせて整備をさせていただいて、行政情報の出先を制限しまして、最大の目的であり

ます個人情報等の流出を何とか防ぎたいというふうに考えております。その辺ありますので、

ネットワークは従来のものと今度のものとで整理させていただく必要があるというふうに考え

ております。 

 その上で、議員おただしの情報の高度化の活用の問題なんですが、これにつきましては今、

傾向といたしまして高度医療、それから教育、それから地域のコミュニティー等に活用されて

おりまして、例えば、高度医療の場合は西会津町が進んでおりますが、これらにつきましても

町の敷設した光ファイバーを活用して可能であるというふうには推測しておりますが、これに

ついても整備するためにも相当の資金が要りますし、また民間企業の場合、民間の本来であれ

ば行政のネットワークと接続することは望ましくありませんので、民間同士の通信事業者を使

ったアクセス関係になろうかなというふうには思いますが、その辺もあわせて今後検討する必

要があるというふうに考えております。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 大変、企画さんのほうから、課長さんのほうから答弁をいただいて

おるんですけれども、舘岩独自の通信網をつくった現在、一番最初に４町村の中では一番先に

つくったわけでございますもんで、大体年数的にも平成12年ですか、そのころにやったやつで

すから、もうセキュリティー、サーバーなども大分壊れる状況になっておるわけですから、や

はりこの状況にあって舘岩村の場合はもともと議会の中でも議会中継をしたり、皆さんに情報

をいち早く流したり、老人のひとり暮らしの人たちに対する２チャンネルの活用ということが
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非常に進んで、テレビ局じゃないですけどもそれだけの通信網を使ったことをやろうという議

会の全員の議決で行ってきたわけの現在でございます。 

 そういった中におきまして、やはり舘岩村が進んできたことがよかったのか、今現在、おく

れてその状況に光ファイバーというものが入ってきて、その状況がつなげない状況になってお

りますもんですから、何とかこのケーブルのつなぎを今後行っていただきたいと思います。 

 やはり、今現在、インターネットというのは皆さんご存じのとおり情報の収集のみならず、

情報の発信の機能を持っております。全世界的に共通の新しい双方向メディアであります。南

会津町でもこういう山間地域は特に地域活性化には欠かせないものだと私は思っております。

現在、光ケーブルの速さというか、私もちょっとそういうところ勉強不足でございますが、新

幹線と飛行機の差があるのかどうなのか、そういう状況でございますから、何としてもその舘

岩の今現在のインフラ整備の状況がちょっとした状況でおくれているわけではないんですけど

も、既存の施設を何とか活用しながら進めていっていきたいと思います。 

 次に、私、先日、総務委員会で視察研修を行ってまいりました。それはどこかというと、岐

阜県の揖斐川町という南会津町のほぼ同じ面積を有する803平方キロメートルの１町５村、１

つの町と５つの村が合わさった広域的な町を研修してまいりました。その町のやはり重点施策

というものが非常に私たちの説明を聞きますと、１つは地域情報、２つ目が道路、そして３つ

目が公共交通。これが地域情報は全世帯にケーブルテレビを設置する施策を行っており、いず

れも広域のためにネットワークを結び、住民からの要望により着実に成果があらわれていまし

た。合併のまちづくり計画に上げられた重点施策の中で、着実に揖斐川町は実行されていると

いう感想をしてまいりました。 

 我が町も、南会津町でも情報基盤整備が大体整った現在であります。まちづくりの行政視察

も見られるようでございますが、さらに全国から視察研修に来られるよう、財政状況もわかり

ますが、ここで重点的な施策に取り組んでいかないと南会津町は情報から取り残されていくん

ではないかと思いますが、再度、情報の整備について重点施策として取り組む考えはないか、

お伺いをいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 最初の私の答弁が玉虫色ということですから、これ以上の答弁はありません。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 町長の答弁がそういう状況でけられたということは私もちょっと 
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 ませんが、とにかく４町村が平均な、不公平感がないように、ひとつインターネットの情報

網はひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、道路案内の標識についてでありますが、広域的な案内表示について旧町村名の地域表

示はやはり私は必要だと思います。合併してから３年目になりますが、いまだに合併したこと

を知らない観光客もおります。南会津町が全国的に知名度がないのも事実であります。いずれ

南会津町のそれぞれの地域が認識されると思いますが、それぞれに南会津町、田島、南会津町

舘岩、南会津町伊南、南会津南郷と国道の、県道の分岐的に地域表示を設置する考えはないか

お伺いをいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げたように、する考えはありません。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 する考えはないと、町長の答弁でありますが、私は121号線、早坂

の分岐点、352線の分岐点、その国道の標識を見ますと、ほとんど檜枝岐村、只見町、下郷と

若松、そういった標識にもう全部変えられている状況でありますもんですから、南会津町４町

村の合併した中において全然その地域間が全くわかんなくなってきたような状況でありますの

で、やはりそこに352号線の舘岩地域に対する温泉郷とか前沢の曲がりや集落と、そういった

そういう地域を案内するような看板を県のほうにお願いすることはできないのかを再度お願い

したいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 先ほど申し上げたように、いわゆる住所表示の中にないものは掲げることはできないという

ことですから、その前沢とか番屋とか、そういう地域の表示については私はこれは県とあるい

は町が協議をしながら適切な案内板として可能性はあるんだろうと思います。 

 ただ、議員がおっしゃっているように、すべて町の責任のようにしていますが、荒海宿と、

荒海地区はみずから発展支援事業なんかも随分使っていただいておりますが、その荒海宿とい

う表示を荒海地区の集落の区長さん方が力を合わせてやっているんですね。そういうこともで

きると。そういうことで、できないものについては、やはり町でお互いに協力して体制をとっ

てやっていこうと。こういう事柄は前向きに考えられると、こう思っております。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 
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○１８番 菅家幸弘議員 やはり今は車の中にある程度の地域の情報は入るんでありますが、

やはり一番車を走っている上で、国道沿いに走る大きな看板というのが一番皆さん目印として

動いているという状況であると思うんです。こういった中におきまして、やはりその地域の観

光施設を見せるには私はそういう施設が、幾らその地域間で看板をつくるといっても看板の統

一性がないんでは、私は看板のよさとか地域の美しさを出すことはできないと思うんですけど

も、そこはどのようにお考えでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほどもちょっと申し上げましたが、物事を考え判断する場合に狭い領域で考えるか、幅を

広げて考えるかという考え方がございますし、判断の仕方もありますね。それで、私が第三セ

クターの会議に出たり、あるいは民宿、あるいはまた旅館業等の方々と懇談をする際にはほと

んどあらかじめ調べてくると、こういう方が多いそうですよ。 

 ですから、あらかじめ調べてくる方はおおよそその分岐点はわかっていて、むしろそこに入

った後のサービスをどうするかということも私は大事だと思いますので、私はだから町ででき

る、あるいは地域で力を合わせることができるとすれば、そういう方法でここを訪れる方々に

しっかりとサービスを提供していきたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 町長との見解の相違もあるんでしょうけども、私はやはりまちづく

りの中には景観というものが一番必要ではないかと思います。やはり景観をつくることによっ

て地域がよくなるんではないかと思います。 

 事務報告の中でも先般、委員会の中ではあったんですけども、やはり町の景観計画策定事業、

基本的な推進のために景観条例を制定する必要があるかということで、私、前に副町長、杉浦

さんのときにお話ししたことあるんですけども、そしたら、この９月の定例議会には景観条例

を上げたいというようなお話があったんですけども、そういう状況が今回の委員会の中で景観

まちづくり町民会議というのが延べ24回行われたというだけであって、何らその町民に対して

もそういう発表の場もないし、シンポジウムの場もないから、そういうことはどのように考え

ておられるか、１つ。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員がおっしゃるように、景観って私もないがしろにできないというふうに思っています。
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しかし、地域づくりというのは景観だけではなくて、そこに住む人物、つまり人情、さらには

そこでとれる生産物、あるいはまた加工品、あるいはまた先ほどから話になっているように教

育、福祉、さまざまな分野から総合的に判断をしていかなければならない。私は今、私が認識

する景観としては、長期的に取り組む必要はあるけれども急いでやる優先順位はそれほど高く

ない、こう認識しております。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 それでは、最後ですけれども、その景観条例というものをこの９月

の定例議会に上がってこなかったですけれども、12月までに景観条例を上げる考えがおありか

どうかお伺いをいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 それも含めて今後検討させていただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 これで、私の質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、18番、菅家幸弘君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。２時45分まで休憩します。 

 

    休憩 午後 ２時２５分 

 

    再開 午後 ２時４５分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 芳賀沼 順 一 議員 

○渡部康吉議長 次に、17番、芳賀沼順一君の登壇を許します。 

 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 議席番号17番、芳賀沼順一。 

 通告に従って一般質問をいたします。 
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 まず初めに、やまなみ泊覧会についてでございますが、平成21年度に開催されますやまなみ

泊覧会については新しい町の観光交流事業として私も大変期待をしております。開催までいよ

いよあと半年と迫ってきました。私も何か協力するものはできないということであちこちいろ

いろ聞いていますが、なかなか漠としてわかりません。委員会の中でもお聞きをしたり、いろ

んなところで聞いていますが、６月議会には企画観光課の説明を受けました。また、今議会で

も再び直轄政策室でやるというようなことにもなりました。いろんなことを見ますと、非常に

町長が悩んでいるような気も、私が勝手にそう思っているのかもしれませんが、何となくそう

思って本当にご苦労さまですと、こう私も思います。それだけに何か協力をしたい。今のとこ

ろ町長の意図するところが実行委員会に伝わっていないんではないかと、こんな気もいたしま

す。全国公募によってのキャッチフレーズも「ただいまを言いたくて、おかえりを聞きたく

て。」と決定したとの報告もありました。私たち議会も成功に向けて一致協力するためにも何

点かを伺います。 

 まず１点目に、集落との懇談を行っているとございますが、何集落と懇談したのか、また、

住民の反応はどうなのか。 

 ２点目には、体験プログラムの主なプログラムは何か。 

 ３点目に、目標としています来町200万人100万泊の具体的な内容、もちろんこの目標の数

そのものが大事ではないという話も聞いたことがございますが、やっぱり物事には目標が絶対

必要なので、この目標は私は大事だと思います。 

 それから、４つ目に、町民にはどんな協力を求めるのか。町全体として一体としてやるんだ

という町長の話もありましたが、どんな協力を求め、また協力を求めたときに、その一般町民

はこの成功によって何を期待すればいいのか。私たちはどういう喜びがあるのか。 

 以上４点を伺います。 

 次に、先ほども18番議員からの質問もございましたが、光ケーブルの利用についてでござい

ます。私たちが2011年からいよいよ地上デジタルの放送が始まります。私は３月議会でも質

問はいたしましたが、この受信不能地域、非常に多い。私たちの塩江地区も有線で見ておりま

す。この地域に現在、せっかく通した光ケーブルをこの整備地域だけでもテレビ受信ができる

ように、そう利用する考えはないか伺います。舘岩地区では何とかＴＶ……。 

〔「ＣＡＴＶ」と言う者あり〕 

 ＣＡＴＶでやっているということなので、先ほど私たちのことしの視察の話もありましたが、

視察した揖斐川町では１戸から1,200円を取って、全戸それでテレビを見れるんだという話も
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ありましたけれども、せっかく防災無線はできましたが、あれはあれとして今後整備をしてい

くためにはどれぐらいの費用がかかるのか、試算ができれば伺いたいと思います。 

 以上、演壇での質問を終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 17番、芳賀沼順一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、やまなみ泊覧会に関する１点目でございます。集落との懇談についてのおただしが

ございましたが、潜在資源の掘り起こしや既存資源を活用していくため、これまで18会場で

42行政区の方々と懇談をしてまいりました。その上で、途絶えていた年中行事をやまなみ泊覧

会をきっかけに復活してみたいという声や地域内の景観や施設を利用したイベントの提案、さ

らには地域内で伝統技術を持っている方々の紹介などさまざまな意見等が出されており、自分

たちにできることは具体的に何なのか、地域にどのような資源があるのかを主体的に考えてい

ただく大変よい機会になっていると、このように考えております。 

 次に、２点目でございますが、体験プログラムに関しておただしがございました。やまなみ

泊覧会基本計画概要版にも若干掲載してございますが、体験プログラムの素材には、地域の資

源資源、それから伝統文化、食文化、そして温泉や人的資源など四季を通したすべての地域資

源の活用を考えております。 

 例えば、自然体験では源流を探し求める登山や親子でのアカハラ漁の体験、冬のマタギ体験、

食文化ではそば打ち体験を初め、笹巻、しんごろう、はっとうづくりや郷土料理等地酒の楽し

み方講座などを検討しております。このほかにも、農林業体験、工芸体験、スポーツ、アウト

ドア、歴史、伝統文化などさまざまな分野で多くの体験メニューを考えているところでありま

す。 

 こうした地域資源を体験メニュー化することにより、地域から忘れ去られようとしている人

の技や知恵、あるいは自然との共生が継承され、訪れる人々に対して新たな発見や感動を与え

ることができるものと考えております。 

 また、現在も各地域部会、集落座談会、町職員からも多くのアイデアが出されておりますの

で、それぞれよい内容のものについては採用し、今後も体験プログラムの充実を図ってまいり

たいと、このように考えております。 

 次に、３点目、動員目標である来町200万人、100万泊に関するおただしでありますが、200

万人につきましては各スキー場や道の駅などの町内主要観光施設における平成18年の現況入り

込み客数146万6,509人をもとにいたしまして、町内各主要観光施設の入り込み客数目標を193
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万2,000人に定め、そこに平成17年度の都市交流事業等の現況入り込み客数６万5,324人をも

とにして交流人口目標を６万8,000人に設定した数字を加えております。 

 また、100万泊に関しましては、町内のホテル、民宿、旅館、ペンション等宿泊施設の収容

可能人員を調査いたしましたところ、一日約5,800人であったことから宿泊施設全体の年間稼

働率の目標を平均40％と設定をし、約85万泊、そこに各キャンプ場、さいたま市立舘岩少年

自然の家、民泊、佐藤栄学園及び芝浦工業大学の学外施設の利用者及び帰省客数や帰省回数の

増加分を加えまして、区切りのよい数字である100万泊としたところであります。 

 なお、動員目標の200万人、100万泊につきましては、延べ200万人の方に来ていただけるよ

うな、そして、延べ100万泊していただけるような受け入れ体制の構築をも目指していこう、

こういう意味がございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 次に、４点目、町民にどんな協力を求めるのか、また、一般町民は何を期待するのか、この

ようなおただしがございました。やまなみ泊覧会が目指すものは、この地域のよいところを次

の世代に引き継いでいこうということでございます。それは、美しい自然であったり、生活の

知恵であったり、あるいはまた家庭料理であったりとさまざまな分野が考えられます。それが

訪れる方のいやしにつながり、リピーターがふえることにつながるのではないか、このように

考えております。肩ひじを張った何かをするのではなく、私たちが生活している日常を充実さ

せながら、訪れる方にこの地域を満喫していただくことがやまなみ泊覧会の目的であります。

やまなみ泊覧会は地域づくり型の博覧会です。これを契機に地域に埋もれている資源を発掘し、

地域課題を解決しながら、住みよい南会津町創造のため行動を起こすきっかけとするものです

から、協力という形にこだわらず住民の自発的な取り組みが起こる火種をつくることが大変大

事かと、このように考えております。また、やまなみ泊覧会をきっかけとして交流人口の増加

が期待でき、これにより特産品の開発や販売、地域内の消費がふえ、経済の活性化が図られる

ものと考えております。 

 次に、光ケーブルの利用に関してのおただしでございますが、光ケーブルの利用による費用

は受信アンテナ等の共有施設や設備で3,000万円程度かかる見込みであります。また、各共聴

施設にかかる経費は光ファイバーの中継部から各共聴施設までの距離に応じたケーブル引き込

み等の経費が加算されるとともに、共聴施設から各家庭への同軸についても地上デジタル放送

の受信ができない場合は改修などの経費負担が増加することになります。 

 町といたしましても、光ケーブルの活用による受信策について、現在、使用している共聴施

設の改修策とあわせ、比較検討するとともに、国や県に対しまして地上デジタル放送の条件不
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利益地域の解消や財政支援処置の新設や拡充など引き続き要望してまいりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁させますので、

よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 何点か再質問をいたします。 

 やまなみ泊覧会についてですが、いろいろと具体的な内容を説明いただきました。一番心配

しているのは、私自身、私の集落も含めてですが、今町長の言ったような内容が実行委員会の

方々もなかなか説明ができないというところですね。あと地域の人たちが何をしていいのかと

いう、私自身はもう少し地域に呼びかけて、この宿泊に関しても、できれば業者の宿泊だけじ

ゃなくて個人の宿泊数も入れてはどうかと。 

 例えば、お盆や正月に帰ってくる、それを各家庭が呼びかける。そうすると、３人が来て３

泊すれば９泊であるというようなそういうことまで入れてはどうか。そうすれば、各家庭でも

呼びかけに協力したという気持ちにもなります。できれば、そういうことも各集落ごとに年間

を通して、商売で泊まった旅館とかホテル、そういうところは別にして民泊した人、数を集落

で合計して年間で戸数にあわせてこの率を出しまして、一番泊まったところには金のかからな

い、町長のこの１位、２位、３位とか賞状を与えるとか、何かそういう直接的な目標を持たせ

てはどうか、こう考えているんですが、どうでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実は、大変、職員の中でもやまなみ泊覧会に対する考え方が違っておりまして、ここはひと

つしっかりと共有していかなければならないということで、先だって２回ほど全職員を対象に

勉強会をさせていただきました。これまでどうしても役場の職員の人たちが取り組んできたも

のは、イベント性の高いものが、要するにそういうものをやまなみ泊としてあわせていけばい

いんだろう、こういう考え方が強かったんですね。 

 ところが、議員が今おっしゃるように、その地域の集落力を高めていくと、これが私にとっ

てのやまはくの大きなねらいでもありますので、今のような、いわゆる親戚の宿泊も含めてど

うだろうというご提案がありましたが、ここは点数制にするかどうかという議論は一度したこ

とがあります。ありますので、今後もできれば、先ほど傍聴に来ていた方々からもぜひうちの

集落で座談会をしてほしいと、こういう要望がありましたので、もう一度、42集落やっており
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ますが、47ですか、それを土台に、できるだけ早くそういう集落に入って意見の交換会をして

みたいと、こう思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 実を言うと、私は御蔵入交流館、あの施設をつくるときに全町民

があれに関心を持って自分のものだと思うためには、あの前に木を植えますね、木を。その木

を各集落で「おらほうの木」というのを一本ずつ植えさせて、その後は剪定から手入れまでそ

の集落に任せてはどうかという話をしたことがあるんです。それはいいことだなあといっても

やりませんが、やっぱり同じで、この町民というのは合併して今、４地域もそうですが、「お

らほう」ということは非常に強く思っているんですよね。そういうのを考えると、やっぱり集

落でも今、特に限界集落という声が聞かれるように、高齢者が多いという中で高齢者も自分の

子供を呼べば町の役に立つんだと。そんならば、うちの集落のいい、今までにいい、子や孫が

見てねえとこあるんだと。ここちょっと整備して見せっぺと、そういうような私は気概を持た

せるのが今回のこのやまなみ泊かなあと、私自身こう考えていたんですが、その辺、町長の考

えとちょっと違うかどうか、もう一回お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 基本的な考え方ではぶれていないというふうに私は思っています。ただ、議員が私の説明を

どう受けとめるかによって違うとは思いますが、要するに、先ほども申し上げましたが、地域

の力というのは何で推しはかるのかと、こういうふうに言った場合に、あれ、私は運命共同体

じゃないけれども、集落、いわゆる地勢や環境が同じ、その集落に一緒に暮らす、そういう人

たちができるところから始める。もし、例えば、若者がいなくてこういう共同作業ができなく

なったといったときに、お金があればできるのか、それとも、お金があっても人力がないから

できないのか、そのときにこれはちょっと先に行きますが、こういうやまなみ泊覧会で縁を結

んでいただいて、その方々に、例えば、春の普請のときにわざわざ、ある意味で来ていただい

てそういう作業に加わっていただく。こういうことも実はやまはくの中では今後将来考えられ

るんだろう。 

 そのためにも、やはり議員がおっしゃるように地域のいわゆる核をなしている集落の皆さん

が「おれが考えた泊覧会だ」「おれらほうが取り組んだ事業なんだ」と、こういうものをぜひ

引き出していきたいというのが私の願いであります。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 
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○１７番 芳賀沼順一議員 わかりました。そういうことであれば、私も集落なり地域で質問

なりいろんな懇談の折に、実際のやまはくとはこういうものなんだと、ある程度自信を持って、

今後宣伝していきたいと、こう思っておきます。 

 次に、この光ケーブルの利用についてですが、今回も防災無線、非常に難聴地域があってと

いうことで補正予算が2,200万円組まれましたが、今後、まだまだいろんな問題がこれは出て

くると思います。それは防災無線の面ですから仕方がないでしょうけれども、いろんな、この

広い地域、同じように聞こえるというのはなかなかこれは無理ではないかなと、幾ら金をかけ

ても。そういうことを考えますと、ＣＡＴＶですか、先ほど聞いたんですが忘れちゃいますが、

やっぱりこの光ケーブルの利用というのは本当に大事な舘岩地域でやっているということです

が、これはある程度、お金がかかっても私は考えるべきではないか。特に、この地上デジタル

のアンテナをつくるには約500万円から600万円、半分国で持っても300万円、そのうちの半分

を町で出しても地域で150万円もしかするとかかるかもしれない。あるいは、そういうアンテ

ナ、共同アンテナの要らないところでも普通にアンテナを整備すれば３万円かかるわけです。 

 そうであるならば、例えば、この舘岩以外の地域の人たちにアンテナ代として１軒３万円出

してくださいと。整備しますよ。そうすれば、それだけでも約２億円集まるわけです。これは

自分とこでアンテナをつくったと思えば、３万、私は出してくれると思うんですね。あるいは、

テレビの共同アンテナが必要なところは、実際１軒で10万円出さんなんね。それを５万円でい

いですよと、そういうようなあれをすれば、私は町だけで例えばかかる10億円すべてを出さな

きゃならないということではないと思うんです。もちろん、今後、国・県の助成、補助体制も

これからできると思いますので、これからまだしばらくありますが、９月か10月には試験電波

も飛ぶということですので、今後、真剣にこの光ケーブルの利用に向けての検討をしていくか

どうか、もう一度お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど18番議員のときにも申し上げましたが、いわゆる総合的な視点に立ってこの情報通信

の環境をつくっていくということですね、総合的というのは一見何がなんだかわからないとい

うふうに思いがちですが、総合的というのはいわゆるそれぞれの施設やそれぞれの情報ネット

ワークを最大限に活用するという意味なんですね。それがどういう形で今後進められるかとい

うことで、私は１つは確かに医療の問題ありますけれども、少子化問題にどう取り組んでいく

かという観点から、例えば、こういうものが教育分野にどう活用されて効果を出していくんだ
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ろう。したがいまして、効果検証、これをただただ便利さを抽象的に言うんだけではなくて、

具体的の効果を上げて、その効果目標を定めながらこういうものを総合的に環境整備をしてい

く。そういう意味では、この後の試験電波が出ますが、でもそうは言いながら、おおよそその

電波の届かないところがあるのはわかりますから、これらについて総務省とそれからＮＨＫ公

共放送機関と相談をして、その時点で具体的な方策を考えると、こういう作業が始まるんだろ

うと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 わかりました。 

 では、電波が出たときに具体的な方策を大いに期待いたしまして、私の質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、17番、芳賀沼順一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

   ◇ 湯 田   哲 議員 

○渡部康吉議長 次に、１番、湯田哲君の登壇を許します。 

 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 議席番号１番、湯田哲、これより一般質問、通告どおり進めていきた

いと思います。 

 ４つありますが、まず１番目。学校のコンピューターについてです。 

 町は、子供たちに最高の教育環境を提供するため、コンピューターによる授業を20年ほど前

から実施してきました。もちろんそれらが老朽化すれば更新もしてきました。現在、町内15の

小・中学校に導入されているコンピューターの台数は400台以上にも及びます。 

 そこで、次の点について伺います。 

 １、学校ごとの導入初年度、作動開始月もお願いします。現在、授業で使われているコンピ

ューターのメーカー名及び台数、作動のためのオペレーションシステム、購入金額、リースの

場合は年間リース料及び年間メンテナンス料、この１年間のコンピューターを使用した各学年

ごとの年間授業時間、その内容、そのときの講師はどのような人だったのか。 

 ２番として、もし、その400台以上のコンピューターを更新するともなれば、さらに高額の

予算が必要になると思われる。現時点でその問題への対応、年間経費の削減の方法、計画など

検討が行われているか。行われていれば、その具体的な検討内容も伺う。 
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 ③コンピューターを使った授業をどのように考えてこの先進めていくかも伺います。 

 ２番、役場のコンピューター処理システムについて。 

 １番、役場本庁及び支所などの行政で使用されているコンピューターの総台数及びそのコン

ピューターの作業内容は、そのすべてのコンピューターの年間リース料及びＴＫＣなどに支払

われるデータ処理料、ソフト使用料など含めたメンテナンス料を伺います。 

 ２、職員削減の方向にある現在、人の手による事務作業やデータ処理作業などをコンピュー

ターにさせることの必要性がこの先もさらに求められている今、このままでは予算はさらにふ

えると予想される。現在に至るまでその経費を抑えるための対策、検討会議などが実施されて

いるのか、あれば、その具体的な内容を伺います。 

 ３番は、御蔵入交流館の省エネ対策についてです。 

 御蔵入交流館800席の文化ホールは音響から規模といい、あらゆる面で高い評価を受けてい

ます。昨日も「人間になりたかった猫」劇団四季の上演がありましたが、感動したということ

である女の人に大分その感想を聞かされました。僕はちょっと都合で行けませんでしたが、そ

のような交流館。しかし、高い評価を受けているその反面、保健センター及び多目的ホールに

は次の２つの問題があると考えます。 

 日中、外が明るいにもかかわらず窓がないため必ず照明が必要であること、次に、夏におい

ての夜間、多目的ホールなどを使用すると夜間は外の気温が22度以下まで下がりエアコン並み

の涼しさにもかかわらず、室内は日中の余熱と必ず点灯する照明の熱のせいで気温が28度以上

になっている。当然のことにエアコンを作動させることになります。単に外気温を取り入れる

ことでエアコン並みの涼しさになることができるにもかかわらず、これではもったいないと私

は思っています。外気をとり入れるための換気システムの改良、自然の光を入れるための窓の

設置など改良が必要と考える。 

 この２つの問題を解決すればエネルギー消費の削減になり、さらに災害時、停電時の避難場

所等予期せぬ状況下でそれらを使用することを考えれば、窓及び換気システムは必要であり、

重要であると考えるが、教育長の考えを伺います。 

 ４番、温泉地質調査情報について。 

 昨年12月の議会で、私は平成２年に旧田島町で実施した温泉探査情報の公開を求めた質問に

対し、町長の答弁は「資料提供による混乱、第三者への迷惑が生じないよう、申請する土地だ

けの情報の提供し、その取り扱いには慎重に行う」でした。さらに「当時の条例の中で、掘削

希望者には閲覧できるし」ともありました。掘削希望者は閲覧できるという言葉は同時に閲覧
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し、その情報から掘削しても温泉の出る可能性が低いと判断し、投資する可能性がないと判断

した時点で掘削をやめてもよいことになります。もちろん、掘削の疑問もないのは当然です。 

 しかし、間違いなく情報は知り得たことになります。この点から見ると、この条例にはあい

まいさがあります。この情報に対する考え及びその情報公開について町長のお考えを伺います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 １番、湯田哲議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、役場のコンピューター処理システムに関する１点目、使用しているコンピューター

の台数及びメンテナンス料等についてのおただしでございますが、コンピューターの総台数は

426台で、これらのリース料など年間のメンテナンス費用は平成19年度決算で１億888万円と

なっております。また、コンピューターでの作業内容は、住民票などの発行や水道料金や税金

等のシステムを利用した各種データ処理等管理を初め、職員それぞれが事務文書の作成やメー

ルなどによる情報の交換、収集など役場で行う事務のほぼすべての作業でコンピューターを使

用しているところであります。 

 次に、２点目。現在までのコンピューター使用に係る経費を抑える対策等に関してのおただ

しがございましたが、検討会等の実施はしておりませんがパソコン等の保守契約を行わず、壊

れたときその機械だけ修理するようにすることや業務に必要なソフトだけをインストールして

使用することで、使用ソフトのライセンスを抑えるなど経費節減の取り組みをしております。 

 今後につきましては、さらにコンピューターでの事務処理などの必要性が出てまいりますが、

業務の改善やシステムの見直しなどを図りながら、経費の削減を進めてまいりたい、このよう

に考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、温泉地質調査情報の公開についておただしがございました。 

 さきの12月定例会において１番議員のご質問にお答えしたとおり、空中温泉探査結果資料等

の活用にはさまざまな可能性があると思いますが、資料の提供による混乱及び第三者への迷惑

等が生じないよう配慮する必要がありますので、引き続き南会津町情報公開条例及び南会津町

温泉探査資料取り扱い規則に基づきまして、開示請求権者の請求内容により個別に判断してま

いりたい、このように考えております。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきますが、具体的事項につきましては担当

課長に答弁させますので、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 
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○横山恒廣教育長 私からは、まず学校のコンピューターについてお答えいたします。 

 初めに、学校コンピューターの利用状況についてのおただしでありますが、小・中学校15校

で合わせて397台のパソコンを授業で利用しております。現在の機器の導入時期は、古いもの

で舘岩小学校の平成12年６月、新しいものは舘岩中学校の平成18年７月で、メーカーはＮＥ

Ｃ、東芝、富士通などとなっております。また、パソコンを作動させるためのオペレーティン

グシステムは、舘岩小学校がウィンドウズ98、その他の学校はウィンドウズＸＰを使用してお

ります。 

 導入方法は、舘岩小学校、南郷第一、第二小学校、南郷中学校の４校がリース、そのほかの

11校は購入で対応しており、その費用は購入金額が9,568万円、リース料が年額358万円にな

っております。また、昨年度の修繕費は６万円で、メンテナンスの契約はしておりません。昨

年度の授業でのパソコンの利用状況は、小学校では基本操作などの学習、各教科の調べものな

ど、中学校では情報に関する学習、各教科の調べもの、学習サポート授業などに利用し、指導

には担当の教員などが当たっております。パソコンを利用した年間の授業時間数は、小学校低

学年で２時間から40時間、高学年が12時間から76時間、中学校では25時間から120時間となっ

ております。 

 次に、２点目、コンピューター機器の更新計画に関してのおただしでありますが、現在使用

している教育用パソコンは購入しているものとリース契約によるものとがあります。更新に当

たっては、今後の児童・生徒数の推移を踏まえるとともに、パソコンのソフトや機器が授業に

対応できるか等を考慮し、リースによる経費と購入経費の比較を行い、更新の年次計画の検討

を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解お願いをいたします。 

 次に、３点目、コンピューターを使った授業の今後の進め方についてのおただしであります

が、文部科学省の学習指導要領を踏まえて情報社会に対応するための知識と技術を子供たちに

身につけさせるため、発達段階に応じたコンピューターの操作指導を行い、また学習面で子供

たち自身がパソコンなどを活用できる機会をふやすことにより情報活用能力の育成を図るとと

もに、インターネットを利用する際のルールやモラル、危険性などについての情報漏れの教育

を引き続き進めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、御蔵入交流館の省エネ対策についてのおただしでありますが、多目的ホール、健診ホ

ール、日本舞踊やダンスの練習、健康体操から合唱、吹奏楽などの多くのサークル団体の利用

があり、夏場で特に身体を動かされる団体の利用に当たっては室温の高さが気になることも認

識しております。 
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 しかしながら、多目的ホールは小ホールとしての機能を持ち合わせ、講演会や演奏会の利用

にも重点を置いた設備となっており、健診ホールは乳幼児から一般までの健診施設としてそれ

ぞれの目的に即して設計されておりますので、利用団体等すべての使用目的に満足いただける

環境整備にはおのずと限界があります。 

 こうした当初の利用目的から空調機器や照明機器に頼る部分が多い施設となっており、換気

システムの改良や自然光をとり入れる窓の設置などによりすべてが解決できるものではないと

考えております。 

 今後は、利用者の皆様と一緒に御蔵入交流館の省エネルギー問題について検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 具体的事項については担当課長のほうから答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 それでは、１番目の学校のコンピューターについての部分を再質問を

させていただきます。 

 かなり細かく説明していただきました。なお、正確な年数も言っていただきまして、それを

もとに再質問させていただきます。 

 なぜこの質問をしたかといいますと、この総額は億単位でトータルすればなります。まず、

一つ聞きたいのは、１つの例を挙げれば、こういう値段が変わっていくことをちょっとひとつ

示したい。これが、今現在使われているものですが、これ、900ギガぐらいなんですが、当時

これ20年ぐらい前なんですがこのコンピューター教育が始まったころ、これ86万円、そのう

ちこれは出現していませんでしたけど、その容量的に言うと86万円ぐらいしていました。これ

が企業で使われて個人では買えませんでしたが、そういう時代がありました。 

 それもなぜかといったらというと、この予算、エフエムタウンゼというのが多分、針生小学

校に入ったのがちょうど20年近く前、それから98になって今回の平成17年で今回のＸＰにな

りました。３世代渡っています。中には７年で更新した場合、低額で予算が付いたから現在の

方針するのでそうしたとありますけれども、この段階で考えていくと、この１台割に計算する

と30万前後の予算になります。ネットワークを組むので単価的には変わらないと思いますけれ

ども、素朴な、僕たち一つの一般として考えられるのは、業者、メーカー、富士通、ＮＥＣ、

東芝、ここにいっぱいありますけれども、こう考えていくと相変わらずそれは変わらずいくわ

けですね。当時、40年前はコンピューターは40万円、50万円がごく普通でした。今は、僕た

ちは５万円、６万円のものを買います。それで十分で、性能は昔の10倍以上よくなっています。 
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 そういうのを考えると、素人で、お茶飲みで話していると、さすが業者というのはもうかっ

ているなあ、これはメーカーが聞いたら本当怒られるかもしれませんけど、商売だから確かで

すけれども、この中でそういうことを考えると、もっと減っても、いかにもうけていってもで

すが、本当に同じような単価でこういっているのがちょっと気になりますけど、その辺につい

てはどういうお考えというのはおかしいですが、どういうことでなぜそのあれが変わらないん

でしょうかということを質問します。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 いわゆるメーカーが固定されていて、委託料とか購入金額が高くな

るおそれがあるというようなおただしでしょうか。 

〔「変わってないもの」と言う者あり〕 

○斎藤友一学校教育課長 端末の単価が変わっていないということでしょうか。 

 お答え申し上げます。単価が変わっていないでないかということでございますが、一応、購

入する際、あるいはリース契約をする際、メーカーからの契約をするわけですけども、その際

に、いわゆる購入する場合には当然何社かの見積もり入札というような形で決定をするわけで

すが、リースの場合ですとそのリースを更新するのか、また新たに会社を変えてリースで契約

するのかという状況になっておりまして、その結果、現在の形になっているということでござ

います。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 確かに難しい答えだと思います。メーカーもあるし、世の中の。これ

が多分、全国的に共通なことなので不思議ではないと僕は思っています。ただ、この後にある

経費のことでありますけど、その対策、この後、更新がまた２年後か３年後か出ます、ＸＰで。

また、多分ご存じだと思いますけども、ウィンドウズ98がちょうど小学校で、針生小学校で入

れたこと、今から、1992年ですから、そのときにウィンドウズの98になっていました。実際

はそれが本当はボディを変えなくても中のオペレーションシステムという言葉で、専門的です

と、一部の人になっちゃうかもしれませんけど、そのものを変えれば本当はＯＳを変えれば使

えたはずなんですけど、もちろんメーカーがこれいいですからと提示されれば、はいそうです

ね、じゃあ、同じように50台ください、100台くださいってなってくるのは行政だと思うんで

す。そして、そこに異論を申し入れることはないと思うんですけど、ぜひ今この削減の中でい

ろんなアイデアがあるならば、そういうものを検討したり、独自に職員の中でもかなり詳しい
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方皆さんいますので、そういう人たち、この課の中でだれかが詳しいからその会議に集まって

いただいて、こういう方針でメーカーで言っているんだけど、じゃ、どこかのコンピューター、

５、６万円です、実際ね、今、５、６万円ならかなり、金額のこと言って申しわけないですが、

それですばらしく高性能です。めちゃくちゃ安定していますし、だから、そういう意味ではそ

ういうものを掛け算してＬＡＮ構築するなんていうのも職員の方でも得意な人いっぱいいます。

それももうできていますし、配線もできていますから、ボディだけ買っていいんじゃないかと

かという、そういう策も含めて、ぜひ検討会などをこの後、ますます、この３年後にまた起き

ますので、そういう検討をぜひお願いしたいので、それについて答弁をお願いします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 大変貴重なご意見、本当にご支援ありがとうございます。今後、そういっ

たいわゆる本当に専門的な技術、あるいは知識を要するようなことでございますので、それぞ

れ関係の部署と協議いたしまして、できる限り今後そういうことがもし可能であれば、そうい

うような方向に学校のコンピューター等も持っていきたいと考えておりますので、ご理解くだ

さい。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 コンピューターについてもう一つ言わせていただけると、この部分に

ついてはこの後の役場の本庁の関係で426台、これも予想どおりですよね。この台数で先ほど

町長が言われたように住民課とか水道料とか税金の請求文書、メールその他いろいろで使われ

ています。この部分も同じことが言えるわけなんですね。これも多分、ウィンドウズでほとん

ど動いています。これもマイクロソフト、ビル・ゲイツ氏のほうに払っているようなものなん

ですけども、それも検討の、さっきの話なんですね。若松市のほうで言ったことのみとかじゃ

なくても、オフィスという表計算とかワードとか皆さん使っている、だれしもが使っている、

ポピュラーで90％、80％の人がみんな使っていますけれども、それを安くするためにそれを

オープンオフィスという別な、そういう統合ソフトを使って、今５年間で1,500万円を削減す

るなんていう数字が出ています。これ、まねをするとかじゃなくて、そういうのを要するに、

アンチマイクロソフトのユーザーがいて、このソフトをつくって、それに対抗しているのかも

しれませんけど、そういう無料のをどんどん公開しながらやっているあるグループとか組織が

あるので、そういうのをとり入れることで、これもすぐではなくて、おいおいそういう形で１

億円以上の電算処理をしているということはかなりの金額です。これもやっぱりハードが遅く

なりました、ＴＫＣでは、また、更新です、３年ので8,000万円でどうですかということにな
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るでしょう、ハードだけで。 

 だから、そういうのを考えていくときに今はすごくコンピューターが熟していますね。つま

り、安定しています。本当はモデルチェンジしているのがメーカーの当たり前でラベルだけ張

っているところもあるぐらい安定しているはずです、本当に安くなりました。だけど、南会津

町はこういう状況にあるのだから、メーカーさんちょっと今回は待ってくださいよ、我々はと

うどそういう討議の中でこういう方針になりましたから、こういう方向でいきますので、今回

はＯＳだけくださいとか、やり方がいろいろあると思うので、そういう細かい検討会をぜひこ

の後に、もっと本当に検討すべき問題だと思います。言われるばかり、昔、計算センターに払

っていた時代があって、それをなくしたらかなり浮いた、多分浮いたはずですけども、そうい

うのをほかではいろいろ検討しながら、そういう依存している、ＴＫＣに依存しているのはも

うほとんど全国の自治体はもちろんなんですけども、それは当たり前なんですけども、そうい

うところから、こういう経済状況にある南会津町としては、そこから少し手を離れて卒業して

いくというようなものを一個一個仕事で、もしプロジェクトつくって３、４人でそれやっても、

この水道料は、じゃあ我々でもできないことはないよっていうことを、すぐにはできないんで

す。すぐにはできないけど、やればできる人います。エクセルみたいな表計算でつくる人もい

れば、本当にきれいな画面でつくってくれる人もいます。 

 だから、そういうのも含めて、方向性としてそういう会議を設けて、ぜひ１番、２番のこの

部分の役場、あるいは学校に関する部分の経費節減、800台、1,000台近いコンピューター、

多分、個人に持っていた場合、1,000台以上この近辺にあるわけですよね。だから、そういう

意味では、そういう検討を含めた経費削減などをぜひこの先進めていただきたいと思いますが、

町長のお考えをお聞きします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど公の施設のときにもちょっとお話ししましたが、絶えず検証するという、こういう訓

練といいますか習慣をつけなきゃならないですね、職員の中で。毎年同じようなことやってい

るようですが、状況はどう変わっているのか、あるいは求められる度合いは前年度と同じなの

か、そこのところの検証をしながら予算査定をしています。したがって、予算査定の中でこう

いう多額の更新をする経費が計上される場合については今後のビジョンも含めて検証しようと

いうことでやってきております。 

 ところが、議員のおっしゃるように、そういう役場内に検討の機関を設けてはということで
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すが、実はそれに対する知識のある人たちが少ない、そういう中でそういう機関を持つことよ

りもやっぱり予算を査定する段階でしっかりとそういう検証をしていないものについては予算

の計上は限りなく、その満額を出すわけにいかないと。こういう中からどんどん知識が高まっ

て、あるいは先ほど言ったように協議機関を持てるようなレベルまで行くんだろうと、こう思

っています。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 あと今言われた中で、知識がある方が少ないじゃなくて、多分、その

人たちに声かけていないと思います。その人たちは遠慮しているのかもしれません。本当にそ

ういう意味ではいっぱいいます。いるはずです、いました。 

 ですから、そういう意味では、もしそれでなかったらコンピューターに詳しい人に、町民の

力をかりてと言いますけども、町民がプログラムを組むとかじゃなくてそういうアドバイス的

なもの、あるいはこういうパソコン教室、生涯学習課のほうで町民に向けてのパソコン教室も

やっていますけども、そういう意味でそういうものを検討すればもっと現況がわかると思いま

す。 

 本当に、何度も繰り返しますけど、今は幸せな時代だと僕は思っています。それはコンピュ

ーターに関してです。僕たちは車１台の値段でコンピューターを買った時代でしたので、そう

いう意味では今はラジカセの時代に入ったと僕は思っています。ぜひそういう検討会を設けて

ほしいなと思います。 

 それから、２番目の役場のＴＫＣに費やす金額はわかりました。さすがに１億888万円でし

たか、１億からの計算、もちろんこれを手作業でやれば不可能な話です。今言ったこの１億円

以上の人を雇わなかったら本当にできないぐらいのデータ処理をコンピューターでやっている

と思いますので、ただ、先ほど言った、矛盾していて申しわけないんですが、ぜひこの部分を

むだにしないように、これから先の削減の中で②に言っていますが、さらに合理化しながら、

本当はもっとコンピューター化して、職員が忙しい、忙しいじゃなくて、ふと住民に接する時

間が長くなるような、本当ははずなんですよね。20年前、僕、作文書いたときもそうでしたけ

ど、コンピューターがそれぐらい自分に時間つくって、ドライブしたり、何かできる時間があ

くんじゃないと思っていた時代ありました。でも、相変わらず忙しいのはちょっと不思議なぐ

らい、まだ浸透していないのかもしれませんけど、ぜひこれから削減の方向にある中でコンピ

ューター化するものを、これ、もうちょっとできるんじゃないとか、これを僕はやるけど２人
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分ぐらいできるんで、本当はできるはずと僕は思っています、人によっては。あいた部分で現

場のほうに行ってもらうとか、窓口なのかそれはよくわかりませんけど、そういう割り振りは

僕はできると思います。コンピューターを使ったその部分に関しても、ぜひ、３番の部分です

が検討会の中にそういうのも含めて、多分言っている、答弁のほうもそれを言っていると思い

ますけど、そういうのを含めた検討会もぜひ中でしていただきたいなと思います。 

 つまり、職員の中でこれもできるんじゃないかと振れば、それは簡単にできるよという職員

なり、あるいはアイデアを持っている人が僕はいると思いますので、ぜひよろしくお願いしま

す。 

 それで、前後しますけど、コンピューターを使った授業についての部分、ちょっと戻っての

部分ですが、これも高校生なんです。僕はこの議会、この一般質問でこのことをつけ加えたか

ったのは、多分、教育長が言われた、あるいは学校の授業の中で言っているのは教科を、例え

ば、算数、国語、理科、社会をコンピューターを使ってやるという方法が１つ、そっちのほう

と、コンピューターの操作でメールなりインターネットなりやる方法の２つを多分同時に総括

して授業でやっていると言っていました。 

 だけど、この授業に対してちょっとまだ20年前、15年前の授業と全く変わっていないとい

うのが僕の感想です。要するに、同じようなやり方でやっていると思います。僕はコンピュー

ターというのは、値段がラジカセ近くなりましてサンキュッパかヨンキュッパの時代に入った

今、どういうことが言いたいかというと、これは車の免許を取ると同じような感じで操作でき

る時代、そういう見方でコンピューターを見なきゃならない時代に入った。つまり、６年もか

けて１年生から授業をするんじゃなくて、１カ月の教習期間あれば、子供たちはもう純粋です

から即覚えちゃいます。そんなむきになってコンピューターのどうのなんていうより、携帯操

作があんなふうに覚えるのと同じように、コンピューター授業に関しては、ぜひ、昔言われた

よく、「読み書きそろばん」が「読み書きパソコン」なんていうのは20年前によく叫ばれまし

た。当時、１台50万円もしたんですから、そろばんは買えませんよね、50万円で。でも、今

は、本当「読み書きそろばん」の「読み書きパソコン」と言える時代に今入っています。だか

ら、ぜひ、授業でちょっと、パソコン教室の時間、これ時間数40時間、１年生だと２時間、３

時間かな、小学生でね。そんなに遠ざけないで、もっと教習的に、子供たちにもっと身近なも

のに、一つの道具として使えるような、文部科学省でやっているのは、自治体独自のパソコン

教育、ちょっとごちゃごちゃ入っちゃいましたけど、独自の計画でそれを進めてもいいを願う

みたいなことをちょっと１行読んだ記憶があるので、それを言いたい。 
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 だから、そういう意味では自治体独自のそういうカリキュラムなりそういうのをぜひ僕はし

たいと思いますが、教育長の考えを伺います。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 議員さんご存じのように、学校というところはパソコンだけやっているところではございま

せん。パソコンはあくまで一つの手段で、学習をするための手段として学校では扱っておりま

す。そういったことから考えまして、文部科学省でも基礎的な情報教育ということを掲げてご

ざいます。 

 そこで、例えば、２時間の授業ということがあった場合ですが、学校というところはいろん

な知識の理解が早い子供、遅い子供たちがおります。例えば、昔流に言いますとちょっと語弊

があるかもしれませんが、知恵おくれの子供たち、それから、将来、東大に入るような子供た

ちまで全部おるわけでございます。そういった中におきまして、どうしてもやはりそういった

子供たちは２時間程度しかできなかった、触る程度しかできなかったということもあるでしょ

うし、それから、何十時間もできる子供もいるでしょう。それはそれぞれ子供一人一人の個性

に合った学習ということで成り立っているわけでございまして、その意味から、決してやらな

いということではございませんが、学校にもいろんな制約がございまして、すべてみんな同じ

ように同じ時間できないというところがございますので、その辺はご理解お願いしたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 ちょっと暑くて申しわけないです。パソコンばかりやっているんじゃ

ないということがわかりました。だから、１つだけ、それに関してだけ言わせていただきます。 

 今、東大に行く方、勉強する必要がある方って言いましたが、パソコンがなぜ、ただのパソ

コンばっかりやっていると言いましたけど、我々知識を詰め込められるのに、あるいは学ぶた

めに学校にいて、あるいは親に怒られたはずです。そして、覚えのいい人、悪い人、苦手な人、

いっぱいいます。でも、パソコンができるということはその道具を単なる、こんなもんですよ、

この道具を使えることで自分がわからないことあったら先生なりだれかにＳＯＳ出さなきゃな

らないのに、パソコンでインターネットでアクセスすればその知識なり情報なりにたどりつく

っていう道具だから、僕はそれができるだけで、もし、その能力を持っているんだったら学校

に、言い過ぎかもしれませんけど自宅で勉強できるだろう。学校に行ったら人のコミュニェー
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ションなり、人とのコミュニケーションとか集団生活を学ぶ場所であって、そんな知識だった

ら家でも勉強できる、知識の詰め込みだけなら。 

 だから、なおさら、パソコンというのができる、自分の技として、一つの道具として使える

ようになっちゃったら、子供たちは自由に知識を求めてくるだろうということで、僕は非常に

重要であるということを言っているんです。それができればちょっと自信がつける。記憶力悪

い部分も人なんですが、記憶力悪くてもそこでいろいろ情報を集めることができるから、あの

子には到底かなわないんじゃなくて、自分はそれで到底そこにたどりつく、言える、黙々勉強

してそこを自分でまた印刷して読むなり、画面を読むということですから、パソコンばかりと

いう表現がちょっとかちんときたので、それを言わせていただきます。とても重要なツールで

す。本当に読み書きパソコンは、僕はクラシックでそういうことを言っているわけじゃないで

す。かなり重要な能力です。できれば、本当に落ちこぼれなんて自信なくすことはないと思い

ます。それを使えることで東大生にも負けない知識力だったり、判断力だったり、創造する力

を僕はつけると僕は思っています。 

 続けて、では、交流館について移ります。１番については以上で結構です。 

 交流館のその部分について、コンサートホールとして設計しているのでというところがあり

ました。しかし、まず一つ、こんなことをきのう聞きました。健康センター。健康センターで

すから、幼児からお年寄りの顔色を見るということで、ちょっとちらっと言われました。顔色

が見れません。要するに窓がないと。自然光と反射光ですから間接光にして設計されていると。

あれほど緑もあるし、芝生も目の前のあんな状態で確かに今言ったとおりいろいろ理由はある

でしょうけれど、その窓なりちゃんとしたシャッターはなくてもいろいろな方法で閉じること

はできます。だから、そういう意味では、この後に余熱で暑いと僕表現しました。実際暑いで

す。そのまま次の日の朝まで暑くて、次の朝エアコンです。もしだったら、夜間、僕、最低気

温これ気象台の方法で調べてみましたら18度です。夏の暑いときで18度、20度、下がってま

すね、20度から下がっています。20度から下がっている状態、最高気温32度の日の田島の気

温でも夜は20度以下です、18、19、８月の暑いあのころです。その気温をとり入れるだけで、

それは本当は代用できたはずですね。午前中くらいはエアコンかけなくても涼しいままいくは

ずですよ。 

 僕はこの交流館について言わせてもらうと、あのプロポーザルでしたっけ、あのときにあの

会社が雪室をつくってやるなんていうエアコンを、今、北海道のほうからサミットでも使いま

したけど、雪室でエアコンをやりますよなんて言って、結局、予算なくてできなかったと思い
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ますけど、そういうコンセプトまでつくって交流館をつくろうという意気込みであった。ああ、

さすががね、雪国だからねなんて思った、そういう考えでやっていた割には、これ考えたらた

だの夜間の冷たい空気をとり入れることすらプランに上げられなかった。僕もそのとき気がつ

いていれば叫んだんでしょうが、使ってみて初めて気がついたことなんですね。 

 ただ、そういう意味ではそこの部分、そういうコンセプトがあるなら夜間の空気入れること

だってそんなに難しくない。そういう、これからでいいんです、これはあしたつくるというわ

けじゃなくて、そういう考えで夜の熱なんか、その辺についてはどう考えますか、教育長。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 先ほどお答え申し上げたような形で、今のところは考えてやっておりますけれども、今お話

ありましたように、今後、そういったことがもし考えられるならばということも前提条件とい

たしまして、いろいろ各部署と協議をいたしまして検討はしてまいりたいというふうに思いま

すので、ご理解ください。 

 ありがとうございました。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 議員のほうから健診ホールでございますが、一般乳幼児から成人まで健診の段階で顔が見え

ないというご質問がございましたが、健診ホールには個別の健診室がございまして、そちらの

ほうでは自然光をとり入れた形となっておりますので、顔がよく見える状態になっております

ので、ご答弁といたします。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 確かに部屋ありました。申しわけない、ちょっとその辺は間違ってい

た。 

 今の部分の教育長の答弁についてですけども、ぜひそういう部分であれば、もしそこにつけ

加えると多目的ホール、音響だって言いました。確かに設計も音響になっています。あそこ残

念なことに四方緑です、壁ですよね。窓をつけると問題があったのかもしれませんけど、本当

に大自然のこの美しい南会津町のあの田島の、小川の向こうの山の景観があるにもかかわらず、

ガラス張りで、通路のああいう部分は、エントランスとか何かは確かにガラス張りですごく丸

見えですけれども、本当はそういう意味でもそういう中で会議をしたり、緑茂る中でせっかく

やるのに環境問題なんて、小窓を何とかなんて言いながら緑の風景をなぜ見ずにできないのか
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なあ、本当に、暗闇で照明つけているというのは僕は異様な感覚です。あれは大都会の真ん中

にあってもいいような会議室ですね。 

 もう一つは、先ほど換気扇と言いました。換気扇のことについては、実は大きな換気扇をあ

のてっぺんにどういうふうにつけるかわかりませんけど、工業用とか言ったり、よく農業用の

乾燥機の排ダクトみたいなああいう大きな吸排出機なんですけど、そうすると、10分であの空

気、一気にたまります。本当に体育館の話、実は分科会でしたっけ、あれもありましたけど、

今回の舘岩小学校の体育館、設計見せていただきました。そのときに僕も言わせてもらったん

ですが、今回の統合保育所もそうですが、その設計の中で屋根って大きな屋根ですが、ここの

部分に、この屋根のてっぺんの部分に換気扇なりその排出口をつくって、ダンパーかわかりま

せんが一気に出すといきなり中涼しくなりますよ。そういうものはぜひ僕は自分ちにつけてな

いのに言えませんけど、そういう外気を利用するというのは今言った音響に問題はないはずで

すから、ぜひその分で言えば５分でもあの多目的ホールは冷えます。そんなのをつけられない

のが不思議ですが、それはもちろん今初めて言ったからですが、ぜひそういう部分で可能なら、

あるいは検討の中で、あれはエアコンを回していますからね、暑いです、30度近いです。汗に

なって、ああきょうは暑いよね、日中暑かったからねなんて言ってしゃべっていますけど、そ

れを換気扇１個で賄えるというか使えるんだったら、ぜひそんなのは問題ないと思いますが、

その辺についてもう一つだけお願いします。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 御蔵入交流館の構造上の問題もございますので、以後、調査研究させていただきたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実は、合併をいたしまして、それぞれの総合支所が通常空きスペース、相当出てきています。

これがいわゆる個別に照明、あるいは暖冷房ができないシステムになっていたのは南郷総合支

所ですが、ここについては今回将来の経費負担を考えると設備がえをして改善をして個別にで

きるようにしようと、こういうふうに決断をさせていただきました。 

 したがいまして、先ほど申し上げましたように公共施設について、実は職員全体がこれまで

既成概念の中で見てきた、そういう意味では新たな視点でご教授をいただくということになり

ますので、これは交流館も例外ではないということですから、公共施設全般をそういう視点で
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もう一回、経費節減の観点から見直していきたい、こういうふうに考えておりますので、今後、

教育委員会のほうと十分相談をしながら、その具体的な取り組みを進めてまいりたい、こう思

っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 今の町長の答弁、期待しています。ぜひ、本当、既成概念だと思いま

す。確かに、普通の家でもそういうふうな構造につくっていませんけど、本当にうちもつけた

いなとよく思ったりします、換気扇は高いところに。ぜひこういう場所につくると換気扇はよ

くきくそうですので、この辺の中間の換気扇は全く意味のない話ということを僕言われたこと

あるので、本当に一番てっぺんのここにつければ、すごく有効に換気扇の役割をするそうです

ので、ぜひ検討の素材材料にぜひしたいと思います。 

 そして、既存する体育館もそうです。剣道大会みんなやっていますけど、練習してバレーし

ています。下の空気空けても中はもうこもったままで、ずっと終わりまで暑いです。だから、

その分で、もしそういうことが可能であるならば、外の空気さわやかだねじゃなくて風一気に

入ってきますから、ぜひそういうことも既存の体育館とかそういう公共施設においてもぜひ考

えてほしいなと思います。 

 それでは、最後の温泉地質調査についてに移らせていただきます。これに関しては町長は同

じ答弁でしたけれど、この部分について、本当疑わしいというのはその情報の真実性とかもあ

りますが、ここの閲覧してできなくてと今回言ったことについてはどうでしょうか。要するに、

閲覧して、これは15％という数字がどう出ているか僕は見たことがないのでわかりません。そ

れを見て、その閲覧してくれるという業者が出たときに、それを見て、ああ、これはやっぱり

ちょっと２億円かけるにはちょっとだめだなと判断しただけでやめてもいいわけですが、それ

についてどうなんでしょう。どういうふうに。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 まず、情報につきましては行政として町民に一方的に公開するものと、それから開示請求に

基づいて公開するものと非開示するものというふうに分かれます。 

 そこで、情報公開につきましては、先ほどの答弁にありましたように、まず南会津町情報公

開条例というものがございます。そこでご存じのように条例が規則よりも上位でございますか

ら、基本的には条例に基づき公開されるということになります。また、開示請求権者につきま

しては、情報公開条例の中で町の区域内に住所を有する者などに限定されておりますので、開
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示請求権者はおのずと限定されます。 

 そして、町外の方についても町としましては開示努力義務という規程もございますので、こ

の情報の開示に当たっては、先ほど来から申し上げているように財産の保護というものがござ

いますので、開示請求権者の内容によって一つは情報公開条例に基づいて公開しますが、もう

一つ、町の温泉探査資料、とりあえずこれ規則等もございますから、そこで細かく事前に誓約

書等もございますので、議員ご心配のように見たらやめるということではなくて、事前に規則

に基づいての誓約等で確認させていただいて、そうやって情報公開ということになりますので、

その辺はご理解いただきたいというふうに思っております。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 今の話ですと公開する段階の瞬間で見て、約束事なり、何かまるでそ

の掘削業者がそれでまさに掘るという契約文書を交わした段階で見せるみたいなイメージで聞

こえましたけど、どんな感じなんですか。もう一度お願いします。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 情報公開には条例に基づいてその場で申請に基づいて出せるものと、

それからある程度審査させていただいて改めて一定期間内に情報を開示する通知をして見せる

という手段がございますので、場合によってはその場ですぐに見せるということではありませ

ん。 

 したがいまして、それについては申請に基づいて十分協議させていただくということでござ

います。その後に通知するということになります。なお、適正な、もちろん情報開示ですから、

適正な情報開示には努めてまいることはもちろん基本としております。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 時間をかけたり審査するというのはわかったんですけど、何か、結局

見せることになるという結論ですよね。相手が日本地下水なりあるいはどっかの観光会社なり

どっかで、もう余力でもう20億円、今余って、どっか一回探しているんだけど、そしてどっか

掘りたい、もちろんお金もあるよ、情報見て、これ５％しかないじゃないとなったときにやめ

ますよ、いやそれはわからないです、でも曲げずに掘るかもしれないし、もう一回調べるとは

思いますけども。 

 そういう部分でいくと、何か本当にこの情報があいまいで、いつのまにか18年前に調べたも

のが、この後300年なり、僕たちもちろんいませんけど、その情報の価値がね、今決まりも条

例もわかりました。全く決まったことだから仕方ないという表現、もちろんわかっています。
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だけど、この情報の、何百万、1,000万か知りませんけど、当時、空中探作したというそのお

金を、税金使ったわけですよね。18年眠らせて有効するには、活用されない一つの情報ですよ

ね。情報に対する考え方が問題だと僕は思っているんです。このまま30年、100年たって我々

がいなくなったときに、果たしてその情報って何だったのかしらよりも、もちろん条例変える

という方法もあると思うんですけど、そういう方向で進める方法は多分……という意味で、本

当あいまいなような気がしますけど、平行線ですね、多分この話はね、決まりだっていうんで

すよね。 

 僕はなぜこれを言っているかというと、情報の質、その部分はそんなに多分ハイレベルじゃ

ないのでここで言わせていただければ、町長は知っているので、その情報の価値がかなり低い

部分である、これは夢を崩すものではあるかもしれませんけど、高ければこんなにもったいぶ

ったりはしない、僕は思っていますが、それについて感想を述べていただきたい。 

○渡部康吉議長 町長、放送終わってからにしてください。 

 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 これも先ほどから話をしておりますように、とらえどころをどれだけの幅を持たせるかとい

う問題だと思うんですね。つまり、議員がおただしのように、実際に開示をしてそういういわ

ゆる掘削の事業が入らなければ一般に開示したのと一緒じゃないかと、こういう言い方だと思

うんですけど、要は、例えば、開示請求があったときにそれがどういう会社なのか。私のとこ

ろにもさまざまな事業に対する町の取り組み、一緒にやりませんか、こういう方々が来ますが、

これを一つの企画書だけを見るとそれ自体は大変町民のためになる、あるいは町の将来に役に

立つ、こういうものがありますが、調べてみますと、その会社は非常に資金的に安定していな

い、あるいは会社の組織が非常に、事業を遂行する上で安定するような体制がとられていない、

つまり個人の会社である。名目上は株式会社になっている。そういうふうに、あるいはまた、

ところでは、土地の斡旋をカモフラージュして来ると、こういうケースもありますので、そう

いうことになってくるといたずらに町民の方々に期待を持たせたり、あるいは町民の方々のと

ころに出向いていって、いろいろな調査とか何かが展開される。このことがやはり情報公開の

中では私たちは慎重に取り扱わなければならない、こういうことでございますので、どうぞご

理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 平行線ですね。じゃ、一つだけお聞きします。この情報がこの後利用
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されずに金庫かどっかに眠りながら、夢を持たせながら、そこに多分ダイヤモンドが眠ってい

ると思って夢を持ち続けるのがすごい役割だと僕は判断しました、今回は。 

 ですから、それをずっと持ち続けて、僕たちの孫の代も多分見ないで終わるでしょうけれど

も、そういう意味ではすごく夢を与える部分だと僕は確信していました。それをもし、混乱を

招くとするならば混乱を招くんじゃないぐらいの情報であるという前置きがあれば、それは混

乱でなく、それが15％か20％かわかりませんけど、そういう意味では、ああ、あの辺に出そ

うなんだねとか、斎藤山を見ながらあの下には出そうなんだねとか、台鞍山の下に出そうなん

だねとか、そういう部分で話の種にはなって、別に僕はそこが、お宅の土地、おれのより５％

高いからすごいなっていうふうにお茶飲みの話になるって、けんかになるかもしれないですけ

ど、そういう意味ではすごく情報に対しては僕は混乱しないと思っています。ただ、条例が決

まっているからと言いますけど、この貴重な、開いてみたい、その向こうに何かがあるのか見

たい町民も何人か、結構いると思うので、そういうものを考えて、条例の、この先ですけども、

今回のこの件に関して、この温泉情報についてのとらえ方というか進め方を決まっているから

といってこの平行線のまま眠らせて、何か同じこと繰り返して申しわけないんですが、そうじ

ゃなくて別な方法で、開示しても混乱が起きないような前置きとか、あるいは告知か何かを振

ったり、このたびこういう条件で発表する経緯に至りましたという、この５年先か何年先かわ

かりませんけど、そういう希望っていうのかそういうのは可能性は、やり方によってはあるで

しょうから、町長。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 私は平行線だと思っていないんですね。それはだから、議員がそういうふうに思って、そし

て、このことがいわゆる情報として知り得ることがレベルが低いとか高いとか、そういうこと

ではなくて、真剣にこの情報を知りたいということになればその道は残されていますから、た

だ、それを一般に全部公開しろということについてはそれぞれ、先ほど申し上げたような善人

者もいればそれを別な方向で利用しようとする人もいるので、そこはしっかりとハードルを設

けていきたい、こういうことですので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、１番、湯田哲君の一般質問を終わります。 

 上衣の着用を願います。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○渡部康吉議長  本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明19日は午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 ご苦労さんでした。 

 

散会 午後 ４時０８分 
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－１０８－ 

説明のための出席者 

湯 田 芳 博 町 長 渡 辺  仁 副 町 長 

横 山 恒 廣 教 育 長 五十嵐 竹 則 会 計 室 長 

宍 戸 英 樹 直 轄 政 策 室 長 室 井  裕 総 務 課 長 

星  光 幸 企 画 観 光 課 長 馬 場 増 男 税 務 課 長 

長 沼 芳 樹 住 民 生 活 課 長 近 藤 甚 悦 健 康 福 祉 課 長 

大 竹 政 義 建 設 課 長 星  安 晴 環 境 水 道 課 長 

角 田  厚 農 林 課 長 渡 部 文 政 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

斎 藤 友 一 学 校 教 育 課 長 酒 井 直 伸 生 涯 学 習 課 長 

星  廣 政 舘岩総合支所長 横 山 孝 夫 伊南総合支所長 

児 山 忠 男 南郷総合支所長   

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 馬 場 秀 成 事 務 局 長 補 佐 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程はお手元にご配付のとおりであります。 

 暑くなりますので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○渡部康吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 なお、質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書きの規定により、質問の回数が３回

を超えることを許可し、同規則第56条の規定により、その発言時間を60分に制限することに

いたしますので、その趣旨は簡潔明確に質問されるよう、ご協力方よろしくお願いいたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 星   登志一 議員 

○渡部康吉議長 それでは、12番、星登志一君の登壇を許します。 

 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 議席番号12番 星登志一。通告に従い、ただいまより一般質問を

行います。 

 今回は、大きく分けて３つの項目であります。まず１つ目に行政区に交付金の支給を、２番
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目に黒磯田島線の早期開通促進を、３番目に新エネルギーの今後の計画についてであります。 

 まず、第１番目の行政区に交付金支給をについておただしをいたします。 

 私が町会議員になってからすぐ次の年でございました、平成12年４月の地方分権一括法の施

行により、町も自己決定、自己責任が求められるようになりました。議会においても従来の監

視及び評価から、さらに政策立案や政策提言を求められるようになりました。 

 我が町が合併してから、あと７年で合併の特例期限も終わります。合併の特例期限が終わる

平成32年には、職員数も減り、予算額も相当縮小されると推定できます。行政区においても従

来のように町がかゆいところにすべて手が届くような期待は持てないと、私はこんなふうに今

から推測するものであります。結果、行政区においても自己決定、自己責任が求められてくる

ことと思います。 

 しかしながら、現状の行政区においてその予算の内容は相当厳しいものがあり、自由に使え

る金額というのは相当少ないのではないかと。そして、現状の行政区の構成を見てみると、面

積や人口、あるいは世帯数などさまざまな問題点もありますが、各行政区が自己責任において

各地域は運命共同体の組織づくりを再度構築すべきではないか。昔で言えば結いの制度のよう

に強いきずなを持った地域を私はつくるべきだと思います。ただし、お金がない、あるいは現

在補助金が支給されているように単年度とか、あるいは３年度、５年度の補助金制度ではなか

なか先を見通した行政区の運営はできないと思います。 

 そこで、その支援策として、町は標準財政規模の１％くらいを無条件で区の活性化策として

10年間くらいのスパンで継続的な応援をすべきではないかと、こう考えますので、町の考えを

お伺いいたします。 

 ２番目に、黒磯田島線の早期開通促進についてお伺いをいたします。 

 先日、議会報告会で私どもは栗生沢地区に参りました。私は合併協議会の委員として、当初

は合併に賛成でありました。しかし、審議をしていく中で各種の数字を見てみると、これは合

併したら大変だと、共倒れだということで、私は反対をいたしました。しかし、もし合併する

んであれば、南会津町の将来を考えた場合には、中山トンネルの改修と黒磯田島線の全線開通

が地域おこしの重点事項となるということを私は指摘をいたしました。その中で、中山トンネ

ルの見通しはついてきました。ただ、私も産業建設委員としてたびたび黒磯田島線の陳情には

行っておりますけれども、昨年、それからことしの陳情の状況を見てみますと、どうもこの田

島黒磯線の運動が弱過ぎると、こう感じたわけであります。全く今もって全線開通の見通しは

ついておりません。まるで白紙のような状態であります。 
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 そこで、町としては今後の黒磯田島線についてどのような方向性をもって臨むか、その点に

ついてお伺いをいたします。 

 ３つ目に、新エネルギー今後の計画についておただしをいたします。 

 最近、とみにガソリンの高騰が続き、にわかにエネルギー問題がさまざまなところで議論さ

れるようになりました。私が旧田島町の新エネルギー委員として岩手県の葛巻町に行ったころ

は、まだ灯油が50円の時代でありました。その中でこの灯油がもし60円、70円になったとき

には新エネルギー問題も相当変わるであろうというような研修も受けてまいりました。今のガ

ソリンの値段の高騰については、もうここで申すまでもなく、そのレベルをはるかに超えてお

ります。今こそ私は真剣に、長期的な意味で本腰を入れて新エネルギーを再認識してその政策

を実行すべきときだと思います。 

 そこで、新エネルギーに対する有形効果、無形効果を含め議論をして、当町の新エネルギー

政策を推進することを望み、町の現在の新エネルギーに対する進捗度をお伺いするものであり

ます。 

 以上３点についてご質問をいたします。また、自席より再度質問をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 12番、星登志一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、行政区に交付金支給をとのおただしでございますが、本町では住民提案型のまちづ

くりの確立に向け取り組んでいるところであります。地域に埋もれる知恵、わざ、人材を発掘

し、地域の人々が住んでよかったと思える町を創造するため、自発的かつ創造的に実施する事

業に対し支援をします地域活性化発展支援事業や、地域の支え合いの仕組みづくりを支援する

地域助け合いモデル事業、農地、農業用施設、水利環境等の維持補修に対する支援として、集

落維持発展支援事業を実施しております。これらの施策を通し、地域住民がそれぞれに抱える

地域の課題に当事者として向き合い、住民みずからが地域を支えていくための体制づくりにつ

いて支援をしていきたい、このように考えております。 

 現時点では、地域の活性化策といたしましては、これらの施策を活用していただきたいと考

えており、各行政区への交付金等の予算措置のあり方については、今後、問題点の整理やアウ

トソーシングなど新たな公の役割の中で検討を加えてまいりたい、このように考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、黒磯田島線の今後の対応に関してのおただしでございますが、本県道は栃木県北部地
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域と南会津地方を結ぶ最短ルートであり、本路線の整備は地域経済の活性化、観光交流などに

大きな影響があるものと認識をしているところであります。そのため、改良整備の推進につき

ましては、繰り返し福島県及び栃木県に対し要望活動を展開しておりますが、現在もなお南会

津町及び栃木県側とも路線の大部分が通年通行不能であります。本路線を南会津地方と栃木県

の産業及び経済や文化の新たな交流を創出する重要な地域連携軸として位置づけをし、広域交

流圏の形成と地域の活性化を図るため、今後も県道黒磯田島線整備促進期成同盟会を通して那

須塩原市とのさらに緊密な連携により、早期開通の機運を高めながら取り組みを強化していき

たい、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、新エネルギー政策についてのおただしでありますが、本町では、合併以前から南郷地

域のＪＡ施設や舘岩地域での雪室施設を設置し、現在も夏場の保冷施設として利用されており

ます。また、一般家庭用として、平成16年度より住宅用太陽光発電システム補助制度を設け、

昨年度までの４年間で13件の補助を実施いたしました。 

 本町の新エネルギー計画につきましては、平成18年の合併を期に、町全体としてのエネルギ

ー問題への取り組みに向けた地域新エネルギービジョンを策定し、地域で取り組むべき新エネ

ルギーを調査したところでございます。この調査の結果、昨年度は特に利用可能性の高い木質

バイオマスと廃食用油の利用を前提に詳細ビジョンを策定し、本年度は引き続き事業化に向け

た可能性調査を実施しているところでございます。 

 新エネルギー計画は、原油の高騰による経済的影響や地球温暖化対策の面からも大変重要で

あると、このように認識しておりまして、石油代替エネルギーとしてのエネルギー自給率の向

上、化石燃料消費と二酸化炭素排出量の削減を重点的に検討するとともに、既存エネルギーを

地域内で循環させる仕組みづくりを構築することで雇用創出や地域振興にもつながるものと考

えております。 

 木質バイオマスについては、燃料の創造や供給体制を含めた事業の採算性を検討し、本年度

の調査結果をもとに来年度以降の導入を検討する予定としております。また、廃食用油につい

ても軽油代、代替燃料としてのＢＤＦ精製のほか自動車に加温装置を取りつけることにより、

廃食用油等を直接燃料とするＳＶＯ車両の検討も行っており、公用車を改造しての実証試験を

進めていく予定でございます。 

 さらに、本町の豊富な水資源を利用した小規模水力発電システムにつきましても、事業化に

向けた可能性調査を実施してまいりたい、このように考えているところであります。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁をさせますの
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で、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、第１番目の行政区に交付金支給をから再質問をさせて

いただきます。 

 私は、今回提案したのは来年度の予算、あるいはなかなか、結構これじっくり私の質問を見

ると相当な金額ですから、すぐにできるとは、これは当然思っておりません。来年度の予算か

再来年度の予算にぜひこういった方向で取り入れてもらえればなということでご質問したわけ

なんですけれども、まず第１番目に、多分これをやるとなると、当町は経常経費が95％以上で

すから、あなた、星さん、そんなことをやってそれがまた上がんじゃねえかと、この前言った

ことと今回言ったことはちょっと裏腹じゃないかということになりますので、これは、どうし

てもこの施策をやるためには補助費の中身をやっぱりもう一度考えないといけないと思います。

私は単にこれ、標準財政規模の１％と書きましたけれども、大体、今80億円前後のはずなんで

すよね。ですから、１％ということは単純な話8,000万円要る。１年間に8,000万円を出すと

いうことは相当の知恵を絞らないとこれは出てこないと。南会津町の人口が約7,000世帯です

から、単純に言えば１世帯当たり１年間１万円の補助をと。 

 そこで、町長に一つ考えていただきたいのは、再度考えていただきたいのは、今までの国・

県の補助金のシステムというのがほとんどが単年度あるいは３年とか５年、その事業が終わっ

た後は、あと自分たちでやりなさいと、実際に事業をやってみたらばランニングコストが非常

に高い、それで困ったというのが町の本音だと思うんです。同じようにそれを一般の行政区に

置きかえてみると、今、町からいろいろいただいている補助金というのは、まさにその形であ

る。それを私は、例えばその地区が10年計画を立てたときに、例えば総額で幾らぐらいお金か

かるんだというのを単年度ではなかなかお金を出せないと。根本的に行政区がいろんな計画を、

例えば10年計画をつくったときにこのようなお金が必要だと、だから10年間の補助費があれ

ば、ひとつ我が地域も活性化するという意味では、単なる今のような補助金のシステムじゃな

くて、５年とか10年とか、こういう補助金をやる気のあるところには上げますよというような

システムが必要かと思うんですけれども、その点について、単年度じゃなく長いスパンで、す

ぐできなくてもいいですけれども、ことしの予算の編成に当たってそういった提案もしてもら

いたいなと思うんですけれども、町長の考えをお伺いしたい。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 



－１１４－ 

 先ほど、一般質問の内容を改めて真剣に聞かせていただきました。その、議員がいわゆる目

指す方向性、それからとらえどころの本質性、これらについては全く、いささかの狂いもなく

同感をいたします。ただ、議員がご指摘のように準備期間が当然必要になってきます。私は、

総合支援センターの設置をしましたので、この総合支援センターの中でいわゆる集落力、ある

いは集落の認識、これまでの取り組み、これらをしっかりと評価をしながら、ここの中で準備

を進めてきた。つまり役場が手を引くではなくて、役場と総合支援センターでより地域の実情

を把握しながら取り組みを進めると、こういうことになってくると思うんですね。 

 昨日、２番議員のほうから地域助け合い事業について、地域が助けるのは当たり前だよと、

こういう話もありました。当たり前なことになってくれるようにいかなければなりませんが、

今言ったように、当たり前になるにしてもお金がなかったり、人がいなかったりするんですね。

ですから、そこのところのいわゆる考え方が集落によってかなり違いがあります。 

 きのう、17番議員のほうから、やまなみ泊に絡んだ集落の取り組みがありました。そういう

姿勢があるところには、恐らくその集落では将来ビジョンというのを持っていると思うんです

ね、５年なり10年の。それに対してしっかりと手当てをしていくと、こういうシステムが私は

望ましいのではないかと。それが各集落に波及をしていった段階で議員のおっしゃるような、

ある意味では応分の交付金みたいな制度で集落に支給をすると、そういう形になっていくのが

望ましいのではないかと、こんなふうに思っております。 

 それで、補助金のあり方、そのとおりだと思います。私は予算編成の中、それから区長さん、

駐在員の方々との意見交換の中でもその話はしております。したがいまして、私の、すべてと

は言いません、言いませんが、考え方の整理された予算の組み方の中には、３年、５年という

枠はもう設けないものが相当出てきています。しかし、職員からしますと、県の補助金、国の

補助金がなかったらどうするんですかと、こういう話がありますから、それは本当に必要だっ

たら一般財源を議会に出して、議会の了解を得てやりましょうと、こういうことで今進めてい

ますので、漸次、議員の願い、あるいは求める形になっていくと、このように理解をしており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 私も町長の一般財源という答弁には、これは大賛成。国・県の補

助金を当てにしていたんではこれはいつにたって、時々ころっころっと変わりますから、ぜひ

ともそういった町にとって重要なものはやっぱりほかの組織を当てにしないで、自分ところの

財源でぜひとも検討していただきたいと、こんなふうに思います。 
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 そこで、もう一つ、これを行う上には大きな課題があると思うんですね。私は旧田島町の行

政区しか実際のところは見ておりません。田島においても行政区、少しごちゃごちゃしていて、

一回線引きをし直すべきじゃないかなと、私はこんなふうに考えていた時期がありました。今

回、改めて私はこの一般質問をするために予算書を開いてみましたけれども、行政区に対する

報償金ですか、それを見ても、これ南会津町全体に行っているのかなというような、ちょっと

苦しくもなりましたので、まず今現在の駐在員制度で推し進めているのか、それとも南会津町

としては行政区単位で各地区の活動を支援しているのか、あるいは行政区単位であれば、南会

津町全体で行政区が何個くらいあって、１行政区当たりの世帯数はどのくらいあるのか、ちょ

っとその辺を教えていただいて再質問したいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず、行政区の数でございますが、南会津町全体を合わせますと、それぞれ大小ありますが、

合計しますと99の行政区ということになっております。それで、町のほうの予算の関係で申し

ますと、それぞれ行政連絡員の方々がいらっしゃいますので、それらに対する通常の活動費に

ついて予算化をしておりまして、個別の行政区ごとにそれぞれ経常的な経費を補助するとか、

そういった事業の組み立ては今の段階ではしていないと、こういうことでご理解いただきたい

と思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 わからなければいいですけれども、行政区の中ではやっぱり大き

い行政区と小さな行政区があると思うんです。たまたま私、予算書を見たときには行政区の報

酬いうのが39カ所になっていたもんですから、全体はどのくらいかなということで、今の課長

の答弁でわかりましたけれども、その辺もし、大きいところと小さいところの世帯数、もし把

握していればそれだけでもお答えいただければと。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 大きな世帯で申しますと、例えば田島地域で申しますと田部原第１、ここが254世帯ほどご

ざいまして、田島地域においては一番大きな地域ということになっております。一方、小さな

行政区で申しますと、ご存じのとおり小出原地区というようなことになっておりまして、７世

帯ということで、かなり世帯の構成数についてはそれぞれ幅がございますが、それぞれ行政連

絡員さんの方々の活動費につきましては、それぞれ世帯数に応じて交付しているというような
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内容がございますので、結果的に行政区の世帯数の多い地域についてはそれだけ活動が大変だ

ろうというようなことでの応分なお金を交付していると、こういうことでご理解いただきたい

と思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 実は、私は今回の質問は金額を聞いたんじゃなくて、行政区の大

きいところ、小さいところ、非常にアンバランスがあると思うんです。それで、今後行政区単

位でいろんな計画をしていくためには、例えば５軒とか10軒ではなかなかできないと。多分こ

の行政区を見ると、20軒くらいの行政区が相当数あるんじゃないかと思うんです。一番上が

250世帯あるところもある、小さいところは７世帯のところもあるというと、その数字の変化

を５世帯ごとくらいに棒グラフかなんかにすると相当、20世帯だとか、30世帯くらいの行政

区が結構あるんじゃないかと思うんですよ。 

 ところが、小さくなれば小さくなるほどやっぱりいろんな活動は人手が要る仕事だとかそう

いうのになるとできなくわるわけですよね。だから本当にボランティア活動だとかいろんなこ

とをやろうと思うと、ある程度の世帯数がなければ、地域おこしというのは、私は自分の経験

から言うとできないと。せめて50世帯前後の１つの行政区をつくっていかないと、お金を、例

えば町として支給したとしても十分な活用は、私は人材がいなければできないんじゃないかな

と。そういう意味で言えば再度、私は、これは地域性がありますから、昔からの歴史だとか人

のつながりありますから、おい、あしたからこうしようと思っても難しいと思うんです。 

 ですから、これからの町の補助金の制度をこういった制度にしますよというときには、その

前にあわせてこういった行政区の再構築もしていかないと、結果的には一生懸命やったところ

と、それから一生懸命やろうと思ってもできなかった行政区が出てくると思うんです。だから、

再度その辺は町としてリーダーシップをとって、行政区の再編にも取り組んでいくべきじゃな

いかと、こんなふうに思うんですけれども、町の考え方をお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 全くそのとおりだと思いますね。いわゆるお金だけが足りなくて地域活動が十分にできない

というところもあれば、お金はあっても人が足りなくてできないということもありますし、私

がもう一つ大事にするのは、人もお金もそこそこあるんですが意識がないと、こういうところ

もあります。つまり町で取り組んでいるところに対して、やりもしないで批判をする、批評を

する、こういうところにお金を上げても、果たしてそのお金を上げた分だけの効果が出せるか、
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こういうこともありますので、先ほど申し上げましたように、私はその辺のいわゆる、あらゆ

る機会をとらえながらチャンスを与える、集落にそれぞれチャンスを与えながら、そのチャン

スの行動を見て、そして、隣の行政区との連携が図れるのかどうかとか、そういうことも含め

てやはり再編の条件というものを伺う必要があるだろうと、こういうふうに思います。 

 それで、当面、選挙の投票区について一応私のほうから提案をさせていただきました。もち

ろん送迎とか、そういう条件を取り入れながらそれについては相談をした集落については快く

それを一緒にすると、選挙投票区を一緒にするということをしていただきましたので、議員が

おっしゃるように、一律交付金をお上げするということになれば当然、今おただしのような条

件が整備されることが前提となると思いますので、私も認識をしているということでございま

す。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 じゃ、この問題について最後の質問をさせていただきます。 

 まず、組織をきちっと固めて、それから執行すると。そうなると当然、先ほど言ったように

財源が問題になると。その財源を下手に出すと経常収支比率が圧迫されて、もうまた首を絞め

ちゃうということで、これは隣の11番議員と関連しますけれども、やっぱり補助費の中身をも

う一度考え直す必要があるんじゃないかと。これは水平思考ですけれども、私は、きのう11番

議員のいろんな質問を聞いていてやっぱり感じ入りましたけれども、例えば同じような一部事

業組合において、田島下郷衛生組合は多分従来どおりでさほど問題はないでしょうと。ただ、

西部衛生組合については、やはり分担金の出し方がどうなっているかということも１つ考えな

ければいけないだろうと、こんなふうに思います。 

 それと、どうしてもお金がやりくりつかないということであれば、合併するときに特別に基

金を積み立てなさいということで、たしか約20億円くらいの基金準備金みたいな制度があった

と思うんです。それは該当するのは95％の国が70％ですよと。早い話が20億の0.666だから、

13億円くらいですか、最終的にはそういった基金を見込みながらの財源の企ても可能なのかな

と、こんなふうに思いますけれども、１点だけ衛生組合の分担金のほうは実際に精査している

のかどうか、あるいは今後精査するつもりがあるのかどうか、その点だけお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 衛生組合、いわゆる西部環境衛生組合のほうなんですが、これについては、私のほうに合併

直後に提案がありました。それは南会津の議員10人は必要ないので５人にしていただきたいと
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いうことで提案がありましたが、私は、10人が必要があるか、５人が正当かどうかわかりませ

んけれども、負担金の試算の中身を全く変えないでそれをお受けすることはできない。それは

私だけが決めるわけではなくて、議会の当然承認が必要なわけですが、議会の恐らく構成する

議員の方々もそういう疑問をお持ちになるだろうと、こういうことで話をしました。 

 その後、調べてみましたら、実際に只見町と南会津町の負担金の割合が、いろいろ計算の方

法はあるんですが、ここ数年39％、いわゆる只見町は持っているんですね、出している。残り

の部分は南会津町。そうしたら田島下郷町衛生組合を見ますと、人口比も含めてあるんでしょ

うけれども、40％が下郷町、60％が南会津町ですね。そういう、ある意味では余り細かいこ

とにこだわらないで、そういう組み立ての仕方ができるのかどうなのか、ここのところを検討

しながら、やはり議員の構成も含めて検討しましょうと、こういうことで話をしております。 

 その後、管理者が只見の町長ですから、事務局からのアプローチはありませんが、いずれか

の時点で構成する議員の方々との協議も含めながら、この負担金の問題はやっぱり検討してい

かなければならない、こういうふうに思っております。 

 そこで、財源の問題ですが、これらとあわせて補助金の見直しも含めて今、南郷地区で、実

はこれはうちの職員、南郷総合支所の職員が中心になって医療費削減に徹底的に取り組もうと。

医療費削減が仮に1,000万円目標を達成できたらば、この1,000万を地域に、どういう形にな

るかわかりませんが、いろんな形で還元できるだろう、こういう取り組みもあります。したが

いまして、その医療費対策、さまざまな方法でやっておりますが、それらも含めて財源の問題

は総合的に考えればそれほど厳しい状況ではない、こんなふうに認識しております。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、次に、黒磯田島線について再度お伺いいたします。 

 実はきょう、15年くらい前につくった田島黒磯線にトンネルをあけようというでっかい地図

があるんですけれども、それを持ってこようかと思ったんですけれども、ちょっと余り唐突に

出すと問題がこじれるかなと思って持ってこなかったんですけれども、実は黒磯線については、

私も産建の委員になってからずっと陳情に行っておりますけれども、非常に今回は勉強になっ

たのは、議会報告会において栗生沢地区の方から、林道のときには頂上まで行けたと、それが

県道になったら  から３キロくらいで通行どめになったという話を聞いたわけなんです。 

 それで、私はもうトンネル、最終的にはいろんなことを言って何とかトンネルをやろうとい

うことに一生懸命だったんですけれども、この前の報告会のとき感じたのは、やっぱりその地

域の住民の人というのは、あそこを開通することによってやっぱりさまざまな目に見えない利
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益があるんですね、あれ。 

 例えば頂上まで車が行けるということになると、あそこは山菜の宝庫だそうです。すごく、

昔の人はあそこに行って山菜いっぱいとって、それをお金にしていたと。ところが県道になっ

た途端、地域から３キロのところでシャットアウトされたので、山菜とりに行けないと。ああ、

なるほど、あそこ全線開通する意味というのは、そういうこともあるのかなということを思っ

たわけなんです。 

 それと、なかなか田島黒磯……、１点１点やったほうがいいんですね。だから、ぜひともト

ンネルとか、あるいは全線開通する前に、昔、町の責任であそこは通していたと。今度は県の

責任になって多分県は万が一何かあったときに責任を、今度は県道になっているわけですから、

責任を負わなければいけないわけですよね。昔は町が負っていたわけです。そんなこともあっ

てあそこを３キロのところでとめてやってるんじゃないかなと、こんなふうに思うわけなんで

すけれども、その辺、町長、今後県のほうに行って、ぜひともこういう事情もあるんだから、

できるだけ危険でない箇所はなるべく奥のほうまで入れるように許可をまず出してくれないか

と、そういうあれをやるべきだと思うんですけれども、町長の考えを。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 直接今、議員のおただしに答える前に、県が今回財政構造の改革について抜本的な見直しを

するということになりました。これは何を意味しますかといいますと、いわゆる県の財源が非

常に厳しい状況になってきているということですね、そうすると、たまたまいろんな期成同盟

会やなんかでいくと、「町長、一銭でも余計に県から金持ってこい」と、こういうふうに言っ

ている方が多いんですが、私は、今の県の財政を見ればそうではないと。それは必要ないわゆ

る支援はしていただかなければなりませんけれども、ここは県のいわゆる補助制度、補助のあ

り方、ここの中で町がその補助をいただくことによってどれだけ活性化するのか、あるいはど

ういう産業が伸びていくのか、ここのところをきちっと出して、それから要望活動をすると、

こういう形に恐らくしていくべきだと思います。 

 そこで、実はこの後、道全協、道路整備の全国協議会のほうに私の投稿をどうしても載せて

くれということで書かせてもらいましたが、やはりこれから道路特定財源がなくなって一般財

源化にされてきたときに、その投資がこの地域にとってどれだけのいわゆる活性化をもたらし

たのかという効果を求められることは間違いなくある、出てきます。いわゆる効果の成果をお

示ししながら、あるいはまた将来のビジョンをつくりながら道路整備というのを進めていくこ
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とになるんだろうと思うんですね。そう考えたときに、議員がおただしのように黒磯田島線は

私どもにとって、先ほど話がありましたような新エネルギー政策等とも結びつきます。木質バ

イオマスの言ってみれば宝庫です。町有林も相当ございます。そういう資源、それから登山者

も、実はこれ余り、何というんでしょうか、集計した実績がないからわかりませんが、かなり

多いんです、調べてみますと。そういうこと、それから山林、山野資源、これらの活用、こう

いうことも考えますと、やはり大変重要な路線であります。 

 しかし、それに付随する私たちは町のビジョンをつくり上げて、これから要望に向かってい

かなければならない、こんなふうに思っておりますので、ぜひ議員のほうのお力もおかりした

いと思います。 

 今回、黒磯田島線の県道の狭い路線のいわゆるカーブの地点とかの修復ができました、改善

が。これは実は、県から言われたのは、町長のほうから、奥の集落には消防団員がいっぱいい

るんですよ、若者がかなりいて地域の力を盛り上げているんですよと、こういうことがあった

ので、ぜひそれにこたえたいと、こういうこともあって予算をつけましたと、こういう話も後

日談としてありましたので、ぜひそういう効果を町としてもつくり出せるような計画をつくり

ながら進めたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 町長の話と多少、私再度質問することとダブりますけれども、確

かに町長も一緒に行っておられるから、田島黒磯線の会議の中身はわかると思うんです。去年

はたしか栃木県黒磯側では何とかダムまでやれば目的達成かなというような雰囲気の発言もあ

りました。そんなことがあったので、私はことし特別に発言を求めて、代表同士でもう一回考

えようと、そういったことも必要じゃないかという発言をしたんですけれども、あの期成同盟

会があることによって、栗生沢までのいろんな拡幅工事だとか、そういうのがやりやすくなっ

ているのも私は事実だと思うんですよね。あの雰囲気で、たまたまことしは、何といいました

っけ、阿久津議員ですか、県会議員、あの人が十五、六年前の話をして、もうこんなに続いて

いる期成同盟会はないぞという話が出ましたものですから、これまたまたピンチになったなと

いうことで、そうしますと、あれもしやめちゃうと栗生沢までの今度は活動をどうするのかと

いうことになりますから、あの路線はどうしてもやっぱり期成同盟会は続けていかなければい

けないと。 

 それともう一つ、私があきらめない理由は、国の政策が相当道路に関しては最近でも変わっ

ているということなんです。というのは、多分ガソリンの暫定問題があって、今回は委員会で
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建設課のほうから発表がありましたけれども、従来町道等を直すときには55％の国の補助であ

ったけれども、10ポイント上がって65ポイントになりましたと。雪寒に対しては65だったの

が75になりましたと。今まで変えようとしなかったことが、やはり国の論争の中で、国は自分

で予算抱え込んでないで自由に県が使えるような予算を、要するに負担率を国は多くしてくれ

という話が通じたんだと思うんです。一方で、新聞の片隅を読んでみると、国道に関しても何

か議論が始まったと、県のほうに任そうかと。 

 ですから、常にそういった約束事は変わりますので、前回私たちが質問したように、もちろ

んもう県の、我々が陳情に行ったとき県の財政が厳しいというのはわかると、当時から比べた

らば予算が45くらいになっているという話聞けば絶対わかる。じゃ我々も県の財源を見つけ出

すためには応援しなければいけないだろうということだと思うんです。それで、私は途方もな

い話をして、要するに合併推進債は国のほうに来て27％の特別なのあると。町だって残りの国

に対して、今制度上はできないけれども、町のほうもその半分くらいは、これは特例債で、町

のほうが参加できるような、それほど町は道路欲しいんだという姿勢にすれば、私はそういっ

たことも、すぐにはできなくとも合併特例債の期間の間に情勢が変わってそれいいよとなるか

もしれないと。そうすると、ある人は、町で特例債をやったら、あとの負担金の33％、そうす

るんだろうと。それは県と町の密約で、県の単独事業その分持ってくるとか、ほかの事業をや

るとか、いろいろ方法あるでしょうと。そういったことも考えて、私はあの期成同盟を存続さ

せるためにもそういったことを継続していくべきだと、こういうふうに思うんですけれども、

その件に関して町長の考えを再度お伺いしたい。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えします。 

 先ほども申し上げましたように、今、議員がおただしの件については、基本の軸としては恐

らく私も全く同じで、双方にぶれはないと、こういうふうに理解をしています。私は、期成同

盟会を残していくこと、期成同盟会が活動していくこと、大切なことなんですが、いわゆる議

員もおっしゃるように同じようなスタイルで活動していくのではなくて、時代が求めるものが

変わってきているわけですから、やはりそれにしっかりと、何というんでしょうか、密着でき

るといいますか、それに沿うような活動の仕方をつくり上げていく必要があると。そのときに、

いわゆる両県の関係町村がやはりそのビジョンづくりをまずして、そのビジョンづくりの中に

いわゆる県のそれぞれの財政状況を踏まえながら、いわゆる町の姿勢をどこまで示せるか、そ

このところが大事だと思うんですね。 
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 先ほど言ったように、補助率が上がったと。補助率は財政力の弱い自治体についての処置な

んですが、私たち首長としてはこれは本当に悲願だったんですね。それを国が認めたというこ

とですから、ここは安心をする一方でしっかりとそれにこたえる策を打ち出していくことが必

要だと思いますので、県には限りなく私どもの提案を持ち込んでいきたい。それでその全体の

中で今、南会津は融雪溝についても力を入れておりますので、それらとあわせながら投資効果

がきちっと打ち出せるようなものをつくって県と協議を進めたいと、こう思っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、最後に新エネルギーの件について、再度お伺いをいた

します。 

 実は、私が心配、心配というか、より効果的な新エネルギーを進めるためにはと常日ごろ思

っていたことが、ああ、なるほど現実だなと思ったのは、今回秋田県の小坂町に行って痛切に

感じたものですから、町のほうでも今、先ほど町長答弁のようにいろんなことをやっていると

いう話は聞きましたけれども、実は小坂町でもやっているんですけれども、あそこは菜の花の、

あれは秋田県で何か取り組んでいるらしいですね。菜の花をとにかく広げて自然エネルギーを

やろうと、新エネルギーをやろうということで県を挙げてやっているそうです。 

 ただ、あそこの町も、職員も一生懸命やって、自分たちで機械つくって廃油からオイルを取

り出したりやっています。いやそれは我々もびっくりしました。北のほうでは冬になると油と

っても軽油じゃ動かないからと職員がみんなでいろんな種類の不凍液を買ってきて、いろんな

不凍液で自分たちのつくった油を試しながら、あ、これだったら冬もいけるとかね。業者に頼

まないで自分たちでサンプルをつくって、あとは工場全体をでかくするかはみんなでやってと、

こういう感じで、ほとんど手づくりでやっている。しっかり全部、フライヤーといって油をあ

っためるのも、フライヤー自分たちでつくって、あっためておいて、それから油をろ過してと。

ろ過して出てきたものとグリセリンとのまざり方が悪いからその境を上にするか、全部職員が

やって手づくりでつくって、今度は走らせたらば冬はなかなかエンストしちゃうからと、何だ

と考えたら、じゃ不凍液凍っているよと。不凍液もいろんな種類があるからいろんな不凍液で

入れたらば動いたと。ああ、冬も使えるわという結論で、ますます今度ふやしていこうと。そ

ういった取り組みはすばらしい。１つだけは今、南会津町でも荒れ地の集約化を農業委員のほ

うでやっていると思うんです、荒廃地や。要するにどの辺に、例えばもったいないというのは、

あそこは37ヘクタールやっているんですよ。あれ１カ所にまとまったらば、ただ菜の花だけで
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景観でもお客さん呼べますよね。そこがやっぱり１つ、ああ、この町失敗したなと私は思った

んですけれども。荒れ地はいっぱいあるわけですから。そういう意味でも菜の花を例えばやる

にしても、荒れ地がどういう状況になっていて、どこにやれば集約できて、花を見せるだけで

もお客さんが呼べるかと。 

 青森県の、横浜くらいになれば、やっぱり花咲いているだけでお客さん来るんですよ。それ

から今度は油をとって新エネルギー関係に持っていって、だから、いろんなところで利益が上

がってくるわけです。農業の一番もうからないところというのは、売れないものをいっぱい発

生するから農業はもうからないわけです。とれたものみんな利用するようにすれば農家だって

利益が上がる。それと一緒にやっぱり景観だって利用するような、そういった新エネルギーの

対策をやっていただきたいなと、こんなふうに思うんですけれども、今のその新エネルギーに

対する、油関係だけでいいですよ、それに対しての計画をちょっとお聞きしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 私のほうからは大枠の取り組みについて話をさせていただいて、細かい話は担当課長のほう

から説明させていただきますが、まず、油については、町内の自動車整備工場２社がＢＤＦの

精製をいたしました。これについて報告を受けて対応をしようということで環境水道課のほう

で取り組みを進めましたが、このＢＤＦの場合は軽油と混合するんですね。混合した場合につ

いては税金がかかるということですので、ここのところをクリアするのにちょっと今時間かか

ります。 

 それから、環境基本計画を、今その詳細ビジョンをつくるというふうなお話しましたが、詳

細ビジョンの中で、大学の先生のほうで開発をしているＳＶＯという、いわゆるこれは混合さ

せないで走行ができるという方法なんですが、これについて、公用車の中にディーゼルエンジ

ンの車両がありますから、これらについてちょっと約30万円くらいの装置をつけなければなら

ないんですが、それで一応走行テストをしてみようということで取り組みをしているところで

あります。 

 いずれにいたしましても、これはいわゆるこれだけ原油が高騰してきます。しかもその高騰

の要因がいろいろありまして、どうもファンドやなんかも含めてやるとなると、ここはやはり

議員が言うように、思い切った新エネルギー政策を打ち出すべきだと。そのときにはやっぱり

遊休農地の活用、それから森林の活用、つまりこの地域に存する資源がどのくらいあるのかと

いう、そこのところもしっかりと調査をしていかなければならない。 
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 ちなみに遊休農地については農業委員会のほうでしっかりと現場も位置も面積もつかんでお

りますので、対策を今後練っていきたいというふうに思っております。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 お答えいたします。 

 今、町長よりお話ございましたが、町の中で２社、とりあえずこれはＢＤＦというか、一応

使える燃料、軽油にまぜない状態のやつで一応精製はして、今、町長からお話ございましたと

おりに、まぜると軽油税の関係で問題が出てくる。今その辺は調査中でございます。 

 それから、町長からの質問でございましたＳＶＯ、これはストレート・ベジタブル・オイル

といいまして、車を加工しまして、今実際燃料がついているところには廃食油を入れまして、

あともう一つ燃料は10リッターぐらいの燃料を、軽油を入れると、のをつくって、そこでとり

あえずエンジンをかけまして、寒いときに廃食油だと固まりますので、それを温めまして、あ

とは切りかえて全部廃食油で走ると。これにつきましては、さっき町長から話がございました

が、足利工業大学の先生がもう２年ほど全部実施されていることでございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 これは新エネルギーの油関係は、非常に議会にも相当詳しい人が

議員の中にもいますので、大体我々はひょっとしたら執行部より掌握しているかもしれない。

相当何カ所も市役所でやっていますので、それは10月の終わりに産業建設委員会でまた委員会

ありますので、そのときしっかりとお聞きしたいと思います。 

 それでは、私の一般質問はこれで終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、12番、星登志一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 山 内   政 議員 

○渡部康吉議長 次に、５番、山内政君の登壇を許します。 

 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 議席番号５番、山内政。質問通告によりただいまから質問を行います。 

 質問は、今冬の除雪体制についてで、４つの項目にわたり質問を行います。 

 １つ、冬期間の除雪作業において、同じ雪道なのに国道、県道は乗務員が２人体制なのに対
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して、町道は１人体制なのはどのような理由があるのか伺いたい。また、あってはならないが、

作業中に不慮の事故及び病気などで除雪作業に支障が出ることも可能性はゼロではない。それ

にはどう対応されるのか伺いたい。 

 ２つ目、西部地区は、総合支援センターでの除雪支援体制が今年度からスタートされると思

われますが、３地区、舘岩地区、伊南地区、南郷地区のそれぞれの体制と登録団体数及び町民

に対しての広報活動の計画があれば伺いたいと思います。 

 ３つ目、建設業者が多数倒産し、今まで道路の除雪、排雪業務に当たられていたが、倒産に

より業務に支障はないか伺いたい。また、今後公共工事が減少し、建設業関係者が少なくなっ

たとき、一朝一夕では養成できない除雪オペレーターの育成についてはどう考えているのか伺

いたい。 

 ４つ目、幸いにして雪が少なく除雪業務が少ない場合の最低限所得保障は冬期間の雇用確保

を考えたとき非常に重要と思えるが、実施する考えはあるか伺いたい。 

 以上であります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ５番、山内政議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、除雪体制に関する１点目。除雪体制が国道、県道は乗務員が２名体制なのに町道は

１人体制なのはどのような理由があるか、こういうおただしがございました。県におきまして

は、国道及び県道は幹線道路であり、除雪作業中における交通量も多く、また高速で作業を実

施することから、作業中における安全確認のため助手を配置していると聞いております。 

 町道の除雪作業におきましては、それぞれ除雪路線について熟知をしたオペレーターが作業

を行っている上、交通量も比較的少ないため、１人体制で実施しているところであります。 

 また、除雪オペレーターの事故及び病気への対応については、除雪オペレーターに日ごろよ

り健康に対する自己管理の徹底を図るとともに、万全の体調を整えた上で作業に当たるよう指

導を繰り返ししているところであります。 

 さらに、作業中の事故及び急な病気への対応につきましては、早急な対応ができるよう各車

両無線等による連絡体制を整えており、町の直営除雪隊が除雪に当たることとしておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、２点目、西部地区における総合支援センターでの除雪支援体制についてのおただしが

ございましたが、舘岩、伊南及び南郷地域それぞれにおいて、町の除雪ネットワーク事業によ

り総合支援センターの登録団体であるＮＰＯ法人等に事務を委託して実施するよう協議を進め
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ているところであります。舘岩地域では財団法人舘岩農業公社に、伊南地域では農業生産法人

伊南の郷に、南郷地域ではＮＰＯ法人じねんとに委託して進めるよう計画しており、今後それ

ぞれの受託事業者において除雪支援者を募集し登録することになります。 

 また、町民に対しての広報活動については、町のお知らせ並びに総合支援センターだよりで

周知を図っていくよう考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、３点目、建設業者の倒産による除雪業務への影響についておただしがございました。

昨年、舘岩及び南郷総合支所管内におきまして建設会社の倒産が２社ございました。建設会社

が除雪事業を担う当町におきましては大きな痛手ではありますが、本年度につきましても委託

業者の支援と協力をいただき、昨年度末の体制で対応できるものと考えているところでありま

す。 

 除雪オペレーターの育成につきましては、冬期間の道路の円滑な除雪作業を実施し、安全な

通行を図る上で除雪オペレーターの確保は必要不可欠でありますので、除雪会議の場で関係事

業者に講習会への出席をお願いし、各オペレーターが除雪工法や安全対策、機械の取り扱いな

どを習得するとともに、経験豊かな熟練者から若手がその技術を引き継ぐことで高度な技術や

能率の向上が図られるよう努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、４点目、最低限の所得保障の実施についておただしがございましたが、当町の厳しい

財政状況や４地域の降雪量の地域差による稼働時間及び稼働日数等により最低限所得保障の基

準を何に置くかなどの問題があります。したがいまして、現行どおり除雪業務実績払いとし、

なお各総合支援センター及び除雪支援事業を行っている協力団体と連携をし、道路除雪以外で

の雇用の確保が図られるよう努めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項については担当課長に答弁させますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 それでは、再質問をさせていただきます。 

 先ほどご答弁いただきましたように、国道と県道は２人体制。私は県の担当者に伺いました

ところ、これは先ほどもお話ありましたように、安全確認とか安全確保ということで、そのた

めには絶対１人では作業はさせないということでありました。町長も答弁の中で話しておられ

ましたが、早朝でございますので、県道、国道、町道もそんなに交通量は、さほど差はないと

いうふうに私は考えております。ですから、交通量のことだけでの２人体制、１人体制という



－１２７－ 

のはちょっとこう疑問に思うわけですが、それでは、建設課長さんに伺いたいと思います。通

常、夜中の、しかもあるときは吹雪の作業をしているときに、安全確保ということはどう指導

されているのか、それについて伺いたいと思います。実際に安全の確認が十分でなくて、他の

車両等にぶつけてしまったことが実際生じていると思いますが、そのことも踏まえてお答えを

いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 まず、1人体制の部分でどのように安全が確保されますかというおただしであろうかと思い

ますが、町長申し上げましたように、除雪会議を開いておりまして、その中で私どもが行って

おります町道の除雪といいますと、どうしても国道と違いまして狭く、またはカーブ等々が多

いところの除雪でございまして、除雪のいわゆる除雪時間といいますか、稼働するに当たって

もほとんどが低速での除雪になります。そういう意味では会議の場において、地吹雪があった

り、そういったときには必ず停止をして安全を確認してからというような中での作業をしてい

ただきたいということで毎年度お願いしておりまして、それが徹底されていると認識しており

ます。 

 よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 先ほどの除雪会議の中で健康に十分留意するようにというような話で

ございました。実際に雇用をされるときに健康診断とか、事前の健康チェックというものは、

あるいは委託業者等に健康診断の提出というものは求めていらっしゃっておられるんですか、

お伺いします。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 雇用するに当たって健康診断書の添付という部分でありますけれども、手元に資料ございま

せんで、後ほどこの点については再度説明させていただきます。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 はい、わかりました。 

 深夜作業中で各トランシーバーといいますか、無線機といいますか、行政無線なのかもしれ

ませんが、そういうもので役場との、要するに現場の体制は整っているということですが、そ

れは終日除雪において建設関係のどなたかが役場あるいは支所に詰めているという理解でよろ
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しいんですか。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたしますが、除雪に当たりまして除雪の指導等について、そ

の判断等々については当然、主管課である建設課であれば建設課の担当係が広域消防署との連

携をとりながらそれぞれ指示をするという体制になっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 ちょっと最後の答弁、わからなかったんですが、試乗する、試しに乗

るということですか、それとも指示をするということですか、すみません。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 除雪に対して出動の指示をすることであります。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 それでは、２点目について。総合支援センターで除雪について、先ほ

ど町長から述べられておられました。非常に、最初のころといいますか、合併したころから比

べますと進んでいるなというふうに、進んでいるなというか、着々とされているというふうに

理解をいたしました。ちょっと視点は違うんですけれども、高齢者の除雪支援体制については、

それは総合支援センターとどういう絡まりといいますか、どういう体制でいかれるのか、ある

いは、総合支援センターとの相互の関係はどうなっていくのか、町民はどの窓口に行けばいい

のか、健康福祉課長に伺います。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 先ほど、町長の回答の中で委託業者のご回答がございました。４つの業者に除雪を委託する

ということであります。高齢者の除雪関係につきましても、昨年度も改めて業者を選定して委

託するという形では行っておりません。したがいまして、今年度につきましても同じ業者に委

託をしながら進めていくということになると思います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 本町も含め３つの支所で除雪窓口は、そうすると一般町民はどこにと

いいますか、１つは図られていくのかどうかということと、もしも図られなかったらばそれは
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それぞれの窓口で相談を受けるというような理解でよろしいですか。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 除雪の支援体制について今、健康福祉課長も答弁申し上げましたんですが、各総合支援セン

ターを窓口といたしまして、それぞれ除雪に対する支援といいますか、除雪に対する事業の展

開を進めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 そうすると、支所あるいは本庁に電話すれば除雪に関しては町内で連

携をとってこたえていただけると、そういう理解でよろしいですか。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 高齢者の窓口についてのお話だそうですが、この部分についても総

合支援センターを一般の窓口としまして、実際それから派生していくものについては先ほどお

話ししたような形で事業を進めるということになろうかと思います。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 はい、わかりました。高齢者の方については総合支援センターを窓口

ということで。 

 それから、ことしの３月の定例議会で、後ろにおります湯田秀春議員の除雪の質問に対して

建設課長さんは、行く行くは総合支援センターがメーンになって国・県等の除雪も、町道の除

雪もと、こんなふうなシステムを考えておりますというふうに答弁をされまして、非常に頼も

しいと思いました。 

 そこで、室長さんに伺います。このようなシステムになるまでには今後どのような経験が必

要ですか。今の現状でお答えいただければと思います。 

○渡部康吉議長 直轄政策室長。 

○宍戸英樹直轄政策室長 お答えいたします。 

 まず、先ほどの質問で健康福祉課長が答えました点について、再度お答えします。 

 現在の計画では、総合支援センターが直接の窓口となるのではなくて、委託を受けるＮＰＯ

その他の団体、先ほど４つの団体ご紹介しましたが、そこが直接除雪依頼の窓口になる計画で

おります。若干訂正をさせていただきます。 

 それから、町道、いわゆる道路の除雪も含めて総合支援センターがその役割を担っていくと

いう計画につきましては、現在のところ総合支援センターが町の組織の一部となっております
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ので、独立法人として独立してから町から委託を受けられるような体制づくりをつくっていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 それでは、再度確認をさせていただきますが、３つの支所につきまし

ては、その委託を受けた業者というふうに理解していいかと思うんですが、それでいいのかど

うかはちょっとあれですが、直接委託を受けたほうに、それが窓口になってやっていくと。し

からば本庁はどういう体制なのか。先ほど私もちょっと質問漏れたかもしれませんが、そこの

部分についてちょっと。それは高齢者の除雪についてと、それから一般の、道路については多

分建設課だと思うんですが、それについてお答えをいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 直轄政策室長。 

○宍戸英樹直轄政策室長 お答えいたします。 

 田島地区、田島地域の高齢者世帯等の除雪支援につきましては、ＮＰＯ法人の御蔵入クラブ

に委託をする計画としておりまして、そこが受け付けの窓口というふうになります。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 大変いいなと思いますが、問題は、その窓口の受け付けがきちっと町

民に周知されるかということが１つ大きな問題かなと思うんです。役場に来ればその窓口から

委託されたほうに当然行くかと思うんですが、その窓口の徹底といいますか、それは早目に、

しかも何回もしていただきたいなというふうに思いますが、きょう多分議会でも聞かれた方、

初めてだと思いますので、ぜひ周知につきましてはきめ細かくしていただきたいと思います。

その点について、よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 周知については、当然いろいろな方法で私どもは対応をしなければなりません。その前に、

まず県の２人体制が町道の場合については１人だと、それから、高齢者の支援については窓口

がそれぞれ委託をするＮＰＯ法人等団体だと。これらについて、ある意味では今過渡期なんで

すね。これまではすべて役場でやっていました。いわゆる役場でいいますとそれぞれの担当課

ということになりますが、除雪のメーンは建設課になっている。ここが変わるわけですから、

やはりこれは町民の方々が非常にやりにくいといいますか、利用しにくいといいますか、恩恵

を受けにくい状態はとにかくつくるべきではない。そのための調整といいますか、徹底を役割
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として持つのが役場の職員の仕事ですので、ここはしっかりと整備をしていかなければならな

い。 

 ただ、議員の恐らくこれまでの活動の中でもご理解をいただけると思いますが、基本的にト

ータルで、合併後35％の補充率にするということは、いわゆる330人いた職員を160人から170

人体制にしていかなければならない。これは大きな課題です。先ほど、議員からもご提示あり

ましたが、合併特例期間がもう３年も過ぎてしまったと。残り７年、あるいは暫定期間があり

ますが、ここの中で自立を目指す町をどうやってつくるかということになりますと、いわゆる

組みかえをしながら、ある意味では町民の方々に多少の負担やそういうものをある程度お受け

をいただいてやらなければならない時期があると。そこのところを私たちは現場に出向いて説

明をしていくと、こういうことになるかと思います。単にペーパーで知らせるということだけ

じゃなくて、これは現場に出向いて、集落に出向いて説明をしっかりとしていくと、こういう

ことになるかと思いますで、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 ことし、今話されましたように、総合支援センターのシステムが少し

ずつ機能して、除雪体制が少しずつ確立できるとすれば、私、雪国におけるモデルケースにな

るのではないかというふうに思っております。今後、ことしの冬の成果を積み上げて、町民に

とって一番安心できるシステム、しかも、先ほど町長が話しましたように、職員が過重な負担

にならないようにということもありますので、その辺ことし１年、１年というかことしの冬し

っかり、私も一生懸命見ていきますけれども、室長さんにはその辺のところをしっかり見てい

ただきたいというふうに思っております。室長さんのそれに対する思いというものをひとつ聞

かせていただきたいと。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 室長が答える前に私のほうからちょっとお答えをさせていただきますが、道路特定財源が一

般財源化になっても、除雪予算については従来どおりの財源をしっかりと確保します、確保で

きると、こういうふうに国では言っていますね。それで、私が今、県を通して国のほうに提案

をしているのは、いわゆる流雪溝を新たな公共事業、今までも公共事業でやっていたんですが、

流雪溝は道路工事をするときにあわせてやるという考え方だったんですね。それで、流雪溝の

問題は、いわゆる建設分野でやったものと、農の分野でやった分のこのジョイントがうまくい

っていないですね。ここのところをもう一回、新たな公共事業として流雪溝をいわゆるメーン
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の事業として扱ってくださいと、こういうことでお願いをして、今います。 

 これがもし国のほうでお受けをいただくということになりますと、流雪溝で絶えず処理する

ことができるということになれば、経費の削減はできるんです。一部ですね、排雪という。い

わゆるたまった雪をダンプで積んで河原に、あるいは特定の場所に移動するという行為がなく

なりますから。そうすると、私は、２人体制、いわゆる同じ町道でも、町道といってもいろん

な状況がありますから、その状況を見ながら、あるいはさっき交通量と言いましたから、交通

量やなんかを条件を整備しながら、２人体制でやる町道もあれば、とりあえず１人体制でやら

なければならないところも出てくると思います。 

 これは、本当に私どもも非常に情けないなというふうに思っています。救急体制も実は法律

で定めた体制が維持されていない。これも現実あるんですね。じゃどうするのか。負担金をふ

やしてまでもやるのか。そうではなくて、もう一回この体制整備について見直しを行いながら、

現状の中でその法律に決められた体制ができないのかということを検討していくということと

同じように、この除雪もしっかりとそれは最初から決めつけないで今後の検討課題にしていく。 

 したがいまして、雪国である私たちは、雪国でも安心して暮らせる、あるいは雪国であれば

こそ除雪体制はしっかりと整えていくと、こういういわゆる課題を私たちは忘れずに今後取り

組んでいきたいというふうに思っております。 

○渡部康吉議長 直轄政策室長。 

○宍戸英樹直轄政策室長 お答えいたします。 

 ただいまの町長のお話にもありましたとおり、南会津町我々町民にとって一番の課題は除雪、

雪対策だというふうに考えております。事実、町民の皆様からいただく苦情で一番多いのも除

雪に関する問題だというふうに認識しております。そういった町民が抱える大きな課題に、総

合支援センターという枠組みの中で民間の方、住民の方が力を出し合って、その課題解決に向

けて取り組んでいけるということは、先ほど議員のおただしにもありましたように、まさに全

国のモデルケースとなり得るんではないかというふうに感じております。 

 この総合支援センターの取り組みは、例えば昨年度、南郷地区ではＮＰＯ法人の職員の方が

対象の高齢者世帯を一軒一軒訪問して、様子を伺ったり、お年寄りの話し相手になったりとい

うような、単に除雪の手助けをするだけではない、新たなサービスといいますか、取り組みも

しておりますので、そういった、行政ではなかなか手の届かない細かいところにもいい影響が

出てくる制度にしてまいりたいというふうに考えております。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 



－１３３－ 

○５番 山内 政議員 私も地元に帰れば一地域住民でございますので、また一緒になって雪

国の不安の解消のために努めていきたいというふうに思っております。 

 それでは、３点目につきまして再質問させていただきますが、本来、先ほども答弁ありまし

たけれども、除雪の作業は公共事業で蓄積してきた技術がそのまま生かされてきたわけであり

ます。しかし、国民の目線、特に都市住民の目は道路等の公共事業に対して厳しいものがあり

ます。しかし、この地方にとって公共工事のための工事など存在しておりませんで、そのすべ

てがこの地域で生活する人のための社会資本の整備でありました。しかし、整備が進めばおの

ずと工事の量が減少することは、これは全く明らかでありまして、ここに矛盾が生じるわけで

あります。片一方で、当然のことながら福祉の充実を唱えながら公共事業費の削減を求められ、

しかし、削減されれば今まで確保できていた地域の災害等の対応に瞬時に反応できる体質が維

持できなくなると、そういうわけでございます。 

 ここで、建設課長さんに伺いたいと思うんですが、この矛盾といいますか、現場を預かる責

任者としてどういうふうに対応されていかれますか。課長の理想でも構いません、こういうふ

うにしていったらどうだということをお聞かせいただければというふうに思います。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたしますが、今、議員のおっしゃっている内容と、私が日ご

ろ担当課長として、公共事業も含めた地域のいわゆる状況については、重々承知しているとこ

ろでありますけれども、まず１つは、私どもの南会津といいますか、地域が抱えている部分で

の問題等々も、あるいは課題等々もいっぱいあるわけでありまして、今、議員がおっしゃいま

した内容と私の考え方、ずれがございませんで、そういう意味では現場を預かる者として今後

とも情報をキャッチしながら精力的に対応していきたいと、こう考えております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、４つ目について再質問をしたいと思います。 

 昨年、このことについては質問いたしまして、じっくり昨年の答弁を読んでまいりました。

今回も苦しい胸の内ということかなというふうに感じておりますが、実は県の制度、たまたま

去年質問する前の日か次の日、所得保障というようなこと出たわけですが、県の制度というの

は待機保証という制度であるそうです。これは雪が降らなくても常に待機をしなければならな

い作業者の方に、12月15日から３月14日までの期間で一定時間を超えた部分について支給を
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するという、そういう制度とお聞きをいたしました。この制度は、お金の支給は一番最後とい

うことなので、実は作業をされている方が今お金が必要なのにそのときには行き渡らないとい

うような制度上のつらさもあるというようなことを申しておられました。 

 ここで私が申し上げたいのは、今、何らかの対応策を研究しておかないと、確実にオペレー

ターというか、若者の作業員がいなくなる可能性があるということでございます。本当に雪は

自然そのものでありますので、降るか降らないか全く、今の気象科学でもその予測は本当に困

難であります。降り続ければ何日も降るし、およそ１人の除雪の体制ではもう到底対応できな

いような状況もこれはあります。また、雪が降らなければ降らないで、経費の負担に不満がい

くと。ただ、行政としては最善の備えづくりをしなければならないというふうに思うわけであ

ります。そのことについて、備えという意味ですが、町長のお考えを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 確かに、議員がおっしゃるように、いわゆる実行をする側とすれば、そういう不安を絶えず

抱えていなければならないという状況だと思います。あるいはまた、本人のみならず除雪を委

託する建設会社のいわゆる経営的な視点からも大変負担がのしかかってくる。結局町が支払わ

なければ自分のところで雇用している社員ですから、自分のところで何らかの保障をしていか

なければならないということになってくるんだろうと。 

 そこで、先ほど私がお答えをしましたが、いわゆる道路除雪以外ですることがあるだろうと。

これは実は、はっきり申し上げますと、田島の丹藤地区でした、除雪支援体制をやったために、

除雪をしていたおばあちゃんが屋根からの雪で埋まってしまった。そのときにちょうど声がし

たので、村の中を除雪をしていた地区の人が駆けつけて一命を取りとめたと、こういうことも

あるんですね。 

 ですから、私たちが今、何げなく、何げなくと言っては失礼ですが、除雪の被害、いわゆる

災害がないと思っているけれども、これは雪がなくてなかったのか、それとも雪があるんだけ

れども、いわゆるそういう見守り隊といいますか、そういう地区の協力体制ができているから

事故につながらなかったというのは相当私のところに報告として入ってきます。それらをさっ

き室長が言ったように、総合支援センターの機能充実の中で図っていけば、これは道路の除雪

は、ある一定の基準がありますから、基準を満たさないときには出動できませんので、道路は

仕事はないかもしれませんが、村内というか集落内の、あるいはまた河川、あるいは側溝、い

ろいろな部分のいわゆる作業はあるんだろうと。ここのところを実は地域の中でしっかりと、
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こういう仕事があるというのを具体的に出してほしい、こういうふうにお願いをしております

ので、そういう形で冬期間仕事がつながるようになればいいのではないかなと、こう思ってお

ります。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 除雪体制ということの政策のフィルターを通じて、最後、政策全般に

ついて申し上げたいと思います。 

 私も含め声を出して言える人はそれなりに行政にも声が届くと、そういうふうに思います。

しかし、町民の中には声を出したくても声が出せない、声なき声があります。私も含め町長以

下、部下職員であります皆様方もぜひ声なき声に耳を傾けられるように私の思いを伝えておき

たいと思います。 

 終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、５番、山内政君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩にいたします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の申し出 

○渡部康吉議長 ここで、12番、星登志一君より発言したい旨の申し出がされておりますので、

これを許可します。 

 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 午前中の私の一般質問の中で「  」という不適切な発言があり

ましたので、取り消したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ただいま発言のとおり発言の取り消しについてご了承願います。 

 次に、建設課長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可します。 
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 建設課長。 

○大竹政義建設課長 午前中、５番、山内政議員の除雪に関するおただしの中で、定期健康診

断書の提出についての答弁漏れがございましたので、お答えをいたします。 

 除雪業者におきましては、労働安全衛生規則第44条により、常時使用する労働者には１年に

１回、定期健康診断を受診させることとなっております。そのため委託業者においては定期健

康診断を受診している者を作業に充てていると理解をしております。 

 また、臨時雇用オペレーターにつきましては、雇用時、口答で健康に対して問題があるのか

の聞き取りを行っており、健康診断書の提出は求めてはおりませんが、今年度からは業務の特

質から事業所及び町の健康診断を受診し、就労していだたくようお願いしてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ただいま説明のとおり、健康診断書の提出について、ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 竹 幸 一 議員 

○渡部康吉議長 次に、19番、大竹幸一君の登壇を許します。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 それでは、通告に基づきまして質問いたします。 

 まず最初は、ことしも福祉灯油をという質問であります。 

 昨年以来、収入はふえないのにガソリンや灯油、あるいはさまざまな物価が上がって町民の

暮らしは大変困っております。そうした中で８月現在の昨年同期のガソリンと灯油につきまし

て農協に行って聞いてきますと、レギュラーガソリンでありますけれども、128％という状況

であります。昨年の８月の145円、リッター当たりですね、それから今年の８月が185円とい

う状況。一方、灯油では168％、昨年が82円、ことしが138円、これ一般の配達の値段であり

ますけれども、そういうことを伺ってまいりました。 

 そこで、町民の負担軽減のため次の原油高の対策について伺うものであります。 

 まず１つは、昨年度所得の低い方々の高齢者世帯1,123世帯、それから障害者の世帯が102

世帯、そしてひとり親世帯が37世帯、子育て世帯が32世帯、合計1,294世帯に対しまして

5,000円の福祉灯油を実施したわけであります。合計金額で643万円でありまして、これも大
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変多くの方から喜ばれております。したがいまして、本年も実施すべきと思いますけれども、

どのように考えているか。また、特に国や県の動向についてはどう把握しているか伺うもので

あります。 

 ２つ目は、福祉灯油とはやや趣旨は違いますけれども、南会津病院へ運行している乗り合い

タクシー、この方からも非常にガソリン代が上がって大変だという声が聞かれております。ま

た、肥料、飼料、資材の高騰のために農家からも非常に大変だと。農薬あるいは肥料が40％か

ら60％も上がったと、こういうふうな状況ですので、農家に対しても助成をすべきと思うが、

どう考えているか伺うものであります。 

 さらに、その原油高騰の原因である投機マネー、これに対する実効ある規制措置を町として

も国へ求めるべきと思うが、どうしているか伺うものであります。もし求めているのであれば

その状況を伺いたいと思います。 

 ２つ目の問題は、不正防止対策であります。 

 昨年に続きましてことしも伊南総合支所において町職員による金銭的な不正が発覚し、マス

コミでも大きく取り上げられたため、町民は大きな行政不信を抱いております。私も成人にな

って30数年たちますけれども、この間、いろいろ酒による、酒を飲んだ後の何か、傷害事件で

あるとか、あるいは男女の問題であるとか、そういう不祥事を聞いてはおりますけれども、金

銭に伴う不祥事、これは昨年初めて聞いたというか、そして、それが連続起こったということ

でありますので、これは大きな、重要な問題だというふうにとらえているわけであります。 

 そこで、事件後どのような対策がとられたか伺うものであります。 

 そして、２つ目は、この事件を契機としまして内部告発制度ということにつきましても、ぜ

ひ必要であって、そのための法律もあるわけでありまして、公益通報者保護法という法律もあ

りますので、これを行政の中でどのように運用していくのか、そういう内部の話し合いがどの

ようになされているのか、伺いたいと思います。 

 ３つ目の問題は、今の具体的な問題とは少し離れますが、一般論でありますけれども、職員

が死亡した場合、あるいは退職した場合に退職金が払われます。その後、その職員の不正が発

覚した場合、一般論としては退職金を返還すべきだと、こういう声が非常に多いわけでありま

すけれども、それが現状の仕組みの中ではできるのかどうか、その状況を伺いたいと思います。 

 ４点目は、これは大分県の教員採用問題不正問題に関連しまして、福島県でもいろんなミス

がありましたけれども、その中で、新聞報道の中で福島県教育委員会では採用試験の問題用紙

の持ち帰りを今年度から認めて、そして解答例も公開し、そして自己採点を可能にしたと、こ
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ういうふうに報道がありましたけれども、本町の職員採用試験の際にはどうなっているのか、

伺いたいと思います。 

 ５点目は、その本町の職員採用試験に関連しまして、いわゆる口ききであるとか、合否の事

前連絡、こういうものはどうなっているのか伺いたいと思います。 

 大きな３つ目の問題としましては、公共交通調査について伺います。 

 公共交通の見直しを図るために65歳以上の人が住んでいる世帯へアンケートが行われたとい

うふうに聞いておりますけれども、このアンケートを行う際に、最初は民生委員協議会のほう

にも話があったと聞いておりますが、その次には行政連絡員のほうにも話があったと。しかし、

最後に、お金になるという理由で老人会が調査員を引き受けたという経過があったと聞いてお

ります。その際にどういう基準で幾ら支払われるのか伺いたいと思います。 

 また、このアンケートの際に調査団体名が書かれた用紙、この用紙には公共交通会議の会長

である副町長の名前が載っており、さらにそのアンケートのお願いというものも載っておりま

す。それと、実際に一軒一軒に配られた調査票、それが別の用紙になっておりまして、中には

調査票のみが配られた世帯があるわけであります。そういう世帯からは調査団体がわからない

と、あるいはその調査票を見てみますと、病院名を求める項目がありますので、その病院名に

よっては病名がわかってしまうような場合もある。また、通院回数も求めておりますので、そ

の病気の重い、軽いと、そういう状況もわかってしまうというようなことで、プライバシーが

守れないと、こういう理由で協力してもらえないと、そういう場合があったと聞きますけれど

も、調査の世帯、人数あるいは回収率はどのようになっているか伺いたいと思います。 

 さらに、３つ目としましては、この調査票に「乗り合いタクシー」あるいは「デマンドタク

シー」という言葉が出てきますけれども、その説明が書かれていないわけでありまして、その

説明は調査員用の用紙には書かれているわけであります。そこで、調査員が調査票だけ置いて

いった場合や、あるいは調査員が対面で話した場合においても、説明不足がありますと最も大

事なことが把握できない、そういうアンケートとなってしまうと心配しておりますけれども、

どうなっているか伺いたいと思います。 

 ４つ目は、この調査を基礎に12月まで計画をつくる予定になっていると聞きますけれども、

当面一番困っている南郷地区の場合は、いつまでに公共交通を再開する目標なのか、それをま

ず伺いたいと思います。 

 次は、町出資の企業についてでありますが、一般行政報告書を見ますと、昨年の町出資の６

社の税引き前の当期純利益が載っておりまして、その合計を万単位で計算しますと1,949万円
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の黒字と、こうなっておりまして、その内訳は、まず１つ目は夢開発、田島地区の夢開発が

2,469万円の黒字、それから２つ目は会津高原リゾートでありますが、これが舘岩地区であり

ますが649万円の黒字、３つ目は株式会社ＩＮＡ、伊南でありますが、これが358万円の赤字。

４つ目はさゆりの里、南郷でありますが、これが798万円の黒字。それから、５つ目はゴルフ

場、舘岩でありますが、これが248万円の赤字。そして、最後に観光公社が1,361万円の赤字

と、合計1,949万円の黒字と、こういうふうになっているわけであります。これらの企業につ

きましては、つくった経過から考えて出稼ぎ対策あるいは雇用対策と。その重要性は当然理解

しておりますけれども、今後一定期間たっても赤字の場合には閉鎖や統合などのルールをつく

る必要があると思うわけであります。 

 そこで、専門家も含めたルールをつくる委員会を立ち上げてはどうか、そういう時期に来た

のではないかというふうに思っているわけであります。この問題については、合併の際には現

状のまま引き継いでしまったわけでありますから、合併してもう３年目になりますので、そろ

そろこういう検討委員会を立ち上げて、そして最低１年くらいは調査をして、そしてその後、

例えば３年なのか、５年なのか、10年か、その辺わかりませんが、そうした一定の方向で、赤

字が続くならば何らかの対策をとるという方向を示す必要があると思いますが、その点をどう

考えるかを問いまして一般質問を終わります。 

 なお、答弁によりましては自席から再質問をするものであります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 19番、大竹幸一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、原油高対策に関する１点目、本年も福祉灯油を実施すべきかと思うがどうか、こう

いうおただしがございました。本町では昨年度、灯油価格の急激な高騰の影響を緩和すべく、

高齢者世帯、障害者世帯、さらにはひとり親世帯から子育て世帯のうち所得の少ない世帯を対

象に福祉灯油緊急支援事業を実施いたしました。特に子育て世帯への支援は県の補助対象では

ありませんでしたが、町独自の施策として実施したところであります。今年度に入ってからも

原油価格の高騰が続き、灯油の小売価格も昨年に比較して高値で推移をしております。灯油は

冬期間の暖房用燃料として必需品であり、生活費へ直接的な影響を及ぼす問題でありますので、

今後の価格動向を見きわめながら、事業実施及び事業規模等を判断してまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、国の動向につきましては、原油等高騰に関する緊急対策関係閣僚会議がことしの６月

26日に発表いたしました原油等価格高騰対策の中で、福祉灯油は昨年同様、離島など地方対策、
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国民生活への支援に位置づけられ、特別交付税の措置が行われることを確認しております。 

 次に、２点目、南会津病院へ運行している乗り合いタクシー会社に対して助成すべきとのお

ただしがございましたが、乗り合いタクシーの運行業務を委託していますタクシー会社の代表

の方々と話し合いを持たせていただいたところ、新たな助成制度の要望はございませんでした

ので、町といたしましてはタクシー会社への直接的な助成は現在のところ考えておりませんが、

中小企業者、個人事業者への緊急的な支援策として公庫・協同組合融資利子補給補助金で対応

するため補正予算に計上したところであります。 

 また、肥料、飼料、資材の高騰のため農家に対して助成すべきとのおただしがございました

が、議員のご指摘のとおり石油価格、化学肥料価格などの高騰は農業経営に深刻な影響を及ぼ

すものと懸念しております。町といたしましては、農家の現状把握に努め、施策に反映させる

とともに、当面は直接的な農家への助成は行わず、南会津町農林水産業振興基金の弾力的な活

用を検討してまいりたいと、このように考えております。 

 また、農業関係機関と連携し土壌診断を行い、適正な施肥料の把握による化学肥料の節減と

町内の有機性資源の活用による土づくりの実践によって、生産コストを抑えながら環境保全型

の農業を進めていく考えであります。今後、原油価格等の情勢を見ながら、引き続き対策を検

討していく考えでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、３点目、投機マネーに対する実効ある規制措置を国へ求めるべきではないか、このよ

うなおただしがございましたが、最近における原油価格高騰は、ご指摘にもありましたように、

投機資金の石油市場への流入も大きな原因となっていると言われております。こうしたことか

ら、国の緊急対策関係閣僚会議の中でも価格要因の分析と市場の透明性を高めながら、国際石

油市場の安定に向けた国際協調を積極的に進めているところであり、町といたしましては、当

分の間、国の対応状況を注視してまいりたい、このように考えております。 

 次に、不正防止対策に関する１点目、事件後どのような対策がとられたかとおただしがござ

いました。懲戒処分後、直ちに緊急の幹部職員会議を開催し、こうした事案が二度と発生しな

いよう再発防止と町民の信頼回復に努めるよう訓辞をいたしたところであります。さらに、各

所属長へは綱紀粛正、服務規律の徹底を図るとともに、職務上従事している団体の会計につい

ては、改めて管理職を含む複数で、かつ必ず書面により行うことを徹底、再確認するよう、さ

らにまた、職務外で団体の会計に従事している場合には、その事務処理についても確認するよ

う副町長名で通達をしたところでございます。 

 次に、２点目、内部告発者に対し公益通報者保護法をどのように運用しようとしているか、
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このようなおただしがございました。公務員に関しては、公益通報者保護法に加え地方公務員

法等によって職員の身分が保障されており、内部通報を理由として不当に免職等の処分を受け

ることはありません。本町といたしましては、法の趣旨にのっとり、内部通報に際し総務課が

窓口となって通報者の保護に最大限配慮してまいりたい、このように考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 次に、３点目、不正が発覚した場合の退職金の返還に関するおただしがございました。退職

手当につきましては、市町村総合事務組合条例の定めるところにより、在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し、禁固以上の刑が確定した場合は返還を求めることができる規定となってお

ります。この場合を除き、現行制度においては退職手当の返還を求めることができる規定はご

ざいません。 

 次に、４点目、職員採用試験での問題用紙の持ち帰りに関するおただしがございました。本

町における職員採用候補者１次試験については、福島県町村会に委託をし実施をしております

が、問題作成及び採点については、財団法人日本人事試験研究センターが行っております。問

題用紙の所有権あるいは著作権については、当該財団法人に帰属し、すべて返却することが原

則となっており、さらに、当該財団法人においては、受験生への問題用紙の提供を行えば将来

にわたり問題の作成が困難になるなどの理由から、原則公開しないとの立場をとっております

ので、ご了承をお願いしたいと思います。 

 次に、５点目、職員採用試験での口ききや合否の事前連絡に関するおただしがございました。

本町ではそのようなことはないものと認識しておりますので、ご了承をいただきたいと思いま

す。 

 次に、公共交通調査に関する１点目、どういう基準で幾ら支払うのかというおただしがござ

いましたが、この事業は南会津町地域公共交通会議が実施するもので、町内の地域ごと４団体

に委託をしております。南会津町の臨時職員の賃金及び移動に伴う車の燃料代等を基本に算定

をいたしまして、４団体への支払い総額は133万7,000円となる見込みであります。 

 次に、２点目、調査世帯、人数、回収率のおただしでございますが、調査対象の世帯は

1,654世帯、2,565人となっており、回収率については現在調査中であり、その数値は出てお

りません。 

 次に、３点、調査票の内容説明が不十分ではないか、こういうおただしがございました。委

託先に対し調査の所期の目的が十分達成されるよう、聞き取りによる調査方法の周知徹底を図

ってまいりましたので、ご理解をいただきたいと思います。 
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 次に、４点目、南郷地域における公共交通の再開時期についておただしがございました。地

域住民により組織された公共交通を考える会と区長会が中心となって６月に住民意向調査を実

施し、その調査結果をもとに南郷地域におけるよりよい公共交通のあり方を町に提案するため、

８月からは総合支援センター南郷の職員も入り、各集落において住民の皆さんとの座談会を開

催している、このように聞いております。町といたしましては、地域住民の自主的な取り組み

による、利用者にとって利用しやすい公共交通の仕組みづくりの提案を踏まえ、その対応を積

極的に検討してまいりたいと、このように考えているところであります。 

 次に、町出資の企業についてのおただしがございましたが、町出資の企業は地域における重

要な雇用の場であり、地域への経済波及効果も非常に大きいものがあると考えますが、一方、

企業経営でありますから、収益を求めることも当然必要でございます。このため経営状況が厳

しい場合には経営の合理化、統廃合の検討も１つの選択肢ではございます。こうした中、国よ

り第三セクター等のあり方についてのガイドラインが示され、経営が著しく悪化、もしくはそ

のおそれのある第三セクターに出資している地方公共団体は、第三セクターの経営状況等の評

価と存廃も含めた抜本的な経営改革の検討を行うことを目的とする経営検討委員会を設置し、

評価、検討に当たっては外部専門家の活用を図ることとされています。今後、第三セクターの

経営内容を確認しながら、必要に応じて外部委員を含めた経営検討委員会の設置も視野に入れ

て検討してまいりたい、このように考えております。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁させますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 １点目の福祉灯油についてでありますが、町としては価格の動向を

見ながら検討していきたいということなんですが、国のほうの緊急対策会議のほうで交付税の

措置も考えているという話もありましたので、ことしも実施かなというふうに思いますが、そ

の際に、去年も私の質問の中で要望したんですが、生活保護の対象者について要望したんです

が、それについては冬期加算があると、そのために今回の福祉灯油はやらないんだというよう

なことでありました。私もそのときは、冬期加算あるんだからしようがないのかなと思ってい

たんですが、しかし、冬期加算というのはいつもあるんですよね、毎年。ですから、昨年は普

通の冬期加算プラスその福祉灯油ということにしないといけないということで、会津地区の状

況を聞きますと、磐梯町と只見町では生活保護の人にもやったというふうに聞いておりますが、

本年はやはりその辺ちょっと考え方を変える必要があるんじゃないかと思いますが、いかがで
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しょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 間違いなく前年度の福祉灯油券についてはそういうおただしが議員のほうからございました。

それについて冬期加算ということで話をさせていただきましたが、考え方としては恐らくもと

もと冬期にはそれだけの生活負担がかかるということで冬期加算ですから、そこがいわゆるど

この時点で配慮された数値あるいは価格なのかということになると思いますので、これらにつ

いても当然考え方としてはわかります。わかりますが、町全体のバランスのとれたいわゆる原

油高騰に対する対策の中で考えていかなければなりません。したがいまして、これらについて

も今後、先ほど答弁申し上げたような中で議論をしていきたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 さらに、乗り合いタクシーについてはそういう要望がなかったので

考えていないということでありますが、それはどういうちょっと考え方かはっきり私もわかり

ませんが、しかし、私のところにはそういう話が来ておりますので、私これは、もし実施する

場合の話ですけれども、再調査をしてほしいと思っております。きょうはいいです。 

 それからあと、農家についてなんですが、当面農家に対して直接的な支援はしないというこ

となんですが、何か振興基金を運用して土づくりなんかの支援をしたいという話がありました

けれども、それはどのくらいの規模、金額的な規模とか、どのくらいができるのか、農家数と

か、その辺をもうちょっと具体的にそこを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 金額的な疑問については、これから具体的に詰めていくということになるかと思いますが、

要は、アンケート調査を実は実施をさせていただきまして、そのおおむね集計結果が出ており

ますが、直接的なやっぱり補助金としての措置をしてほしいという要望、それから、さらには

先ほど答弁申し上げましたように、当面それだけやってもやはりこういう原油高騰については

なかなかついて行けない部分もあるので、もう少し循環する農業の中で支援が必要だと、ある

いは、融資的な制度も活用できないかと、こういう意見がたくさんございますので、これらを

総合的に判断しながら、当面はやはり基金の運用の中で、ここをぜひ議会のほうのご理解をい

ただきながら、使いやすいようなスタイルに変え、そしてまた農家の人たちができる限りその

活用を図って実効性のある、そういうような規模にしなければならないだろうと、こういうふ
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うに今考えているところであります。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 余り具体的でないような話でありましたが、そういう土つくりの支

援というような間接的なことでなくて、やはり今の肥料、資材、いろんなものの値上がりなん

かを考えれば、直接的なやはり支援というものを考える必要があると思うんですが、その辺、

農家の意向を農協なり、あるいはいろんな生産者団体などからつかんで、直接的な私は支援を

考えないと、来年本当にもうやっていけない農家が、特に大型農家ほど出てくると思うんです

よ。 

 １つの例を挙げると、ちょっと反対の例なんですが、きのううちらほうの委員会で水道料が、

水使うのが減ったという話が出てきましたけれども、やはりみんな収入が減っている、そこで

水道料が上がってくるとなると、水道の使用を控えるんですよね。それで、そんなこともあっ

て今回水道料、欠損金が発生したようですけれども、あるいは井戸を掘ったりしまして、さま

ざまな対策を考えるわけですが、そういう中で結局、水道を使わなくなるというようなことが

ありますので、農家の場合もいろんな対策といっても結局は農家の場合にはやらないと、もう

農業をやればやるほど赤字になるとなっちゃいますので、全く耕作放棄地がふえるんじゃない

かと私は思うんですね。そういうことになっちゃいますので、ぜひ直接的な支援を検討してほ

しいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実態は全くそのとおりだと思うんですね。しかし、産業というのは農業だけではない。そう

しますと、いわゆるそれ以外の企業経営、あるいはサービス業等も含めて、これは同じような、

その度合いは違うかもしれませんが、同じような状況に置かれている。そこを考えますと、や

はり公平性を保ちながら最大限の支援をしていく、こういう道を私どもはしっかりと探り出し

ていかなければならないということですので、当面直接的な支援については今のところ考えて

いない。しかし、それが議員がおただしのように、耕作放棄地がふえるということは町にとっ

ては大変な問題ですから、そこのところはやはり今後の財政の状況を見きわめながら、それぞ

れ公平性を保ちながら対策、支援を考えていくと、こういうことでございます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 次は、投機マネーについては国の動きを注視するということであり

ましたが、これも機会がありましたら、さらにいろいろ要望してほしいと思っております。こ
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の前新聞の中でもカリブ海に浮かんでいるケイマン諸島というところに、人口が４万人しかい

ないようなところに世界中から８万社も、企業がそこに登記になっていると。そのケイマン諸

島というところでは法人税とか資産税とか配当に係る額がゼロか非常に低いということで、そ

こに本社を置くために税金納めているわけですね。そういうような企業が８万社もそこにある

んだという、そこで投機マネーが行われているんだというような報道もありましたので、ぜひ

今後機会ありましたらば規制措置、それを国に求めてほしいと思っております。 

 次は、不正防止なんですが、この不正に対しまして１カ月の停職というのがありましたけれ

ども、世間一般的には非常に軽いんじゃないかというような声が多く聞かれているわけなんで

すね。本人が今回の場合、消防団員と聞いておりますので、たしか消防団のほうにも何かその

処分の規定があったかと思うんですが、そっちのほうではどんなふうになったか伺いたいと思

います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 消防団のほうの規程でも規定がございますので、処分を行っております。結果として免職と

いう形にしております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 消防団のほうは免職という話でありましたが、町民一般からはやは

り職員としてもそういうふうに首ではないかと、こういう声が非常に強いですので、やはり今

後はそういう方向でいろんなそういう規則を整備してほしいと思っております。 

 退職金の問題についてはわかりました。 

 次の、職員採用試験で問題用紙の持ち帰りの件なんですが、実は去年、広域だか衛生組合だ

かの何か試験があった際に、私、町長にも言いましたけれども、ある人からその試験を受けた

らば問題用紙が全部提出してくれと言われたということで、その人から、これでは自分が何点

とったかもわからないと、だから後から、あんた落ちたと言われれば、はあ、それ以上のこと

は言ってみようがないんだと、これではもう不正が発生しやすいという指摘があって、私も町

長にそのときすぐ言ったと思うんですが、そうしたらずっと今までそうやってやっているんだ

というようなことでありましたけれども、やはりそういう、仮に不正がなくても、これでは不

正が起きるわというふうに思われるということ自体が問題がありますので、やはり県の教育委

員会のほうでは今度改善としたというものですから、やはりそういうのを上のほうに働きかけ

て、町独自では難しいという点もあると思うんですけれども、ぜひやっぱり問題用紙を持ち帰
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れるような、自分で点数がわかるような、そういう仕組みにこれをいろんな形で要望してほし

いと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 先ほど町長のほうから答弁があったとおり、現在、福島県の町村会のほうに委託をしており

まして、問題の作成、それから採点につきましては、町村会のほうがさらに財団法人の日本人

事試験研究センターというところで問題の作成、採点を行っております。したがいまして、問

題の作成につきましての著作権等もございまして、これにつきましては、町村会のほうの中で

全部一括回収というようなことでとり行っておりますので、ご理解をいただきたいと、このよ

うに考えます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 さらに、次の口ききや合否の事前連絡などについては、そういうこ

とはありませんと、こういうことだったわけですが、これもあっては困るわけですが、ただ今

後の対策としまして、そういうことがあった場合はどうするかという対応はどうなっているの

か伺いたいんですよ。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 あった場合という想定の質問なんですが、これはなかなか、さすがに答弁が難しいなと思う

んですけれども、あってはならないことですから、私たちはやっぱりそうさせない、そうしな

いということに全力を尽くすことだと思うんですね。たまたま、これは田島町長時代に私のと

ころにそういう電話がかかってきたことは何件かありました。でも名前を出した瞬間に残念な

がらその子供はどういう結果になるかわかりませんが、不正行為ですから、合格はありません

よと。 

 それから、これも不正のことですから、あえて言いますが、請負事業者等建設業者が、いわ

ゆる、お歳暮とかそういうもの、これも不正行為ですから、私のところで来た時点で不正行為

がそこで証明されるわけですね。したがいまして、即指名停止ですから。これはご理解いただ

きたいということで話をしまして、私のところには今、直接的にはそういう話がありませんの

で、問題、私以外の例えば面接官とか、そういう者にあるかどうかについては、私はないと、

ないだろうと、あるべきではない、こういうふうに考えておりますので、ご理解いただきと思

います。 
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○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 今の話あったように、やはりそういうようなことがマニュアル化し

ていると大変いいと思うんですね。私はそういう口ききや事前連絡などがあったらば、それを

公表したらどうだと、こう言おうかと思っていたんですが、それ以前にそういうことがあった

ら即もう不正だということで処理をするというふうになっていれば、それはなおさら安心しま

したけれども、ぜひそれを徹底してほしいと思っております。 

 次は、公益通報者保護法の中で、先ほど質問忘れたんですが、町職員に、公務員については

処分はないんだということでありました。そして、総務課が窓口だということでありましたけ

れども、実は民間の方が何か問題、自分のいる会社で問題があって、それをどこに教えたらい

いかなということが、例えば役場に来たとしますよね、そういうこともあると思うんですよ。

それが役場の処分の権限のある事案でないかもしれないし、そういう事案であるかもしれない

と。何が来るかわからないですね。そのときのやっぱり対応も考えないといけないと思うんで

すね。 

 公益通報者保護法というのは。役場内部だけの情報来るとは限らないと思うんですよ。外部

からも来ると思うんですよ。その外部から来た場合に、それがやっぱり、一応総務課だという

ことがはっきりしましたのでよかったですが、その対応の窓口がはっきりしていないと、おら

ほうでねえということでぐるぐる回るわけですよね。回っているうちに、そのうち情報がだれ

言ったというのがわかっちゃうわけですから、そういう意味でやはり担当をはっきりさせてお

く必要があると思うんですね。東京の千代田区では外部の監査の人にそういう担当を頼んでい

るというような、そういう条例をつくったという例がありますけれども、やはり当町でも条例

をつくる必要があると私思うんですが、いかがでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員がご心配のように、いわゆる情報といいますか、そういう口コミというのはいつ、どこ

で、どういうふうに広がっていくかという、そういう不安大変あります。そこで、当町につい

ては、いわゆる定期的な幹部会議の中でしっかりとそれは幹部のほうからそれぞれの職員に、

情報のいわゆる伝達については慎重に、そして総務課長のところを一つの窓口として、そこに

集約をするようにと、こういうことで指示をしておりますので、当面の間、条例ということで

の考えはありません。ただ、しかし条例までいくかどうかわかりませんが、大変情報というの

は人を傷つけたり、あるいは人に不快感をもたらしたりするわけですから、証拠のないことを
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むやみに発言すると、こういう部分の町民側のある意味では問題も私は今後指摘をしなければ

ならないと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 最近問題になっている事故米の問題とか、さまざまないろんな食品

の問題なんかもほとんどがやっぱり内部告発があったために問題になってそれがストップした

と。そういう問題がそこで明らかになったということがありますので、大変重要な問題だと私

は思っておりますので、やはり町としてもそういう条例をつくって、町の言うべき問題につい

ては言ってもらえれば対応しますよと、そういう姿勢が私は必要だと思っておりますので、今

後、今は当面条例はつくれないという話がありましたけれども、つくってほしいなという要望

を申し上げておきます。 

 次は、南郷地区の公共交通の関連で、大体内容わかりましたが、南郷地区について、いつか

ら再開する目標なのか、ちょっとその目標がどうも６月議会でもはっきりしなかったし、９月、

今月の議会でもそこがはっきりしないと。その辺、常識的に考えれば来年４月からと思うんで

すけれども、目標を持って私やってほしいと思うんですよ。その目標はどうでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 南郷地域については、議員のみならず地域の人たちが大変関心を持っている、ある意味では

公共交通の再開事業であります。そんな中で目標を持ってやれということですが、私が南郷の

集落座談会にお邪魔をして申し上げたことは、いわゆる役場がやれ、これまで役場がやればい

いんだと、こういう考え方が非常に強い。特に南郷地区は強い。これはいろいろな理由がある

んでしょう。 

 そこで、私は、やるにしてもぜひ皆さんが、例えば今、国道だけしか走っていなかったんで

すね。ところが集落は国道以外の、いわゆる伊南川を挟んで両側に集落がある。ここのところ

をどうしましょうか。ここのところもやはり必要ではないではないでしょうか。これは自分の

問題としてとらえていただきたい。できるだけ私のほうではそういうことを、細かいことは考

える必要ないんです。私どもが考えます。ただ、こういうふうにしてほしい、こういう条件が

必要だと、ここのところを通ってほしい、これをぜひ出してほしい。そうすれば一日でも早く

この公共交通機関の実施に私たちは積極的に取り組みを進めますよと、こういうふうに申し上

げておりますので、実は南郷地区の本気さが伝わってればできるだけ早く実施したいというの

が今の私の心境です。 
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○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 話が前後しましたが、このアンケートを、これ老人会の方にやって

もらったというのは、これは田島地区かなと思うんですが、東部の中では４地区という話があ

りましたが、４団体ですか、これはそれぞれの地区ごと違うのかな。その地区ごとの団体をひ

とつ伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 田島地域が田島地区老人クラブ連合協議会、それから舘岩地区が民生児童委員協議会、伊南

地域がいなＧＯ！倶楽部、南郷地域がＮＰＯ法人じねんとでございます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 田島地区については、老人会ではちょっと無理だったのではないか

なと、大ざっぱなアンケートになっちゃうよと、こういう心配がありますので、その辺ひとつ

含んで今後取り組んでほしいと思っております。 

 次は、町出資の企業についてなんですが、これについては国のほうからもガイドラインが示

されて評価を今後やっていくよというようなことで、そういう方向に、そういう委員会を立ち

上げる方向だなというふうに私受けとめまして安心しております。そういう中で、町のですね、

この前の一般行政報告に数字を示してもらったのは大変よかったんですけれども、やはり税引

き前の当期純利益という表示は、これはいかがなものかと思うんです。そこから税金を引きま

すと計算が違ってきますよね。ですから、その辺改めてほしいということと、それから累積赤

字、これ幾らになっているか、わかりますか。６団体で。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 まず、夢開発株式会社、単年度損益で1,531万8,000円、 

〔発言する者あり〕 

○星 光幸企画観光課長 累積、はい。 

 それでは、詳細を調べて改めて報告させてください。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 累積赤字、実は私もちょっと調べてみたんですが、累積赤字になる

と合計で6,244万円の赤字なんですよ、これ６団体合計で。それで、じゃちょっと言いますと、

夢開発が4,262万円の黒字、会津高原リゾートが2,981万円の黒字、それから伊南が1,628万円
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の赤字、さゆりの里が7,237万円の赤字、ゴルフ場が3,246万円の赤字、観光公社が1,376万円

の赤字、合計で6,244万円の赤字であります。この中で、いろいろ動きがあるんでしょうけれ

ども、例えば観光公社、これ１年目は、去年資料をもらいましてそれを見ると、去年の予定で

は実は1,016万円の赤字なわけだったんですよ。それが1,376万円ですから、360万円多いんで

すね、観光公社。ですから、というとこれ３割ですよ、３割多いわけですよね、予定よりも。

ですから大変なことなんですよ。 

 それで、観光公社のちょっと動きを見てみますと、観光公社が当初の予定では４年間赤字で

すか、５年からやっと黒字に転ずるということなんですが、ただ累積としては５年目で2,700

万円の赤字ですから、大体あと４、５年たつと累積赤字が総合計で１億円くらいになると思う

んですよね、大体。あと４、５年で。そういう状況ですので、やはり、先ほども町長、いろい

ろ押し上げるという話もありましたけれども、もう少し具体的に、当面すぐ答えを出すという

よりも、検討委員会の立ち上げについて、もうちょっと急ぐ必要があると思うんですが、その

辺具体的にいかがでしょう。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げたように企業経営ですから、やはり黒字いわゆる収入がどのくらいになるか、

あるいは赤字についての対策をどうするかという問題は大変重要な問題です。そして、その将

来、例えば負担をどうかけるようになるのかと、こういうことも今から考えて準備しておかな

ければなりません。 

 しかし、例えばひとつ考えてほしいのは、じゃこういう田舎町でです、公有企業、公有産業

を全くなくしたら、農家、民宿含めてそういう人たちが業務として成り立つんでしょうか。こ

こはですね、数字は大変重要です。しかし、この数字だけを見て将来予測をするんではなくて、

それを改善するためにどこをどうしたらいいかということを真剣に我々は考えて、この地域で

それぞれの業務形態を残しながら、暮らしが続くようにしていかなければならない。そこのと

ころをまずご理解をいただいた上で、議員がおただしのように今それぞれ第三セクターの社長

が集まって戦略会議を定期的に開いております。私も観光公社の会長という立場で参加をさせ

ていただいております。この戦略会議の中で問題点がかなり明らかになってまいりました。そ

れを踏まえながら今後しっかりと改善の委員会を立ち上げていく、こういうことになるかと思

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 
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○１９番 大竹幸一議員 時間もほとんどないでしょうけれども、私も先ほど来、赤字だから

だめということで単純に言っているわけではありません。赤字の観光公社についても、赤字と

いうことがわかっていても、つくるときには賛成をしたわけでありますので、赤字だからだめ

というわけではありませんけれども、ただ、どの辺までだったら許容できるのかというような、

そういうルールといいますか、そういうものをつくっていないとまずいと思ってこういう提案

をしているわけであります。 

 そして、やはりその際に、私いつも思うのは、今回の合併の際にいろいろ合併してよかった、

悪かったという議論がありますけれども、やはり一番悔やまれるのは、そういう住民投票をし

ないでやったために、ほんの一部の人の考えでこうするんだと思うんですね。ですから、やっ

ぱり、今回の場合は住民投票というのは当てはまらないんでしょうけれども、何か大規模なア

ンケートといいますか、老人会になんか頼まないで、もっとしっかりとしたアンケートをとっ

て、やはり、中には赤字だからだめと言う人も入れば、少しは赤字でもやむを得ないと言う人

も、いろんなことがあると思うんですけれども、そういった全体の合意を得るような、そうい

うものをやってほしいと思っております。 

 そして、去年私に話があったのは、ある人から、これスキー場関係者なんですが、実は出稼

ぎに行こうと思っていたんだけれども、技術を持っているもので残ってくれと言われて引き続

き勤めたと。しかし、雪が降らないためにもう仕事が余りなくて、十二、三万円しか収入なか

ったと。それでは一家を養えないという話があって、もう来年はやらないという話がありまし

た。ですから、総務部門にいるような、通年的に雇われる人はいいんですけれども、そうでな

い方はやはり食っていけないと言うんですね。ですから、そういう点では中途半端な状態でお

いてもらっても困るという意見、先ほどの山内議員の財政の問題と同じなんですが、やはり最

低限の生活費がないと困るということもありますので、その辺早急にそういう検討委員会を立

ち上げて、町民の合意を得るような、そういうルールをつくってもらいたいということを申し

上げて質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、19番、大竹幸一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 高 野 精 一 議員 

○渡部康吉議長 次に、３番、高野精一君の登壇を許します。 
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 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 午後なのでちょっと皆さん疲れたかなという時間の登壇となりました

が、20年の第１回の議会の中で私は中荒井栗生沢線林道、この格上げということで一般質問を

させていただいた経過がありました。その中でこの決算どきにあの時点の考えと町長はちょっ

と考えが前向きになったのかなという考えの中で、私も一般質問をまた同じくさせていただき

たいなと思います。その第１回の質疑の中におきまして、町長は除雪機の購入やオペレーター

の人材確保などの課題が多いということが、１点答弁の中で挙げられました。 

 また、現在は関係集落との協議を行っているということが答弁の中にありまして、これ私も

ちょっと現地調査をしないで議場に来て話してしまったのかなという思いがありまして、その

思いの中で私も途中でこれはそんなに追及しないで終わった経過がありました。 

 それで、その１点目、除雪機械の購入や人材確保の経過とその結果についてお伺いします。 

 ２点目に、関係集落との協議についてお伺いしたいと思います。関係集落数と開催回数、そ

の協議内容を伺います。 

 大きな２点目としては、小泉元総理のもと三位一体の改革が行われ、その中の１つに都道府

県や市町村への税源移譲がありました。それによって国からの補助金や交付税が減らされ、末

端の町村が大変厳しい行財政運営を強いられたのも現実であります。また、その関連から本町

においても町県民税が年金から天引きされる制度が平成21年10月から実施されることから、

次の点について伺います。 

 １点目、町県民税を年金から天引きする制度の内容について伺います。 

 ２点目としては、後期高齢者医療制度が実施されたときのような混乱が起きないよう実施す

るような周知方法があるのかについてお伺いいたします。 

 それでは、私は壇上での質問は終わりにさせていただきますが、内容によっては自席から質

問させていただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ３番、高野精一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、道路行政に関する１点目、林道中荒井栗生沢線の除雪に対する除雪機械の購入や人

材確保の経過と結果についておただしがございました。これまで本路線の現地調査を行いなが

ら、除雪体制及び除雪作業方法等について検討をしてまいりました。その中で除雪を実施した

場合、本路線は急峻な山岳地帯であり、人家もないことから、除雪車及び通行車両の安全や安

心の確保、及び総合的な除雪体制の構築等、対応しなければならない課題が山積しており、現
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在のところ除雪路線として認定をし除雪を実施する状況はかなり厳しいものと考えております。 

 次に、２点目、関係集落との協議についておただしがございましたが、本林道に密接に関係

する集落は中荒井地区、栗生沢地区及び水無地区の３集落であります。今までに実施いたしま

した３回の交通量調査の結果をもとに、各集落区長との協議をそれぞれ１回行ってまいりまし

た。協議内容につきましては、交通量調査による通行車両の実態及び除雪に関する事情などに

ついてでございます。本路線については、昨年12月に全線開通したばかりでありますので、地

域の実情の再検証を進めながら、冬期間の安全な通行が確保できるか、またその必要性につい

て町全体の除雪計画の中で、財政面も含めまして総合的に今後判断してまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、年金からの税の天引きに関する１点目、町県民税を年金から天引きする制度の内容に

ついておただしがございました。まず、制度導入の経緯につきましては、高齢化社会の進展に

伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、徴収の効率化を図る観点か

ら、地方税法の改正によって公的年金からの特別徴収制度が平成21年10月から実施されるこ

とになりました。これに対応するため、さきの６月議会において町税条例の一部を改正する条

例について議決をいただいたところであります。 

 対象者は、町県民税の納税義務者で老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方が対象とな

ります。ただし、老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満の方は特別徴収されません。また、

特別徴収の対象となるのは公的年金等に係る所得割額及び均等割額で、年６回の公的年金支給

時に社会保険庁等が特別徴収義務者として特別徴収を行い、翌月町に納入していただくことに

なります。なお、公的年金等以外の給与所得などに係る所得割額は、引き続き現行制度で徴収

されることになっております。 

 次に２点目、町県民税の特別徴収を実施するに当たっての周知方法に関するおただしがござ

いました。今後、町広報紙及びホームページの活用をするとともに、特別徴収の対象者となる

方へは課税時に直接通知を行い、十分に周知を図ってまいりたい、このように考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁をさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 大変、見通しがちょっと先になるのかなというような答弁をいただき

ましたが、これ私が聞いた中において、関係集落というのは田部、水無、栗生沢ではなかった
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のかなと、こう思いますことが１点と、中荒井においての協議はあったのかどうか、もう一回

お願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 中荒井との協議ということでございますが、中荒井の区長さんのほうと、

こちらのほうで訪問いたしまして、先ほど申し述べたような、町長が申し述べたような内容に

ついて協議をしてきておりました。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 交通量において３回調査をしたということがありましたが、栗生沢の

行政の区長が19年11月に建設課のほうに、どうしても林道を格上げして通行を冬期間でもし

てほしいという要請が建設課のほうに陳情として上がったという、そういう経過があると思う

んですが、そのときに建設課のほうからその通行量は、じゃ１日どのくらい通行するんだとい

う話があったそうですが、栗生沢の行政区長は知っている範囲の中でいろいろ足取りをして聞

いたところで、大体毎日通るという人が27台くらいかなという話があったんですが、それは区

長さんの知っている範囲で聞いた台数だと思うんですよね。そのとき建設課のほうに陳情行っ

たのは田部、水無、栗生沢だったと思うんですが、それ間違いありませんかどうか、ひとつお

願いします。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 栗生沢の区長さんのほうから林道の除雪についての要望については建設課を通して要望書を

受け取っております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 今後は通年通行というのは町長は大変財政難から厳しいなという今答

弁があったんですが、これは町道としての格上げを将来的に向かってこれ進むのかどうか、ひ

とつ町長の姿勢の中で聞いてみたいなと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 これは議員もご存じのようにいわゆる峰越えといいますか、集落から集落をつなぐ林道です

ね。しかも、この林道というのは、どちらかというと森林林業のための林道というよりは、そ
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れもありますが、いわゆる防火対応の林道ということで、それ以外の目的も兼ねたものであり

ます。したがいまして、今後林道として認知をしておくのか、それとも町道の格上げをしてい

くのか。それぞれ町道の格上げをする場合も、先ほど申し上げたような条件があります。その

条件をクリアしていかないとなかなか要望も出せないということでございますので、ここは積

極的にその内容を調査させていただきますが、町道の格上げについてはやはり条件整備という

ものもありますので、ここらのところを十分具体的に事項調査を進めたい、その上で対応を考

えていくと、こういうことになるかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 この林道は、町長知っているか、知らないかはまた別としても、林業

関係において冬、冬期間は作業をする人がやっぱり道は、作業の道路だけはあけているんです

よね。そうすると、それはあいている状態の中で一般の人は通っちゃうんですよね。これは数

の中では結構多いんですよ。で、その通行量というのはやっぱり車の台数というよりは、１つ

はその地域の利便性を考えれば、前向きにこれはひとつ考えていただきたいなというふうに私

もこれはお願いしたいという気持ちでおります。 

 また、やっぱり集落という言葉を使うと、集落単位によっては高齢者が多いと、そういう状

態の中におっては縁戚関係の人がやっぱり町場にいればその道はどうしても若い人は通っちゃ

う。そういうことも考えれば、やっぱり利便性は多いんだなというふうに私も認識しておりま

すから、そういう方向性を持って町のほうも今後そういうふうな対応をしていただきたいと私

はお願いをいたしまして、この林道に関しては終わらせていただきますけれども、年金からの

税の天引きというのは、後期高齢医療保険の天引きの中でまさかこういう状態がみんな起きる

なんてことは考えていなかったのが１つあって、個人個人に皆さんなってきたと、個人個人か

らそれが取られるという気持ちになってきたと。そうすると、今後は税金も個人個人から差し

引くのかという不安がやっぱりこの住民の中には出て来ているということがあるものですから、

その辺を、説明を丁寧にしていかないと、やっぱり税務課の職員が後期高齢医療のこの制度の

税金の収集になって一日電話でその対応に追われたと、そういう経過ありますので、町として

は早目に、やっぱりそういうシステムを住民に知らせていくというのが丁寧な行政だと思うの

で、町長の考えをひとつ。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 このいわゆる年金からの天引きにつきましては、議員がおただしのように、先ほど私答弁で
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高齢者の利便性の話をしましたが、やっぱり一方で、当然権利を有する所得なわけで、所得と

いうか収入であるわけで、これにやっぱり手を加えるというのは国の法律をもって施行すると

いうことだろうと思うんですね。私たちがなかなかこの立場で国の制度や法律に口出しができ

ません。ただ、実態としてそれぞれ要望をするということはこれまでやってきましたし、これ

からもぜひやっていきたいというふうには思っておりますが、周知徹底については、議員がお

ただしのように早目に、しかも丁寧にやることは当然私たちの役目でありますが、それだけで

はやはり十分でない部分がありますので、ここは説明をしながら、相手の意見をしっかりと聞

いて、そして対応を、また協議をし、改善をできるところがあれば改善をしていくと、あるい

はまた改善できないとすれば県や国に要望をつなげていくと、こういう形をとりたいと思って

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 確かにそのとおり、町長そのとおりだと思うんです。説明ばっかりで

はやっぱり納得してもらえない、その気持ちは確かにそうなんです。２、３日前、新聞に出て

いましたが、奥会津のほうがやっぱり高齢者が非常に多い。そういう中において、私たちが年

をとりながら国の支え、町の支えをしなくちゃいけないのかなという疑問に思っている人もや

っぱり出てきているんですよ。それをしながら、町の支えをしながら自分たちが税金を払いな

がら行政のサービスを受けるというのは、大変やっぱりせつないものもあるということを言っ

ている老人の人もいることも確かなんですよね。 

 だから、役場を存続させるために私たち高齢者が、ほんじゃ変な考え方であるが、私たちが

大変これ犠牲になる必要もあるのかなと言った人も現実あるものですから、確かに町長言った

とおり、説明だけではだめだなというのはそのとおりだと思いますので、そういう高齢化人口

に対してもやっぱり一歩進んで、税金はいただきます、そのかわりサービス、町独自のサービ

スはこういうふうにしますということを、これは職員もみんな確かにそうなんです、町長もそ

うなんですけれども、これはみんな町民とやっぱり考えて、一つの行政のサービスとして出し

ていかないと、この南会津というのは、やっぱり新聞報道で出されたように、イメージ的に高

齢者の多い町だと、住みにくい町だというふうになってきたではうまくないので、ちょっと長

くなった思いもありますが、町長としては今どういう思いでいるか、ひとつお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいまお話がありましたように、今回、敬老会が４地域でそれぞれ実施されました。それ
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ぞれ４地域のほうに出向いてごあいさつをしながら、それぞれの方々とお話をさせていただく

機会もございました。そんな中で、議員がおっしゃるように、私どもは次の世代の子供や孫が

この地域で暮らせるような地域をぜひ願っているんだと、こういうお年寄りたちもたくさんお

りました。しかし、一方で、敬老会で酒飲めなくなったのはまずいと、こういう話もあります。 

 そういう総合的な話を含めまして、どういうふうな例えば方向性を見つけていくかというと

きに、私は、昨日17番の議員からおただしがありましたが、やまなみ泊覧会、これは非常にも

やっとしてわからない部分があるかもしれませんが、ぜひお年寄りにそういう何らかの形でや

まなみ泊覧会に関係を持っていただいて、少なからず収入、いわゆる収入につなげるような役

割あるいは参加をぜひしていただきたい。そういう中で、国の制度ですからある意味ではきち

っと理解をしてもらいますが、私どもが南会津町として、しかし、そうなっても年を重ねて暮

らしを進められるお年寄りの方々がここでやりがいや生きがいが持てるような、そんな町をつ

くっていきましょうと、こういう話もさせていただきました。 

 ですから、私どもはこれを一つのルールだからしようがないということで済ませないで、つ

なげて、何とかお年寄りの方々にこの地域で暮らすことに希望というものを与えていきたい、

こんなふうに思っております。 

○渡部康吉議長 ３番、高野精一君。 

○３番 高野精一議員 大変、17番議員のときの町長が答弁したときに、しんごろうと物産的

なものを話がありましたが、これ長野県で実は、町名ちょっと忘れてごめんなさい、そこで年

寄りが一品料理をやっているんです。その地場の一品料理をしながらお客をもてなすと。そし

て、それは多少なりとも金になるということが生きがいになっているんですよね。だから、こ

れは大変、この施策の中ではこれはいいなと私もきのうは聞いておりました。ただ、場所によ

って、東京の何といったかな、町によってはいただくものはいただきますよと、そのかわり医

療費はただにしますということが、ちょっと出ていたんですよね。だから、町としてはやっぱ

り年寄りをもてなすための何かが一つ、柱がこれからみんなして考えていければいいなという

気持ちがありましたですから、この年金の天引きの中においても、そういう夢のあるような説

明をしながらいっていただければいいかなと、私はそういう思いの中でこの質問をいたしまし

たので、これにて私の質問は終わらせていただきます。 

○渡部康吉議長 以上で、３番、高野精一君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。２時40分から再開したいと思います。 
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休憩 午後 ２時２４分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の申し出 

○渡部康吉議長 ここで、企画観光課長より発言したい旨の申し出がされておりますので、こ

れを許可します。 

 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 それでは、先ほどの19番議員の第三セクターの累積赤字の件で最終

累積赤字をご報告させていただきます。 

 赤字額、株式会社ＩＮＡが1,628万7,908円、さゆりの里が7,237万1,448円、ゴルフ場が

3,246万9,718円、観光公社が1,376万7,754円、それから夢開発が累積黒字で4,262万7,909円、

会津高原リゾートが累積黒字で2,981万4,296円、合計で6,245万4,623円の赤字となっており

ます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ただいま説明のとおりでございますので、ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 渡 部   優 議員 

○渡部康吉議長 次に、６番、渡部優君の登壇を許します。 

 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 通告に従いまして一般質問を開始します。最後の出番で、大変お疲れ

だと思いますが、若干、もう少し我慢してください。 

 それでは、質問に入ります。 

 １番目、田島商店街の振興をどうするのかということで質問をさせていただきます。 
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 ご存じのように、中心市街地活性化基本計画策定からまちなか再生事業の実施計画がされ、

それが実施中止となり、その後商店街の振興がとまってしまっているように感じております。

景観を含めたまちづくりの一環としての田島商店街の振興のあり方についての考えを幾つかの

視点から伺いたいと思います。 

 ①何度か質問している内容でありますが、これも大変ここにいなくて失礼ですが、お名前を

出させていただいて、以前、湊田議員の質問に、当時、活性化の策定のときに、今度の中心市

街地活性化基本計画の策定はこれまでの策定とは違うんだと、鴫山城址を含めた、そういった

ことで策定するんだと、だから期待してその結果を待ってくれと、そういった旨、実は当時町

長は答弁しているわけであります。先ほど申し上げたように、鴫山城址の利活用の内容での質

問であったわけであります。その後、私も同じような質問をしまして、その当時の答弁としま

しては、やはり中心市街地活性化基本計画の中で駅を中心とした回遊、その中で検討する、そ

ういった中身でありました。現在どういうふうに進んでいるのかお伺いしたいと思います。あ

れから２年、３年となっております。 

 それから、②中心市街地活性化基本計画を策定して、まちなか再生事業の必要性を持ち、当

時必要性を持ち、そのための組織を立ち上げ、実施段階となって中止されたわけですが、その

理由は前回聞いておりますので結構ですが、前回の答弁として、今後は株式会社南会津観光公

社を基軸に商工会等の町既存の組織と検討していきたいと。それでやめたんではないんだとい

うふうな旨答弁しております。これもその後どんな検討され、どんな計画ができ上がったのか、

どのぐらいの検討をされたのかお伺いします。 

 それから③、同じような内容で、質問で申しわけないですが、私は田島商店街の振興という

のは緊急課題だというふうに思っています。歩くとだれでも感じる感想というのは同じだと思

います。町としては緊急課題だというふうに認識しているのかということをまずお聞きしたい

というふうに思います。町全体の振興の視点からの田島商店街の振興の位置づけをどう考えて

いるのか。ここ数年何も、ここ数年というよりは３年ですね、何も手をつけていないというふ

うに見えるんですが。もちろん商工会等を通して、利子の補給とか、そういった施策はされて

いますが、実態として商工会ということじゃなくて、商店街に対しての施策をどういうふうに

考えているのか、位置づけをどう考えているのかということをお伺いしたいと思います。 

 それから④ですけれども、これは18番議員が旧田島町の町のあり方ということで大分熱を入

れて訴えておりました、前回。全く同感でありました。本町のまちづくりの土台となるのはや

はり祇園祭だというふうに思います。この祇園祭というのは、もちろん旧田島町においてはし
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っかりと根づいた最大の行事であり、合併後、南会津町の顔にもなり得る伝統・観光行事だと

いうふうに考えています。その田島祇園祭を町としてしっかり守っていく中で商店街の振興に

もリンクさせていく、そして町全体の振興にもつながる、さらに世代にかかわらず誇れる行事

になってくるというふうに思います。今、尻つぼみになっております。祇園祭を軸に町並みの

景観を含めた一体的な町のありようの積極的な施策が長期的な展望に立って必要であると考え

るがどうか。 

 それから、大きな２番目の質問ですが、行政コスト削減の状況はということで挙げておきま

した。 

 これは、今、本町は行政改革大綱の中で進めている、大きく広げるといろんなものがなされ

ているわけでありますが、推進本部の中で検討されているというふうに思いますが、私の質問

は、少し書き方がまずかったのかもわかりませんけれども、行政コストというよりも経費削減

というふうな視点で質問させていただきました。 

 昨今余り話題にはなっていないんですが、行政コスト、経費の削減というのは本町にとって

は常に念頭に置く必要がある財政状況だということは皆さん共通の認識だというふうに考えて

います。経費削減の現在の本町における取り組み状況を伺いたいというふうに思います。 

 自席のほうから例を挙げて、再度このことは再質問をさせてはいただきますが、例示的な内

容で質問させていただきますが、壇上からの質問は以上で終わります。ありがとうございまし

た。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ６番、渡部優議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、田島商店街の振興に関する１点目、鴫山城址の利活用についてのおただしがござい

ましたが、中心市街地活性化基本計画には、市街地の整備改善のための柱の一つとして鴫山城

址周辺自然拠点づくりがございます。平成19年第４回定例会で６番議員にお答えしたとおり、

その位置づけは現在も何ら変わるものではなく、今後やまなみ泊覧会とも連携をとり、町外か

らの観光客や町民の方に気軽に散策していただけるような活用の仕方を検討してまいりたい、

このように考えております。 

 次に、２点目、まちなか再生事業についてその後どのような検討がなされてきたか、こうい

うおただしがございました。観光事業とまちづくりは一体的性格のもので、町なかの楽しみ方、

町なかの時間の過ごし方を提案することが観光に結びつくと考えられることから、株式会社南

会津観光公社がまちなか再生事業の一翼を担い、まちづくり団体との協力によって南会津の歴
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史、文化を活用した観光誘客に結びつけたいと考えております。その中にあって、先般、株式

会社南会津観光公社と商工会青年部との意見交換会を実施いたしましたが、今後とも株式会社

南会津観光公社と商工会などがまちなか再生に向けた協力体制によって事業が進められるよう、

その実施体制づくりを積極的に進めてまいりたい、このように考えております。 

 次に、３点目、田島商店街の振興策に関してのおただしでございますが、田島商店街は南会

津の玄関であり、空き店舗対策など中心市街地の活性化は重要な課題であると認識をしており

ます。このため第１次総合振興計画の中でも活力ある商業の育成を目指すこととしており、経

営環境の向上については商工会を通じて支援を図っているところであります。しかし、中心市

街地の活性化につきましては、行政が主導するものではなく、事業者等の商店街の方々が主体

的、積極的に取り組むことが肝要であると考えます。町といたしましては、魅力ある商店街づ

くりとにぎわいが生まれるためのまちなか再生事業が実施に移れるよう、株式会社観光公社、

商工会等々の関係機関、団体等と協議を進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 次に、４点目、田島祇園祭を軸としたまちなみ景観づくりについておただしがございました

が、田島祇園祭は歴史と伝統が今に伝わる南会津町を代表する行事であり、祇園祭を軸として

の景観づくり、町並みづくりは地域活性化につながるものと考えます。そこで、商業空間の環

境整備に向けて地元産材を利用した格子あるいはサイン等による歴史的景観づくりもその一つ

の方法と考え、南会津町地域経済活性化対策奨励金制度を活用した修景整備の推進を図ってい

るところでありますが、引き続き地域や関係事業者等の方々から意見をお聞きしながら取り組

みを進めてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、行政コスト削減の状況に関してのおただしがございました。行政コストにつきまして

は、昨年度末に策定をいたしました本町の行政改革大綱や集中改革プランに沿ってコストの削

減に取り組んでおります。人にかかわるコストとしてアウトソーシングの推進、ＯＡ化の推進

による事務の効率的等、あわせて定員管理計画に基づく職員数の適正化を図っております。 

 また、物に係るコストとして、コピーの２面利用やごみの減量化など小さなことから職員一

人一人がコスト意識を持って取り組んでおり、それらの積み重ねが大切であると考えておりま

す。具体的なコスト削減効果につきましては、行政評価の導入や行政コスト計算書等による検

証をしつつ、大綱、集中改革プランのより一層の推進を図ってまいりたい、このように考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長に答弁をさせますの
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で、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 再質問をさせていただきます。 

 １番目の①の再質問ですが、先ほど幾つか言われましたけれども、中心市街地活性化基本政

策の中で、鴫山城をどういうふうに活用するかというのを大分検討されて、提案をされていま

すね。報告もされているようでございます。そして、中心市街地というのは、それをどこまで

広げるのかということも289のバイパスも含めた広範囲な中身で検討されていると、非常にす

ばらしい報告が、私も読ませていただいたんですけれども、されているという中で、鴫山城を

利用した、自然を利用した中身の、活動状況の中に入っているわけですけれども、その中で里

山林道という構想が提案されています。それは先ほど町長がおっしゃいましたやまなみ泊覧会

に大いに貢献できる中身になるのかなというふうに私思ったものですから、既存する林道を整

備して、里山林道として整備するというふうな計画のようでございます。これは早急にやると

いうか、そういうふうな計画ありますでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 中心市街地のいわゆる活性化基本計画の中では、議員おただしのように、いわゆる商店街だ

けをテーマにしていないで、バイパスからいわゆる鴫山城址の史跡まで包含をした取り組みを

計画として盛り込んでいます。そんな中で、いわゆる丹藤地区と横町地区については里山再生

事業を実施しておりまして、これは森林環境税を使っておりますが、そういう周遊コースも必

要だろうということで、これらについて林道という言い方ですが、作業道として整備をしてい

く、これについては着々と森林環境税を使った中で今進めております。 

 そのほか、鴫山城の歩道については、これはまた別な観点から、とりあえず歩道の整備をし

ていこうと、現状維持で。そうすると、土地所有者に対しての、言ってみれば負担は当面ない。

そんな中でさらに拡幅とかあるいは休憩所とか、そういうものが必要であれば所有者に働きか

けていこうと。これもいわゆる鴫山城址の期成同盟会がございます、それらの方々と進めます。 

 もう一方、西町地区が地元の坪ということで、西町地区の区長さんや活性化委員会の方々と

さらにいわゆる鴫山城の活用について今後、郡役所も含めて図っていこうと、こういう動きが

ございます。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 
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○６番 渡部 優議員 論点はずれていませんから。その今回の中心市街地活性化の中身とい

うのは、先ほど町長が言ったように、商店街だけでなくて広範囲にということで、今までと違

った策定だというふうに思うんですね。その中で商店街をどう活性化していくか、どうリンク

させていくかというのは大きな課題として策定されているはずなんですよね。そうじゃないと

意味がないというふうに思います。実際そういう形でいろんな提案がされています。それらの

中で、先ほど前回と同じ答弁だったんですけれども、②の答弁としては、南会津観光公社をも

って関係と協議していくと。前回も商工会の青年部との協議がなされているんだと、同じ答え

をいただいているんですけれども、やはり何度か進めて、あれから、18年３月に報告されてい

るわけなんです、18年。多分18年、19年の２カ年計画を１年間に絞って３月に報告されてい

ると。その策定委員の中にはもちろん役場も建設課なり、大いに役場の職員はかかわっている

中での策定の、もちろん奥山教授が頭になっていたらしいんですけれども、そういうような中

でやはり振興計画にも大分影響していると思うんですよ。その中でやっているというふうに思

うんですよね。ですから、具体的に観光公社を軸にして考えているんだというふうな、商店街

の活性化をね、考えているんだということで、繰り返しますけれども、商工会の若い人たちも

協議がなされていると。その中身はどんな、もしわかれば。じゃないと前回の質問と一歩も進

まないような状態で消化不良を私起こしますので、お願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 全く議員がご心配されるように、やってはいるけれどもその進捗がどうなっているのかとい

うことだと思います。私は、株式会社観光公社と商工会の青年部の意見交換会の前に青年部の

人たちとお会いをさせていただきました。たしか役場の３階の会議室だったと思いますが、そ

こで商工会の青年部の方々はどうしても今までイベントを多くやってきたんですね。イベント

をやって商店街を盛り上げようと、あるいは感謝をしようということでやっていたんですが、

そうではなくて、皆さんがこれからそれぞれの会社や事業所や、あるいはお店、店舗を経営さ

れる中で、安定的に持続する経営ができるためにはどうしたらいいかという話し合いをしまし

ょうということをしました。そこで、ようやくこのまちづくり事業の内容がわかっていただい

たので、その後、株式会社観光公社と青年部の話し合いを持つようにということで観光公社の

ほうに指示をしました。 

 それを持っていただきましたが、その結果は、実はそのときに来られた方かどうかはちょっ

とわかりませんでしたが、いわゆる親会のほうで一たんだめになったものを、いわゆるまちづ
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くり会社の会社の設立にだめになったものを商工会の青年部が入っていくというのはおかしい

んじゃないかと、こういう意見もあったそうです。 

 しかし、私は、そこで観光公社のほうに申し上げましたが、要は、猪苗代でも実例がありま

すし、奥山先生もそれは理解していたと思いますけれども、赤字会社を、先ほどいろいろと議

論になりましたが、またつくるというのはとてもではないけれども大変だと。これは前にお話

ししました。それで、何とか観光公社は赤字になる、今現在、赤字になっております。しかし、

この会社が基軸になっていけば、いわゆる皆さんには負担はかからない。皆さんの商店街の

方々にはできるだけ負担は少なくできるだろうと、こういう考え方、配慮からなので、ここは

しっかりと再度、あるいは協議を進めてほしいという話をしましたが、実は観光公社の実態を、

何度か行ってみましたら、数字を上げるのに一生懸命で、とても今そこまでできないんだと、

こういうことでした。 

 したがいまして、今後観光公社がするべきなのか、あるいは振興公社がするべきなのか、こ

こも含めて体制の整備も今後考えていかなければならない。その中で商工会、商工会というよ

りは商店街の方々をしっかりと参加させるような、そういう仕組みもこれからつくっていきた

いと、こう思っています。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 まさしく観光公社が忙しさの、数字を上げるため一生懸命、まちなか

再生をさせるべきじゃないということは私前回言ったんですけれども、忙しくて多分できない

と私も思ったんですけれども、やはり第１次振興計画の中でも、町が出したね、いわば町商工

会、協同組合等が一体となってやっていかなければならないんだというふうな課題として上が

っているわけですよね。これ町の振興計画ですから、町がつくった振興計画だというふうに思

うんですね。だから、やっぱり位置づけというのは、旧田島の商店街の復興という、復興とい

う言葉を使ってもいいくらいの今状態だというふうに思うんですよね。 

 ４町村の商業に係る収入とかそういうのを見ると、断然田島商工会200億円ぐらいで、ほか

はもう10分の１ぐらいのですね、全部で290億円ぐらいかな、その中の200億円ぐらい旧田島

の商業、いろいろ含んでいるでしょうけれども、やっぱり上げているんですよ。そこをだめに

したでは、やっぱり全体の沈没なんですよね、やっぱりね。 

 ですから、やっぱり町も、確かに奥山先生もおっしゃっているように、町がやるのは地元の

当事者が立ち上がってこれを後押しする役割でやるんだよと、それが町おこしだよとか、振興

策の基本だよというようなことをおっしゃっているんですよ、実はね。確かにそのとおりだと
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思いますけれども、でもやはりあんまり疲弊しちゃうと、モチベーションも下がっているし、

前回、何というの、商店街の中町とか上町の辺の、例えばまちなか再生に参加しようと思って

いた若い人たちがモチベーションがぐっと下がっているんですよ、一時。それは間違いなく下

がったんですよ、一回。それは親のほうでどうのこうの、都合でというような批判とかもあっ

たんですけれども、実は。あったんですけれども、実際としてやる気が、モチベーション下が

ってしまったというふうな時期が確かにあったということも私も耳に聞いていますので、です

から、町が旧田島町の商店街の復興のためにどういったことを処方すれば一番いいのかという

ことをもう一回原点に返って考えていただきたいなというふうに強く私思うんですよね。 

 やっぱり南会津町の浮沈にかかわっているような中身だというふうに思って私は緊急課題だ

というふうに認識しているというふうに申し上げたんですけれども、そういうふうに確かに舘

岩も頑張っている、伊南も頑張って、南郷も頑張っているというのはわかりますけれども、や

っぱり全体の数字、数字的に見るのはよくないというふうにおっしゃいますけれども、実際と

してやはり３分の２以上の収益、収益というか生活の糧を得ている、お金を、数字を上げてい

る場所なので、やっぱり強力に町で底上げをしてもらうというような形、町をやれというのは、

何をしていいのかというのはなかなか難しいと思いますけれども、振興計画はできているし、

その中でも検討されているし、提案して中心市街地の基本策定の中でもいろいろと提案されて

います。その中でいろいろやれることがあるんだなあというふうに私はずっと読んでいて思い

ましたので、もう一度原点に返って、せっかく商工観光係もいらっしゃることだし、ぜひ力を

発揮していただいて進めていただきたいなというふうに思います。 

 それから、④の祇園祭を中心にまちづくりを考えて、商店街の振興につなげてはどうかとい

うのは、これはもちろん先ほど申し上げたように、ここに来て祇園祭を感じられる町というの

は、やはりこれも提案になっているんですよね。中心市街地活性化の中で、策定の中で。どこ

に行っても、あ、この祇園祭の香りがする、においがするというふうなまちづくりをしていっ

たほうがいいじゃないかというような提案されているわけですけれども、そのためには、18番

議員もおっしゃったように景観的なものも必要だろうというふうに思います。その中で先ほど

町長が言った間伐材を使った格子戸をやろうかとか、それも今進んでいるストックヤードの流

れの中でできるわけですから、だから政策と政策のつながりをどういうふうに持っていって町

の振興につなげるかというのは、やはり手法的なもので、これは旧観光課、企画観光課で幾ら

でも力発揮できる分野だというふうに私は思いますので、やっぱりそういうふうにしてリンク

させながらやって町の振興につながる。そして、啓発、啓蒙を図っていく。そうすると町全体
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が一つの大きな祇園祭というイメージができると、やはり観光客は感じると思うんですよね。

そうするといい玄関になる、こういうふうに思います。 

 それから、１点お聞きしますけれども、演説になっちゃ困りますので。田島駅前の駐車場関

係ですけれども、これも商店街にかかわる問題だと思いますので申し上げますけれども、現在、

正面見て左側のところ、湊田議員が一生懸命言った、大型の駐車場にしろと、大型が、バスが

とまれるようにしろというような中身で、実際としてそういう形になっていて、非常に壊れて

いる。それは対応しているような工事じゃないからというのは私もわかるんですけれども。し

っかり、もう一回整備し直したほうがいいのかな、玄関口としてしっかり整備したほうがいい

のかなというふうに強く思いますので、そうすればやはり、それも商店街の活性化に必ずつな

がるものというふうに思うんですよね。ですから、ぜひその辺の施策の転換というか、あのま

まにしておくのかということを１回ここでお聞きしたいというふうに思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 まず、駅前の関係のほうの結論から申し上げますが、これは議員がおただしのようにしっか

りやります。というのは、いわゆるバイパスができますと、中央商店街を通過する車両が少な

くなります。もちろん商店街にないいわゆる通過車両は恐らくどうってことないんですが、そ

うでない方々もやはり中央商店街から離れていくと、こういう嫌いがありますので、ここは土

地区画整理事業の中でもいわゆる駅の北側、駅舎といいますか、北側駅をつくろうというのは

計画に上がっておりますので、これと関連してしっかりとここはやっていきたいと、こんなふ

うに思っています。 

 それで、商工会の関係、中央商店街と祇園祭の関係、いずれもこれ町でやろうと思っても所

有権の問題が出てくるんですよ。したがいまして、それは18番議員の方々もおっしゃったけれ

ども、ここはいわゆる歴代の町長さんも非常に、何というんですかね、頭を悩ましたところな

んですね。ですから、ここの対応はやはり時間をかけ、そして粘り強くやっていくと、こうい

う姿勢で臨みたいというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 駅前の件、了解しました。 

 それから、先ほど長い時間をかけて必要だと、景観づくりの話だと思うんですけれども、だ

から私、長期的な展望に立って必要であるというふうにここに書いてあるんですけれども、や

はり途切れなく継続してまちづくりというか、景観というのはやっていかないと、途中で途切
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れちゃうとだめなんですよね、景観づくりは特に。例えば建設課でやっていたホープ計画あり

ますよね、今休止状態だというふうに私聞いています。これも大事な政策だと思いますので、

やっぱりあわせてやっていかないといけないというふうに思うんです。 

 それから、まちづくり、祇園祭を想定した、軸にしたまちづくりの中ではやはり、今回聞こ

うと思ったんですけれども、まちづくり交付金事業に伴う御神燈というのかな、整備計画につ

いてというのは６月のあれに出ていますよね、６月の観光協会の総会かな、理事会かな、の中

で、６月18日だと思ったんですけれども、きれいなカラー写真にまで提案されているんですけ

れども、これ平成19年度から23年度の５年間でやりたいというような、まだ意思形成過程の

中の事業かもわかりませんけれども、そういった計画もあると。宮本前の四つ角から線路のと

ころまでかな、そこまでの整備で、御神燈やって、真ん中をこう、10メートルぐらいの広さで

整備するというふうな計画があるようなんですけれども、非常に私はあの辺のところに行って、

立ちどまって、こうイメージしたんですけれども、非常にいい雰囲気になるなというふうに実

は思ったんです。 

 その中で、ここで申し上げたいのは、まちづくりの交付金事業に伴ってやる整備計画の中身

と、それから、これからあの角に警察署ができるんですよね。非常にすばらしい場所に警察署

ができると、一等地へ。あそこに例えば３階建ての建物が建った場合、宮本のところのあそこ

に建って、こうイメージしたときに、旧田島町のシンボルである愛宕山が見えなくなっちゃう

んですね。しかも、これからはこういうふうに、あそこの道路が整備されて本当にすばらしい

祇園祭の風景を醸し出す中に、どうしてもあそこに警察署ができ上がるという、イメージが相

当崩れるというふうに思うんですね。 

 いろいろ調べた中身では、町もあの場所じゃなくて違う場所を勧めた経過があるんだという

ふうな話は聞いています。しかし、実際として、いきなりあそこの場所に決まったからという

ようなことで連絡を受けたんだというような話も聞きますので。 

 しかも、先般、16日だと思ったんですけれども、説明会があったそうです。10人くらいの

参加者であったようです。私も知らなくて行けなかったんですけれども。わかれば行って言い

たかったんですけれども。その中ではやはりあそこに警察署をつくるのはうまくねえんでねえ

のというような意見がやっぱり多く出たそうです。やっぱり祇園祭をしっかり守っている人ほ

ど多分イメージダウンになるんじゃないかというふうに心配すると思います。 

 そこで、先ほどの１点ともう１点聞きたいのは、町で、あそこの、県がする事業ですけれど

も、何とか町のほうで、お願いという形になると思うんですけれども、場所を移ってもらえな
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いかとか、そういったお願いはできるのか。実際として、県立南会津病院の医者とか看護師の

寮をつくるときに、実は前面のほうに計画があったのをバックしてもらってという、それは町

のお願いだというふうにも聞いていますのが、あの辺の景観を守るために。そういう経過もあ

りますので、そういった考えあるかないのかちょっとお聞かせください。４点。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 町としてはそういう考えはございません。それは、何回も言うようですが、これまで住民の

方が協力的だったかどうかということなんですね。警察もいわゆる予算をとってから、私のと

ころには後から報告がありましたから、そのときにアドバイスといいますか、希望を言えなか

ったんですけれども、言ってみれば町民の協力がなかったらどんな景観をつくろうと思っても

できないんですよ。それで、なぜあそこに落ちついたのという話をしたら、警察に勤めている

方の土地なんですね。どこにもそういういろんな形ですね、都市計画がありますから、都市計

画のルールにのっとった場所を探していたんですね。ですから、町の人たちは私のところに来

ました。町長、どうなんだと。しかし、あなた方はなぜそういうふうに結果が出てからしか言

えないんですか。もう少しこの話はわかっていたはずだ。どこにつくるかはわからないかもし

れないけれども、警察では土地を探しているということは知っていたはずだ。どうでしょうか

と言ったら、いや、それは薄々聞いていましたと。この時点で一緒に考えていきましょうよと。

そうでなかったら、今もう既に基本設計に入った段階で何を、そういうことを言っていたら、

今、警察署というのは統廃合されている、そういう中でやはり事前に警察も必要だとなれば協

力します、あるいはそこがどうしても、私のところに来ましたけれども、だめでしたら私のこ

ういうところを何とかしますからという対案を持ってきていただけませんかと。それはできな

いと、こういうことでしたので、私はやる気はありません。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 まちづくり交付金事業の宮本前の石畳関係の事業の内容ですか、じゃお

答えいたします。 

 議員のおただしのとおりでありまして、町といたしましては、今後新たな289バイパスとし

ての祇園会館あるいは田出宇賀神社、それから御蔵入交流館を含めたあの地域の整備について

まちづくり交付金事業の中で今後事業を実施していくということになっております。 

 よろしいでしょうか。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 
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○６番 渡部 優議員 町長の答弁ですと、仲介に入るつもりは一切ないというふうなことだ

ろうというふうに思いますけれども。そうですね。 

 それで、そうすると、やはり、例えば片方で環境整備をしてそういうふうな姿に持っていく

と、今、建設課長が申し上げたように石畳をして、灯籠をつけて、いい雰囲気をつくって持っ

ていくと。片方ではそういった、もちろん決まった後どうのこうのという問題じゃなくて、ま

だ建てる前ですから、だから今のタイミングなんですけれども、土地が決まる前に言うのが普

通だろうというふうな、そうかもわかりませんけれども、今の時点だっては建てる前だという

ふうに私は思うしかないと思いますね。もしできることならというふうな。だから、一切やら

ないというんじゃなくて、やはりそういった、話し合いまでいかなくてもいいから、何という

かな、町が進めている、まちなみを進めていく上で何とか遠慮してもらえないかとか、あと、

県で進めていた事業もありましたよね、何という事業でしたっけね、元気づくりか、元気ふく

しま、地域づくりの交流事業というの、その中でも検討されている、あの辺の景観というのを

検討されているんですよね。県のこれ事業なんですけれども。そういうことから言えば、県も

それなりのあの辺の、何というの、事業に対しては責任があるというふうに思うんです。 

 ですから、私は個人的には県の施設広報課のほうにお願いをして、知事に届けてくれという

ふうに申し上げましたけれども、大変新築改築していただいてありがたいことだけれども、せ

っかくできるならばみんな喜ばれる場所がいいだろうというふうな、実は届けてはあるんです

けれども。 

 ですから、言い合いになっちゃうかなと思うんですけれども、片方ではまちづくり交付金を

使ってそういった景観をつくっている、しかもそのすぐ隣に、景観を汚すとは言いませんけれ

ども、また別な場所でもいいんじゃないのというものがそこにでき上がる。それも認めざるを

得ないというふうなことでは、やはり長い目で見た場合に、１回つくっちゃうとね、なかなか

移ってもらえないから、やっぱり今の時点でもうちょっと努力していただけないかなというの

が、例えばこの間説明会に集まっていただいた何人かの意見でもあるわけですから、ぜひちょ

っとその辺のところは町長、全然そう思いませんかね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げたように、全然そう思いません。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 はい、わかりました。 
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 いろんな政策の中で、何というかな、整合性がない。それも一体化した政策が組まれていな

いというのは今の言葉だろうというふうに思います。その辺に対する強いご意見もあるだろう

けれども、そう感じざるを得ない。少なくとも努力はすべきだと私は強く思います。それは、

可能性が10％でもあれば、やはり努力すべきだろうと。それはこれから町を、まちなみをつく

っていったり、まちづくりをしていく上で、決して弊害な場所ではないけれども、遠慮してい

ただけないかというふうな場所ぐらいは私は言えるんじゃないかなというふうに思います。そ

れは指摘しておいてやめますけれども。やらないと言っているんだから、これ以上言ってもし

ようがないよね。 

 では行政コスト削減の状況はということでお伺いしましたけれども、例示的に先ほど申し上

げたように、一つ聞きたいと。これは１番議員が本当は遠慮して言わなかったんだろうという

ふうに思いますけれども、少し例示的な発言をさせていただきます。これは、６月議会のとき

に資料を町のほうに上げてありますので、検討していただいたかなというふうな中身でお伺い

したいというふうに思います。 

 それは、きのうも若干出ましたけれども、会津若松市における、きのうかなり出ましたけれ

ども、パソコンにおけるソフトの経費に係る軽減についてということで、１番議員は検討委員

会ぐらいつくったらいかがかというような意見だったというふうに思いますけれども、そこま

で私は質問しませんので、その中で、前回資料を６月議会のときに上げておきましたので、き

のう若干出ましたけれども、オープンオフィスの導入ということで、プラスＯＤＦによるデー

タ管理ということで、経費節減をしていこうというのが会津若松市の経費節減の、きのうも出

ましたけれども５年間で1,500万円を目指していると。指導とかそういうのを入れれば額面ど

おりの削減にはならないというふうには思いますけれども、ただそういう努力はいろんなとこ

ろから問い合わせとかがあるようでございます、聞いてみたら。それだけ注目されている中身

でありますけれども、検討されたのか、またどういうふうな可能性があるのかということを検

討されたと思います。３カ月間がありましたので。お聞かせください。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 会津若松市で採用いたしましたオープンオフィスに関する調査の関係でございますが、これ

は会津若松市のほうにいろいろ照会をしたり、それからいろんなところから情報をいただいて

検討したところでございますが、確かに１番議員さん含めまして６番議員さんのほうからもお

話がありましたとおり、経費節減という面では確かに大きな魅力がございます。 
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 ただし、いろいろ調べてみますと、今現在、役場の職員が使っているパソコンについては、

マイクロソフト社のオフィスを登載しているわけでございますが、国・県から流れてきますい

ろんな電子データにつきましては、やはりマイクロソフト社のオフィスを登載した、そういう

エクセル、それからワードというようなものが流れてきますので、それの互換性の面でなかな

か会津若松市さんのほうでは苦労なさっているというようなお話も伺っております。 

 したがいまして、行政として、確かに経費節減ということは非常に重要な部分ではございま

すが、一方、業務の中で十分に機能的に、職員の負担がないような形でストレートに使えるよ

うな、そういった機能がないとなかなか難しい部分があるのかなという感じをしております。

現実問題、会津若松市さんのほうにお聞きしましたところ、今までマイクロソフト社のオフィ

スで作成しました各種のデータが、今回このオープンオフィスにしたことによってなかなか活

用ができない状況にもなっているというような部分がございますので、なお再度技術的なこと

をまた調査をしながら、総合的に判断していきたいと、こんなふうに思っております。 

 いずれにしましても、昨日もＯＡ関係で１億円以上の経費がかかっているわけでございます

ので、この経費について、実際のところむだがないのか、それから効率化が図れないのかとい

うことで、来年度の予算編成に向けて、担当しております企画観光課の情報係のほうにそれぞ

れ指示を出しておるところでございますので、ご理解をいただきたいと、このように考えてお

ります。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 検討されていただいてありがとうございました。 

 確かに互換性の面とか、操作性というか、そこら辺にはかなり会津若松市でも職員の指導と

いうか、教育に困っているというか、大変なようです。私も聞いています。ただ、長い目で見

た場合に非常にいいということで、いろんな関係から問い合わせがあるようです。そして、実

は私も使っているんです。個人使用だと十分対応し得る。互換性はあります。ワードも読めま

すし、エクセルも読めます。県のデータも読めます。ですから、どこら辺のところまで求めて

いるかというのが、行政の中身ちょっと私わかりませんけれども、普通の文書管理等は十分に

できるなと私は感じていますので、ぜひこれからも研究していただいて、やっぱり経費節減と

いうこと、監査委員からも総合的なＯＡ化を図りなさいというふうな指摘も出ているわけです

から、その中でできることはやはりどんどんやっていくと。プロジェクト的にどっかの課だけ

で１回やってみようかとか、それも可能ですので。 

 そこでもう一つ、これは文教厚生委員会の中でも言ったんですけれども、図書館の、例えば
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パソコンにワード、エクセル、エクセルが導入されていなくて、県のデータが読めないんだよ、

あそこで調べものできないよというふうに申し上げたんですけれども、もうこれ何年か前に申

し上げているんですけれども、それはソフトが入っていない、やっぱりお金が、ライセンス料

かかるということで導入されていなかったんです。今も多分入っていないと思います。 

 だから、そういった、例えば独自に使える場所にそういったものを導入すれば、利便性が高

くなると。一般の人たちにちょっと教えればね。そういうことも可能ですので、利便性プラス

経費節減ということで、十分に対応できるというふうに思いますので、研究していただきたい

というように思います。 

 それから、最後ですけれども、やはり町長さんもかなり、先ほどかたくなに、やりませんと

いうようなことでおっしゃったわけですけれども、気持ちはわかります。わかりますけれども、

やはり町長が大きく掲げる、何というかな、ありがとうの言えるまちづくりというのがコンセ

プトにあって、ことしのタイトルは多分響き合うということだろうというふうに思うんです。

やはり少し重なる部分があってこそ響き合うというふうに私は思っていますので、一か、ゼロ

か、百かというようなことをどんと言われちゃうと響き合えないんですよね、やっぱりね。や

っぱりそういうことも念頭に置いて、ぜひ施策を進めていただきたいなというふうに指摘して

おいて終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 指摘に対して考え方を。人の考え方はですね、いろいろなんですね。自分の

考え方がすべて正しいというのはおかしいですよ。響き合うというのはですね、そういう意味

ではなくて、いいですか、響き合うタイミングというのが必要なんです。今ここまで来てなぜ

なんですかと、あなた方。このことは、土地を確保したということは新聞にも出ていますから。

一切私のところへなんて、いよいよですね、建設計画になって、このとき私がそういう話をし

たら、いわゆる県警本部はどうなるんですか。１町の首長が話をするわけです。ただ、私から

言えるのは、少なくとも建設する場合に最大限、祇園祭あるいは七行器の行列に支障にならな

いような工夫、創意は、これはとっくに言ってありますから。それを別な場所にというのは、

これはね、そう言っている方々、確かに情報がないと言うかもしれません。でもそれだけ関心

があるんだったら、最初から情報をとってくださいよ。そのくらいのことを、やっぱりね、町

民方も認識を持つべきだと思いますよ。私は、いっぱい響き合っています。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 以上で、６番、渡部優君の一般質問を終わります。 
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 上衣の着衣をお願いします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は22日午前10時より開議し、議案審議を行います。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時３１分 
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      平成２０年第３回南会津町議会定例会 第４日 

 

議 事 日 程 （第４号） 

                    平成２０年９月２２日（月曜）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 議案第５８号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 日程第 ２ 議案第５９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第 ３ 議案第６０号 工事請負契約の一部変更について 

 日程第 ４ 議案第６１号 和解について 

 日程第 ５ 報告第 ５号 平成１９年度中における主要な施策の成果及び予算執行の実績 

              に関する報告について 

 日程第 ６ 議案第６２号 平成１９年度南会津町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第 ７ 議案第６３号 平成１９年度南会津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

 日程第 ８ 議案第６４号 平成１９年度南会津町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

 日程第 ９ 議案第６５号 平成１９年度南会津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

 日程第１０ 議案第６６号 平成１９年度南会津町農林業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

 日程第１１ 議案第６７号 平成１９年度南会津町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の 

              認定について 

 日程第１２ 議案第６８号 平成１９年度南会津町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

 日程第１３ 議案第６９号 平成１９年度南会津町水道事業会計決算の認定について 

 日程第１４ 議案第７０号 平成１９年度南会津町水道事業会計欠損金処理について 

 日程第１５ 議案第７１号 平成２０年度南会津町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１６ 議案第７２号 平成２０年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第１７ 議案第７３号 平成２０年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第２号） 
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 日程第１８ 議案第７４号 平成２０年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１９ 平成２０年請願第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求 

                  める請願           （文教厚生委員会） 

 追加日程第 １ 議案第７５号 南会津地方土地開発公社定款の変更について 

 追加日程第 ２ 委員会提出議案第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実 

                    を求める意見書の提出について 

 追加日程第 ３ 委員会提出議案第７号 農業用の燃料、肥料、飼料、資材等の価格高騰へ 

                    の緊急対策を求める意見書の提出について 

 追加日程第 ４ 議員派遣の件について 

 追加日程第 ５ 閉会中の継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（２２名） 

     １番  湯 田   哲  議員     ２番  渡 部 俊 夫  議員 

     ３番  高 野 精 一  議員     ４番  馬 場 信 作  議員 

     ５番  山 内   政  議員     ６番  渡 部   優  議員 

     ７番  星   光 久  議員     ８番  楠   正 次  議員 

     ９番  大 宅 宗 吉  議員    １０番  渡 部 忠 雄  議員 

    １１番  湯 田 秀 春  議員    １２番  星   登志一  議員 

    １３番  星   和 男  議員    １４番  平 野 昌 盛  議員 

    １５番  阿久津 梅 夫  議員    １６番  渡 部   東  議員 

    １７番  芳賀沼 順 一  議員    １８番  菅 家 幸 弘  議員 

    １９番  大 竹 幸 一  議員    ２０番  児 山 寿 明  議員 

    ２１番  五十嵐   司  議員    ２２番  渡 部 康 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 



－１７７－ 

湯 田 芳 博 町 長 渡 辺  仁 副 町 長 

横 山 恒 廣 教 育 長 五十嵐 竹 則 会 計 室 長 

宍 戸 英 樹 直 轄 政 策 室 長 室 井  裕 総 務 課 長 

星  光 幸 企 画 観 光 課 長 馬 場 増 男 税 務 課 長 

長 沼 芳 樹 住 民 生 活 課 長 近 藤 甚 悦 健 康 福 祉 課 長 

大 竹 政 義 建 設 課 長 星  安 晴 環 境 水 道 課 長 

角 田  厚 農 林 課 長 渡 部 文 政 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

斎 藤 友 一 学 校 教 育 課 長 酒 井 直 伸 生 涯 学 習 課 長 

星  廣 政 舘岩総合支所長 横 山 孝 夫 伊南総合支所長 

児 山 忠 男 南郷総合支所長 室 井 良 一 監 査 委 員 

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 馬 場 秀 成 事 務 局 長 補 佐 

 

 



－１７８－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 暑くなってきますので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎学校給食事故米について 

○渡部康吉議長 ここで、教育長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許

可します。 

 教育長。 

○横山恒廣教育長 おはようございます。 

 私のほうからけさ新聞で報道されました、そして今までずっと１週間ぐらい前から報道され

ております事故米の件につきまして、学校給食との関連についてお知らせ申し上げたいという

ふうに思いまして時間をいただきました。 

 まず学校給食関係で、きのうの夕方電話、それからファクシミリ、それからメールというこ

とで、いろいろ情報が入ってまいりました。 

 現在までにわかっておるところ、学校給食会というのがございます。これは、県の学校給食

のいろいろな食品を仲介している元締めでございます。会長は県の教育長、野地陽一さんにな

っておるわけですが、そこからいろいろなものを買っておるわけなんですが、その中において

調べていただいたものについては、過去、平成15年から今年度までですが、その中で平成18

年２月20日に、田島第二小学校に50グラムの10食入りのパック、13パックがシラス入り厚焼
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き卵として入っております。この卵焼きにはでん粉としてそのつくった粉、それが事故米ので

ん粉が入っておるということでございます。 

 今現在わかっていることはそこまでですが、あともう一つ県教育委員会のほうから、それぞ

れ調査しなさいということで、今調査中でございます。全県調査中でございますが、当町にお

きましても、けさ指示をして、きょうの午前中には上げるようにということで調査しておりま

す。 

 なお、参考までに、けさ田島小学校の栄養士のほうに訪ねまして聞きましたら、田島小学校

さん大丈夫かというようなことを言いましたら、マルワ食品というところでやはり卵焼きを使

っているんですけれども、それについては一切そのでん粉、それは使っていないと、事故米は

使っていないという業者の説明が入りましたということでございました。 

 なお、ちなみに米のこと、主食についてもついでに調べてみました。 

 そうしましたら、主食の米は、田島の学校給食米は田島でとれたもの、これはひとめぼれだ

そうでございますが、田島でとれたものを郡山へ持っていって精米をして、それを会津若松の

パールセンターで保管して、そしてそれを田島に運んでくると、こういうルートだそうでござ

います。伊南、南郷もそれぞれとれたところでやったもの同じ。ただし舘岩だけはこれは地元

の農業公社が取り扱って直接的にやっておると、そういうような町うちのものについてはその

ような回答でございました。 

 いろいろご心配をかけますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○渡部康吉議長 ただいま説明のとおり、学校給食事故米についてご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５８号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 日程第１、議案第58号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５９号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第２、議案第59号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◎議案第６０号の質疑、取り下げ 

○渡部康吉議長 次に、日程第３、議案第60号 工事請負契約の一部変更についてを議題とい

たします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 防災行政無線に関しまして、最初に平成19年６月ですか、5,581万円

くらいでしたかね。その後、また平成20年３月に…… 

〔「５億だ」と言う者あり〕 

○２番 渡部俊夫議員 ごめんなさい、５億ね、５億5,800万円、けたが間違っていました。 

 それから、20年３月に約1,500万円ほど追加しまして、また今回新たに追加ということで、

防災行政無線のちょっと工事の全体像が、私も不勉強でわからないんですが、これはなぜこう

何回も追加追加で来ているのかというちょっと背景が果たしてこんな形でいいのかなと、本当

に最初の防災無線工事という、はっきり工事全体を見越して、ある程度確実な予算編成ができ

なかったのかという素朴な疑問ですけれども持ちますので、その辺説明をお願いしたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 当初の工事契約につきましては、全体的な防災行政無線施設、いわゆる同報系及び移動系の

新設と、いわゆる戸別受信機の設置と親局の設備一式です。それから中継局の設備が３基、そ

れから屋外拡声子局といいまして、いわゆる屋外スピーカーの分が48基ですね、それから、舘

岩、伊南、南郷総合支所への接続の設備一式という形で当初予定しておりました。 

 その後、20年３月７日に提出しました一部変更では、屋外拡声子局を３局増設するための一

部変更ということでお願いをいたしました。 

 今回、提示いたしましたのは、この一部改正につきましては、まず屋外拡声子局の１局の追

加、それから戸別受信機用の聴覚障害者のための文字の受信装置、それから全国瞬時警報シス

テム、このシステムにつきましては、当初の段階から入れたいということでお話は申し上げて

おりました。この全国瞬時警報システムの追加。それから、移動系設備の関係で携帯用の無線

機がございます。特に今回15台ほど増設をさせていただきましたが、いわゆる山岳遭難がふえ
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ているということから、今回増設をさせていただきました。 

 これら当初から一応予定されたもの、いわゆる全国瞬時警報システムについては、当初から

ある程度計画は考えられていたものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 全国瞬時警報システムが今回メーンとして新たに加わったとは思うん

ですが、これは英語で言うとジェイアラートという名前で呼ばれているみたいなんですが、こ

れは、何か緊急事態が発生した場合に自動起動させて、住民に緊急情報を伝達するシステムだ

とは思うんですが、実際、フィルタリングもかかると思うんですが、どれとどれとどれの情報

を南会津町としては流すという、その基準みたいなものはつくってあるわけですか。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 基本的には、まず緊急地震速報、これにつきましては予測震度５弱以上については瞬時に連

絡が来るということになっています。それから、それに関する大津波警報、津波警報、これに

ついては当地方ではさほど影響はございませんが、そのほかにもいわゆる気象警報、それから

緊急火山情報、それから指定河川の洪水の情報、それから土砂災害の警戒情報、それから、あ

ってはならないと思いますが、いわゆる弾道ミサイル情報とか、ゲリラとか、大規模のテロの

情報、これらについても各戸別受信機まで放送が流されるということでございます。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 確かにそういう情報を流すんでしょうけれども、果たしてこういう緊

急システムが我が南会津町にとってどれだけ必要性があるのかなという、全然必要ないという

ふうには言いませんけれども、ちょっと疑問に思った部分なんですね。やっぱり大津波情報と

か津波、あるいは何といいますか、弾道ミサイル情報とか、ゲリラ情報とかとなってくると、

本当にその中で幾つ、十何個もうかがえるうち幾つ、２つか３つくらい該当するのかなと思う。 

 そういう意味では、その１つ、２つでも重要だといえば重要だから無視はできないんですが、

本当に我が町にとっての緊急性、今すぐ必要性があるのかなという若干疑問に思ったわけなん

ですが、いずれにしてもこれが入ることによって、多少なりとも安心・安全感は増すというこ

とについては間違いないわけですけれども、これらの具体的な運用面での、例えば訓練みたい

なものは予定しているんですかね。ほかの自治体では、こういったものを使いながら訓練なん

かもやっているようなんですが、その辺を最後にお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 
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○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 いろいろな備えの仕方というのは、基準をどこに置くかということがあると思うんですけれ

ども、私たちの暮らしの現状が基準になるのか、それとも日本全体でさまざまな事件あるいは

発生の頻度等が予想され、そういうことが、例えば地域格差として、そういう情報についても

あっていいのかと、こういうことになりますと、できる限り私どものところにはその関係する

ものに絞り込みは必要だと思いますが、やはり町民の方々が不安のないような、さまざまなテ

レビとか新聞で情報が入ってきます。そういうものに対して備えを今から準備しておかないこ

とに対する町民への責任、こういうことを考えますと、私は、将来予測をしながら準備を進め、

体制を整えるということはとても大事だというふうに思っております。 

 その中で、議員がおただしのように、じゃ運用に当たってどうするのか、ここのところは、

いわゆるこの防災無線のみならず、現在やっているいわゆる水防訓練とかそういうものについ

ても、やはりお金はかかりますが、広域的に年１度もしくは２年に１度くらいの地域の、南会

津地方のいわゆる訓練をして、住民にその周知徹底を図り、あるいはまた日ごろから認知度を

高めていく、こういうことは必要だと思いますので、これは広域市町村圏のほうとも連携をと

りながら、今後体制づくりをしていきたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 住民生活課長はいいですか。 

 ほかにございませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 今回この変更があったわけですけれども、できれば口頭で金額の明

細があったんですけれども、もしわかりやすい資料があればいただきたいなというのが１つ。 

 それから、今回のこの防災行政無線、大変私はいいなとは思うんですけれども、実際今つけ

ている段階でいろいろな声が聞こえてまいります。 

 そこでお尋ねしたいのが、今この戸別受信機設置状況の進捗度ですね、大体どのくらいにな

っているものなのかひとつお伺いしたい、それが第１点。 

 それから、委託設置の際、何かいろいろトラブルがあったという部分も聞いております。例

えば申し込みは書面ではあったようなんですけれども、実際設置に行ったら、そんな覚えがな

いと、それはどっちが正しいかとかそういったものは別にしても、仮に設置する段階にいって

要らないとなれば、そういったものをどういうふうにしているのかなというのがあるわけです

けれども、そういうトラブルがなかったらいいですが、そんな話も聞こえてまいります。 

 それから、設置後に、聞こえたり聞こえなかったりするというような、そういう声は結構あ
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るようです。そういったことがあるのかないのか。 

 それから、学校には設置されているのかどうか。一番大切な子供たちがいるところにそうい

うのが設置されているのかどうか、お聞かせいただきたいなと思います。 

 それから、もう１つなんですけれども、これも下郷管内で産業廃棄物のローリー車の転覆事

故があって、これが真夜中に、結局広域のほうの出動の放送があったということで、何とかな

らないのかと、そこまで真夜中にやられるとびっくりして起きた。そうしたら隣の町の事故だ

った。これは南会津郡内の町村がみんなそういうふうなシステムになっているのかどうか。そ

うしたら、広域からは夜中でも何でも流れるかもしれんけれども、ワンクッション置いて役場

のほうから流れるようなそういう方式、ほかの市町村にあるのかないのか、できるのかできな

いのか、その辺をお聞きしたい、そんなふうに思います。 

 いずれにしてもこの放送の流れがいまいち少しわからないわけですけれども、その辺の流れ

を説明しながら、何とかならないか、こういうことでございます。その辺お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたしますが、私からは戸別受信機の設置状況、あるいは学校関係

について以外の件でお答えをさせていただきますが、まず、順序不同になりますけれども、下

郷町で起こりました事故に対する深夜放送の件なんですが、これは実は私も非常に不快感を覚

えました。 

 それは、深夜の放送というのはわかるんですが、何を言っているかがわからない。ここのと

ころが住民の方々からたくさんわからない、ストレスがたまる、それからもう一つは、あの事

故を仮にわかるような内容で放送して、それがどうなるんだということがありました。 

 私も全く同感で、早速その次の日に、担当係長のほうにその話をしました。そうしましたら、

広域消防のほうでそれをやっているんだと。それはなぜやっているのかと言ったら、夜中にサ

イレンが鳴ると何が起こっているかわからない、非常に不安になると、こういうことに対する

過去の事例があったので、それをずっと継続しているんだと、こういう話でした。したがいま

して、いわゆる火災と間違うというのがあったそうなんですね。 

 それでしたら、火災の場合はこうですよ、事故の場合はこういう取り扱いをしましょうとい

うことを回覧板、広報とかそういうものできちっと、あるいは区長さんとか集落とかというも

のをしておけば、そういうことはしなくてもいいんじゃないのかということで今実は検討をさ

せております。これはご了解いただきたいと思います。 

 それから、戸別受信機をつけたところの供用開始をしておりますが、これが聞こえるところ、
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聞こえないところがあります。実は私のところも設置したんですが、聞こえる日と聞こえない

日があるんですね。これはどうなっているのということで話をしましたら、いや電波の関係な

んだと、こういう話ですね。電波の関係で聞こえる日と聞こえない日がある、これも防災無線

としての機能を果たさないということになりまして、早速私のところに工事関係者の代表、い

わゆる三菱電機の担当を呼んでくれと、こういう話をさせていただきました。 

 しかし、まだ私のところには来ておりません。これは、私が忙しくて会えないのか、相手が

都合つかないのか、その理由も聞いておりませんが、大至急関係者を呼んでほしい。関係者の

ほうに話を担当係長を通して聞いてみたら、つまり設置業者は地元の業者だということなんで

すね。地元の業者が設置しようが何しようが責任は元請にあるわけですから、ここはしっかり

と元請といわゆる下請の地元の業者の連携を図ってほしいということで、私を入れない会議と

してはもう既にその会議をしております。 

 現在、設置した全家庭をすべて確認をしようということで指示をしておりますので、この件

についてはご理解をいただきたいと思います。残りについては担当課長から答弁させます。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 まず１つは、戸別受信機の設置状況でございますが、現在の申し込み数が約3,600弱です。

設置済みが約2,300戸ちょっとになりますので、進捗率としては大体66％程度設置済みという

ことでご理解をしていただきたいと思います。 

 それから、戸別受信機の設置のトラブルということで、申し込みをしたしないとかというよ

うな話の質問だったと思いますが、申し込みをされたのが奥さんであったり、ほかの方の家族

ということで、一応こちらに確認に参られまして、いわゆる協定書を見て記名者の確認をして

納得をされる方がほとんどでございます。その後一たん申し込みをしましたが、やはり取り消

すというような世帯もあることは事実でございます。 

 それから、設置後、聞こえたり聞こえなかったりするというトラブルでございますが、これ

につきましては、その通報があった時点で業者に連絡をしまして、すぐにも聞こえるような態

勢をとっております。今回特に多かったのは、落雷によるいわゆる電池の摩耗等が起こったり

しまして、それによって聞こえなくなった例が多いように聞いております。ただ、やはり電波

のかげんで、その日によって聞こえにくい状況が出たりすることは確かに事実であるというふ

うに認識をしております。 

 次に、学校の設置状況でございますが、学校につきましては、教育委員会との協議を済ませ
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まして各学校との個別の協議に入っております。基本的には、職員室、それから体育館の２カ

所に設置をしたいというふうな考えを持っております。体育館につきましては、避難所の指定

をしております関係です。ただ、どうしても12時のチャイムの関係で、学校では、このチャイ

ムについてはできるだけ鳴らない方向にできないかというような相談も来ておりますが、これ

が個別的にはなかなか難しいということで、それらを含めて協議をして、できるだけ早い時期

に学校についても設置をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 ただいまの町長の不快感が生じたと、私のほうにもやっぱりそうい

う、私ばっかりじゃなくて、ほかの議員いっぱいいますから、そういう声を聞いているとは思

います。ぜひ早急に検討して、不快感にならないように、それで、私が質問した中で、まだ答

えていないのは、全部広域でやった放送が素通りでばっといくんですかということに対してだ

れも答えていない。これは予想がわからないといえばそれまでだけれども、例えば下郷町はど

うなんだと。あるいは只見とか西部のほうはどうなんだとか、みんなストレートにみんな広域

のものがストレートに放送が行っちゃうものだかどうか、そこをちょっとお聞きしたい。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 基本的には、田島地域のみの放送でございます。ですから工作車が出動することについては

田島地域のみに放送が流れるということでございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 南会津町村で、よそはどうなっているかわからないかということな

んです。田島はわかりますよ、田島はストレートに切っちゃっているから、例えば下郷もそう

なんだと、どうしようもないと。 

 私は聞くところによると、隣の下郷さんは、広域から流れてくるけれども、ワンクッション

そこで役場で受けとめて、そして流すか流さないか、それをやっているというんです。それが

もしそうすれば、それはできないのかできるのか。だから、要するに只見だとか、下郷がある

わけですから、どうなっているんですかと、こういうことです。 

 ぜひ先ほどみたいに不快感がこう行っちゃうんですよ、全部広域消防は24時間やっています

から、真夜中でも何でも出動する。この出動のものがみんな入ったらどうしようもないわけで

すから先ほど町長が事故の場合と火災の場合は別ということで検討しているということですけ



－１８７－ 

れども、そこを何とかならないのかということです。もう一回お聞きします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 全くそのとおりなんですね。情報というのは確実に伝えることが相手にとって必要かどうか

ということがまず大前提なんです。したがいまして、この前、議会開会中に放送がありました。

あれも私は聞き取れなかった。ですから聞き取れない情報を流しても何の意味もないわけです。

このことについても、いわゆるマイクの距離はどのくらいにする、そのときのボリュームはど

うなのか、男性の声と女性の声ではそれは違うんですね、こういうことも含めて、しっかりと

相手に理解、伝わるようにすべきだと、これもきちっと実験しろというふうに指示をしており

ます。 

 ということですから、今議員がおっしゃったように、この情報は流すべきか流すべきでない

か、当然そこで選択が必要なんですね。ただそれがどういう形で下郷とかやっているかわかり

ませんけれども、これまで私が確認した内容では、私が町長に就任する前から、それは火災と

あれでは困るんだと、住民からのそういう要望があったので、火災ではありませんということ

を知らせるためにやった、だったら火災ではないですとだけでいいんじゃないですかという話

も実はしておるので、ここのところは責任ある体制をきちっとつくっていきたいというふうに

思っております。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 下郷町でいわゆる広域の放送をワンクッション置いて放送しているのではないかという点に

つきましては、うちのほうで把握をしておりませんので、把握した段階でご報告をさせていた

だきます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 何点か質問いたします。 

 まず１つは、ちょっとさかのぼった議論といいますか、この議案の前提になるちょっと議論

をしてみたいと思うんですが、この防災無線が昨年の６月議会に提案された際に、何人かの方

からもいろいろな問題が指摘されましたが、私は指名した７社のうち５社が辞退して２社で入

札したところ、その２社のうち１社は予定価格の８割ぴったりで入ったと。そして、もう１社

は76％で失格したということで適正な競争が行われなかったと、中止すべきだったという指摘

をしました。 
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 今回監査委員の監査報告を見ると、もっと深い観点から、つまり南郷の施設の利用、それか

らＦＭ放送の関係から掘り下げて、そういう条件を入れなかったら公平に行われただろうと、

こういう掘り下げた指摘をしているわけであります。大ざっぱに言えば、私どもが昨年の６月

に指摘したことが当たっていたと思っております。 

 これは非常に重要な観点から町民は見ているんですよ。予定価格の８割でぴったり入ったと

いうことは、偶然かもしれませんけれども、悪く言えば最低制限価格の漏えいという問題もあ

るわけでありますから、なぜそういう非常にまずい、そういう入札になったのかというその原

因をもう一回私はここで伺いたいと思うんです。 

 特に原因一般といってもなかなかあれでしょうけれども、入札の準備の段階で、やっぱり専

門家を交えた準備がなかったんじゃないか。はっきり言えばちょっと想像ですけれども、南郷

の施設も三菱あたりにいろいろ知恵を拝借した、そういう準備をしたからそうなったんじゃな

いかと私はそう思うんですが、町なりの原因をどうとらえているか伺いたいと思います。原因

と、あと今後の改善点も並びに伺います。 

 それから、２つ目は、昨年の６月の契約というのは、先ほど住民生活課長のほうからも話が

ありましたけれども、ことしの10月30日までの契約であります。それで、その中身は戸別受

信機の設置とか、親局設備一式、中継局設備３基、屋外拡声子局48局とか、３地域との統合６

局設備一式と、こういうふうになって、今私はここに昨年の６月の議会の議事録、提案理由の

議事録をちょっとコピーして持ってきましたけれども、そういうふうになっております。 

 それで、10月30日までの契約がまだ終わっていないわけですね。終わっていない段階で、

次から次と、この前、20年３月のときにも追加があった。あのときの理由も、あのときちょっ

と質問しなかったので、あのときのちょっと理由も聞きますが、３つは屋外の拡声機はどこが

ふえたのか、それは契約上のどういう問題があったのか、なぜふえたのか。そして、今回２回

目の追加になっているわけですが、百歩譲っても、この前の20年３月の追加までの契約を今回

やってからでも今回の追加はできると思うんですよ。そんなに急ぐ必要はないと思うんです。 

 私は今回の追加をやるなと言っているんじゃないんです。後からでもいいでしょうと言って

いるんです。今までの基本契約をまずやって、町長の家も同時放送が聞こえないと言っている。

それから町内では戸別受信機がまだ入っていない家もあるんですね。66％ですね。そういう状

況で入っていない家もあるわけだから、それを入れてからでもいいんじゃないか。 

 特にＦＭ放送なんかは、最近、この前委員会で聞いたり、電気屋さんで聞いたりすると、田

島地区では、ほとんど入らないというんですよ、家の中では入らない。ラジオは入るけれども、
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車は性能がいいそうなんですが、一般のラジオは家庭内では入らない、よく聞こえない。屋外

のアンテナをつけないとＦＭは聞こえない。だから何でそんなものを条件にしてやったのかと

いうこともありますが、ＦＭも条件に入っているわけだから、ＦＭラジオだってやはりきちん

と聞こえるようにするのが契約の履行ではないでしょうか。それも含めてきちんとやるべきで

あります。 

 私の家に設置されたときの資料を見ると、ＦＭラジオが聞けます。（お住まいの地域で受信

できる範囲に入ります）なんて括弧づきになっていますけれども、こんなことは全然もう言い

わけですよ。契約に、入札の条件に入っているわけだから、やはりＦＭラジオが聞けるという

ふうに、そういう状態にしなければ契約の履行にならないわけです。 

 だから私はこの提案は今回取り下げて、まず今までの契約を完全に実行して、よかったなと

いうふうになってから、今回のオプションの契約はすべきだと、こう思うんですが、いかがで

しょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 質問がちょっと長かったので、漏れがあったらまた後でお答えをいたしますが、まず入札の

あり方というのは、原因と改善というご指摘がございました。疑えばいろいろな疑いが持てる

と思います。また、疑いが限りなく少なくなるような改善は考えていかなければなりません。 

 私が答弁した内容をすべて覚えているわけじゃありませんが、いわゆる辞退者が出たという、

あるいはまた指名のときに、当時、ほかの事業関係で県の指名停止等があったと。そういう事

実を調べながら業者選定をしたということなんですけれども、パソコンの話もございましたが、

コンピューターの話もありましたが、こういう世界は非常に私たちが理解しにくい、あるいは

専門的なものがあって、田島下郷衛生組合の中でもよく議論になりますが、どうして同じ業者

なんだ、こういう話もありますが、ねじ１本が違うと、こういうこともあって、いろいろ業者

間のほうでは、私たちに理解できないような参加できない条件があるんだろうと、こういうふ

うに理解をしていたところです。 

 それを改善しろという、改善の方法はいろいろあると思いますが、私は基本的に専門家を入

れるということも一つ大事なのかもしれませんが、じゃその専門家がある会社とつながってい

るかつながっていないかという、ここもあるいはきちっと調べないといけないわけですね。 

 ですから、私は一番の改善は、これ以上職員を減らさないことだと思います。職員を35％の

補充率にしていって、そしてきちっと仕事をしろというのはこれは非常に難しいです。ですか
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ら、私はもしこういういわゆる入札だけじゃなくて、行政サービスあるいは行政業務の透明度

を高めた、しかも確実な執行を図るには、職員定数を減らさないで職員に限りなく専門知識を

積んでもらう、そして執行するということであれば、私は責任を負えるんではないか、こんな

ふうに思っております。 

 それから、10月30日の工期の中でのおただしがございましたが、これは私のほうから、電

波を調査した、事前に電波調査をしています。電波調査したところと、いわゆる工事をすると

ころと、ここの問題がきちっと整理されていないから、整合性が連携されていないからこうい

う問題が起きるんではないのか、こういう指摘をしました。ここのところも、じゃ電波調査と

あれを一緒にやればいいんじゃないか、こういう議論も出てきました。ところが過去にやって

しまった。 

 そこで、私先ほど言ったように、元請である業者がきちっと私のところに状況説明に来てく

ださいと。ここのところをまずやって、それから次に行こうという話はしておりますが、担当

としては、同時進行でやっぱり完璧に電波で目に見えるものではないので不十分な部分もある

かもしれませんが、やりながら、ご指摘を受けながら、同時進行で何とかやっていくことがむ

しろその後の精度の高い工事になるだろう、こういうことで今回ご提案をさせていただいたと

いうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 私のほうからは、ＦＭ機能つきの関係についてご説明したいと思います。 

 戸別受信機にＦＭ機能を付加させましたのは、当時、選定に当たって、戸別受信機ＦＭつき

であってもなくても値段が変わらないという事情があったようでございます。したがいまして、

機能をより高いものを選定したというふうに聞いておりますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 

 ただ、どうしても旧田島地域につきましては、ＦＭの受信感度が非常に悪いという事情があ

りまして、なかなかその機能が発揮できないという事情がございます。ただ、この一連の契約

の中にＦＭ受信を可能にするような工事の契約については含まれておりませんので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 ＦＭの件についてなんですが、ＦＭの機能が入っているものと入っ

ていないものとの値段が同じであったというような話なんですが、そういうことは全く我々に
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とっては関係ないことなんですよ。住民にとっては、そういうＦＭラジオが聞けますという、

ＦＭラジオを入札条件にしたということからすれば、ＦＭラジオを聞けるようにしてほしいと。

それは外部アンテナをつければ聞けるそうですから、やはりそこまで、さっきも言ったように

これをちゃんと契約を履行させるというのが現段階では一番重要だと思うんですね。それが１

つと。 

 それから、もう１つは、今回の入札のところに話が入りますけれども、余り入りたくないん

ですが、今回、耳の聞こえない方のために文字情報が入るという話なんですが、しかし、それ

で、例えば10万円くらいの機械をつけるそうですね。それを20個で200万円というふうに委員

会の中で説明を聞きましたが、それも私らはどういうふうになるんだかというのがわからない

んですよ、口ばっかりの説明で。例えば、マイクで火災発生だと言ったのが、ピーっと文字に

なって出るのか、その辺やっぱり確認をする必要があると思うんですよ。 

 それから、ジェイアラートにしたって、あればいいでしょうけれども、テレビで間に合わな

いのかどうか、テレビで。あるいはテレビでなくても、役場にそういう情報が入れば、そこか

らピーっとマイク、スピーカーでも流すんでしょうし、そういうもので間に合わないのかね。

それから、山岳遭難の関係だって、どんなものだか一回、私は見てみたいんですよ。それをた

だ口ばっかりの説明でどんどん追加していくというのは、これは担当者は見たかもしれません、

私は見ていないんです。ぜひ私は見たいと思っているんですね。そういう点からも、やはり私

はちょっとストップできないかと思う。 

 それから、もう１つは、屋外拡声機の１基増加と聞きましたが、これも宮本地区と聞きまし

た。しかし、これは宮本地区をちょっと私偶然通りかかったら、折橋に行く道のあっちに向か

って右側ですよね、祇園会館との間なんですが、そこにあると思うんですよね既に。いかがで

すか、そこを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 宮本の件については、後で担当課長のほうからお答えをさせますが、まずＦＭの件ですが、

実は、南郷地域がＡＭのＮＨＫ第一放送が入らないということで陳情要望を受けて、ＮＨＫの

ほうに実はラジオ塔の設置についてお願いをしてきたんですね。そのときに、ＮＨＫだけで大

変であれば、例えばですが、合併に伴う補助金とかそういうものを使えないのかと、そういう

ご提案もしながら言ったんですが、これが多額の経費がかかるということで現在ＮＨＫのほう

ではちょっと足踏み状態ということですね。 
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 ですから、ＦＭについても受信ができるような態勢だけはとりながらも、このＦＭ放送が、

もし田島地域が難聴地域ということであれば、これらについてもＡＭとあわせてＮＨＫのほう

で対応していただけないのか。つまりこれは深夜放送を大変よく聞いていて、それが生きがい

になったり、健康の管理になったりしている方々が多いと、こういう話もありますので、それ

らについては、今後別な形でまた対応をしていきたいと、こういうふうに思っております。 

 それから、文字放送とかそういうのはよくわからないと、これは当然だと思います。やはり

しっかりとそこはそれがこういうふうにイメージされます、こういうものになりますというこ

とを説明する責任は私はあると思っています。 

 ですから、これらについては、今後どう形になるかわかりませんが、しっかりと前向きに検

討させていただきますけれども、実は契約の話をちょっとさせていただきますと、きのう国道

289号線の甲子道路の開通がございました。そのとき、トンネルを初めて通らせていただきま

した。私以外に各関係町村長も一緒のバスに乗って、周りをよく見ながら走行させていただき

ましたが、そのときに、私ら町村長の一致した意見としては、30年前にある意味では設計をさ

れたものですから、歩道が物すごく狭いんですね。トンネルの中も今の新しく設計されたトン

ネルの内容と違うので、本当にこれで大丈夫なのか、あるいは緊急電話とかそういったものは

限りなく短い距離で設置されていますし、Ｕターンのところもあるんですけれども、本当にい

わゆる当初設計したものをここまで変更しないで来て、この道路でよかったのかというのが一

つありました。 

 ですから、私は、新しい情報が入り、新しい例えば必要性が出てきたときには、やはりそれ

はその時点の状況を十分勘案しなければなりませんが、やはり設計を組みかえて新しいものに

していく、こういうことはとても大事だと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 １つは町長から申し上げましたが、戸別受信機用の文字表示装置については、確かにまだ現

物が入っておりませんのでなかなかおわかりにくいかと思いますが、基本的には最大漢字で64

文字の表示が流れるというような形になっております。現在のところ、聴覚の障害のある方16

人の方から申し込みが来ております。それらを含めまして予備を含めて20台ということで出さ

せていただきました。 

 それから、屋外拡声子局の宮本の関係でございますが、基本的に今まで屋外拡声子局を設置、
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増設する際には、指摘あった分につきましてそれぞれ近辺であらゆる調査を含めて非常に聞こ

えにくいという判定のもとに、ここに今回ふやしたわけでございますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

 続けてお答えします。 

 文字情報システムの戸別受信機につきましては、まだ現物が入っておりませんので、現物を

見せることができませんので、ご了承をお願いしたいと思います。 

〔「入った場合」と言う者あり〕 

○長沼芳樹住民生活課長 はい、わかりました。入った時点で皆様にお示しをしたいと思いま

す。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 これはちょっと３回目になってしまうから、質問の今答弁していな

いから言っているんだけれども、宮本にはもう既に付っているんでしょう。この予算が通る前

にもう付っているんじゃないのかと質問したんです。 

 それから、あと３月議会に３つふやしたのはどこだよと聞いたんです。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 まことに申しわけありません。その辺ちょっと確認をしてから答弁

をさせていただきます。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 ３月における屋外拡声子局３局でありますけれども、まず滝原の袋口地内、それから藤生の

上野地内、それと丹藤地区の３カ所でございます。 

 それから、宮本にご提案いたしております拡声子局につきましては、当初の10月30日まで
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の工期という中で、現場において監督の指示によりまして、おただしのとおり鉄柱が立てられ

ております。こういった監督員の指示という部分について、今後こういったことがないように

なお一層指導等してまいりたいと思っておりますので、ご了承願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 私の質問に、袋口、上野、丹藤はわかりましたが、宮本の件につい

ては明確な答えになっていないと思います。つまりこの前の産業建設委員会で担当に来てもら

って説明したときは、屋外拡声子局は宮本分で１局追加で480万円と、こう聞いております。

だからそれを聞けば、今回の予算が通ってからやるんだなとこう思うでしょう。しかし既につ

いているだろうと私質問しているんですよ。先にやっているんだろうと質問しているんです。

そこを明確に言ってもらいたい。 

 それで、じゃはっきりしないんでしたら、ここをちょっと19年度の事務報告の64ページに、

②の消防設備の中で防災行政無線とありますね、241局とあります。それをずっと見ていくと、

田島で52となっていますね、初めは48だったんですよ、そして３月議会で３つふえたから51

なんですよ。何で52になっているんですか。これは宮本も入って52かと思うんですよ、違い

ますか。ここのページのことは余りこだわらなくてもいいですけれども、要するに今回の議案

が通る前に宮本はもう既につくってあるんでしょうということをはっきりそこだけ言ってくだ

さい。 

 なお、今ちょっと芳賀沼順一議員とも行って確認はしてきました、あるというのはね。なお

言ってください。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げたつもりでありますけれども、現場において監督員の指示によりまして、防

災無線の子局については、供用は開始してはおりませんが、設置されております。 

 以上でございます。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま議員が行って確認をしてきたということでございます。私は先ほど担当のほうから、

工事をして指示をしてしまいましたと、こういう話を聞きました。今お話を聞きますと、大変
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議会を軽視したいわゆる執行をしてしまったということですので、まず初めに大変職員の指導

監督の不行き届き、私に責任があるということを皆さんの前でしっかりとお認めしながら謝罪

を申し上げたいと思います。本当に申しわけありません。 

 そこで、議員の皆さんが、やはりこれは議案として取り扱うことができないということであ

ればその時点で私も対応を考えざるを得ないと、こういうことでございます。 

○渡部康吉議長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町長。 

○湯田芳博町長 ただいま休憩になった件につきまして、私の所感を申し上げたいと思います。 

 さまざまな面で議員からのご指摘がございました。あるいはまたご発言のない議員の中でも、

町民の方々からそれぞれご批判や、あるいはまた不安等の情報を恐らく寄せられていることだ

ろうと思います。そういうことを総合的に踏まえまして、今回議会運営委員会の協議にまで発

展したことは大変重大であると、こういうふうに判断をいたしまして、さまざまな議員からの

ご指摘を真摯に受けとめ、さらにその放送開始に当たっての内容等についてももう一度精査を

させていただく、こういうことを、それからいわゆる議会軽視という、あってはならない事態

を職員全員で受けとめていきたい、このような観点から、この議案については今議会の議案と

して提出をいたしましたが、取り下げをさせていただきたいと思います。 

 改めて内容を精査しながら、議員の方々にご審議いただき、内容をしっかりと詰めてご提案

申し上げたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 本当に今回はご迷惑をかけました。申しわけありませんでした。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 関連しまして私のほうからちょっと時間をいただきたいと思います。 

 今回取り下げしました工事請負契約の変更契約に伴っての予算の関係でございます。 

 実は、今回の９月の補正予算で、今回変更になります追加工事費の予算を新たに追加すると

いうことはとっておりません。当初から、初めからある程度変更というものを見越して当初予
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算で予算措置をしておりますので、その予算の範囲の中で今回議案の提案という形にしており

ます。 

ただ、一般会計の補正予算を後でご審議いただくわけでございますが、その中で継続費の補

正ということで年割額の変更について、今回、補正予算の中でご提案させていただいておりま

す。これにつきましても、再度変更契約が出た時点で再度継続費補正もさらに補正というよう

な形になろうかと思いますが、とりあえず今回の継続費補正につきましては年割額の予定だと

いうことで、この部分についてはご提案させていただきますので、よろしくご審議いただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 それでは、議案第60号 工事請負契約の一部変更についての議題は取り下げ

と決定いたしました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６１号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第４、議案第61号 和解についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第５号について 

○渡部康吉議長 次に、日程第５、報告第５号 平成19年度中における主要な施策の成果及び

予算執行の実績に関する報告についてを議題といたします。 

 本件については、これから審議予定となっております平成19年度一般会計、特別会計並びに

事業会計に係る決算承認に付すための法令で定める補足説明書類であります。 

 ここでお諮りいたします。 

 報告第５号は、次の日程第６以下各会計に係る決算認定についての議案審議とあわせて質疑

することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、報告第５号は、次の日程第６以下決算認定についての議案審議とあわせて質疑する

ことに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６２号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第６、議案第62号 平成19年度南会津町一般会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 10点ほど質問いたします。 

 まず、事務報告を使って質問させていただきます。 

 まず、事務報告の30ページに一番上に広報みなみあいづのことが書いてありますけれども、

これはちょっと決算との関連の質問なんですが、これは９月号の広報みなみあいづを持ってき

ましたけれども、月について英語で書いてあるんですね、大変わかりにくいということで、今

回の場合、「ＡＵＧＵＳＴ2008」となっているんですが、これは９月号なんですね。９月号

はＳＥＰＴＥＭＢＥＲなんですよね。８月も９月もおかしくなるんですよ。これはこういう指
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摘が町民からありますので、これは決算ではなくて今現在のことなんですが、非常に恥ずかし

いことですから、直してもらうとともに、また９月号とはっきり、何月号と書かなければだめ

ですこれはやっぱり英語では。これをやはりすぐ直すべきでないかというふうに私は思います

ので、その辺の答弁を求めたいと思います。 

 それから、36ページの祇園会館の利用なんですけれども、これで１万9,000人ほど利用して、

353万円ほどの入館料が上がっていますが、これは昨年と比べますと、入館者が二千幾らくら

いふえているんですけれども、ただ入館料は減っているんですね。その辺何か入館料の料金が

変わったのかどうか、その辺どんなふうに把握しているかお伺いします。 

 それから、62ページの乳幼児の医療費助成におきまして、①の受給者の状況ということで小

学校就学前の乳幼児というようなことで、これは無料化になって何年かになるわけなんですが、

大変多くの方から喜ばれておりますけれども、これも去年と比べますと人数が減っているんで

すよね。去年は合計で１万36人でありましたが、去年というか18年ね、18年と比べて19年は

753人ほど減っております。これは無料化にすると人数がふえるんじゃないかというような心

配もあるわけですが、逆に減っているという状況なもんですから、これは補てんしている金額

はどのくらいになっているのか。 

 さらに、全国的には中学校卒業まで、義務教育中は無料化という方向にいっていますが、当

町でも早く実施してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それから、次は68ページ。68ページは生活保護が現在長い不況の中でふえております。120

から126にふえておりますが、扶助費が減っているんですね。扶助費は7,200万円から7,100万

円に減っておりますが、これは単価がどんなふうに変わったのか、ちょっと主なものだけでも

伺いたいと思っております。 

 それから、69ページの２番の障害者関係となっていますが、１つは、この障害の「害」とい

う字が、県のほうなんかの、国もそうかな、資料を見ると平仮名になっているんですよね、害

という字がね。あれがこのままで本町の場合いいのかどうか、やはり国・県に倣って「がい」

というふうにしたほうがいいのか。 

 それから、この中で年々減っているんですけれども、精神障害者はふえているんですよ。精

神障害者は18年が55人になっているんですが、19年は57人ということで２人であるけれども

ふえているんですね。それでたしか田島の議会のころに精神科誘致について意見書を上げたり

したことがあるんですけれども、これについてさらに力を入れてほしいと思っているんですが、

現在の取り組みの状況を伺いたいと思います。 
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 それから、148ページなんですが、町営住宅使用料なんですけれども、これはちょっと所管

のあれかもしらないが、ちょっと質問するのを忘れちゃったものですから、これはここで見る

と19年が現年分の滞納と滞納繰越２つ合わせて1,700万円というようなことで、前年と比べて

164万円ほどふえているわけなんですけれども、監査意見書のほうを見てみたんですが、監査

意見書のほうは減っているとなっているんですね。監査の指摘のほうでは63万5,000円ほど減

っていますと、こう指摘があるものですから、これは一体ふえているのか減っているのか、ど

っちなのか伺いたいと思っております。監査意見書のほうを見ると、そうなっております。 

 それから、次は156ページで、これもちょっと所管の案件で申しわけないんですが、委員会

の中で説明は受けたんですけれども、ちょっと家に帰って昨年との比較をしてみたんですよ。

そうしたら、給水戸数が2,097となっています。これが18年を見ると2,109なんですよ。12件

だけれども減っているんですね。ですから水道の給水が減るということはどういう、その家に

住まなくなったということなんでしょうけれども、これは大変大きな問題だと思うんです。井

戸を掘った家もあると思うんですけれども、その辺ちょっと現状を把握しないと、これ、これ

からどんどんこういう家がふえると思うんですね。 

 そして、次は158ページ、裏のページの農業集落排水、これも減っているんですね。これも

259と載っていますけれども、平成18年は285、ですから26件減っているものですから、これ

も一回設置したのに減っているということで、これも大変な問題だなと思っております、今後

収入が入らないものですからね。 

 その下の下水道はこれはふえているもんですからこれはいいと思うんですけれども、減って

いるというのは非常に大変なものですから、今後政策的な検討をする必要があるんだろうと思

っております。 

 それから、247ページで、田島の体育館の利用が大変１万5,000人というようなことで多く

の方が利用しているわけなんですが、これはここに網戸がないんですよ。それで夏も冬もガラ

ス戸ががっちり閉まっているということで、夏に網戸が何カ所かあれば夜なんか冷たい風が入

ってくるというようなことで網戸を設置してほしいという要望がありますので検討してほしい

と思っております。 

 それから、249ページで伊南の町民プールの利用状況が1,277人なんですけれども、これは、

18年は678人というようなことで、599人ということで倍近くふえているんですね。ですから、

これは何か取り組みをしたのかなと、ちょっとそのいい体験があると思いますので、ぜひそれ

を伺って、今後の政策展開に生かしたいなと思っております。 
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 それから、あとは先ほど住宅使用料のことで滞納の話をちょっとしましたけれども、滞納は

あちこち書いてあるものですから、ちょっと一括した話になりますけれども、一般会計と特別

会計のずっと滞納をちょっと拾ってみたんですけれども、合計で３億円の大台になったなと思

っております。それで今後対策についてちょっと相当力を入れる必要あると思うんですが、伺

いたいと思います。 

 あと最後にいま一つは、ことしの広報みなみあいづの４月号で監査委員の監査指摘事項が載

って、その中で祇園会館の土地について、鑑定をしないで、少し前に行った近隣の鑑定を参考

にしてやったというようなことで、そういう土地の売買をしたんですが、その中で、造成費

3,100万円ほどを引かないで売買したというふうなことで指摘を受けております、まずいんで

はないかとね。それでその今後の対策ですね、それについて監査のほうからもいろいろ指摘事

項がありますけれども、その今後の対応状況ですね、それについて伺います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 私からは、精神科医の件と滞納に対する対応、対策についてお答えをさせていただきます。 

 必要があればまた後ほど関連があればお答えをいたしますが、精神科医については、議員も

ご存じのように、会津総合開発協議会ということで全会津の一括した要望ということで、国に、

この精神科医については強力に継続して要望しているところであります。 

 また、県に対しての要望についても、病院局、それから県の三役、これらについても強く要

望しておるところであります。またあわせて、この精神科といいますか、精神障害といいます

か、そういう方々に対してどうサポートしていくかということは、病院の勤務医を設置すると

いうことが非常に大事なわけですが、それとあわせて健康福祉課といいますか、健康センター

のほうで、絶えず精神をどこかに目的をつくって安定させていくということで農業生産を継続

的に体験をさせて、今いるところであります。それらについての作物も私も買わせていただき

ましたが、できるだけ多くそういう方々の取り組みについても本町内で周知を図っていきたい

というようなことで考えているところでございます。 

 それから滞納、まさしくこの問題は、医療費の削減とあわせながら、しっかりと政策を展開

していかなければならない問題です。 

 そこで、滞納対策に対するプロジェクトチームをつくって、委員会をつくって、鋭意今その

滞納対策をしているところでありますが、これまではどちらかというといわゆる収納をする、
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滞納者に対して税金をお支払いくださいと、こういうお願いをしてきたんですが、滞納者がい

わゆる税金を納税できるような環境をどれだけ具体的につくっていくかということを真剣にや

ろうということで、これは各課横断で今やっています。 

 これまでどうしても職員の間では、自分の領域を何とか業務を遂行していけばいいんではな

いか、あるいはそれが責任だと、こういうふうな認識があったんですが、そうではなくて、つ

ながっていったら、いわゆるあなたのところで滞納者がふえていますよ、滞納額がふえていま

すということであれば、別な課ではじゃどういう仕事を、どういう状況をつくれば滞納が減る

んだろう、ここまでいかないと滞納のプロジェクトチームとは言えない、委員会とは言えない

ということで、これについては副町長にもしっかりと指示をし、担当窓口である税務課のほう

にも指示をいたしました。これについては、できるだけ相手の現場に向き合って、この滞納対

策を進めていきたい、こう考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 企画観光課の関連については３点かと思います。 

 まず、１点目の広報みなみあいづ９月号でのご指摘の件でございますが、これにつきまして

は、ご指摘どおり９月はＳＥＰＴＥＭＢＥＲでございますから、これは当方の間違いでござい

ました。おわび申し上げます。 

 それで、今後の対策として、ふだん我々なじまないこの英語というものを、議員おただしの

ように数字で表記するなどの見直しをさせていただきたいと考えております。 

 次に、２点目の祇園会館の利用者、これが18年よりふえているのに入館料が減っていて、こ

れは入館料が変わったのかというおただしでございますが、これにつきましては、祇園会館の

利用者は、祇園会館の本来の目的の入館者と売店、レストランのみの利用者の方がいらっしゃ

います。レストラン及び売店のみの利用者の方については入館料が不要でございますので、そ

の関係で入館料が必要な方、この方が減少しているのに対して、売店、レストラン等も踏まえ

た全体的な利用者はふえているという関係でこのような数字になっております。したがいまし

て、議員おただしの入館料が変わったのかということでございますが、これについては変わっ

ておりません。 

 次に、３点目の祇園会館の土地購入の件でございますが、これにつきましては、19年12月

定例会におきまして、たしか補正予算で７番議員からおただしがございました。そこで、担当

課長のほうから、現況は宅地であるということでご答弁させていただいたところでございます
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が、確かに現況は宅地で、また固定資産税も宅地として課税されております。その関係から、

所有者との合意によって宅地として契約を締結したところでございます。 

 監査委員からの指摘事項につきましては、不動産売買の価格決定、不動産鑑定をもとに行う

ということでございますが、このときの鑑定、単価資料につきましては、前年の18年に建設課

で近傍地、あの大坪地区のすぐ隣の土地の鑑定評価をしておりましたので、その鑑定評価額を

もとに契約したところでございます。 

 その指摘の内容の不動産鑑定を実施する基準を、対象物件の面積、購入金額等で決めてマニ

ュアル等を作成したらというご指示でございますが、これにつきましては、購入物件等多数あ

る場合は、これは全部鑑定評価する必要があるのか、あるいは１つを鑑定して全体でみなすの

かというところもございますが、その辺のところにつきましては、マニュアル等を検討させて

いただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 63ページ、乳幼児医療費助成事業に関するおただしがございました。 

 平成18年度に比べまして受給者が753人減っているというようなおただしの中でございまし

たが、受給者数は減っておりますが、いわゆる１件当たりの医療費、１人当たりの医療費につ

いてもそれぞれ上がっておりまして、総額で申し上げますと約377万円程度助成金の総額では

上がっております。これらの金額に対する県の補助については、一番下の欄に書いてございま

すが、交付決定額1,076万1,000円でございますので、町でこれに補てんしている金額につい

ては約2,257万円というふうにご理解をお願いしたいと思います。 

 それから、中学生まで無料化というお話がございましたが、さきの議会でも町長が答弁して

いますように、中学までの無料化については今のところ実施する考えはありませんので、ご理

解をお願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 ちょっと待ってください。 

 19番、大竹幸一議員に申し上げます。 

 質問の途中でありますが、ここで一たん休憩し、昼食後に執行部の答弁をいただくことにし

たいと思いますが、いかがですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 それでは、暫時休憩いたします。昼食にいたします。 
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休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 お答えいたします。 

 18年より生活保護費の世帯がふえているのに扶助費が減っているが、単価がどのように変わ

ったのかというおただしでございますが、ご承知のように、生活保護費の決定は県の福祉事務

所で行い、町は申請書の申達・相談と県が支給決定した金額の窓口支給を行っております。支

給内容は、事務報告でお示ししたような項目以外には町のほうではわからない状況でございま

す。 

 平成19年度の生活保護費が６世帯ふえまして、金額で約50万円減額になっております。こ

れは単純に人数と扶助費の給付の関係が一様でないというような理由が１点と、もう１点、就

労指導ということで、事務所のほうで若松から指導員が南会津に入っていただいて、就労あっ

せんがあったということでございます。これで世帯保護が外れたことが理由ではないかという

ような推定をされております。町といたしましては、引き続き要保護者の相談等の支援に努め

てまいりたいと思います。 

 第２点目の障害者、「害」という字を平仮名で使う場合と漢字で使う場合の使い分けについ

てのおただしでございますが、平成19年１月29日に、南会津町障害者計画の策定の自立支援

協議会の中でこの問題をお話し合いいたしました。 

 「障害」と「障がい」の平仮名で使う場合の使い分けは、国や高度機関では採用されており

ませんでした。福島県だけ先行いたしまして導入したというような経過があったそうでござい

ます。当時は、大分県、北海道が採用しておったということでございます。 

 そのときに、本来の日本語をあえて使い分けすることへの賛否が協議されたわけですが、そ

の上で、町では、「障がい」といういわゆる平仮名で使う言葉については、使い分けに対する

意思統一がされていないということから、法律でも漢字で使っておるというようなことですの

で、かえって混乱を招くということで使い分けをしないで使っていこうということで障害者計

画についてもそういった段取りで使っております。 
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 以上、２点でございます。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 住宅使用料の滞納がふえているが、監査の指摘では減っていると書かれているが、どちらが

本当かということのおただしだったと思いますが、148ページの中で、19年度滞納繰越額が

1,410万9,663円ございました。ここから過年度滞納分の不納欠損を228万4,630円いたしまし

た。したがいまして、滞納額の繰越額が1,498万8,933円となりまして、対前年度63万5,130円

の減となります。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 お答えいたします。 

 156ページの簡易水道の給水戸数の件でございますが、空き家等の増加とこれまでの空き家

でも開栓状態となった家が結構ございました。その閉栓の手続をとられたために今回戸数が多

くなったということでございます。 

 続きまして、158ページ、農業集落排水の使用料の使用者数の世帯でございますが、３月31

日現在の排水使用者戸数をとらえて電算に入れます。移動により転出した方が31日現在で新た

に入居していなかった等の世帯が多かったということでございまして、現在は20年度、279戸、

18年度決算から比較しまして６世帯少ないということでございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 社会体育事業関係、２点ほどご質問がございました。 

 まず１点目に、田島体育館で運動するとき、蒸し暑いので網戸を設置してはとのご質問でご

ざいますが、田島体育館のほかにも社会体育施設として、田島武道館、南郷体育館、伊南地域

交流センター、伊南武道館等がございます。また、学校教育施設として、小・中学校体育館15

施設ございます。これらすべての施設で網戸の設置はしておりません。運動によって体温が上

昇し、汗をかかれますのは一般的な通例でございまして、網戸の設置については考えがござい

ませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ２点目に、伊南町民プールの利用が18年度より倍増しているが、その理由はとのご質問でご

ざいますが、伊南プールにつきましては、18年度利用人数については午前から午後まで通しで
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実人数をカウントしておりました。19年度は、他のプール施設と同じカウント基準に合わせま

して、午前の部は午前の部、午後の部は午後の部とそれぞれカウントする方法に改めさせてい

ただいた結果、倍増という形になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 一通り答弁いただきましたが、まず１つは、広報の問題につきまし

ては、すぐ直すというような話もありましたが、もちろんこれは英語も重要でありますので、

やっぱり数字と数字の上に英語を書くということで両方併記してすればなおいいんじゃないか

と思うんですね。 

 それで、こういう問題は、本当に議会での質問になじまないような細かな問題かと思います

けれども、しかし、町民にすぐぱっとわかる問題でありますので、本当に注意をして、職員の

中でも原稿をチェックすればわかるわけですから、今後はよろしくお願いしたいと思っており

ます。 

 それから、障害者の問題については、これも漢字でいいんだという話がありましたが、これ

は何というか、いわゆる差別にはじゃならないということですね、すべて漢字でやってもね。

そういうことで、私どももそういうふうにしたいと思います。 

 それから、農業集落排水の答弁がちょっと私の質問とちょっと違いましたので、158ページ

の点で６件の話があったんですが、私は６件じゃなくて、６件のほうはこれは受益者分担金の

話かと思うんですが、そうでなくて私は使用数の世帯の話で26件ほど減っていると、18年と

比べて、その原因は何だかということを聞いたものですから、そこがわかれば、もう一回伺い

ます。 

 それから、網戸に関しては、最小限の予算で最低２カ所くらいあれば済むんですよ、今のと

ころ全然ないものですから。ですから恐らく１カ所金額にして１万円か２万円で済むんじゃな

いかと思うんですがね、３万円ぐらいかかるかな、そのくらいでありますので、非常にこれも

っと検討してほしいと思っております。検討しなければ、だめであればちょっといろいろ要求

運動でも今後やるしかないと思っているんですが。 

 それから、滞納の問題で、町長のほうからいろいろ答弁あったんですが、ことし滞納者の方

に仕事を何かやってもらって、それで働いてもらってそのお金をまたもらうみたいな、そんな

事業があったですよね。あれあたりがどんなふうになっているのか。何かちょっと稼いだお金

を取っちまうみたいな感じで、ちょっとそんなイメージでちょっと心配しているんですが、そ
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んなのがどんなふうになっているのか伺いたいと思います。 

 それと、さっきの行政無線のところに話がちょっと戻りますが、防災行政無線の数が52基と

かあったですよね。あれが64ページで、屋外拡声子局というのが52というのが書いてありま

すね。これは宮本も入った数なのか、それとも宮本が入っていないんだったらばこれは51とい

うふうに訂正するのかどうか。そしてちょっと変なふうに考えますと、宮本は入っていなくて、

実はもう１個あったりということはないんですか。３月に３つふやしましたよね。それから実

は４つつくっちゃって、そしてそれで52になって、今度は宮本が入れば、宮本はたしか８月の

末か９月ころという話だったですから、これに載っていなくて、宮本が入れば53になったりし

て、そんな心配ないんですか。 

 それと、いま一つは、委員会での説明で、宮本につける場合に１個480万円という説明があ

りました。これね、ちょっと電気屋さんあたりに聞いてみると、そんなにするはずないと言う

んですね。せいぜい100万か150万円じゃないかと言うんですね。アンテナがあって、柱があ

って、スピーカーのですよ。あれは基礎からやったってそんなにしないんじゃないかと言うん

ですが、その辺今後検証してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 私からは、滞納に関するおただしについてご答弁をさせていただきますが、実は、滞納につ

いては、私が田島の町長に就任をさせていただいた当時から対応をしておりまして、その後、

これは希望者だけということで、本人に会いながら現在の状況を確認してまいりました。 

 そんな中で、仕事さえあればぜひ払いたいと、こういう方々が相当数ございました。そうい

う方々に、それではどういう仕事がご希望ですかということをまた再度質問させていただいて、

それらを集計しながら、あとはいわゆる建設業等が受注量が少なくなったための支払い不能者

もいるわけですので、じゃ林業あるいは農業でいいのかという確認をしながら、主に林業関係

の仕事に従事をしていただく、その中から、当然生活がありますから、どのくらいの分納がで

きますかということで分納の相談をしながら、当然一たん切れたものを少しでも納税をしてい

ただく、こういう形にしておりましたので、働かせておいて、そこから納税に全部取ると、こ

ういうことではございませんので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

 現在は、それが機会で通年雇用になっている人も１名ございます。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 
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○星 安晴環境水道課長 お答えいたします。 

 農業集落排水事業の関係でございますが、この世帯数、これにつきましては３月31日現在の

排水使用者の数をとらえて、それを電算に入れます。でも異動等によりまして転出された方が

31日現在で新しく入居していなかった世帯、こういう世帯が多かったということで、数量は移

動します。例えばアパート等なんかは考えられます。 

 以上でございます。ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 事務報告の64ページですが、防災行政無線の屋外拡声子局の数ですが、ご指摘のように、宮

本を含んだ数字で52というふうになっておりますので、51と訂正をお願いしたいと思います。 

 それから、屋外拡声子局の金額は大体480万円という数字を出しておりますが、これにつき

ましては、いわゆる直接工事費ということで、設計額に諸経費、共通仮設現場監理等を含んだ

金額で出したものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 最後になりますけれども、大体わかりましたが、農業集落排水の関

係でアパート関係については、田部地区にアパートなんかありますのでわかりますが、針生地

区では18件減っているもんですから、針生地区は何なのかなと思っているんですが、その辺ち

ょっと原因を伺いたいことと、あと今言った屋外のスピーカーの件については480万円のとこ

ろについて、今後ともさらにいろいろ研究をしてもらいたいというふうに思います。 

 質問のほうは、以上これで終わります。 

 針生の地区だけ、ちょっと答弁を聞いて終わります。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 お答えします。 

 まず１点目は、空き家が１点でございます。あともう１点につきましては、高齢者だという

ことでやめられた方がございます。そういうふうに聞いておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 金額とかそういう中身じゃないんだけれども、一般行政の中で猿の関
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係で出ていたけれども、今町民でなくて県民、全国的な規模で大変なこれは被害に見舞われて

問題になっているんだけれども、田島で、田島ででもどこでもいいけれども、猿を捕獲したは

いいけれども返してやったと、そういう事例があるんだけれども、せっかくとった猿を、何で

返すだべなとこう思うんだけれども、例えばそういう今まで捕獲に神経をとがらせて銭をつぎ

込んでせっかくやったやつをこれは野生のものだから返しちゃったんだということがあったら、

そんな話を聞いたけれども、そのときなぜに、おれがごせやけているんだけれども、そういっ

たときに、なぜだべな町長、それが事実だとすれば。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えいたします。 

 ただいま７番議員のおただしの件は、田島地域で捕獲をされて飼っておられた方が、振興局

等を通しまして、本来野生生物を飼育してはならないというようなことがございますので、舘

岩のほうに、その後お返しになったということはお聞きしております。そのことかというふう

にご理解しておりました。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実は今議員からおただしの件については、今初めてちょっと聞いたことなので何とも言えな

いんですが、実は県知事と町村長、それから議長さん方との懇談会、意見交換会が年に一度あ

るわけでありますけれども、その中で猿対策とは違うんですが、振興局の職員あるいは合同庁

舎の職員が規則の判断をするとき、そのときに、その狭義の、本当に狭い分野での判断をして

しまうために、地域の人たちが商品開発をしようとか、あるいは新たな企業を起こそうと、こ

ういう動きが非常にこう芽を摘まれてしまう、こういう意見がございました。 

 ですから、このことももう少し具体的にその合同庁舎なり県の担当のほうに確認をして、や

はり飼うことはできない。それはできない法律で決まっている。しかし、だからといって、捕

獲したものをもとに返すというんであれば、最初から捕獲をしなければいいわけですから、こ

の辺をやっぱりちょっと調査をさせていただきたい。その上で、また、わかり次第ご報告をさ

せていただくと、こういうことでご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 町としてもせっかく予算をとって、捕獲は予算をとっているけれども、

放すのは予算もとってないだろうし、そういう形で町民、県民、だれが聞いたっておかしいん



－２０９－ 

じゃないかと思うのがおれは当然だと思って、町長は見たことないかあるかわからないけれど

も、ミナトで飼っていたんだ、こんな小さな猿、これは間違いない。 

 それは７月だと思ったよ、舘岩で親子猿をとったもんだから、親のほうとっちゃったから、

子をどこへも行きようがなくて、それをつかんできて、ミナトさんはうっかり物好きだかよこ

さっちゃだか何だかそれはわからないけれども、そういう形でミナトさんが飼っていたの。そ

れで牛乳を食っていたりいろんなところということで、おれも見たりうわさしたりしていたけ

れども、そうしたら今月の９月10日になって、どこの団体だか何だかわからないけれども、団

体名は言わなかったけれども、物すごいやっぱり攻撃、苦情が入って、おれら捕獲隊の中へも

電話は来る、それこそおりかけたところへちょうど行って、方々大分困っているのでどういう

形でせっかくの猿でも、ああいう動物を殺すなんていうのは人間を殺すのと同じだべと、そう

いう攻撃まで来ているもんだからって、なかなかこれ判断に困ったんだか何だかわからないけ

れども、きょうは県のほうを調べてきたら、９月10日に県の振興局と、あと舘岩の総合支所の

だれかと、あととった当事者と、その場所へ行って、あととらないようにと、あと戻ってこな

いようにと言っていたんだか何だかわからないけれども、おっ放してきたと山。川へ。だから

飼うことはよかんべけれども、何でそこでつぶさなかったんだよと。我々捕獲しているのに、

何で山におっ放してきたと言って、今きょうここへ来る前に、時間だから途中でやめてきたけ

れども、ふざけているなと言ってやってきたの。 

 そういう形で、みんな今本気になって、どこでも猿出た、何出たと言って、本気になってと

り方毎日やっていて、とったのをおっ放すという手はあるめえと言ってやってきたんだけれど

も、それは事実なの、町長さん。 

 それで、おれももっと頭に来ちゃったから、電話したら、ちょうどその親方がいなくて、き

ょうは休みだからと言うから、また後から電話するんだけれども、そういう中身の実態は。 

 そして、県の話を聞くと、やっぱり生き物ですからかわいそうです。おれらかわいそうだけ

れども、人間の生活が大変だから、うっしょ見て目をくっついてぶったりなんかして殺したり

何かしているんだと。そういうことをやると、担当者そのものもやっぱり開き直りというか、

かわいそうですよ、小さいから、じゃでっかくなればなじょだよと言ったら、まあでっかくな

ればなんて、そういうやっぱり対応の仕方しているもんだから、なかなかこれ、そしてどこの

指示でやったんだと言ったら、やっぱり私でなくて県の指示でそういうふうにやりましたと。

飼うのができないのはだれにだってわかっているんだから、じゃ殺すか捕獲するんだから、そ

ういうやっぱりあったのな。そういうことなもんだから、これからも相当やっぱり捕獲、おり
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はいいとして、必ず生き物そのものを捕まえるもんだから、町長、それ生き物そのものを捕ま

えることも多分できなくなるのこれ。野生のものは捕まえることできないんだよと言われちゃ

うから、捕まえること、おりに入っているのをつかむこともできないし、どっちもできない、

そういうわけなもんだから、非常に何だこれ逆さだななんて思って、ごせやけてきたけれども、

そういうことで予算にも何にも入っていないけれども、一応そういうことがあったもんだから、

以上です。 

 それと、あと事故米の件でいろいろ教育長がさっき言ったように、地元産を使っていると。

何で郡山のほうまで白米つきに何で行かなければならないと。おれも何年か前にやっぱり給食

の中身で農林関係の食糧事務所関係でやったことがあるんだけれども、学校給食がうまくない

と言ったって、学校給食というのは一番いい米使って、新米使って、そういう形でやっている

から、給食米よくないということはあり得ないと。 

 そしてどういう形でやるのかと。何回も郡山へ送ったり、福島へ送ったり、何かしているう

ちに、疑っているんではないんだけれども、そういうルートの中で混入させたり、取りかえた

り、そういうことがやっぱり往々にあるかもしれないと、これは食糧事務所で認めているわけ

よ。なんぼ業者おれらくっついていたって、やっぱり運搬そのものに入ってしまうし、事故米

だって何だって動かしているうちに入れるんだから。動かさなければ入れようがない。 

 そういう形で今聞いただけでも、地元米を郡山へ送ったり、そしてわざわざこっちへルート

変更して高い銭かけて、おれはやることないでねえかと思うわけ。そういう形でこれからも給

食問題、食の安全、これら米ばっかりでなくて、おれらも含めてだけれども、やっぱりこれ公

のところだのいろんなやつでは、そういうことも含めて、これから知恵をつけてもらいたいと

思います。 

 そういうことで終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 事務報告に関連してのご質問だと思いますので、今私どもが考えている部分

を若干お話をさせていただきたいと思いますが、猿対策については、事務報告でも説明をさせ

ていただきましたが、ようやくここで地域の人たちがちょっと納得のいくというか、ある意味

で一歩進んだと、そういう対策が見られるという報告が来ております。したがいまして、ここ

はせっかくそういう状況が取り戻せたんですから、もう一歩進めて、しっかりとその現場に見

合う予算づけも今後していかなければならないと。 

 そこで、いわゆる認識の差なんです。いわゆる県の方々と私どもの考え方の違い、あるいは
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住民の方々と役場の職員の違い、これは一体何かというと、直接的に関係するか、間接的に関

係するかの違いがあるんですね。つまり担当者といえども、自分の生活とは関係ないところで

判断をしてしまうと、これはやはり現場の考え方が取り入れられないというのが出てきます。 

 例えば今の話ですけれども、小さい子猿を返したとすれば、山に返したほうがかわいそうか

もしれませんよ。これはどういう生活、親がいなくなってはぐれた子猿でしょう。とすれば、

それをまた親のいないところに放したら、本当にそこで安心なのかというとこれは違う。 

 ですから、やはり県の職員といえども、そういう総合的なものの考え方をされているのかど

うなのか、そしておつき合いする中で県の職員にも成長してもらわなければならない、こうい

うことで、このことについては、私どものほうも担当者のほうと確認をとりたい、こう思って

おります。 

 それから事故米についても、これも私も再三申し上げているんですが、やはり安ければいい、

あるいはまた何というんでしょうか、コストが下がって経営が満たせればいい、こういうこと

ではないので、やはり安全なものは、それだけのコストをかけてしっかりと安全を確保すると、

こういう意味では私は手間を省くのではなくて、手間をかけてあげる部分はしっかりとかけて

あげる、こういうことが学校の中でも、あるいは私たちの暮らしの中でもしていかなければな

らない。ところがどうしても財政とか、いわゆるコストとか、あるいは数字とかということに

なってくると、勢いやはりそこのところにいく、これも人間的な感情があります。しかし本質

はどこなのかというところをこれからもう一回、この時期だからこそ見直していく必要がある

と思いますので、今のご意見、しっかりと受けとめて、今後の予算措置あるいは計画に反映さ

せたいと思っております。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 最初に、冒頭の教育長の発言と今の事故米、私は不正流通事件として

さきの一般質問にも取り上げたんですが、やはり町にまで影響が来たと。新潟県の卸売業者が

関係しているというのは事前にニュースでわかっていましたから、もしかしたらと思ったんで

すが、でもまだまだこの事件は私は広がると思いますし、そういう意味で、私はよりこれから

研究していきたいと思います。というのは、地産地消の推進という面で食の安全は自己防衛す

べきという観点で、私はこれから、町長は今のところ考えはないと言いますが、私は議員とし

てこれから研究していきたいと思います。 

 そこで質問でございますが、老人福祉関係、74ページ、これについて質問していきたいと思
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います。 

 今高齢者時代に伴いまして、老人福祉関係は私も興味を持っているんですが、その中でいろ

いろ諸政策、施策が書いてあります。そこで、今回は、老人クラブの育成支援状況という

（６）番ですね、年々組織率が低下して、会員数も減っているということなんで、まずはその

実態ですね、今年度を含めまして３年間の団体数、会員数、私は減っていると思うんですが、

本当にこのままでいいのか。そのためにまずその数字をお知らせください。 

 それから、同様に、次のページの（９）番の76ページですね、はり、きゅう、マッサージ関

係ですね。これは、私たびたび取り上げてあれなんですが、はり、きゅう関係、これもやはり

本当に老人の治療というのは慢性化する傾向があります。したがって、この制度は私注目して

見ていたんですが、もともと田島単独の事業でした。合併によって新町全域に今度は範囲が広

がりました。これも前に説明がありました。田島単独時代は、460件、69万円の予算でやって

いました。合併によって、新町全域に広がるということで若干条件を厳しくした結果が、18年、

今回の19年とどんどんこれは下がっていく傾向なんですが、これも改めて、ことしはまだ結果

が出ていないでしょうけれども、その前の３年間程度の件数と金額を教えてください。 

 その後、再質問をしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えします。 

 議員に何回もお願いしたいんですが、私の話を正確にとらえてくださいね。私はやらないと

言っていませんから。食料の流通問題も健康農業も含めて、ただ議員とは違う手法でやるとい

うことですから。ここは、前の分をとられちゃうと大変な誤りになりますからね。正確に答え

てくださいよ、そうでないと大変なことになりますから。 

 私は、健康農業に力を入れているんですよ。さっき言ったように食の安全にも力を入れてい

るんですよ。ただあなたの言うのとは違うやり方でやるというだけですから、よろしくどうぞ。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 お答えいたします。 

 まず最初に、単位老人クラブの数でございますが、18年度、55単位老人クラブの3,696人で

ございます。それから19年度でございますが、55単位老人クラブの3,558人、それから、20年

度が49単位老人クラブです。人数が3,066人でございます。 

 それと、２点目のはり、きゅう、マッサージ関係でございますが、平成18年度が58人、291

件、金額で29万1,000円でございます。19年度がこの81ページにありますように、330件の33
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万円でございます。 

 失礼いたしました。平成18年度が330件、33万円、平成19年度が291件、29万1,000円でござ

います。それから、現在までの平成20年度の状況でございますが、８月末までの数字です。

145件で14万5,000円でございます。大変失礼いたしました。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 言葉の件に関しましては、私も一般質問なんかは質問しながらの答弁

ですので、悪意はないですが、そういう意味では、多少聞き間違えといいますか、ニュアンス

を取り違える場合もあるかと思いますが、違う手法でやるということで理解しておきます。私

もまた地産地消の推進の方針で何か研究してみたいと思っております。町民にいい方法を研究

していきましょう。 

 それで、今の数字を、ありがとうございました、上げてもらいましたが、これの実態ですね、

それでやはりそれぞれ数字が落ちてくるんですよね。老人福祉関係は、本当に町としては、も

う敬老の心祝い金からその他ここに書いてあるとおり、たくさんの施策があります。私は傾向

としてはやはり同じような数字の傾向だと思います。一々全部取り上げませんが、老人クラブ

の組織化に関して、私は年金問題あるいは食の安全も含めまして、やっぱり老人クラブの組織

化とその情報の伝達なり、行政の意図を伝えるという意味で私は必要だと思うんですよ。 

 なぜこの組織化が落ちているのかと、その辺どのように分析しておられるかはわかりません

けれども、いろいろな内容はあると思います。落ちる原因を手助けするために総合支援センタ

ーもこれから活用といいますか、そこで働きますということなんですが、支援センターができ

てまだ半年ですから、そうそう結論は出しませんが、これからその効果があらわれることを期

待しておきますので、ぜひとも一度聞きたいことは組織率の低下の原因はどのように分析して

いるか教えてください。あるいは団体数なり会員数が落ちている分析はしてあるのかどうか、

その辺を教えてください。 

 それから、はり、きゅう、マッサージも同じようにございます。合併により、そういう状況

で条件を上げました。65歳だった田島町時代も70歳、そしてそういう条件を上げた結果がや

はりどんどん落ち込んでくるわけですね。この政策自体これからどうするのか。やはりせめて

もう少し活発に利用できるように条件を下げる、年齢なり、１回の利用回数も前は1,500円で

したよね。その辺はこの政策はどういうふうに考えていくのか、またそれを質問します。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 老人クラブの組織率の話がありましたが、分析といえるかどうかわかりませんけれども、南

郷地区で連合会に加入をできない、あるいは加入することを辞退したいと、こういう話があり

ました。それについて、代表の方とお会いして話を聞きましたら、いわゆる連合会に入ること

によって、いただいた町の補助金の大半がそちらのほうに納めてしまわなければならない、こ

れでは独自の会活動ができないんだというような話がございました。 

 一方で、実は会長あるいは役員になると、大変負担に思うと。これは目も悪くなっているし

耳も聞こえないし、今まではやってきたけれども、この年になってまたそういう事務局をやら

なければならない、これではなかなかできないということがありました。それで、議員もおた

だしのように、とにかく総合支援センターを早く充実したい。 

 ところが役場の職員のほうにそういう指示をしますと、人件費がかかる、こういう話なんで

すね。でも今午前中にちょっとお話ししましたが、いわゆる35％の補充率でもう既に40人近

く、当時の合併前から比べると職員が減っているんですね。また、新年度に向けて採用も35％

から40％くらいのところで考えるとなると、それ以上の削減だと。しかし、アウトソーシング

はなかなか進まない。アウトソーシングの先が私は総合支援センターであるべきだろうと思っ

ているわけですね。 

 ですから、ここのところの体制の充実を図っていけば、私はその老人の方々とか、あるいは

婦人会の方々とか、そういったものの事務を代行してできる、そういう体制になれば、私は老

人会のあり方や婦人会のあり方もこれまでとは変わって、もう少し柔軟に、そして伸び伸びと

その会の活動が展開できるんだろうと、こう思っています。 

 そんな中で、和泉田地区の老人会が新たに組織を立て直したいという案が出てきました。そ

れは、老人会を今までこう漠然とあったんですが、趣味の会として、それぞれ自分が持ってい

る趣味とか興味、そういうもののもとで分類をした老人会の組織に立ち上げたいので町のほう

で支援をいただきたいということが来ていますので、これについては総合支援センター、それ

から役場、支所ですが、中心になってぜひ支援していきたい。やはり地域でそういう助け合い

の、あるいはそういう連絡がとれる体制をこれからもつくっていきたい、こう考えております。 

○渡部康吉議長 健康康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 ２点目のはり、きゅう、マッサージ等関係でございますが、昨年度

から今年度に関しましては制度の変更はございません。したがいまして、利用者の様子を見な

がら進めていきたいというふうに思っております。特に、ひざ痛、腰痛関係とか、そういった

リハビリ関係が利用できる場所がないということですので、そういった観点からも必要な制度
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かなというふうに思っております。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 それでは、５点ほど質問をいたしたいと思います。 

 まず、歳入のほうでございますが、決算書のほうで見ていただきたいと思いますけれども、

13ページの入湯税でございますが、これを見ますと、三角で312万円ほど減額がされておりま

すが、補正減額の理由がありましたら教えていただきたい、これがまず第１点です。 

 それから、この入湯税がこれ一発で上がっていますけれども、多分各地区の施設から上がっ

てきておりますので、施設ごとの金額で教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、同じく歳入歳出決算書にありますが、31ページから32ページ、これの中の財産

貸付収入の建物貸付収入、この中に未収が52万6,500円発生しておりますが、この中身につい

て教えていただきたい。 

 続きましては歳出でございますが、これは決算概要のほうでお願いしたいと思います。 

 決算概要の34ページのこれは総務、企画観光課の施策の中であります定住・二地域居住促進

ですか、この中に施策の定住等受入システム構築事業の中でマニュアル作成等システムが図ら

れたというふうに決算されて報告されておりますが、その決算を受けた20年度、21年度です

か、その活用についてありましたら、お伺いをしたいと思います。 

 続きまして、同じく決算概要の42ページのこれは都市農村交流事業でございますが、交流事

業の中に都市農村交流実行委員会というものが組織されているというふうに書いてありますが、

このメンバーを教えていただきたい。それから、これは育成を図ったということですが、その

育成の中身ですね。それから都市交流活動の実績を踏まえて今年度以降の取り組みについて伺

いたいと思います。 

 それから、もう１点、これは所管で大変申しわけないんですが、奨学資金貸与基金について、

現在うちの子供なんかも随分お世話になって本当にありがたいなと思っておるんですが、どの

くらいの利用者がこれを利用されているのか。 

 それと、社会人となって返還を開始していると思うんですが、１年くらいですか、１年以上

くらい支払いが滞っているというか、未納している人がもしもいるとすれば、人数を教えてい

ただいて、それに対してどのように取り組んで、どんなような対応をされているのかについて

伺います。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 税務課長。 
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○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 まず、１点目の決算書の13ページの入湯税の減額の関係でありますけれども、前年度の実績

等の見込みによって改めて見直しをいたしまして、減額をしている内容になろうかと思います。 

 それから、２つ目の地区別の入湯税の関係でございますけれども、各地域ごとにお答えした

いと思います。 

 田島地域は、19年度納税義務者が３人ということになります。利用人数が2,610人というこ

とで入湯税が39万1,500円ということになります。 

 それから、次に舘岩地域でございますが、湯ノ花地区が納税義務者が９人ございまして、利

用人数が8,147人、入湯税が122万2,050円ということになります。それから木賊地区が、納税

義務者が７人いらっしゃいまして、利用人数が4,990人ということになります。金額、入湯税

が74万8,500円、それから高杖原地区が13人の納税義務者がいらっしゃいまして、利用人数は

４万487人ということになります。入湯税が607万3,050円ということになります。合わせまし

て、舘岩地域は29人の納税義務者です。 

 それから、南郷地域が、納税義務者が５人でございます。それで、利用人数が６万6,259人、

入湯税が993万8,850円ということになります。 

 それから、伊南地域が、納税義務者が３人、利用人数が５万4,288人、入湯税が814万3,200

円ということになります。 

 前年度と比較して、297万600円の入湯税がふえております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 私からは、決算書に上がっております、31から32ページにかけました財産収入の建物貸付

収入の未納の関係でございます。 

 この物件につきましては、総務課で管理している普通財産でございまして、かつて土地区画

整理事業に伴いまして、営林署のほうから土地とこの建物を購入したわけでございますが、そ

の後、土地区画整理事業に関連しまして、住居に困窮していた方について平成10年から実は貸

し付けしておりまして、本件の52万6,500円の未納につきましては、平成13年から平成19年ま

での未納額ということになっております。ちなみに、月額6,500円でお貸ししておりますが、

今年の４月以降、現年度分の6,500円に加えまして過年度分についても幾らかずつ納めていた

だくというようなことで話をいたしまして協議が整って、徐々にではありますが、その未納に
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ついても縮減の方向で今進んでおるところでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 私は、決算概要の34ページ、定住・二地域居住促進についてお答え

させていただきます。 

 この事業は、事業名が確かにシステム構築事業というふうになっておりますが、この報告書

がこのような名称になっておりましたのでちょっと誤解を招いたかと思いますが、具体的には、

定住等を受け入れるためのマニュアルを作成させていただいたということでございます。 

 今後の活用でございますが、定住・二地域居住促進につきましては、ご承知のように、まず

きっかけ交流から、それから滞在、そしてリピーターになっていただいて、連泊、長期滞在か

ら、これが定住等に結びつくものと考えております。 

 このマニュアルの報告書によりますと、問題点として、まず住宅があり、それから仕事があ

り、生活スタイルの違いの適用、人間関係等が報告されておりますので、今後はこのマニュア

ルを活用して、この事業に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいた

します。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えいたします。 

 都市農村交流実行委員会のおただしの件でございますが、実行委員会のメンバーにつきまし

ては、田島地域の農業にかかわる方々、さらには旅館、民宿にかかわる方々で組織をされてお

ります。人数15名でこの実行委員会は組織をされて、活動がなされてきておりました。 

 育成の中身はということでございますが、記載のとおり、町から25万円を補助するとともに、

会の運営につきまして農林課のほうで支援をしてきております。活動につきまして、昨年度狛

江市との交流ということで、夏祭りへの農産物の販売参加あるいは観光宣伝活動ということで、

昨年２回狛江市のほうに行きまして、相互に市民と交流をしてきているところでございます。 

 今年度以降の取り組みはというおただしでございますが、この実行委員会による狛江市との

交流につきましては、旧田島時代から続いておりまして、20年からの交流が図られてきており

ます。ただ、ここに来るまでの間、さまざまな交流がなされてきておりますけれども、固定化

というようなことも否めません。交流の広がりという部分での課題があろうかと認識しており

ます。 

 今後、そういった課題に向かって、この活動、交流の広がりの方向性について取り組みをま
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た支援をしていくということとあわせまして、現在まで町の補助単独で25万円ということであ

りましたけれども、20年度以降につきましては、単独ではなくて、町の発展支援事業の活用な

り、もしくは都市農村交流事業として、友好都市等について交流事業が展開されてきておりま

すが、そちらとのリンクという形で活動の内容を広げていければというふうに認識しておりま

す。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育長 お答えいたします。 

 １点目の奨学資金の利用者数でございますけれども、19年度に新たに貸し付けいたしました

50名の方を含めまして145人でございます。 

 ２点目の未納者の状況でございますけれども、１年以上といいますか、長期的といいますか、

返済が滞っている方は10名でございます。 

 ３点目でございますが、未納者への対応はということなんですけれども、償還方法につきま

しては、口座からの振替によって償還をしていただいておりますけれども、償還がおくれてい

る方、あるいはただいま申し上げましたように、長期的に償還が滞っている方につきましては、

通知によって催促をしている状況でございます。そして、一括返済が困難な方につきましては、

分割の納付も含め協議をいたしまして納付をしていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 了解しましたが、１点だけ再質問させていただきます。 

 入湯税が実はこんなに多くの方がいらっしゃるということで知ったことは大変よかったなと

思うんですが、健康増進と保険料削減ということで、現場では保健師の方が一生懸命真剣に取

り組んでおられることは本当に十分承知しております。南会津町は、非常に福島県内において

も温泉が出ておるところでございますので、その温泉を利用して、もちろん入湯税も上がるわ

けですけれども、健康増進にぜひつながるような施策ということを考えられないかなというふ

うに思うんですが、その点についてお考えを伺いたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実はこれは一般質問の中でご指摘がございましたいわゆる第三セクターの中に温泉を保有し

ている施設というのがございます。その中で、いわゆる医療費削減の問題と温泉の活用という
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ものを抜本的に考えようということで、私のほうから提案をさせていただきました。 

 しかし、ここが実は大きな問題点がありまして、いわゆる第三セクターの中で営業活動は大

変、会社を挙げてやっている、そういう状況は認められるんですが、新たな企画あるいは調査、

こういった部門をだれが担当するかというと、これが非常に弱い。 

 ですから、ここのところを今それぞれの事務分掌を私のところに届けていただいて、今後の

事務分掌のあり方、あるいは事務分掌に基づく実態的な経営のあり方、ここのところを検討し

ております。そんな中で、もう既に非常にコストがかかる施設については、そういう施設にく

らがえをすると、いわゆる管理を思い切って変えると、こういう提案もこれから出てくるので

はないかなと、その時点でしっかりと検討していきたい、こう思っておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 了解しました。 

 １点だけ財産貸し付けの関係で、一覧表が出ていたんですけれども、ちょっと今ページがあ

れですが、実はことし会社更生法で倒産された金井建設のあそこのところについては、今回特

にひっかかったというかそういうことはなかったですかね。これは決算には出てこないかとは

思うんですが、ちょっとそのことだけ１点お伺いをしておきたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 今議員のおただしの点につきましては、事務報告の11ページのほうに掲載されておりますが、

金井建設工業さんからは、昨年、19年度一年間未納がなく、全額納めていただいております。 

 以上でございます。 

○５番 山内 政議員 了解しました。終わります。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 ちょっと２、３点、今までの質問で全部終わるかなと思ったら、

幾つか残りましたので、防災無線の夜中とかいろいろありましたが、まず１点目は、先ほど祇

園会館という話があったんですが、この祇園会館の入場料なんですけれども、皆さんはどう感

じるか私はわからないんですが、500円は非常に高いと私は思うんです。何度か入っておりま

すが、いろいろなところへ行きますけれども、500円というともっとちょっと内容があるんで

すよね。300円ならば、多分家へ来たお客さんにあそこを見ていこうとこう言えるんですが、
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あれが500円じゃちょっと私言えないという思いがあるものですから、その辺の考えを一つ。 

 それから、今ほどの財産貸し付けの金井建設の件、６月に私も質問いたしまして、今、弁護

士と話し中だということで今回何も話をしなかったんですが、まだ話がついていないのかどう

か、その点もし。 

 それから、財産調書の25ページ、檜沢中学校のクラブ室取り壊し減が前年度記録漏れという

ことで49平方が出ているんですが、これどこのクラブ部室なのか、ちょっとお聞きしたい。昔

から古い校庭のところにあるのはまだ現在も建っていますのでどこか。 

 それから、もう１点、17ページ、財産に関する調書のこれは出資による権利ということで、

あるんですが、これは委員会でもちょっと担当に何人かお聞きしたんですけれども、もう一つ

納得できないものですから、町長か副町長にお伺いしたいんですが、この中で、出資金と出捐

金というのがあるんですね、約14項目が出捐金になっている。辞書で引いてみますと、出捐と

いうことは、差し出す、金銭や物品を寄附することとなっているんです。出資というのはもう

皆さんわかるように出資です。 

 そうしますと、差し出した品物や寄附したものが出資による権利に当たるのかどうか。もち

ろんこれは当たるから使っているんでしょうけれども、この使い分けはどうなのか。例えば、

団体に対してそうだとか何か、この点をちょっとお聞きしたい。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうからは、２点についてお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、金井建設の関係でございますが、今現在、管財人のほうで処理をしておりまして、か

なり、その財産処分も進んでいるというような状況の報告は得ております。 

 さらに、町のほうの土地のいわゆる財産の貸し付けの部分でございますが、これにつきまし

ても、管財人のほうに納付書をいただければ、今年度分については管財人のほうで責任を持っ

てお支払いしたいというようなお話も聞いておりますので、もうしばらくお待ちいただきたい、

こんなふうに思います。 

 それから、財産に関する調書の17ページの関係で、出資と出捐というようなお話がありまし

たが、出資、それから出捐も両方一応財産に関する調書の中では出資による権利ということで、

財産ということで計上するということが原則になっておりますが、その中で出捐といいますと、

やはり当事者の一方が、その意思に基づいて財産上の損失をはかりながら相手を利得するとい

うような部分が出捐ということでございまして、一般的には財団法人に対する寄附行為、これ

らのものについては文言上、出捐金というような整理をしたほうが一番文言上は正しいのかな
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と、こんなふうに思っております。 

 一方出資につきましては、ご存じのとおり資本金、それから基金等の一部として金銭を提供

して、それの権利を持つものでございますので、ある面で出捐ということになりますと、繰り

返しになりますが、財団法人に対する寄附行為ということでございまして、見返りはある程度

求めないといいますか、そういった部分についての文言の整理の仕方が正しいんだろうという

ふうに思っております。 

 したがいまして、今回財団法人の伊南村振興公社出資金という表現になっておりますが、正

しく言えば、やはり表現上は出捐金という表現のほうが正しかったんではないのかなと、こん

なふうに思っております。 

 以後につきまして、出捐と出資の基本的なその考え方の整理を図りながら、次年度以降、正

しい記載の仕方に努めていきたいと、こんなふうに思っておりますので、よろしくご理解いた

だきたいと思います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 祇園会館の入館料の問題でございますが、500円が高い安いというおただしだと思いますが、

これにつきましては、人それぞれ判断基準があると思うんですが、ここに展示されている文化

遺産あるいは屋台、そして、そのほかのもろもろの施設等を考えれば、これが妥当だと、文化

遺産的価値は非常に高いという判断で500円に設定されているんだろうというふうに判断して

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 檜沢中学校に係る取り壊しの件でございますけれども、詳細につい

てちょっと把握していなかったものですから、少し時間をいただきまして答弁させていただき

たいと思います。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 そんなに時間かからなくてもわかると思いますので、休議していた

だいて、すぐ調べたいと思います。 

○渡部康吉議長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 
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再開 午後 ２時２０分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 大変申しわけございませんでした。 

 檜沢中学校のクラブ室の取り壊しの部分なんですが、18年度以前、過去５年前はそういった

取り壊しはなかったというようなことで、それ以前の取り壊しということでございますが、教

育委員会の施設台帳と町の公有財産台帳に差があったために、今回修正をしたということでご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 わかりました。 

 そうしますと、もう１点、この右側に、同じページなんですが、非木造、檜沢中学校、ある

いは荒海の屋外便所取り壊しによるとかとありますが、前年度記載漏れという、これもすべて

間違っていたものを修正したということですね。 

 ３回ですので、ほかの質問もしていただく。 

 それから、もう１点の出資金と出捐金、なぜこう聞いたかというと、先ほど課長も言われま

したが、町長も知っておいていただきたいんですが、この19年度のものには伊南、下から14

番目、17ページの財団法人伊南村振興公社の5,000万円が決算年度中減ということで、公社が

なくなったんですね。ここでは、なくなった時点では、出資金になっている。それ以前の18年

度までは出捐金になっているんですね。 

 ですから、これはもうどっちを使ってもいいものなのか、そうであるならば、すべて出資、

あるいは寄附行為という処理が出ているのに、寄附したものに出資による権利があるのか。振

興公社に出捐だから、寄附したものを5,000万円返せと言ったのか。最も振興公社が勝手に借

りていればだけれども、返すべき金では私はないと、出捐金であれば等、その辺もどうなのか

なということで私は質問したんです。 

 あと、もう１点は、先ほどの祇園会館の入場料の件ですが、判断基準が違うとこう言われま

したが、それぞれいつも町長が言われるように、判断基準は確かに人それぞれ違います。いい

ものを見て、絵の好きな人、字の好きな人あるでしょうけれども、私の判断としては、南会津

町のあそこの祇園会館は、本物の屋台が入っているんであれば私は500円で場合によっては
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1,000円でもいいかもしれない。ほかに行きますと、ほとんど本物が入っている。そして、そ

れを出してきて祭りに使う。しかし、南会津町のは、あれはつくったものです。あれを持って

きてやるものではないんですよね。 

 ですから、自信を持って500円に見にいこうと私は言えないんですが、もちろんもう判断基

準でそういうふうに500円が妥当であると、こう言われるのであれば、課長がそう言われれば

それは仕方がないですが、町長としては、あれを本当に500円が妥当だと思われますか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 まず、初めの伊南村振興公社の出資金、これは印刷ミスかどうかわかりませんが、これは出

捐金の間違えだと思うんです。いわゆる先ほど総務課長も説明したように、財団法人にいわゆ

る出資をするといいますか、お金を出すものについては出捐金というふうになっています。 

 公社が解散する場合、ご存じのように、いろいろなことがあって伊南の振興公社については

解散という形になる。解散する場合は、その出捐金については、公の機関にということで決ま

った定めがあるということですので、町のほうにご寄附を理事会を経てお返しをいただいたと

いいますか、そういう形になります。ですから、ここは明らかに出捐金というのが正しいと、

こういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

 それから、祇園会館の入館料については、先ほど企画観光課長が話をしましたが、これは、

私としては、いわゆるやまなみ泊を機会に、どういう客層をどのくらいの方々に入館していた

だくか、あるいは入館していただいた方に郷土料理をどう味わってもらうか、ここの連携プレ

ーで考えるべきだと思うんですね。 

 したがいまして、例えば500円の入館料があったときに、見てそれなりの感じ方をとって帰

ってもらうんですが、でも500円の入館料を払ったから食べないで帰ろうかと、こういうこと

でも困りますので、そこは、例えば郷土料理とセットにするというか、セットでどのくらいの

金額になるのか、こういう検討が必要だと思いますので、これは前向きに検討させていただき

たいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 右側の件につきましても、先ほどの教育委員会の台帳と町の公財台

帳に差がありまして、その精査の結果、訂正をしたものでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

○１７番 芳賀沼順一議員 了解。 
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○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 まず、監査委員の方にお伺いしたいんですけれども、最後のほうに

その他の事項で10の③というところで、個人情報の管理についてということで、南会津町個人

情報保護条例に即した管理体制がまだ整っていないというようなことが書いてあるわけですけ

れども、これについて、どういうことなのか、もしわかればご説明をお願いしたいなと思いま

す。 

 というのは、個人情報保護条例ということは、本当にこれは、それこそ個人個人大分解釈に

よって、今、実のところ学校でも、それから役場の対応でも、結構まちまちだというふうに言

われて、去年まではこういったところまで出していたんだけれども、なかなか出ていないとか、

その辺がこの前、過般の民生委員の協議会でもそれぞれ学校、それから保育所によってまちま

ちだったものですから、この辺どういう指摘だったのかなということでご説明いただければあ

りがたいなと。 

 それから、もう１点は、学校と保育所の雨漏りについてなんですけれども、実際今南会津町

の小学校、中学校、保育所という、そういう子供が通っている施設で雨漏りが何カ所起きて、

これは19年度だから、今はもう20年度へ入っちゃったので、できれば19年度中に何カ所あっ

て、そしてそれはいつ知ったのか、それでもしそれに対して見積もりをもうやっているようで

あれば、見積もり額が幾らだったのかというようなことをお願いしたいなと思います。雨漏り

というか、修繕も含めてよろしくお願いしたいなと思います。 

○渡部康吉議長 監査委員。 

○室井良一監査委員 お答えいたします。 

 個人情報の法律は、今から３、４年前に施行された法律だと思いますけれども、目的は公共

団体、企業が個人の情報を得たものについては、目的外に使用したり、その情報を他に開示し

たり、漏えいさせたりしてはならないというようなおおまかな法律でございます。 

 役場には情報公開制度というのもありますけれども、私の言っているのは、役場が持ってい

る個人情報をどうやって管理しているのか。相当な個人情報が役場にはあるわけです。役場で

も個人情報の規則があります現実に。その規則にのっとった管理をしっかりしているのかとい

うと、私の見た目ではまだまだしっかりしていない。 

 反面監査委員ですから、しっかりしていないとこう言いますけれども、これをしっかりする

には相当な設備も必要なことは事実なんです。個人情報を管理するには、かぎのかかったとこ
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ろにしっかり格納しておくとか、パソコンの情報をどうやって管理するのか、パソコンにしっ

かりガードをかけて、ほかから見られないようにしなければと、それはお金はかかるんです。 

 一気にしっかりこれを全部しろと言ってもなかなかこれは財政もありますから、それはそれ

で理解できるところがあるんですけれども、それ以外、やっぱり一番大切なのは個人情報とい

うものはどれだというようなものをしっかり確定させて、その情報をどうやって管理するのと、

だれがどうやって管理して、それが漏えいしていないかどうか、だれがチェックするのという

ような体制とか、そういうものは早急にやっていただきたいというような入り口ですね、入り

口のところをしっかりしていただくというようなところで指摘しておるわけでございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 健康福祉課長。 

○近藤甚悦健康福祉課長 保育所関係でございますが、事務報告の84ページにお示ししてござ

いますように、平成19年度につきましては、伊南保育所の屋上防水工事が１件ございました。

それと、それ以外の部分についての修繕については、今のところ承知してございません。ただ、

統合保育所の該当になっております桧沢の保育所なんですが、この保育所は舞台裏のほうが床

が…… 

〔「結構です」と言う者あり〕 

○近藤甚悦健康福祉課長 結構ですか。 

〔発言する者あり〕 

○近藤甚悦健康福祉課長 伊南保育所の分ですか。 

〔発言する者あり〕 

○近藤甚悦健康福祉課長 はい、承知しておりませんでした。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 お答えいたします。 

 平成19年度の学校関係の修繕費につきましては、事務報告の237ページから238ページに載

ってございます。 

 工事の内容につきましては、油漏れの修繕とか、屋根の挟みの修繕とかもろもろございまし

て、緊急性のあるものでございました。それから、雨漏りを確認している施設でございますが、

田島中学校の体育館ということでございますけれども、これにつきましては、合併前からあっ

たのかなというふうに判断をしております。それから、伊南小学校の体育館でございますけれ

ども、平成18年度に雨漏りが発生したのかなというように記憶しておりまして、見積もりの額
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でございますが、田島中学校の体育館の場合ですと、塗装だけですと720万円程度かかるので

はないかというようなことで見積もりといいますか試算をしておるところでございます。伊南

小学校につきましては、これも塗装だけでございますが、320万円ほどの経費ではないかとい

うようなことであります。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 まずこれはかなり前から、３年前、合併前からとか、18年から、私

もこれを知って、今愕然としているわけですけれども、今何で伊南保育所もと言ったのは、伊

南保育所は、確かに今言ったみたいに、ここに380万円で工事をやっているの。だからいつ知

ったかを知りたいわけよ。もし仮に平成19年に、雨が漏れたと言って、こっちを先にやって、

前からずっと雨漏りしていたところはほったらかしにすると。私はそういうことを聞きたかっ

たんだけれども、伊南保育所がいつ雨漏りしたかわからないではどうしようもないわけです。 

 いずれにしても、今までは予算がなかったといえばそれまでかもしれんけれども、今度はこ

の後に入ることになるので、今そちらのほうに移りたいわけですけれども、やはり平成20年度

で２億3,700万円もあれば、やっぱり少し考えていただきたいなというのが私の考えで、これ

とは直接関係ないにしても、町長さんはこういったことをご存じだったのかどうか、ちょっと

お聞きしたいと思う。学校のことだから、教育のほうだから、ちょっと違うかもしれませんけ

れども、前からこういったことは知っていらしたのか知らなかったのか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 議員から一般質問されるまでは、田島中学校の雨漏りについては知りませんでした。 

 それで、これまでも申し上げていると思いますけれども、予算をいわゆる組み立てる、ある

いは予算を執行する、その作業の中で、例えばペンキがはげた、あるいは手すりが壊れた、さ

まざまな変化がありますよね。そのときに、予算を機に壊れたから直す、これはもう当然のこ

となんです。 

 当然のことなんですが、変化が起きたというところに何か原因があるだろう。例えば恒常的

にそこに雪が落ちて、直してもまた大雪になったら壊れる、あるいはそういうことを一回振り

返って検証してから修繕しましょう、こういうような話をしていますね。ご存じのように、今

おっしゃったように、保育所は町長部局です。学校は教育委員会ですね。ここのところの連携
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がやっぱり十分にとれていないというのが一つあるんだろうと思います。 

 私は教育委員会のほうに定期的に、もしあれだったらばいわゆる教育委員会が定期的に開か

れるような頻度ではなくていいから、意思の疎通をやりましょうということでやり始まった。

だからそういう中から、いわゆる施設を直すのは町長の許可だと、教育の内容を考えるのは教

育委員会だと、それはそれであってもいいんですが、お互いにつながりを持ちながら、どこか

にその変化を感じ、その変化が恒常的にならないように、あるいはその投資したこと、いわゆ

る修繕したことによって、より学校教育に弾みがつくとか、そういう形に持っていきましょう

と、そういう話をしていますので、ここのところは大いに反省しながら、今後、取り組みを進

めたいと思っております。 

○渡部康吉議長 ほかにありませんか。 

 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、１点だけ質問させていただきます。 

 これは監査委員の報告に対する質問になるのか、ちょっとそれとも決算概要の61ページと関

係するので総務課長の管轄になるのかちょっとわかりませんけれども、ことしから初めて、健

全化判断基準の状況というのを出さなければいけなくなったわけです。これは今後ずっと続く

ものなんですから、議員の立場からちょっと質問をさせていただきます。 

 この４点の中で、実質の赤字比率あるいは連結実質赤字比率というのは、これは大体行政か

らもらった資料で我々も計算できます。ところがその下、実質公債費比率、それから将来負担

比率と、これになると我々のいただいている資料ではとても計算できないです。 

 それで、今後ともこれは継続していきますから、この中で、早期健全化基準、それから財政

の再生基準というのは、２項目あります。いろいろな講習会に出てみますと、早期健全化基準

のほうがイエローカードであると。財政再生基準になるとレッドカードだという、こういう説

明をしていますけれども、私はそういった講習会に出るとちょっとおかしいんじゃないかと、

もう早期健全化基準というのはイエローじゃなくてオレンジカードだと、赤に近づいているよ

という雰囲気でとらえなければいかんと思うんです。その前に、その数字に達成する前に議会

は議会としてその数字をチェックしていかなければいけないと、私はこう思っているんです。 

 それで、質問に入りますけれども、将来負担比率の中にこれはいろいろ数式が書いてありま

すけれども、例えば将来の負担というのは、当町には何項目くらいあってどのくらいの金額が

あるんだと。それから、将来負担から控除してもいいよというものは大体何項目くらいあって

どうんだと、それを全部計算した結果こうなりますよという資料が議員のほうに渡ってこない
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と、我々はこの大ざっぱな数字だけではなかなかチェックできないと。例えば多分将来負担の

中にも、南会津町でも大体８項目か９項目はあると思うんですよ。そういったものをもう少し

詳しくちょっとご答弁いただきたい。 

 それともう１つ、例えば指定管理者、これは厄介な問題だと思うんですけれども、指定管理

者というのは一般財源から毎年幾らかずつ、その上限はあっても定期的に出ていくお金がある

わけです。これもある意味でいうと負担金じゃないかなと私は思うんですけれども、その指定

管理者の指定料というのは、実際は将来負担率の負担の中に入るのかどうか。 

 ですから、実質公債費比率の詳しい中身、例えば標準財政規模は幾らだとかそういったこと

と、それから将来負担比率、特に将来負担額については負担の区分の中身と金額を教えていた

だきたい、それを聞いて再度質問申し上げたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 今年度の19年度の決算から、この健全化判断比率を監査委員さんのほうに報告をして、さら

に議会に報告をしながら住民に公表すると、こういうことになっておりまして、確かに財政用

語でございますので、その計算式もかなり複雑でございます。したがいまして、この場で事細

かにお話しできるのは限界がありますので、機会がありましたら、この内容につきまして、議

員の方々にお知らせする機会をつくりたいと、こんなふうに思っております。 

 そんな中で、将来負担比率の関係で、将来的な自主的な負担というのはどこまでの範囲をい

うのかというようなお話がありましたが、これは大きく分けますと、まず起債の償還ですね、

将来にわたる起債の償還、それから債務負担行為、議会の議決をいただいて将来負担する債務

負担行為の将来の負担額、それからこれは一般会計の概念で言っておりますけれども、一般会

計のほうでは、各特別会計のほうに起債の償還の一部を繰り出ししております。これらも含め

まして一般会計が将来担うであろう、要するに将来の負担額ですね、これらをベースにしなが

ら将来負担比率が標準財政規模と比較しましてどの程度があるというようなことでお示しした

のがこの比率でございます。 

 それで、早期健全化基準でいくと350ということでございますが、19年度決算におきまして

は、当町におきましえては117.6ということでございまして、まだまだ早期健全化基準までに

はいっていない、ある程度の一定の健全性が図られるとは思いますが、ただこの早期健全化基

準につきましては、かなりにハードルの高いところに置いております。したがいまして、これ

をうのみにして、その以内だからいいという判断は私どもしておりませんで、よくよく見ます
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と、この早期健全化基準にひっかかるような団体はかなり財政的に逼迫しているというような

団体しか該当しない、そういったような指標になっておりますので、これらについては一定の

基準ではありますけれども、これ以内だからいいというわけではございませんで、これからも

財政の健全化を図るために、注意深くこれらの数値の推移を見ていきたいと、このように考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、あとから議員のほうには詳しく説明してくれるという

ことなので、そこで、やはり組合とか、組合の持っている地方債だとか、あるいは一定の法人

の持っている負債額とか、そういったやっぱり一部事業組合の名前入りだとか、そういったも

のをやはり詳しく１社ごとこのくらいだということをお示ししていただきたいと、こんなふう

にお願いして、私の質問を終わります。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 今との関連で、財政健全化に向けて私も非常に関心のあるところであ

りまして、17年度、18年度、そして19年度についても、この決算概要をもとにして円グラフ

なんかもつくりまして比較してみたわけですけれども、非常に登志一議員が言われるように、

細かいところまでは、なかなか今のデータだけではつかみ切れないわけなんですが、大づかみ

につかみまして、実質公債費比率についても18年度が19.2と、それから19年度が17.9という

ことで、これ1.3ポイントですけれども改善されているというふうに見られるように、各所に

やはり健全化に向かって、本当に徐々にではありますけれども努力しているなというところが

随所に見られるというふうに、私個人としては判断をしているわけでございます。 

 そこで、さらなる財政の健全化に向けて、基本的なことについて３点ほど、総務課長になる

かと思いますがお伺いしたいと思いますけれども、まず１点目については、水道事業とか下水

道事業、何かこれはやはり非常に厳しい経営を推し進められているわけですけれども、ここに

一般財源から、一定の基準なりルールでもって繰り出ししているわけですけれども、やはり決

算概要の11ページに、円グラフが出ていますけれども、これで見ると8.5％ほど円グラフで示

されているわけなんですが、この特別会計の繰り出しの基準といいますか、ルールといいます

かこれが多分あるかと思うんですが、今現在のどういうルールなり、あるいは基準でもってや

っているのかということと、今後のやっぱり見直しを図っていくという健全化の中期目標もあ

るわけですが、その辺がどうなっているか、まず１点目お聞きしておきたいというふうに思い
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ます。 

 それから、２点目なんですが、これも起債の関係ですけれども、１つの事例を挙げれば、今

回の補正予算にも上がっているわけですが、舘岩地域の村民会館ですか、当時4.9％の利率で

借りておったものを、今回、繰上償還をやったということで790万円ほど効果が上がったとい

うふうに補正予算に計上されているわけですけれども、これは決算概要の18ページ、ここで年

度別の償還状況が棒グラフで示されていますよね。 

 それで、私も単純に考えれば、やっぱり利率の高い、例えば5.5％あるいは６％、今７％の

段階があるかどうか、ちょっと私も残額はわかりませんけれども、繰上償還をこれからも多分

計画されるとは思うんですが、５％以上の地方債現在高がまだ残っていると思いますけれども、

細かいデータは今問いません。問いませんけれども、繰上償還に関して、今後の基本的なスタ

ンス、考え方、これだけでもひとつお示しをしていただければというふうに考えております。 

 それから、３点目ですね。合併特例があと何年間で切れるわけですけれども、当然それに伴

ってもろもろ交付金等も含めて減ってくるわけですが、今からそれらのやはり諸条件に対して

対策をしていかなければならないというふうに思うんですね。そういう意味では、財政調整基

金なんかについては、おおむね５％という一つの一定の基準がありまして、おおよそ４億円前

後でこれからもずっと今後推移するのかなというふうに思います。その分やはり地域づくり振

興基金をふやす方向でいっていると思うんですね。これについてももう上限がありますから、

約20億円程度でもって頭打ちと、幾らこれから積み増ししてきたとしても20億円が頭打ちと

いうような状況に、もちろんこれは法的な絡みからいってなるわけですけれども、そのほかに

特例期間が終わった以降をにらんで、要するに３年、５年単位のスパンではなくて、今から中

期計画で、やっぱり特例債の切れた以降の対策をしていかなければならないと思うんですが、

地域づくり振興基金なんかもその中の大きな柱の一つではあると思うんですが、そのほかにそ

こをにらんで、一体どういう基金なんかを重要視しているのか、あるいはどの程度までやっぱ

り積み立てをおおよそしていくつもりなのか、その辺の対策をひとつ基本的な考え方としてお

聞きしておきたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず一般会計からの特別会計に対する繰出金でございますが、それぞれいろいろな特別会計

があるわけでございますが、基本的に特別会計というのは、独立採算で運営することを基本と

しておりまして、やみくもに一般会計のほうから繰り出しをして、一般会計のほうで本来やる



－２３１－ 

べき事業の選択の幅を狭めるということがないように、それぞれ各会計ごとに国のほうで繰り

出し基準というものを定めております。 

 その基準に基づきまして、当町につきましては、特別会計に繰り出しをしているということ

でございまして、ただ１点だけ基準外で繰り出している部分につきましては、上水道会計に対

します田島ダムの例の負担金の問題でございます。 

 これにつきましては、基準外の繰り出しということでやっておりますが、逆にこれをダムの

負担金で起こした起債、それらをすべて水道料のほうに転化した場合に、果たしてその住民負

担ができる限度なのかというようなことで当時判断をしまして、その部分につきましては一般

会計のほうで基準外で負担をしているということでございまして、それ以外はルールに基づい

て基準内で繰り出しをしているということでございます。 

 それから、２点目の繰上償還に関する基本的な考え方でございますが、当然のことながら、

過去において高金利で借りている起債につきましては、将来の利子の負担軽減ということを考

えまして、積極的に繰上償還をしていきたいと、こんなふうに基本的には考えております。 

 ただし、繰上償還するにも、当然のことながら原資が必要でございますので、ある面で財政

の中で若干そういった財源ができたようなときに、その都度、弾力的にやっていきたいなと、

こんなふうに思っています。ちなみに、現在５％以上の金利で借りた部分についての繰上償還

を、今現在中心的に進めていると、こういうことでございます。 

 それから、３点目の地域づくり基金の関係でございますが、これにつきましては合併特例債

を使って、最終的には当町で認められているのは19億7,000万円の基金の額ということになり

ますので、この基金の額に到達するまで起債を起こしながら、この地域づくり振興基金を造成

していくという考えでございます。 

 これにつきましては、充当率95％ということで、さらに交付税バックが70ということにな

っておりますけれども、すべてこれは全部使わなければならないというものではございません

で、将来に備えて、町が必要とする今後の地域づくりに生かすための事業資金としての基金の

額、これらについての合意形成を図りながら、この基金の認められている範囲の中で今後何年

かかけまして造成していきたい、その使い方につきましては、これは町長を含めて、今後さら

に検討する部分かなと、こんなふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 まちづくりの地域づくり振興基金、これについてはわかりましたけれ

ども、これも大きなメーンにはなると思うんですが、それ以外に何か対策上考えていることが
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ありましたら、基金づくりという観点で。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 合併に伴って法的に認められている部分につきましては、まず大きく分けますと交付税が当

然ございます。それから合併特例債の支援の部分ですね。それからもう１つは、国・県からの

合併直後の臨時的な経費に充てるための国の補助金、それから県の補助金等がございます。し

たがいまして、これらの措置されたものをやはり私の考えとしましては、将来に備えて、いか

に合併の特例が終わった後の町の事業、それから財政のためにどのようにストックしていくの

かというのがやはり一番重要なのではないのかなと、こんなふうに思いますので、基金につき

ましては地域づくり振興基金でございますが、さらに財政調整基金についても強化できる部分

があればなるべく強化をしながら、合併特例が切れる後の財政に備えていきたいと、こんなふ

うに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 基本的に総務課長が答えたとおりでありますけれども、結局基金の積み増しが、ある意味で

は財政の安定をもたらす一つの基準、指標にはなります。しかし、先ほどお話が出ましたよう

に特別会計への繰り出し、あるいは高金利時代の繰上償還、これらについても経費節減に対す

る処方せんとして必要だと。 

 しかし、基本的にというよりも、もっともっとしなければならないのは、やはり自前の経済、

地域の経済をいかに底上げしていって、例えば先ほど上水道の話が出ていましたけれども、負

担率が高くなっている。この負担率が高くなっても、本当は独立採算でやっていけばいいわけ

ですし、そうしなければならないんですが、それにどう住民が負担に耐えられるか、それはや

はり住民の所得がやはり安定的にふえていく、そしてそれが持続すると、こういう環境をつく

っていかなければなりませんから、一方で基金を大事にする傍ら、積極的にそこのところは経

費節減をしながら、あわせて将来に自前の経済を興こせるような投資をしていく、これが基金

をある意味では生かす総合的な対策だと、こう思っておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 ３時になりましたので、暫時休憩いたします。10分間休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６３号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第７、議案第63号 平成19年度南会津町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 
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 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６４号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第８、議案第64号 平成19年度南会津町老人保健特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６５号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第９、議案第65号 平成19年度南会津町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 
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 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６６号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第10、議案第66号 平成19年度南会津町農林業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６７号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第11、議案第67号 平成19年度南会津町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６８号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第12、議案第68号 平成19年度南会津町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６９号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第13、議案第69号 平成19年度南会津町水道事業会計決算の認

定についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 ７ページの資本金のところの（２）の借入資本金といって、イの企

業債と12億7,914万6,641円とあるんですけれども、私はこれは借入金じゃないのかなという

ふうに思うんですけれども、いわゆる資本の部じゃなくて負債の部に上げるのが正しいんじゃ

ないかとこう思うんですけれども、どうなのかなと。 

 特に、14ページを見ますと、企業債明細書と、こういうふうになっておりまして、発行額、

それから、そこに償還が書いてあります。利率も、先ほど２番議員が言ったように利率が7.5

なんて非常に高いやつがあるわけですけれども、こういうものは資本の部でなくて負債の部で

ないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 お答えいたします。 

 今言われたのは、資本金の自己資本金の中の、もう一度ちょっとお願いしたいんですけれど
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も、すみません。 

○１１番 湯田秀春議員 ７ページの資本金のところに借入資本金とあって、企業債というこ

とになりませんか。 

○星 安晴環境水道課長 はい、わかりました。 

○１１番 湯田秀春議員 これは借入金じゃないんですか。資本の部じゃなくて負債の部じゃ

ないですかという。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 ２ページの資本的収入支出があるんですよね。そこの中に建設改良

事業の収支とございます。そこの中の借入資本金1,800万円の企業債が12億7,914万6,641円で、

そこの中の1,800万円が企業債だということで計上しております。 

 これに関しまして、若干ちょっと調べさせていただくよう、お願いいたします。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 ただいまのお話でございますが、確かにこれは起債で借り入れしたもの

でございますが、経理上、ここの借入資本金として、公営企業法上計上するということになっ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 要するに、国でいう規定か何かで、借り入れでなくて資本の部に計

上しなさいよと、こうなっているということなんですね。 

 それで、あともう１つは、２番議員と同じなんだけれども、14ページ、これだけずらっとこ

うあるわけなんだけれども、上のほうが利率が高いわけですけれども、やはり利率の高いよう

なやつは、繰上償還というのはこれはできるのか、やっぱり縛りがあってできないのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 以前はこういう政府系の資金を借りますと、政府系のほうのこういった機関のほうでは、そ

の金を運用するものですから、その運用計画に支障を来すということで一切繰上償還というの

を認めておりませんでした。ところが最近やはりこういった状況で各地方公共団体のほうがか

なり苦しい経営状況になってきたということを踏まえまして、基本的に５％以上の繰上償還に

当たっては、その繰上償還によって、本来ですと保証金みたいなやつを取られるんですが、そ

れは免除しましょうということで、今現在では５％以上の繰上償還は政府系のほうで認めてい
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るという状況にございます。 

 ただ、なかなか先ほども申しましたとおり、繰上償還するだけの財源の調達が、今公営企業

のこういう経営状況の中でかなり厳しい状況になっておりますので、何とか借りかえですね、

今現在は借りかえをしながら何とか金利を安くしようということで動いていると、こういうこ

とでございまして、なかなか繰上償還には回らない実態をご理解いただきたいと、このように

考えております。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 そうすると、今の５％というのは、年の利率５％という意味ね。す

ると年率５％以上は、もし余裕があれば返してもいいんだと、こういうふうになったというこ

とですね。そして、借りかえもいいということですね。そうするとこれはかなり６％も7.5％

もあるから、ということは、極端に言えば、これは水道会計だけれども、少し余裕が出ればそ

っちのほうは優先して返したほうが、全体的に見ればね、中のやりくりは別問題として、その

ほうがいいということですね。はい、わかりました。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７０号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第14、議案第70号 平成19年度南会津町水道事業会計欠損金処
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理についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 欠損金処理についてということなんですが、私も公企法の第32号の２

条に基づくところの第24条の３ということで調べてみたんですが、ちょっと理解しがたかった

ものですから、申しわけないですがもう一回説明をお願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 環境水道課長。 

○星 安晴環境水道課長 お答えいたします。 

 欠損金の仕方でございますが、まず順序がございまして、１点目だと繰越余剰金の金で埋め

ると、これがちょっとできない。それから利益積立金で埋めると。それから３番目として、繰

越欠損額として繰り越すというようなことでございますが、今回は、その第２において積立金

で埋めると。これは、２、積立金、建設改良積立金をもって埋めると。この場合は議会の議決

が必要であるということで、今回提案いたしました。ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７１号の質疑、討論、採決 
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○渡部康吉議長 次に、日程第15、議案第71号 平成20年度南会津町一般会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 まず地方交付税が２億3,700万円余計に来たと、こういう思った以

上に来たというようなことを聞いております。 

 それで今回土地開発基金の保有地買い戻しのほうに大分やったんじゃないかなと思うんです

けれども、大体割合でいうとどのくらいなのか、それは集計すればわかるでしょうけれども、

もしそういった感じでわかっていればお願いしたいなというふうに思います。 

 それで、先ほど町長にも雨漏りのこともちょっと言ったわけですけれども、18年、もう３年

も、それ以上もたって320万円伊南小があったり、田島中が720万円というふうな見積もりま

でしていると、こういうことなので、この際そういった土地開発基金もいいでしょうけれども、

将来に備えて、しかしそういった屋根のほうもそんなお考えがあるかどうかお聞きしたいと思

います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 割合等については、後で担当のほうからお答えをさせていただきますが、議員が何度もその

雨漏りのことをおっしゃっていますが、これは地方交付税がふえようとふえまいとやはり修繕

すべきものはすべきなんですね。ただ先ほど言ったように、私は、壊れたものをただ修繕する

んじゃなくて、それが壊れたのはなぜ壊れたのか、あるいはある一定の経年、いわゆる年数を

経て、それは寿命がなくなったものなのか、あるいはまたそれを修繕した後、お金を一応かけ

ますから、それをどういうふうに、効果が上がるのか、さまざまなその修繕の内容によっては

出てくると思うんですね。 

 例えばですよ、田島中学校の屋根の修繕のことを例えば一つ取り上げてみましたら、そこで

修繕と教育は関係ないように見えますが、やはりこれだけ財政が厳しいときに、それであって

もお金をかけて雨漏りを直すんだと。だったらそこでどういう例えば学校は体育教育をどう充

実させていくのかとか、あるいはＰＴＡを含めて学校の教育、子供たちにはどうしていくのか

ということまで考えるチャンスだと思うんですよ。それはなるかならないかは別ですね。 

 それで、たまたま田島中学校については学習サポート事業をやっていないですね、うちのほ
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うの中学校の中でただ一つ。ですからこれはやる必要があるかないか、そういうことも議論し

て言っていただければ、それはとてもありがたい変化になるということだと思うんですね。で

すから、それは関連づけを無理してする必要はないけれども、その変化のときにこそ、みんな

で話し合うということが必要だろうと。私はそこを教育委員会と町長部局でもう少し風通しの

いい関係をつくっていけば、交付税がふえたからなんて言わないで、既存の例えば場合によっ

ては予備費を使っても、これは執行できるんだろうと、こう思っています。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 町長と全く同じなんです。というのは…… 

〔発言する者あり〕 

○１１番 湯田秀春議員 いやそうじゃなくて、教育長にも前に言ったんですよ、恐らく私も

この２億3,700万円、こういうことを知らない前に。そうしたら教育長は、予算がないという

ような感じがあったから、そうか予算がないんではやれと言ってもこれどうしようもないなと、

今度はちょうどちょっと余計に来たような感じがするから、それで話を聞いたら、大分土地開

発基金の用地を買い戻ししたということなので、町民サイドから見たら、極端に言えば、土地

開発基金というのは、何ということはない、将来のために貯金ですよ。貯金しているんだった

ら、何とかもうさびてひどいし、そして私が思うのは、何を言うのかというと、下郷で保育所

のあの雪が落ちた、あれとは違うかもしれない。違うかもしれないけれども、やっぱりさびて

いると、そこのところだけが雪がたまって凍って、そしてちょっと天気のときにどさっと落ち

る可能性もあるし、それから雨が漏っていました、私も行ってみたら。雨が漏っているときに、

結局子供が駆けっこしたり何だりして遊んでいて、転んでけがをする場合もあるし、それから

こういう冬場なんて雨降った後今度寒くなっていれば凍る場合もあるんだから。だからそうい

う意味で、何だわかっていて何も対策をやらなかったとなると、これはやっぱり皆さんばっか

りでなくて私らだって責められるわけですよ。 

 だから、そんなに深刻に考えることあるめえと言えばそれまでかもしれんけれども、先ほど

言ったように、２カ所もそういったことがあるとなれば、やっぱりこれほうっておかれないな

というのがこれは町民の私らもその代表だとなれば、そういう考えでそう言っているわけです。 

 ですから、たまたまこれですぐやれと言うわけじゃないけれども、やっぱりその辺のことを

十分に考えていただきたい、こういうことであります。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 
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○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 考え方の整理をもう一度だけしておきたいと思いますが、例えば教育長が予算がないと言っ

たか、だれが言ったかわかりませんが、予算があるかないかというのは、予算を総合的に掌握

している人が言うべきなんです。教育現場にいる人が予算がないなどと言ったらこれは全員が

財政係になっちゃう。ここが間違っている。 

 よく県の職員の人たちともしゃべりますが、よく予算がないと言う。あなた予算執行者です

か、予算のどれだけ知っていますか、全体をわからないで予算はないと言うと、そこで終結す

るんですよ話は。そうすると自分の出番が終わるということも、実は公務員の中にはあるんで

すね。 

 だからこういうことは改善していかなければなりませんから、やはり現場の人は、今議員が

おただしのように、現場の責任を持つと。後はそれをきちっと提案をしていく、あるいは計画

を立てていく、それをもって、今度は財政担当のほうが予算がここまでしかないとか、あるい

は予算をこういうふうに拠出したいとか、そこで話し合いが出てくると思いますので、そこは

ひとつそんなふうに職員のほうとか、学校教育のほうとか連絡をとっていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○１１番 湯田秀春議員 そのとおり了解しました。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 学校予算の件につきまして、予算がないというようなことでございました

が、私は日ごろから自分の教育委員会の職員に対しては、予算がない、予算がつかないとかそ

ういうことを言ってはいけないと言っております。それはなぜかというと、予算がつけるかつ

けられないかというのは私たちの腕だと、そういう形で考えている。だから先生方努力してく

れと。 

 それで、今度も田島中の件につきましても、田島中学校の校長先生に、先ほど町長がお話し

されました学習サポートの件について、それにかわるようなことを田島中学校でどんなことを

やっているんだと、そのことについてきちっと予算を持っている首長のほうに説明に来てくれ

というようなことで話をしてあります。 

 そんなことで、やっぱり我々も、そういったように金がないとかということではなくてやっ

ていきたいというふうに、町長の話と同じようにやっていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 
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○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 11番議員さんのほうから基金の額の関係についての質問も中に入ってお

りましたので、再度ご答弁させていただきたいと思います。 

 まず、土地開発基金の昨年度末、平成19年度末の残高につきましては、先ほど決算の中で附

属資料として提出しております財産に関する調書の24ページのほうをごらんいただければ、土

地と現金の保有高が載っております。 

 内容を見ますと、昨年度末で、土地開発基金の土地として持っている部分が３億5,700万円

ほど、それから、現金として持っておりますのが１億4,400万円ほどで、合計しますと５億

100万円ほどの基金の残ということになりますが、今回補正予算のほうで計上しました土地開

発基金の土地で持っている部分の買い戻しの総額は、それぞれの費目に計上されておりますが、

トータルしますと１億7,971万7,000円でございます。この金額が先ほど申しました19年度末

の土地の部分の３億5,700万円持っている土地のうち、１億7,900万円ほど現金化すると、こ

ういうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 少し似通った質問なんですけれども、総務委員会のほうでは説明があ

ったというふうに聞いていますけれども、地方交付税が思った以上に来たということで、算定

方法が多分変わってきたのかなというふうに思いますので、提案説明のときに若干の説明はあ

ったんですが、もう少し詳しく説明していただきたい。新しく需要額の算定に入った項目があ

ったとか、計数が少し上がったとか、こういう項目があれば、ちょっと説明していただきたい

というふうに思います。 

 それから、決算の中でもあったんですけれども、自主財源の大もとである町税の法人税が決

算でも三百数十万円減っている。そして今回も多分法人税が主な原因だろうというふうに思う

んですけれども、歳入における町税の1,750万円の減額補正が出ている、これも多分法人町民

税の理由が主だろうというふうに思うんですけれども、町の法人関係の状況はどういうふうに

なっているのかということをもう一回再確認したいというふうに思います。これは毎年毎年法

人が弱くなっているということは、一生懸命町が取り組んでいる自主財源を確保しようという

ふうな流れにどうも迎合しないような気がしますので、どういうふうな対策を考えているのか

ということ、死活問題であるというふうに思っていますので、その点も２点目。 

 ３点目、まるっきり関係ない質問なんですけれども、今までの質問とは。やまなみ泊覧会の
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担当課というか、課が直轄政策室から企画観光課に移り、部屋でやっているのかなと思ったら、

気がついたらまた直轄政策室に戻っているというふうな状況なんですけれども、どういうふう

なあれがあったのかなということをご説明願いたい。ことしプレをやって、来年に向かって突

き進むような内容、本町のメーンの施策になってきていますので、もう一回説明をいただきた

いということです。私本人は意見は言ってはいけないのかもわかりませんけれども、直轄政策

室は事業を持ってほしくないと思っていますので、方向性を出すところ、実施課にはなってい

ただきたくなというふうに思っています、私の意見としてはね。 

 その３点、お聞かせください。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 最初の交付税の算定方法については、私から説明するよりは担当のほうがよりわかりやすい

と思いますので、担当課長のほうから説明をさせていただきます。 

法人町民税の件についても以下同様にお願いしたいと思いますが、やまなみ泊については、

いわゆる基本計画をつくるまでは直轄政策室のほうで担当していたんですね。その後、企画観

光課のほうで実際に実施に当たってのプログラムを考えていこうと、こういうことで一たん直

轄のほうから移りました。 

 その結果、いわゆる実施計画をつくれと、こういう案が出てきたんですね。それは、コンサ

ルタント、二瓶さんという方なんですが、これは企画の担当も含めて、ことし実施計画をつく

って一体どうなるのと、もう既にプレイベントにいかなければならないのに、また報告書をつ

くるという話が出てきたんですね。ですから、これを、そうではないでしょうと、もう既にプ

レイベントを含めてさまざまな集落に入って事業説明をしながら、あるいは掘り起こしをしな

がら進めていかなければならないだろうということを再三お願いをし、それからまた、県のほ

うと二次交通対策についても順次進めてくださいと、こういう話もしたんですが、一向に動け

ない。 

 それは、企画のほうがいっぱい仕事を持っていた、イベントや何かを持っていたという部分

もあるでしょうし、新しいものをつくり上げるという手法をこれまで経験していなかったと、

こういうこともあって、これは一回戻すというよりは直轄が基本計画をつくったわけですから、

直轄を中心にして、企画と含めてすべての課が関係していますから、そこにすべての情報を集

めようと、こういうことで今動いているというふうにご理解いただきます。 
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 どこが担当とかというんじゃなくて、窓口はやはり基本設計をつくった町長直轄のほうがい

い、あるいは町長直轄のほうが非常に直接固定した業務を持っていないので動きやすい、そう

すると、二次交通対策の打ち合わせだとか、あるいは福島空港の問題だとか、そういういろい

ろな集落にも入りやすい、こういうことでこのやまなみ博については、議員がおただしのよう

な業務移動があったということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうからは、今年度の普通交付税の関係についてお答えいたします。 

 まず、今回平成20年度の交付税でございますが、対前年比6.8ということで近来になく大き

な伸びを示しております。これは一番の要因としましては、平成20年度に新たに創設されまし

た地方再生対策費、これが新たに交付税の算定項目の中に入ったということで、この部分で大

きくふえたというのが今回の交付税でございます。 

 地方再生対策費についてはどのようなことかといいますと、都市部に集中している地方税の

偏在ですね、これを地方再生のために回そうということで、いわゆる地方税の偏在をなくそう

というようなことで、その財源を地方再生に回すということでの算定ということになります。 

 算定方法につきましては、第一次産業の就業者比率、それから65歳以上の人口比率、さらに

はもう１点は耕地及び林野面積による算定ということで、この３つの指標で算定するというこ

とになっておりますが、当町の場合、この３つの指標ともこの算定におきましては有利に働く

数値が現状としてございますので、結果としまして、他団体から比較しましてもかなり大きな

地方再生対策費ということで交付税の増額につながったと、こういうことでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 町民法人税の減額の関係でおただしがありましたので、お答えいたしま

す。 

 町民法人税は均等割額、法人税割額ということで予算を計上してございますが、均等割額に

ついては421社の法人で、当初予算で4,600万8,000円見込んでおります。法人税割額につきま

しては、当初予算を見込む際に、かなり円高景気等も弱み、あるいは公共事業も減っていると、

そういうふうないろいろな要因を加味して、前年度の13.5％減ということで5,473万5,000円

を見込んだところであります。 

 しかしながらここに来て、円高あるいはサブプライム、さらなる公共事業の減少等景気動向

が減速をして厳しい企業収益が予想されまして、さらに原油高と資材高によって調達するコス
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トが高騰しておりまして、企業収益が圧迫をされており、法人税の減額申告という形になって、

現在各法人がそういうふうな決算事情にあります。 

 それで、本町の当初見込んだ企業のうち、決算によって20年度の申告が終了いたしました、

いわゆるその20年度の税額確定した高額納税法人が７社ございまして、こちらの法人税割額の

減額を今回1,750万円ということでさせていただきました。今後もなかなか各企業の実態等に

ついて企画観光課と一緒にいろいろ企業等のいろいろなお話をこの間聞いてきているわけです

が、なかなか原油・資材高の中でいろいろ資材調達コストも上がっているわけですが、その価

格になかなか転化できない、転化していけないということで収益がかなり圧迫をしております。 

 ですから、今後も決算が確定する企業につきましては、20年度の税額確定によっては、町内

事業所の法人税割額が今後もさらに減額されると、そんなふうに見込んでおります。対策とい

うふうに言われましたが、一つはもう景気がよくなってもらうということ以外にないと私は考

えております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 ありがとうございました。 

 交付税が算定の方法が若干変わって、こういう過疎地、それからこういう広い、ほとんど林

を持つ町にとっては非常にいい再配分の方法が出てきたということで喜ばしいと思っています

けれども、例えば前も質問した経緯があるんですけれども、９月の決算、それから補正という

のは、町政の前半と下半期のちょうど真ん中なんですよね。それで、その決算において確定し

た後に補正する場合に、下半期、10月以降、10、11月、12月、１、２、３月の事業の町政と

しての目玉事業というのは、ある程度何年か前まであったんですけれども、今回は土地の買い

上げ、借りかえという、基金の借り上げの部分でほとんど18億円ほど持っていかれちゃったん

ですけれども、そういったやはり町政をするに当たっては、下半期における町民に対する目玉

を示すこともあってもいいのかなと、私なんかは思っているんですけれども、町長のお考えを

聞かせてください。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 一つの考え方として、いわゆる下半期といいますか、前半の動向、政策の成果といいますか、

これを検証することはとても大事だというふうに思っています。 

 ただ、そのときに非常に大事なのは、いわゆる補正としての性質、いわゆる当初でなくて補
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正でなければ、その予算の措置ができないというやっぱり理由といいますか、基準というのは

とても大事だと思うんですね。そうでないと、当初予算をあいまいにして補正で組みかえてい

くということになると、これはやはり予算のあり方として問題だと思いますので、検証しなが

らも、やはりそれは議員のおただしのように当然出てくると思います。 

 今回は、総務課長が地方再生対策費の話をしましたが、いわゆる頑張る地方応援プログラム、

こういうものの例えば成果をつくり上げていくことによって、また交付税の措置がされると、

こういうのもありますから、そういうものはぜひ実績を上げたところで検証しながら、新たな

後半の町政の事業に充てていきたい、こんなふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

○渡部康吉議長 ６番、渡部優君。 

○６番 渡部 優議員 もう１点だけ。 

 税務課長が、法人町民税に対して対策はということで景気がよくなってもらうしかないとい

うようなご意見だったですけれども、町として、法人に対する底上げとか、これだけ毎年落ち

込んでいる流れがありますので、新たな対策とか、そういったことをもしお考えがあれば、お

聞かせください。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 この景気がよくなってもらわなければ困るというのは、非常に他人行儀な言い方ですね。こ

れをいわゆる底上げをしていくのが私たちの仕事なんです。ですが今までいわゆる役場の職員

の人たちというのは縦割りでずっと来ているものですから、そこの改革がまだまだ醸成されて

いない。どちらかというと、ここにおられる課長さん方がもうしみついちゃっているんですね。

若い人たちはもう少し柔軟に、よしおれたちがやろうと、こういう考え方が非常に強いんです

が、ここにいる方々は、どうも経験年数が長いだけあって過去のとらわれが多いので、そうい

う答えになるんだと思うんです。 

 私は、全くそうは思っていません。景気をよくしていくんだと。そのためには地場産業はど

うなのか、あるいは進出した企業はどうなのか、ここで今考えているのは、大体が利子補給の

補てん策なんですね、借り入れ制度、これも充実していかなければなりませんが、何とか企業

を支援する方法を確立したい。 

 ところが、企業支援は営利でしょうと、こういうことになると、支援の枠が狭くなってくる、

どうしても決められて、これを何とか打破したいということで、今まで発展支援事業をやって
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きましたが、新たに起業、いわゆる起業の取り組みの発展に何とか助成できるような基金がで

きないか、あるいはまたそういうもの、それから現在来ている企業、会社の実態を聞きますと、

確かに資金繰りも大変なんですが、実は人材育成が非常に悩みの種になっているんですね。 

 つまり工員としては働き手はあるんですが、経営者に参加したいという人は限りなく少ない

と。これも南工会という会がありますから、そういう会を通して、いわゆる人材育成とか経営

のあり方とか、そういういわゆる人材育成事業に町がきちっと支援できないのか、こういうこ

ともこれからは真剣に考えていきたい。ほかに議員がこれはというアイデアがあったら、ぜひ

ひとつご提案をいただければありがたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 一般補正の25ページの項でいうと４の幼稚園費についてなんですけれ

ども、教頭が急なやめ方をされての臨時採用だと思うんですけれども、今後の年長、年少、今

現在の教頭も担任しておりますけれども、今後の経営の職員の配置ですか、その部分、この臨

時対応でいくのかどうか、その辺、次年度のことをお聞きしたいと思います。お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実は舘岩の幼稚園に３歳児を対象としたいわゆる預かりを始めました。そこの途中でしたが、

教頭先生が家庭の事情で途中でおやめになりました。これもやむを得ない、７月付ですが。 

 それでそれに対していろいろと対応について考えて、途中で人事異動もやむを得ないんじゃ

ないのということでいろいろ協議しましたが、保育の資格を持っていて、幼稚園の教頭先生を

するというのはなかなか難しくて、いわゆるこの資格を取らないといけない、しかし、じゃ教

頭先生がいなければならないのかというと、そうでもない。じゃベテランの先生をいう話も出

たんですが、地元でじゃ臨時の職員を配置しながら、地元でいわゆる責任者にもらう人に、ち

ょっと勉強に行ってもらいながらやろうかということをちょっと本人を通して話をかけたら、

それはなかなか厳しいと本人が辞退をされました。 

 そういうこともあったので、とりあえず臨時の職員で配置しましたが、来年度以降について

は、何とか正規の職員を配置したいということで、現在、採用試験をした結果、２名の保育士

について適正であるということで合格通知を出しました。この後本人がここに来られるかどう

かわかりませんけれども、そういう形で来年は補いたいなと、こう思っておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 
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○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 ２点ほどお伺いいたします。 

 まず一般補正の10ページ、先ほど６番議員が質問いたしましたけれども、普通交付税が２億

3,788万円アップしているよということなんですけれども、これは、今後来年度も再来年度も、

先ほどの総務課長の話を聞いていると、何かこのまま続きそうな雰囲気だと。これは決算に基

づいてまた出ているんだと思うんですけれども、19年度に対しては、通常ですと６月終わりご

ろに大体１回交付税、前年度の締めが出て、大体いつも２億か３億円、１回だけですか、マイ

ナスになったのは。 

 そうすると、通常であれば世の中の景気に対して、今景気がいいという判断なのか悪いとい

う判断なのか知らないですけれども、こういう問題がなくても、普通は交付税というのは今ま

で上がってきたわけですよね。１回だけマイナスのときがありました。それと合わせて、これ

は２億3,700万円というのが、単純にこの地方再生だけの措置で上がったものなのか、あるい

はもっと本当はこの対策費はいっぱいあったんだけれども、ほかのほうが下がってこの数字に

なったのか、その辺のことを１点お伺いしたいと思います。 

 次に、一般補正の11ページ、下から２行目の1,470万円、これ道路関係ですね。 

 これは、委員会で聞くと、今まで国のほうで55％の補助率であった。ところが財政指数の少

ないところにはもう少しポイントを上げましょうよということで、ことしから65ポイントにな

ったという話を聞いています。特に合併してから、何か合併してよくなったということが目に

見えないと町民がよく言うわけです。町民というのは中の財政はよくわからないですから、道

路がよくなったとか、目に見える建物なんかできたというと、ああ合併してよかったなと、こ

ういう話になると思うんです。 

 ですから、そういった意味では、こういった補助率も多くなったので、私は今まで、登志一

さん、あそこの道路はどうなんだというと、いや合併して金がねえからちょっと待っていろと、

こういうような住民に話をしていたんですけれども、ぜひ今度はこういったポイントが改定に

なったということであれば、今までやっぱり長いこと我慢してきた地域の道路とかそういうも

のに対して来年度の予算から少し反映すべきじゃないかなと、こんなふうに考えるんですけれ

ども、その辺、２点だけお伺いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 私から、２つ目の件についてお答えをさせていただきますが、確かに財政力の低い自治体に

対してかさ上げをすることになりまして、残念ながら財政力が高い町村ではないので、私ども

のところはその該当を受けるということで、普通の事業ですと65％、雪寒ですとまたその

65％ですかということになりますね。 

 そういうことで、私たちが国に要望してきたことが実現したんですが、問題はこういう事業

をする場合、県が間に入るんですよ。県がそういうふうに国の補助率が高くなったから負担は

少なくなるんですが、実は、県要望なんか見てみますと、ほとんどが道路なんですね。そうす

ると、この道路にすべて回すわけにいかないということで、県の裏負担が出てこない。そうす

ると、町村だけで独自にもできないということがあるものですから、この辺はやはり必要度と

いいますか、それぞれの町村が必要度は高いんでしょうけれども、やはり私が以前申し上げた

ように、道路をつくることによってこういうふうに地域の活性化が図れるんだと、この道路を

使うことによってこういう事業と連結・連動して経済の掘り起こしができるんだと、こういう

ことをしっかりとつくって、今、議員がおただしのような形で公共事業の確保に努めてまいり

たい。そして少しでも事業期間が長くなるように、あるいは所得が上がるようにしたい。 

 それで、今回当面こういう話を災害協定を結んでいる田島地区の協議会と打ち合わせを持ち

たいと、こういうふうに考えています。これは来週だったかと思いますが、そういう協議の場

を持っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず、交付税の関係でございますが、１点目、地方再生対策費が今後とも続くのかというよ

うなお話がありましたが、次年度以降につきましてはわかりません。 

 したがいまして、今年秋以降の地財対策でどのような形になっていくのか、そもそもがこの

地方再生対策費の財源が都市部の偏在されている地方税ですね、それを出していただくという

ようなことで成り立っている制度でございますから、基本的に都市部のほうで、もうこれ以上

は無理だということになれば当然原資がございませんので、こういうものがまた見直しされる

かもしれません。したがいまして、来年度以降についてはわかりません。 

 それと、交付税の中身でございますが、先ほど6.8％伸びましたというお話をさせていただ

きましたが、額で申しますと、約４億円伸びております。昨年からしますと、３億9,700万円

ほど伸びておりまして、その内訳としまして、先ほど来話があります地方再生対策費、これが

約２億5,200万円ございます。それから、町長からお話がありました頑張る応援プログラムの
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関係での増加需要額、これが7,800万円ございますので、この２つを合わせますとほぼ交付税

の伸びた金額と大体そんなには大きな差はない数字になってきます。 

 それで、交付税の中身を個別に細かく見ますと、いろいろ算定項目があるんですが、一般的

な経常経費の単位表については毎年毎年下げられております。したがいまして、交付税が今回

これだけ伸びましたけれども、今後ともこれからこのような状況でいくのかということになり

ますと、そういう状況にはない厳しい現実があることをご理解いただきたいと、こんなふうに

思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７２号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第16、議案第72号 平成20年度南会津町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７３号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第17、議案第73号 平成20年度南会津町老人保健特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◎議案第７４号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第18、議案第74号 平成20年度南会津町介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案審議は終了いたしました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２０年請願第６号の委員会報告、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、委員会に付託してあります請願・陳情について、本定例会の会期中に

結論の出ました請願・陳情の審査経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

 日程第19、平成20年請願第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求め

る請願を議題といたします。 

 文教厚生委員会に付託してありますので、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 ただいま議題となりました請願１件につきまして、審査の経過と結果

についてご報告申し上げます。 

 平成20年請願第６号 「義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める請願」に
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つきましては、平成20年９月８日付で２番、渡部俊夫議員の紹介により、福島市上浜町10－

38、福島県教職員組合中央執行委員長、浦井信義氏より提出されたもので、平成20年第３回

定例会において、文教厚生委員会に付託されたものであります。 

 その趣旨は、義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため、国が必

要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準維持向上を図ることを目的として

制定され、昭和28年度に発足された。その後、逐次充実が図られたが、昭和60年度に旅費、

教材費が国庫負担から除外されたのを皮切りに、平成16年度は退職手当と児童手当が一般財源

化され、この制度に残されているのは教職員給与費だけとなった。その中で、就学援助受給者

の増大にあらわれているように、低所得者層の拡大が進み、地域による教育条件の格差も広が

りつつある。自治体の財政力や保護者の経済力の違いによって子供たちが受ける教育水準に格

差があってはならない。教育は未来への先行投資であり、子供たちがどこに生まれ育ったとし

ても、ひとしく良質な教育を受けられる教育の機会均等が保障されなければならない。そのた

めに、教育予算を国の責任でしっかりと確保・充実させる必要があるというものであります。 

 このような趣旨から、義務教育費国庫負担制度について、負担率の２分の１への復元を含め

た制度の堅持と2009年度教育予算の拡充に向けて、次の事項について政府関係当局に意見書

を提出してほしいというものであります。 

 １、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。また、国負担率を２分の１に復元すること。 

 ２、きめの細かい教育の実現のために、教職員定数の改善を実施すること。そのための財源

の確保・充実を図ること。 

 ３、子供たちに安全・安心な学校生活を保障し、また、学校施設整備費、就学援助、奨学金

など教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。 

 本委員会は、９月12日及び９月17日と２日間にわたり慎重に審査いたしました。学校教育

課長を参考人として出席をいただき、現場の声を聴取いたしました。また、福島県教育庁総務

課には、電話で義務教育費国庫負担制度の見直しの経過と概要についてご指導を賜り、参考と

させていただきました。 

 各委員の意見としては、地方６団体の意見は無視できない。確実な税源移譲を受けても、そ

もそも税源がない。しっかりとした財政措置が担保されていない、もとに戻してほしい、等々

が出されました。 

 その結果、平成20年請願第６号 「義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求め

る請願」に関する請願書は、教育は未来への先行投資であり、子供たちがどこに生まれ育った
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としても、ひとしく良質な教育を受けられる教育の機会均等が保障されなければならない。そ

のために、教育予算を国の責任でしっかりと確保・充実させる必要があることを求めているこ

とから、その必要性を認識し、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 

 以上、本委員会が付託を受けた請願１件の審査経過と結果についてご報告申し上げます。 

 ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20年請願第６号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

 なお、追加日程のため、議会運営委員会を開催いたします。再開予定時間は４時25分といた

します。 

 

休憩 午後 ４時１２分 

 

〔議会運営委員会開催〕 

 

再開 午後 ４時３１分 
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○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎日程の追加 

○渡部康吉議長 先ほど町長提出議案１件、委員会提出議案２件、議員派遣の件、各常任委員

長及び特別委員長から閉会中の継続調査申し出書並びに議会運営委員長から所掌事務に係る継

続調査の申し出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、これらの案件については、お手元にご配付の追加議事日程のとおり日程に追加し、

順次議題にいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、提出されております案件については、お手元の追加議事日程のとおり日程に追加し、

順次議題とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 追加日程第１、議案第75号 南会津地方土地開発公社定款の変更についてを

議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○湯田芳博町長 追加して提案をいたします議案第75号 南会津地方土地開発公社定款の変更

についてご説明を申し上げます。 

 本案は、公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正により、南会津地方土地開発公社定款

の一部を改正する必要が生じたことから、当該公社の構成町村の議会の議決を求めるものであ

ります。 
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 なお、改正後の定款は、構成する郡内各町村の議会の議決後、福島県知事の認可を得て、本

年12月１日から施行となります。 

 よろしくご審議を賜りまして、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。 

○渡部康吉議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 今初めてこういう話を聞いたんですが、局長の説明を聞いても、町

長の説明を聞いても内容が全然わからない。つまりこの民法第59条を変更して、公有地の拡大

の推進に関する法律の16条第８項を適用すると、その後が何がどう変わるのかということを聞

かなかったら説明になっていないでしょう。全然わからないですよ。 

 だから、例えばそれによって、何ていうのかな、大体この法律そのものが私は読んだことが

ないわけですからね、それを急にここだけ入れたってわかるわけないじゃないですか。だから、

何かを今度買うときに、今度は例えば安くなるんだとか、何とかかんとかとかってその後のこ

とがわからなかったら意味がわからないんじゃないですか。そこをわかりやすく、何か資料で

も出して、ちょっとコピーでも出したりしてわかりやすくやってくださいよ。さっきも私、広

報みなみあいづのときでも、わかりやすい行政をやってくださいよと、こう言っているわけで

すから、よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず、今回の改正する目的につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律ということで、

将来の公共団体が使う公有地を適正に確保しましょうということでこの法律ができているわけ

でございますが、この法律に基づきまして、今議題となっております南会津地方土地開発公社

というものを設立しております。 

 その中で、今回民法第59条というお話がありましたが、まず民法の第58条の前条のほうで、

まず法人に監事を置くというような規定がございまして、それで59条におきましては、その法

人の監事の職務内容、これを民法上規定しております。ただ今回公有地の拡大の推進に関する

法律のほうで、その監事の職務を民法によらずに、この法律の中で規定されたものですから、

結果としまして文言的な表現で改正するというような条項になりますが、内容的にはそんなに

大きく変わったわけではございませんで、南会津地方土地開発公社におります監事の職務の内

容を法律の改正に伴って明文化したということでございまして、本来、当初からご提案すべき
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ところでございましたが、当初提案するときに脱路いたしまして、今回追加提案させていただ

きますが、南会津地方土地開発公社の事務局のほうから、この条項についての定款の変更につ

いて、構成町村の議決をいただいてほしいというようなことがあって、今回追加提案させてい

ただきました。 

 なお、今後議案の提出に当たっての説明関係については十分配慮したいと、こんなふうに考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 そうすると、監事については、今までもあるいは今後もそれはいる

と思うんですが、その監事が何かこの法律の適用が変わることによって何かが変わるんですか、

監事の何かが。何も変わらないんですか。そこがよくわからない。もうちょっと納得したもの

でないと議決するのはだめだって、やっぱりすべてのことに関して。わからない、よく、全然。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えいたします。 

 説明不足については、先ほど総務課長が話したように、いわゆる土地開発公社の事務局のほ

うとの連携といいますか、それが十分にできていないということで、先ほど申し上げたように、

今後、事務局のほうにはやはり事前にしっかりと提案をしていただく、あるいは資料の提出を

求めていくと、こういうことにしたいと思います。 

 これは、これまでも定款あるいは法律あるいは条項等の一部改正等あったと思いますが、も

う絶えず国のほうで、いわゆる制度の見直し、あるいは制度の改正に伴う、その位置づけとい

うんですかね、いわゆる例えば今回は監事でありますが、位置づけをどこで規定するか、こう

いうのが国のほうで絶えず動いていまして、その都度例えば給与のあり方についてとか、ある

いは監事のあり方とか、商法との調整とかということで、この１年、数え切れないほど出てき

ています。これらについてもなかなか町村会でというわけにはいきませんが、いわゆる私たち

自治体の者としては、大変な苦労あるいは手数がかかるので十分にそこは国のほうも私たちの

現場を検証していただいて理解してもらうような方策を立てていただきたい、こういうお願い

はしておりますが、何せそういうのをこの時期に議決しなさい、この時期に施行しますからと

いう話で出てくるものですから、ここはひとつ今回ご理解をいただいて、ご審議をいただけれ

ばありがたいというふうに思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 それを一応信用して、議決をしても何も不利益はないということを
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信用して、じゃそうしましょう。 

○渡部康吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 追加日程第２、委員会提出議案第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教

育予算の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第６号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第６号は提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに決

しました。 

 採決いたします。 
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 委員会提出議案第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書の

提出について、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 追加日程第３、委員会提出議案第７号 農業用の燃料、肥料、飼料、資材等

の価格高騰への緊急対策を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 13番、星和男君。 

○１３番 星 和男議員 ただいま付議されました意見書についてご説明申し上げます。 

 農業用の燃料、肥料、飼料、資材等の価格高騰への緊急対策を求める意見書といたしました。 

 農業用の燃料は肥料、飼料、ビニール類、段ボールなどあらゆる農業資材の価格が短期間に

高騰し、農業経営に重大な打撃をもたらしている。さらに、こうした生産コストの上昇分は農

家の出荷価格に反映されないため、農業経営に直接のしかかる状況になっております。 

 国際的に穀物価格が高騰し、安定的な輸入が危ぶまれているもとで、国内での増産による食

糧自給率の向上が待ったなしになっている今、このような事態を放置すれば、国民生活に重大

な影響をもたらすことは明らかであり、政府として万全な対策を講じることが急務となってい

る。 

 先般、政府が漁業者に対する燃料高騰対策として打ち出された緊急対策は、漁民の要求から

すれば不十分なものだが、直接補填を含んでいることが重要であり、同様に農家の苦境を緩和

するために次の事項の実現を強く求めるものであります。 

 １、農業用の燃料、肥料、飼料、資材等の価格高騰分の補償を含む対策を実施すること。 

 ２、原油や穀物への投機を規制すること。 

 以上のようなことで提案を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 
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○渡部康吉議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議員派遣の件について 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 会議規則第119条の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動があります。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会中の継続調査について 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第５、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 各常任委員長、特別委員長及び議会運営委員長から、所管事務及び所掌事務のうち、会議規
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則第75条の規定により、お手元にお配りいたしました申し出書のとおり、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

       ◎閉会の宣告 

○渡部康吉議長 これで本日の議事日程は終了いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

ここで、町長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

○湯田芳博町長 平成20年第３回議会定例会に提案をいたしました各議案については、それぞ

れ慎重審議を賜りありがとうございます。 

 さて、今月１日の福田首相の突然の辞意表明を受けまして、衆議院の解散総選挙が政治日程

として浮上してまいりました。 

 総選挙に当たりましては、緊急かつ迅速な対応が求められ、時間的余裕がないことから、選

挙執行のための予措処置について長の専決処分を予定することになる場合もございますので、

前もって議員各位のご理解をお願いするものであります。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 上衣の着衣をお願いします。 

 以上をもちまして、平成20年第３回南会津町議会定例会を閉会いたします。 

 長期間にわたり慎重審議、まことにありがとうございました。 

 

閉会 午後 ４時５５分 
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